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平成２２年第４回摂津市議会定例会会議録

平成２２年１１月３０日（火曜日）
午前 １０時　　　　開 会

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２２名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　２ 番　　本　保　加津枝

　　３ 番　　大　澤　千恵子 　　４ 番　　野　原　　　修

　　５ 番　　川　端　福　江 　　６ 番　　藤　浦　雅　彦

　　７ 番　　南　野　直　司 　　８ 番　　渡　辺　慎　吾

　　９ 番　　三　宅　秀　明 　１０ 番　　上　村　高　義

　１１ 番　　森　内　一　蔵 　１２ 番　　山　本　靖　一

　１３ 番　　弘　　　　　豊 　１４ 番　　山　崎　雅　数

　１５ 番　　木　村　勝　彦 　１６ 番　　森　西　　　正

　１７ 番　　嶋　野　浩一朗 　１８ 番　　柴　田　繁　勝

　１９ 番　　三　好　義　治 　２０ 番　　原　田　　　平

　２１ 番　　安　藤　　　薫 　２２ 番　　野　口　　　博

１ 欠席議員 （０名）

市 長 森 山 一 正 副 市 長 小 野 吉 孝

教 育 長 和 島 剛 市 長 公 室 長 羽 原 修

総 務 部 長 有 山 泉 生 活 環 境 部 長 水 田 和 男

保 健 福 祉 部 長 佐 藤 芳 雄 保健福祉部理事 福 永 冨美子

都 市 整 備 部 長 小 山 和 重 土木下水道部長 宮 川 茂 行

会 計 管 理 者 寺 西 義 隆
教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

馬 場 博

教 育 委 員 会
教育総務部理事

市 橋 正 己
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 長

宮 部 善 隆

監査委員・選挙管理
委 員 会 ・ 公 平 委 員
会・固定資産評価審
査 委 員 会 事 務 局 長

寺 本 敏 彦 水 道 部 長 中 岡 健 二

消 防 長 北 居 一 消 防 本 部 理 事 浜 崎 健 児

事 務 局 長 野 杁 雄 三 事 務 局 次 長 藤 井 智 哉

事 務 局 参 事
兼 次 長 代 理

池 上 彰

１ 地方自治法第１２１条による出席者

１ 出席した議会事務局職員
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１ 議　事　日　程

1， 会期決定の件

2， 議 選 第　　３号 摂津市選挙管理委員会委員及び同補充員選挙の件

3， 認 定 第　　１号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　３号 平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　６号 平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の
件

認 定 第　　８号 平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　９号 平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の
件

認 定 第　　２号 平成２１年度摂津市水道事業会計決算認定の件

認 定 第　　４号 平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　５号 平成２１年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　７号 平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳
出決算認定の件

4， 議 案 第　５８号 摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件

5， 議 案 第　７１号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

議 案 第　７３号 平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

議 案 第　７５号 平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　７７号 平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　７９号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　８０号 平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　８１号 摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書センターの指定管理者指定
の件

議 案 第　８２号 摂津市青少年運動広場指定管理者指定の件

議 案 第　８３号 摂津市立体育館指定管理者指定の件

議 案 第　８４号 摂津市立テニスコート指定管理者指定の件

議 案 第　８５号 摂津市立温水プール指定管理者指定の件

議 案 第　８６号 摂津市スポーツ広場指定管理者指定の件

議 案 第　８７号 摂津市立児童センター指定管理者指定の件

議 案 第　８８号 摂津市立障害児童センター指定管理者指定の件

議 案 第　８９号 摂津市立せっつ桜苑指定管理者指定の件

議 案 第　９０号 摂津市立ふれあいの里指定管理者指定の件

議 案 第　９１号 摂津市立みきの路指定管理者指定の件

議 案 第　９２号 摂津市民文化ホール指定管理者指定の件

議 案 第　９３号 摂津市立市民ルーム指定管理者指定の件

議 案 第　９４号 摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件

報 告 第　９５号 摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件

議 案 第　９６号 摂津市立保健センター指定管理者指定の件

議 案 第　９７号 摂津市立休日小児急病診療所指定管理者指定の件

議 案 第　９８号 摂津市斎場指定管理者指定の件

議 案 第　９９号 摂津市立葬儀会館指定管理者指定の件

議 案 第１００号 大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大
阪広域水道企業団規約の変更に関する協議の件

議 案 第１０１号 摂津市文化財保護条例制定の件

議 案 第１０２号 摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０５号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０６号 摂津市立スポーツセンター条例の一部を改正する条例制定の件
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議 案 第１０７号 摂津市立コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０８号 摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０９号 摂津市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

6， 請 願 第　　１号 生活道路の変更と安全対策に関する請願

7， 議 案 第１０３号 特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議員報酬
及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０４号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の
件

8， 議 案 第　７０号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

議 案 第　７２号 平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号）

議 案 第　７４号 平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　７６号 平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　７８号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程８まで
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１－４ 

（午前１０時 開会） 

○藤浦雅彦議長 ただいまから平成２２年第

４回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長のあいさつを受け

ます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 本日、平成２２年第４回の摂津市議会の

定例会を招集させていただきましたところ、

議員の皆様方には、公私何かとお忙しい中、

ご参集賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

 さて、今回お願いいたします案件は、予

算案件といたしまして、平成２２年度摂津

市一般会計補正予算ほか１０件、条例案件

といたしまして、摂津市文化財保護条例制

定の件ほか８件、その他の案件といたしま

して、摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図

書センターの指定管理者指定の件ほか１９

件、合計４０件のご審議をお願いいたすも

のでございます。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 開会に当たり、ごあいさつにかえさせて

いただきます。 

○藤浦雅彦議長 あいさつが終わり、本日の

会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、安藤議員及び

野口議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から１２月１

５日までの１６日間とすることに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、議選第３号、摂津市選挙管理委

員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

 まず、摂津市選挙管理委員会委員の選挙

を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は指名推選で行うことに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 勝吉彦氏、 晴雄氏、木田徳幸氏、葭中

冨佐子氏を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました勝吉彦氏、 晴雄

氏、木田徳幸氏及び葭中冨佐子氏を当選人

と定めることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、勝吉彦氏、

晴雄氏、木田徳幸氏及び葭中冨佐子氏が

摂津市選挙管理委員会委員に当選されまし

た。 

 次に、摂津市選挙管理委員会委員補充員

の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう



 

 

１－５ 

に決定しました。 

 土井絹代氏、稲田盛一氏、篠崎忠行氏及

び武部寛子氏を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました土井絹代氏、稲田

盛一氏、篠崎忠行氏及び武部寛子氏を当選

人と定めることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、土井絹代

氏、稲田盛一氏、篠崎忠行氏及び武部寛子

氏が摂津市選挙管理委員会委員補充員に当

選されました。 

 次に、補充の順序についてお諮りします。 

 補充の順序は、ただいま指名しました順

序とすることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程３、認定第１号など９件を議題とし

ます。 

 委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長。 

  （三好義治総務常任委員長 登壇） 

○三好義治総務常任委員長 ただいまから、

総務常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました認定第１号、平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分及び認定第５号、平成２１年度摂津市

財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

の以上２件について、１０月２６日及び２

８日の両日にわたり、委員全員出席のもと

に委員会を開催し、審査しました結果、認

定第１号所管分については賛成多数、認定

第５号については全員賛成をもって認定す

べきものと決定しましたので、報告します。 

○藤浦雅彦議長 建設常任委員長。 

  （山本靖一建設常任委員長 登壇） 

○山本靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました認定第１号、平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分、認定第２号、平成２１年度摂津市水

道事業会計決算認定の件及び認定第６号、

平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定の件の以上３件につい

て、１０月２５日及び２７日の両日にわた

り、委員全員出席のもとに委員会を開催し、

審査しました結果、いずれも全員賛成をも

って認定すべきものと決定しましたので、

報告します。 

○藤浦雅彦議長 文教常任委員長。 

  （柴田繁勝文教常任委員長 登壇） 

○柴田繁勝文教常任委員長 ただいまから、

文教常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました認定第１号、平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分について、１０月２６日、委員全員の

出席のもとに委員会を開催し、審査いたし

ました結果、賛成多数をもって認定すべき

ものと決定いたしましたので、報告をいた

します。 

○藤浦雅彦議長 民生常任委員長。 

  （森内一蔵民生常任委員長 登壇） 

○森内一蔵民生常任委員長 それでは、ただ

いまから、民生常任委員会の審査報告を行

います。 

 去る９月１０日の本会議において、本委

員会に付託されました認定第１号、平成２

１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の

件所管分、認定第３号、平成２１年度摂津

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

の件、認定第４号、平成２１年度摂津市老

人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件、
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認定第７号、平成２１年度摂津市パートタ

イマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件、認定第８号、平成２１年度摂津

市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

及び認定第９号、平成２１年度摂津市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

の以上６件について、１０月２５日及び２

７日の両日にわたり、委員全員出席のもと

に委員会を開催し、審査しました結果、認

定第１号所管分、認定第３号、認定第８号

及び認定第９号については賛成多数、その

他案件については全員賛成をもって認定す

べきものと決定いたしましたので、報告い

たします。 

○藤浦雅彦議長 議会運営委員長。 

  （单野直司議会運営委員長 登壇） 

○单野直司議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました認定第１号、平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分について、１１月２５日、委員全員出

席のもとに委員会を開催し、審査しました

結果、全員賛成をもって認定すべきものと

決定しましたので、報告します。 

○藤浦雅彦議長 駅前等再開発特別委員長。 

（木村勝彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○木村勝彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました認定第１号、平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分について、１０月２９日、委員全員出

席のもとに委員会を開催し、審査しました

結果、賛成多数をもって認定すべきものと

決定しましたので、報告します。 

○藤浦雅彦議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 日本共産党市会議員団を代表し

て、認定第１号、３号、６号、８号及び９

号について反対討論を行います。 

 ２００９年は、日比谷公園での年越し派

遣村に象徴される、人間を物のように扱う

我が国の貧しい雇用環境が社会的に大きな

問題となる中で明けました。そして、年度

途中、長年の古い政治を退場に追い込み、

新しい政権が誕生しました。しかし、今日、

時事通信社による１１月の世論調査で、菅

内閣支持率は２７．８％、不支持が５１．

８％となり、国民の期待に反して、今の政

権もまた同様で迷走を繰り広げている状況

です。 

 ２００９年は、森山市政２期目の最初の

年度でもあります。こうした政治的な状況

のもとで、市民にとって最も身近な自治体

としての役割が改めて問われた年度ではな

かったでしょうか。 

 最初に、自治体としての基本問題につい

て述べます。２００９年度は１３年ぶりに

すべての公共料金が値上げを見送り、据え

置きされました。また、これまで市民の皆

さんが改善・充実を求めてきた問題で、小

規模修繕工事等希望者登録制度の限度額を

６０万円に拡大したことをはじめ、子ども

の医療費助成制度で入院を中学校卒業まで

拡大、妊婦健診公費負担を５回から１４回

に拡充、紙おむつ助成の改善、中学校普通

教室へのエアコン設置や学校施設耐震補強
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工事の推進、臨時職員保育士の雇用期間の

延長、市独自の融資制度の改善、生活支援

課に女性ケースワーカー配置、就学援助金

制度の現行制度堅持などなどを予算化され

たことは評価するものです。 

 しかしながら、その一方で、新たな市民

の負担を増やし、市民サービスを切り捨て

る、今後５年間の第４次行財政改革を推し

進めようとしていることは問題です。本来

自治体の仕事は、住民の福祉の増進です。

そのために、市民にとって使い勝手のよい

方向に行政機構を改善する、財政のあり方

を改善することがあるべき行革ではないで

しょうか。第４次行革については、これま

で白紙に戻し、市民的な議論を行うべきだ

と申し上げてきました。２００９年度の予

算に多くの市民要求を反映させてきたとい

う精神にも立ち戻るべきだと考えます。 

 本市の行革の歴史は、１９９８年度から

始まりましたが、第１次から第３次までの

１２年間で総額１６１億円の市民負担を増

やしてきています。平均所得が府下的にも

大変低い本市の行革の最大の特徴は、市民

負担の増大であったと言えます。森山市政

１期目の最初の年度に、それまでの行革の

仕上げを行いましたが、その後は小学校の

統廃合や学校給食の民間委託など、公的仕

事の縮小とともに、１期目４年間で４人家

族で１０万円の負担を増やしてきました。

そして、計６０億円近くを投入する二つの

開発計画を推進してきたわけでありますが、

市民の納得や理解が本当に得られていると

言えるでしょうか。我が党は、この間、こ

うした第４次行革の中身をまとめた市会報

告ビラを各家庭に配布してきましたが、い

ろんな方々から切実な声が届いています。

改めて決算で示された府下トップの財政力

を生かし、自治体の本来の仕事である市民

の暮らし、福祉、教育を支える政治を推進

する立場に立って総点検を求めるものです。 

 では、項目を追って、命と暮らしを守る

ことについて１０点述べます。 

 第１に、子どもの医療費助成についてで

すが、中学卒業までの入院助成が始まった

ことで、３８０万円の新たな増額でありま

したが、従来の就学前の医療費分は１８０

万円が前年比で減額、差し引きで２００万

円の増額にとどまりました。子育て安心の

まちづくりの点で、医療費助成は大変重要

です。通院医療の対象年齢の引き上げを求

めるものです。 

 第２に、保育所問題です。この間、着々

と進められているこども園の開設に向けた

準備など、幼保一体の動きについては、当

事者や関係者の理解、納得が十分得られて

いるとは言えません。国が検討している子

ども・子育て新システムとの関係からも注

意して見ておくべきです。直接契約方式の

導入など、市場原理の持ち込みや待機児解

消の名で基準の緩和など、保育制度の改悪

なども危惧されます。家庭での一時預かり

などではなく、基準を堅持した保育施設、

児童福祉法に沿った健全な保育が求められ

ています。保育における公的責任を再認識

して、民間頼みにしない公的保育の役割を

求めます。 

 第３に、保健医療の体制にかかわってで

す。新型インフルエンザの対応では、幸い

にして危機的な被害は出なかったわけです

が、医師や看護師の確保、健康推進課と医

師会との連携や摂津市の医療体制の課題を

突きつけられました。予防接種や健康診断

を受けられる体制強化をはじめ、小児救急

医療、併せて産婦人科などの充実した対応

を求めます。 

 第４に、障害者施策です。障害者自立支
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援法に沿った施設体系への移行が進みまし

たが、この自立支援法は廃止して、当事者

の願いに沿った新法が求められています。

応益負担の原則を抜本的に改めること、国

に働きかけることと併せて、障害者センタ

ー事業の中身の充実やグループホームの確

保に引き続き取り組むよう求めます。 

 第５に、生活支援課のケースワーカーに

ついて。生活保護の対象の増加で配置基準

を下回った状態になっています。必要な支

援がしっかり行える人的体制の確保を早急

に求めます。 

 第６に、不況が中小企業を限界に追い込

んでいます。昨年来取り組んでいる事業所

実態調査を活用し、市役所、事業所、商店、

住民と専門家等を入れた対策委員会をつく

り、産業対策の体制の強化と地元産業の振

興、中小企業が営業を続けられる環境を整

えることが必要です。工場家賃補助など、

直接的な支援を盛り込んだ営業を底支えす

る方策を求めます。 

 第７に、国民健康保険特別会計では、調

整財源もあり、卖年度としては大きく黒字

で決算を迎えました。不況のもと、暮らし

が深刻な中、今後とも保険料の引き上げは

避けるべきです。また、生活実態の把握や

納付相談、適正な減免制度の運用も行い、

収納率のみを重視した徴収強化を行わない

こと、差し押さえなどは、実態を無視した

強制的な運用は行わないよう求めます。医

療抑制に直結する資格証の発行についても

やめるよう求めます。 

 第８に、後期高齢者医療制度は、政権与

党の民主党自身が廃止を公約しています。

「廃止は一刻も早く」が国民の声です。し

かし、廃止を利用しての国保の広域化など

には問題が山積し、容認できません。国民

負担を増大させず、国の医療保障を大きく

し、医療保障制度を充実させての後期高齢

者医療制度の速やかな廃止に向けた働きか

けを求めます。 

 第９に、介護保険特別会計は、５年前の

改定以降、黒字運営が続いています。６５

歳以上の摂津市民、市が徴収する被保険者

の５７％が市民税の非課税世帯であり、保

険料の負担感は大きく、安心の介護とはか

け離れた状況です。保険料と利用料の減免

制度の充実、低所得者への負担軽減を求め

ます。 

 １０番目は、身近なまちづくりの問題で、

生活道路の安全対策が喫緊の課題です。新

在家鳥飼上線や府道大阪高槻線など、拡幅

整備が強く望まれています。また、交通事

故件数５００件は、前年より１００件の減

となりましたが、北摂の中でも依然として

高く、死亡事故も２件と前年同数です。生

活道路の安全対策強化が求められています。

单千里丘のまちびらきが本年３月から行わ

れましたが、正雀駅前、千里丘西口の安全

対策も待ったなしの状況です。 

 次に、学校と教育にかかわって８点述べ

ます。 

 第１に、教職員の配置状況についてです。

教員の不足は摂津市でも深刻です。摂津市

の非正規教員の割合は約１７％、教員の欠

員補充ができない状況も起きています。尐

人数学級を拡充するためにも、教員増を

国・府へ強く働きかけることを求めます。

また、小学校１年生等学級補助員、読書サ

ポーター、中学校学級補助員など、効果が

認められ、引き続き人的保障を求めます。 

 第２に、学校施設についてです。児童・

生徒の学習環境の改善と安全対策は急務で

す。引き続き耐震化促進と小学校へのエア

コン設置を求めます。 

 第３に、就学援助金制度についてです。
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２００９年５月１日時の認定率は、前年比

９７人、１．２４ポイント増の３７．２

４％です。厳しい経済環境のもと、その役

割はますます重要で、義務教育は無償が原

則ですが、修学旅行、教材費など、実際の

保護者負担は決して軽くありません。子育

て支援策として内容の充実を図ってきた摂

津市のこれまでの取り組みは評価できるも

ので、行革の名で制度を後退させることな

く引き続き充実を図るべきです。 

 第４に、学校給食民間委託です。市内２

校目となる鳥飼北小学校への民間委託導入

に際し、保護者への周知・説明期間があま

りに短く、説明責任を果たしたとは言えま

せん。安全でおいしい給食を責任持って提

供するため、民間委託はやめるべきです。 

 第５に、学力テストについてです。全国

一斉学力テスト、市独自の学力定着度テス

ト、さらに大阪府学力テストと、三つのテ

ストの実施は、子どもと学校現場にとって

大きな負担となるものです。全国一斉学力

テストに参加しないこと、府の学力テスト

や学習支援ツールの活用は、押しつけをせ

ず教育現場の判断にゆだねることを求めま

す。 

 第６に、学童保育についてです。待機児

童は２００９年４月時点で２１名、１１月

まで解消できませんでした。学童保育の定

数及び環境整備の充実と潜在的待機児を生

まないための検証を求めます。 

 第７に、体育施設についてです。市民の

スポーツ需要は高く、学校開放事業、国内

外体育施設の利用件数、人数は２００７年、

２００８年比で増加しています。一方で、

市民プール廃止、学校統廃合を経て、２０

０８年度末に市民体育館が廃止、２０１０

年度末には味舌体育館が廃止される予定で

す。味舌・三宅スポーツセンターは、屋

内・屋外併設のスポーツ施設であるととも

に、地域の貴重な避難施設にもなり得るも

ので、暫定活用となっているグラウンドを

含め、売却をせず積極的な活用を求めます。 

 第８に、日の丸・君が代の押しつけをや

めるよう求めることです。国旗・国歌を定

めた国旗国歌法は、起立や斉唱を国民に義

務づけるものではありません。思想・信条

の自由、内心の自由を保障する憲法の精神

から、教育現場に押しつけることはやめる

べきです。 

 次に、公共下水道特別会計についてです。

健全化計画の最終年に当たり、赤字を解消

し、会計の健全化を図る年としていました

が、逆に使用料は１億５，０００万円の減

額補正、当初見込みを大きく下回り、約１

億１，３００万円の赤字となりました。経

済の落ち込みが最大の原因としても、水道

会計と連動しており、水道の見込みではリ

ーマンショックで６，０００万円、水需要

の減が４，０００万円の合わせて１億円の

減、臨時で１，１００万円の増、水道と下

水道の会計の見込み違いが４，０００万円

近くになっています。本来なら料金の低い

下水道使用料の影響額が尐なくて当たり前

と考えられます。これまでにも指摘してき

ましたが、下水道会計は予算・決算の乖離

が大きく、会計の信頼を失う状況が続いて

います。本年当初予算でも指摘してきまし

たが、約１，８００万円の下水道使用料未

徴収問題は、信頼回復に向け一層の努力と、

不納欠損で処理するということではなく、

いつも口にされる行政の公平性を示すとき

ではないでしょうか。問題は、なぜこのよ

うなことが下水道会計で引き起こされるの

か、体制に無理があるのか、原因の追及が

真剣にされてきたのか疑問です。また、公

債費も元金償還２７億８，５００万円、利
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子１６億円、計４３億８，６００万円と、

会計の３分の２を超えている状況は異常で

す。一括償還が始まったときの金利状況も

見通せない中、綱渡り的な会計運営は根本

的な議論が必要です。改めて緻密な分析と

中期・長期の整備計画、償還計画を示され

るよう求め、反対の討論とします。 

○藤浦雅彦議長 森内議員。 

  （森内一蔵議員 登壇） 

○森内一蔵議員 それでは、新生クラブ議員

団を代表いたしまして、認定第１号から９

号までの平成２１年度の各会計決算につい

て、賛成の立場から討論を行います。 

 我が国経済は、リーマンショック後の厳

しく深い景気後退を経て、２００９年春ご

ろから持ち直しに入ったと言われておりま

したが、最近の急激な円高基調は、輸出産

業をも直撃し、景気はこのところ足踏み状

況となり、失業率も高位で推移するなど、

社会経済状況の先行きは極めて不透明な状

況であります。 

 このような中、いかに生産と消費の好循

環を生み出し、持続的な回復軌道に乗せて

いくかが大きな課題であります。また、経

済活動水準が依然低いこともあって、我が

国経済は数々の重荷を背負っており、その

端的な例が、設備や雇用過剰感、物価の持

続的下落、すなわちデフレ、さらには税収

等の減を生じた財政状況の悪化であります。

このことは、国の財政のみならず、市民生

活と直接的な関係にある地方財政の根幹を

揺るがし、ひいては自治体存亡にかかわる

問題であると言っても過言ではありません。 

 本市におきましても、厳しい経済情勢を

反映し、平成２１年度市税決算額は前年度

に比べ約１３億５，８００万円の減収とな

り、とりわけ法人市民税について見れば約

４７％、額にして約１３億２，０００万円

の減収となるなど、大変厳しい決算状況と

なりました。このように、平成２１年度は

市税の大幅な減収をはじめ、本市を取り巻

く社会経済環境は大変厳しいものがありま

したが、財源の積極的な確保に努められる

とともに、経常経費の一層の節減、合理化

を図るなど、効率的な財政運営に努められ

たことを高く評価するものであります。今

後ともさらなる財政の健全化、効率化に向

けて、より一層の工夫と努力をされること

を期待いたします。 

 それでは、具体的な施策や実施事業につ

いて申し上げます。 

 まず、市長が平成２１年度市政運営の基

本方針で述べられました中庸の精神に基づ

き、物事の両極端、日々揺れ動く社会環境

に応じて刻々と変化するかなめの位置をし

っかりと見きわめられるとともに、大局的

な見地から市民生活に最大限配慮され、福

祉、子育て、教育などのソフト施策に対し

て重点的に予算の配分をされたこと、さら

には国民健康保険料をはじめとするすべて

の公共料金を据え置く決断をされ、実践さ

れたことを高く評価するものであります。 

 次に、单千里丘周辺整備についてであり

ます。本年３月にまちびらきが行われ、阪

急電鉄摂津市駅が開業するとともに、駅前

広場の供用が開始されました。本市にとっ

て新しい顔、新しいまちの誕生であり、大

変喜ばしい限りであります。このことは、

関係各位の皆様の長年にわたるご努力、ご

協力のたまものであり、７月に開設されま

したコミュニティプラザ、保健センターと

もども、市民が集い憩える空間として末永

く親しまれることを期待するところであり

ます。 

 また、吹田操車場の跡地活用につきまし

ては、現在、吹田操車場跡地まちづくり全
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体構想に基づき、鋭意事業が進められてお

ります。今後、本市が目指す良好で秩序あ

る都市型居住空間、防災機能を備えた公園

整備、また市民が憩える緑あふれる空間の

創出を実現できるよう、大阪府、吹田市を

はじめ、関係諸機関と慎重に協議を行いな

がら事業進捗を進められるようお願いをし

ておきます。 

 男女共同参画社会の実現に向けた取り組

みといたしましては、女性大学の基礎コー

スに加え、平成２１年度には専科コースを

開設し、市の審議会等へ参画できる人材の

育成に努められたことを評価するものであ

ります。 

 高齢者施策につきましては、紙おむつ券

の給付制度を実態に応じて見直し、制度を

拡充されたことを、ただいま共産党議員団

の反対討論においても評価すると言ってお

られますので、高く評価するものでありま

す。 

 障害者施策につきましては、移動支援制

度において、施設入居者に対する自宅への

帰省に係る支援を拡充されたこと、精神障

害者相談支援事業を設置し、よりきめ細か

な相談支援を実施されたこと、小規模通所

授産施設に対する運営支援としても、国保

連合会請求事務に対する補助制度を創設さ

れたことなどを評価するものであります。 

 次に、次代を担う子どもたちを産み育て

やすい、そして、子どもたちが生き生きと

輝く環境づくりのため、妊婦健康診査に係

る公費負担回数を５回から１４回まで拡充

し、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担

の軽減を図られました。また、乳幼児医療

費の助成について、中学校卒業までの入院

医療費について、食事代も含め、助成制度

を拡充されました。さらに、ファミリーサ

ポートセンター事業において、ひとり親家

族の子どもが利用する場合、利用料の半額

補助を制度化されました。これら子育て支

援施策を拡充されたことを高く評価するも

のであります。 

 昨年の春に流行しました新型インフルエ

ンザについてでありますが、本市におきま

しては、あらかじめ関係機関と緊密な連携

に努め、緊急体制の整備、事前対策を滞り

なく進められたことを評価するとともに、

大過なく収束を迎えることができたことは

幸いでありました。しかしながら、新たな

る危機はいつやってくるかわかりません。

常日ごろから危機管理意識と対策に努めら

れ、行政機能を麻痺させることなく、しっ

かりと市民への対応ができる体制を充実さ

せるよう望むものであります。 

 次に、教育についてであります。子ども

たちが成長していく過程においては、知・

徳・体の三つの力をバランスよくはぐくん

でいくことが将来の社会生活にとって非常

に重要であると言われております。しかし、

昨今、いじめや不登校ということから、重

大な結末に至った事案が多く報告され、人

としての教育、生き方、人を思いやる心と

いうことの大切さを改めて感じずにはいら

れません。このような中、本市におきまし

ては、不登校児童・生徒及び学校に対する

支援を充実させるため、家庭児童相談員を

増員され、さらにきめ細かな対応に努めら

れ、小学校１年生等学級補助員を全小学校

の１年生の全学級に配置し、学校生活にな

じめない児童に対し、きめ細かな指導を行

い、学校での学習生活をサポートしている

ことを高く評価するものであります。さら

に学習サポーターを増員し、放課後子ども

教室と連携を図るとともに、放課後学習教

室を全小学校で開設し、児童・生徒の自

学・自習力の向上に取り組まれていること
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を評価するものであります。 

 学校施設の改善につきましては、全中学

校の普通教室にエアコンを導入され、学習

環境の改善を図られたことを、またこれも

高く評価いたします。 

 耐震化に向けた取り組みについては、幼

稚園、小・中学校の耐震２次診断の結果を

受け、安全・安心な学校の実現に向け、着

実に進めていただくよう要望しておきます。 

 生涯学習施設につきましては、別府、千

里丘及び味生公民館の２階にトイレを設置

され、高齢者や体の不自由な方にも公民館

まつりなど多彩な行事、講座に安心して参

加していただける環境を整備されたことを

評価するものであります。 

 次に、中小零細企業対策についてであり

ますが、中小企業事業資金融資制度におい

て、平成２１年度の融資においては、融資

期間を４年から５年に延長するとともに、

融資期間中の利息を全額助成し、小規模事

業所の経営を支援されたことを高く評価い

たします。 

 地域就労支援施策につきましては、就労

が困難な方を対象に、直接就労に結びつき

やすい講座を厳選して開催し、雇用不安、

失業対策としても重点的に取り組まれたこ

とを評価するとともに、今後とも有効な就

労支援施策の推進に積極的に取り組まれる

よう要望しておきたいと思います。 

 交通安全推進事業につきましては、ＪＲ

千里丘駅及び阪急正雀駅周辺における放置

自転車の撤去を新たに毎月１回土曜日にも

実施され、歩行者の安全を図られたことを

評価するものであります。 

 さらに、道路整備についてでありますが、

千里丘三島線等の道路改良については、早

期の事業着手に向け、着々と準備を進めら

れ、また、阪急摂津市駅の歩行者の動線確

保のため、第一中学校横の千里丘单千里丘

線歩道の拡幅を実施し、歩行者等の安全確

保を図られたことを評価するものでありま

す。しかしながら、これら新たなる整備事

業の推進も重要であるとは思いますが、市

民が日常的に通行する生活道路についても、

築造後数十年が経過し、相当傷みが激しい

場所が多く見られます。市民生活の安全を

確保するという観点から、危険箇所から早

急に改修工事をされるよう要望するもので

あります。 

 国民健康保険特別会計では、先にも述べ

ましたが、市民生活に配慮し、保険料を据

え置かれたことを評価するものであります。

しかし、収支を見ますと、卖年度では約３

億９，３００万円の黒字となっております

が、累計ではいまだ約３億９，１００万円

の赤字であり、引き続き赤字解消に努める

必要があります。先行き不透明な経済状況、

高齢化に伴う医療費の増加など、国民健康

保険を取り巻く環境は非常に厳しい中、国

保財政の健全化に向けて引き続き努力され

ることを期待するものであります。 

 介護保険特別会計では、余剰金の基金の

活用等により、基準額を３年間据え置く決

定をされたこと、介護給付サービスの提供

体制の確保、地域支援事業の推進、そして

介護予防に継続的に努められてきたことを

評価するものであります。今後、団塊の世

代の方々の高齢化が進行していく中、介護

保険特別会計の健全化に向けた一層の取り

組みを期待するものであります。 

 公共下水道事業特別会計では、厳しい社

会状況の中、経営健全化計画に基づき、人

件費の削減、建設費の抑制等、経営基盤の

強化に向けた取り組みを展開されたことは

評価いたします。しかしながら、平成２１

年度決算では、使用水量の大幅な減尐によ
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り、卖年度収支は約７，５００万円の赤字

となり、累計赤字も増加いたしております。

今後とも継続して下水道接続等の向上に努

め、企業として自立できる経営基盤の確立

に向けた取り組みを期待するものでありま

す。 

 これまで平成２１年度各決算について述

べてまいりましたが、今後ますます厳しさ

を増すであろう経済情勢の中、さらなる経

費節減はもとより、財政調整基金をはじめ

とする主要基金を枯渇させることなく、尐

数精鋭による効率的な行財政運営の体制を

確立されることを念願いたしまして、平成

２１年度決算の賛成討論といたします。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 認定第１号、認定第３号、認定第６号、

認定第８号及び認定第９号を一括採決しま

す。 

 本５件について、認定することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、本５件は認定されました。 

 認定第２号、認定第４号、認定第５号、

及び認定第７号を一括採決します。 

 本４件について、認定することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、本４件は

認定されました。 

 日程４、議案第５８号を議題とします。 

 委員長の報告を求めます。 

 総合計画基本構想審査特別委員長。 

（三好義治総合計画基本構想審査特別委員

長 登壇） 

○三好義治総合計画基本構想審査特別委員長

 ただいまから、総合計画基本構想審査特

別委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第５８号、摂津市総

合計画基本構想について議会の議決を求め

る件について、９月３０日、１０月１２日、

１１月８日及び１１月１５日の４日間にわ

たり、委員全員出席のもとに委員会を開催

し、審査しました結果、賛成多数をもって

可決すべきものと決定しましたので、報告

します。 

○藤浦雅彦議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 それでは、日本共産党市会

議員団を代表いたしまして、議案第５８号、

第４次摂津市総合計画基本構想について議

会の議決を求める件に対する反対討論を行

います。 

 今回は１５年ぶりの改定でありますが、

基本構想序論の計画策定の背景となる時代

潮流の項で述べているように、景気や雇用

情勢の先行きは不透明、深刻化している雇

用不安の解消や格差対策が求められている

ことや、尐子・高齢化、環境共生、安全・

安心、情報通信技術の発展、グローバル化、

地方分権など、取り巻く状況は大きく変化

を遂げています。特に、地方分権の問題で

は、国民の期待を大きく裏切り、迷走して

いる民主党政権のもとで、今日の各分野を

深刻な事態に追いやり、地方の疲弊をもた

らしている構造改革路線に根本的な反省も
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せずに、国の責任放棄、市町村への責任転

嫁、公的事務の民営化路線を推し進めよう

としています。これに自治体として追随す

るのではなく、基礎的自治体としての団体

自治、同じく住民自治を貫くことを最初に

申し上げ、以下個別問題について意見を述

べます。 

 第１に、今年度から５年の期間で推し進

めようとしている第４次行財政改革実施計

画で、市民にとって一層使い勝手の悪い方

向をつくってしまっては、１０年後、住み

やすいまちづくりはできないという点です。

以前にも指摘しておりますが、「協働」と

いうキーワードでこれから摂津市の将来を

市民とともにつくり出していこうという方

向で議論しているのに、この第４次行革実

施計画に対するパブリックコメントにおい

て、まともに市民の皆さんからご意見を聞

こうとする視点に立っていない経過、まち

づくり市民会議や総合計画審議会にもきち

んと報告をし、意見を聞くこともしなかっ

たことは、最初から協働に対する本市の姿

勢に疑問を感じます。ましてや、行政側は

内部の改革だからという認識かもしれませ

んが、第４次行革の内容は、この間の行政

のよい変化さえも台なしにし、新たな市民

負担を増やし、市民サービスを切り捨てる

こととなります。本来の行革は、市民にと

って使い勝手のよい方向に改善することで

あり、市民の暮らしを守るために行うもの

で、しっかり本市として役割を果たすべき

ではないでしょうか。改めて第４次行財政

改革は白紙に戻し、市民的議論を行うこと

を求めます。 

 第２に、今回の策定過程と協働という問

題についてです。まず、策定過程における

市民参加の問題です。今回は、ご承知のよ

うに、前回とは違って５，０００人に対す

る基本的な市民意識調査をはじめ、転入・

転出者３，４００人に対する調査、中学２

年生に対するアンケートなどを実施され、

市民２２名によるまちづくり市民会議での

作業など、策定過程における市民参加とい

う点では一定改善されたところであります。

アンケートなどの結果やまちづくり市民会

議でのご意見や摂津市の将来に向けた市民

の思いをすべて受けとめ、実施に向けて最

大の努力を行うべきです。また、この間、

かかわった方々からの意見として、「小さ

いまちだからこそのよさ、特性を生かして、

市民だれもが住みやすいまちづくりの方向

性を追求することが大事であり、そのため

のシステム体制をきちんととるべきだ」、

「庁内で検討されて構想や計画の中身が出

されてきたが、各課の受けとめ方に大きな

アンバランスを感じた」などが寄せられた

ことを申し上げておきます。 

 協働の問題では、委員会でもさまざまな

角度から議論が交わされました。これから

きちんとのその体制や具体的な作業から発

展方向が見出されてくるかと思いますが、

本来、行政が責任持って実行するべき分野

を行政が決めた範囲の中で市民と事業所に

補完してもらうんだということにならない

ように、常に検証し、確認することが重要

です。その上で、以前から提案している小

学校区ごとのまちづくり委員会的な体制に

ついても再度検討されるよう求めます。 

 第３に、基本構想と一体のものである基

本計画の記述にかかわって修正を求めたい

点についてです。 

 一つは、基本構想第３章第４節の「暮ら

しにやさしく笑顔があふれるまち」の中で、

政策、「誰もが安心していきいきと暮らす

ことができるまちにします」に関連して、

施策、「自立に向けて生活困窮世帯を支援
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するまちにします」という記述についてで

す。今、雇用不安が拡大する中で、生活支

援課において、本市だけではないと感じて

いますが、自立支援ということで就労が強

要される事態があります。障害者自立支援

法において、「自立」という名で自己負担

を押しつけ、逆に自立できなくしている事

態にもあるように、わざわざ施策の名称に

「自立」を使うことは、こうした自己責任

論を押しつける実態を容認する立場に立つ

ことになるおそれがあります。この「自立

に向けて」という記述はやめるべきです。 

 第３の２として、基本構想第３章第３節

「みどりうるおう環境を大切にするまち」

の中で、政策、「地球にやさしく美しい住

みよいまちにします」に関連して、施策、

「環境への負荷が尐ないまちにします」の

五つの指標のうち、大気汚染常時監視測定

局における二酸化窒素濃度についてです。

現状値０．０５３ｐｐｍを１０年後には０．

０４から０．０６と目標値を設定していま

すが、あまりにも安易に設定し過ぎであり、

修正を求めます。 

 第３の３として、第６節「活力ある産業

のまち」の中で、政策、「産業を支え、活

力のあるまちにします」に関して、施策、

「商工業が発展するまちにします」の四つ

の指標についてです。６月に参考資料とし

て配布された時点では、１０年後の目標値

は、それぞれ事業所数は３，０００事業所

であったものが今回４，１００に、従業員

数も４万人であったものが今回５万人に変

更されていますが、今後の人口減尐の予想

を含め、１０年前に比べ事業所が１８％も

減尐してきた事実を検証するならば、違っ

た目標の立て方にならざるを得ないのでは

ないでしょうか。 

 第４に、今日の地方自治体を取り巻く状

況と自治体の役割についてです。地方自治

体を取り巻く状況については、最初に申し

上げましたが、今、民主党政権が進めてい

るのは、地方向け補助金の一括交付金化と

福祉分野を含めた国の最低基準の緩和、撤

廃であります。補助金総額２１兆円のうち、

社会保障費が１４．８兆円、教育関係費が

２．３兆円で、８割以上も占めています。

９割が法律で負担が義務づけられたもので

あります。ですから、全国知事会が、かつ

ての三位一体の二の舞になることを強く懸

念していると表明していますが、当然です。

地方自治体として今日大事なことは、こう

した国の地方分権の流れにくみせず、国に

対して住民福祉の機関としての地方自治体

の機能と役割を取り戻す立場で発言すると

ともに、みずからそのことを実践すること

ではないでしょうか。 

 また、公務の市場化がどんどん進んでい

ますが、市職員みずからが集団としてみず

からの公務、公共サービスを見詰め直す学

習や運動を市民とともに推進する中で、全

体の奉仕者としての姿を追求されることを

求め、反対討論といたします。 

○藤浦雅彦議長 村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 それでは、議案第５８号、

摂津市総合計画基本構想について議会の議

決を求める件について、公明党議員団を代

表して、賛成の立場から討論を行います。 

 世界を震撼させたリーマンショックから

約２年が経過し、今年度の景気は緩やかに

回復していくとの楽観的な当初予測から大

きく外れ、デフレに追い打ちをかける急激

な円高などにより、日本の経済はいまだに

危機的かつ先行き不透明な状況であり、国

民の間には、この国は一体どうなっていく

のかという不安感が大きく広がっておりま
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す。このような状況下において、何として

も景気後退を防ぎ、国民生活を守ることを

第一義として、新たな経済成長に即応した

仕事をつくる政策と、超高齢化社会、低炭

素化社会を視野に入れた２１世紀型の経済

と生活成長を実現する政策を迅速につくり

上げなければなりません。また、人口減尐

や尐子・高齢化の進行による人口構造の変

化は、今後の社会全体に大きな影響を与え

ることが懸念され、将来を見据えることが

非常に難しい時代となってきたことは本市

も同様ではないでしょうか。さらに、社会

経済情勢や価値観の変化に伴い、市民が公

共サービスに求めるものも多様化、高度化

していますが、行政のみがこれに対応して

いくことには、質的にも量的にも限界があ

るのではないでしょうか。 

 その一方で、地方自治体はみずから政策

を立案し、地域の特性を生かした自律性の

高いまちづくりを進めていくことが求めら

れています。また、近年、物質的な豊かさ

よりも、個性や多様性、心の豊かさを求め

る価値観が広がり、みずからが暮らす地域

のために活動することに生きがいを見出す

人々が増えていることを受け、国において

も企業やＮＰＯなど多様な団体が協働して

地域課題の解決や地域にふさわしい総合的

なサービス提供を担う新しい公共空間の形

成という新しい方向性が打ち出されており

ます。 

 このような中で策定される第４次摂津市

総合計画基本構想では、協働のまちづくり

を進める指針として、目指す将来像を「み

んなが育むつながりのまち摂津」とし、目

指す将来像を実現するために、四つの基本

姿勢での取り組みと七つの目標を設定され

ています。本総合計画の策定に当たっては、

早い段階から市民意識調査、転入・転出者

へのアンケート、まちづくりについての意

見募集、市民活動団体に対するインタビュ

ーやアンケートなど、さまざまな手法で市

民ニーズの把握に努められ、市民参画の機

会を数多く設けられました。とりわけ、今

回初めて公募市民だけで構成するまちづく

り市民会議を設置され、目指す将来像をは

じめ、政策、計画の推進、役割、進行管理

など、さまざまな提言内容を計画に取り入

れられたことは高く評価いたします。今後、

計画を推進していく際には、市民、事業者、

行政が担う役割を理解するとともに、相互

連携の円滑を図る必要があります。そのた

めにも早急に協働のルールづくり、職員育

成の取り組み、協働の実践の積み重ねと着

実な計画の推進と進行管理を行い、１０年

後には「つながりのまち」と誇れる摂津市

を築いていただくよう強く要望いたします。 

 計画期間については、第３次総合計画で

の１５年を本総合計画では１０年とし、計

画中間年で前期の活動状況や達成度の評価

を行い、近年の社会経済状況の変化などに

的確に対応することとされています。また、

各施策においても評価指標を設定し、数値

による達成度の把握を行うという新たな取

り組みもされています。また、各施策につ

いては、第３次の総合計画期間において、

どれだけのことに取り組んだかを担当課が

振り返り、行政評価システムの施策評価や

市民意識の調査結果、社会経済状況の変化

などを踏まえた上で総括をされ、本市の置

かれている現状と課題を整理し、本総合計

画期間では重点的に取り組んでいく政策を

明らかにされています。限られた財源の中

で何を優先すべきか、緊急に取り組むべき

ことは何かを総合計画審議会での１０回に

わたる審議と職員総がかりで選択されたと

のことであります。地域の連帯感や人と人
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とのつながりが希薄化しつつある中、私た

ちのまち摂津市を市民、事業者、行政など、

摂津市にかかわるみんなの力によって、元

気でほっとする温かいまちにはぐくんでい

くという思いが込められていると思います。

また、みんなが主体性を持って互いの特性

を尊重しながら、共通の目標を達成するた

めに、対等な立場で連携・協力すると明記

されており、協働を計画の柱とされたこと

は、市政運営において大きな転換であり、

住民の創意工夫と意欲を生かした効果的か

つ継続的な施策展開など、目指す将来像が

実現するよう期待するものであります。 

 財政状況につきましては、今後の社会保

障関係費の増加、経済状況に大きく左右さ

れる法人市民税の減収など、今後も厳しい

状況が続くと予想されています。計画を実

効性のあるものとするためには、引き続き

行財政改革にしっかりと取り組んでいくこ

とと、卖年度の予算編成においても、進行

状況と社会動向の的確な把握と対応が不可

欠であります。 

 行財政改革は、最小の経費で市民満足度

を高めることが目的の一つであり、さまざ

まな施策の展開に大きくかかわるものであ

ります。本総合計画のまちづくりの目標の

一つに、計画を実現する行政経営とありま

すが、まず初めに市役所の内なる改革に取

り組み、さまざまな知恵と工夫で予測困難

な時代を乗り切っていただくことを切に願

います。とりわけ市役所のサービスの質は

人材の質によると言っても過言ではなく、

人材の育成についてしっかりと取り組んで

いただきたいと思います。市長が提唱して

おられます人間基礎教育を礎に、より一層

向上されるよう期待いたします。 

 本総合計画での１０年は、思いのほか短

いものであります。まちを育てるという新

たな発想により、本市の予算にあらゆる角

度から目を向け、人材や施設、自然などの

地域資源の発掘と活用に取り組み、本市の

魅力向上につなげていただきたいと思いま

す。 

 総合計画は、都市基盤、福祉、教育、産

業、環境、文化、スポーツなど、市民生活

のあらゆる分野にまたがる最も上位に位置

付けられる計画です。多くの人たちのさま

ざまな思いや願いに対し、早期に応えられ

るよう、行政におかれては、市長を先頭に

職員一丸となって、将来人口見込みの８万

人を超えられるよう、着実に取り組みを進

めていただき、あらゆる分野で思いやりの

心と夢、希望、そして未来への発展性を体

感できる魅力ある人間都市、また、一人ひ

とりを大切にする人道の先進市として、

「みんなが育むつながりのまち摂津」との

総合計画基本構想に基づいた新たなふるさ

と摂津の構築実現を心から念願し、賛成討

論といたします。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員。 

  （嶋野浩一朗議員 登壇） 

○嶋野浩一朗議員 それでは、高志会を代表

いたしまして、議案第５８号について、賛

成の立場から討論を行います。 

 平成２３年度を初年度とする第４次の総

合計画におきまして、まちづくりを進める

上でのテーマの一つに「協働」が掲げられ

ております。本市が目指す協働とは、市民、

事業所と行政が対等の立場で共通の目標に

向かって連携し、協力をすることとされて

おります。確かに今までまちづくりは行政

が行うものという意識を多くの方が抱いて

こられたことは否定し得ない事実だと思い

ます。その結果、一部ではございますが、

お任せ民主主義とやゆされるような状況を

生んできたことも、またこれは否定し得な
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い事実だと思われます。このような状況を

脱するためには、まちのことを主体的に考

え、そして実際に参画していくことが重要

であり、効果的だと思います。また、今ま

でにないほど高齢化率は高まり、低炭素化

社会の実現など、環境との共生は不可欠な

ものとなっております。市民、事業所、行

政が今までとは違った発想・視点を持ち、

ともに連携し協力していくことは的を射た

ものであり、大いに期待が持てるものだと

思います。 

 それでは、この基本構想に書かれており

ます具体的な政策を見てまいりますと、第

１節「市民が元気に活動するまち」では、

市民活動の支援の充実がうたわれておりま

す。協働を進めていく上では、市民活動の

支援は不可欠な取り組みであります。ただ、

その活動のフィールドを市内に限定するこ

となく、もっと広い視点を持ち、今の私た

ちがあるのは摂津市から始まったあの活動

のおかげだと多くの方に感じていただける、

そんな市民団体が生まれ、市民活動が展開

されることを大いに期待しております。 

 第２節「みんなが安全で快適に暮らせる

まち」では、市民が安心して暮らせるため

に住宅の耐震化やバリアフリー化、また、

建築物の不燃化を促進していく方向性が特

別委員会を通じて示されました。また、水

道事業におかれましては、地震などへの対

策として送配水管の耐震化に取り組んでい

ただく方向性が示されました。行政の根本

とでも言うべき水道事業の重要性をいま一

度ご認識いただき、どのような状況でも安

心して口にすることのできる水道水を安定

して供給することについて、より一層ご努

力をしていただきますよう要望いたします。 

 公共下水道では、昨今頻発する傾向にあ

るゲリラ豪雤に対応するために、雤水施設

のさらなる充実をお願いいたします。より

快適なまちをつくるという視点では、市民

の美化意識や防犯意識をいかに高め、実際

にさまざまな取り組みに積極的に参加して

いくのかが大きなポイントであると思いま

す。市民意識の啓発に今まで以上に取り組

んでいただきますことを要望いたします。 

 救急救助施策については、救急安心セン

ターおおさかの開設は大きな意義があると

思われます。さらに、関係機関との連携を

密にしていただき、救命率の向上に努めて

いただきたいと思います。 

 第３節「みどりうるおう環境を大切にす

るまち」では、低炭素化社会の実現のため、

市民、事業所の省エネルギー意識や環境保

全の意識の醸成や、実際に行動していただ

くための取り組みが必要であると思われま

す。今までの取り組みを検証していただき、

今後の効果的な取り組みを構築していただ

きたいと思います。また、これらの取り組

みを促進するため、行政が率先して具体的

に取り組んでいく方向性を示されたことは、

大いに評価できると思います。 

 第４節「暮らしにやさしく笑顔があふれ

るまち」では、平和意識の高揚は大変に重

要なテーマであると思われます。混沌とし

た国際情勢である今だからこそ、我が国の

果たすべき役割は大変に大きいと思います。

今後の意識向上に向けた具体的な取り組み

に期待しております。 

 また、一人ひとりがみずからの居場所を

持ち、それぞれに与えられた社会的な役割

を全うし、それが正当に評価されることで、

だれもが生き生きと暮らし、さらにさまざ

まな取り組みへの参加意識が高まるものと

思われます。今後の意識向上に向けての取

り組み、また環境の整備に期待しておりま

す。 
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 第５節では、生涯現役を目指した取り組

みに期待しております。また、子どもに関

する政策では、子どもの成長を縦断的にと

らえた取り組みをしていただく方向性が示

されたことを大いに評価いたします。幼・

保・小・中の連携とともに、家庭がいかに

あるべきかという視点を行政としても整理

をしていただき、各家庭に効果的にその思

いを届けていただき、全体で子どもたちと

向き合っていくまちをつくっていただくた

めの取り組みを期待しております。 

 また、市民が元気に活動するという視点

では、スポーツ・文化の振興は大きな意義

があると思われます。摂津市の歴史・文化

をいま一度掘り起こし、後世に語り継いで

いただくことが重要だと思います。併せて、

スポーツにも気軽に携われるような環境の

整備に向けてご努力していただくことをお

願いいたします。 

 第６節では、本市には約１５平方キロメ

ートルの市域に４，０００を超える事業所

が立地し、そのほとんどが中小零細企業で

あります。昨今の長引く不況を受けて、本

市の事業所も大変に厳しい状況にあること

は否めません。このような状況であるから

こそ、行政が産業振興という視点でなすべ

きことが何であるのかを整理し、各種団体

と連携して効果的な取り組みを展開してい

ただくことを期待しております。 

 第７節では、今まで蓄積してこられたさ

まざまなノウハウを全体で共有していただ

くとともに、地域主権を踏まえた経営感覚

を養っていただくことが重要であります。

そのための職員研修や環境整備をしていた

だき、併せて、この職場で働くことを誇り

に感じられることを目標の一つに掲げ、ご

努力していただくことを期待しております。 

 今回の総合計画は、計画期間が１０年と

今までになく短期間の計画であります。こ

れは、社会の変化が大変に早くなっており、

１０年後でさえも予想することが難しいと

いうことを勘案したものだと思います。そ

れを否定はいたしません。ただ、もっと長

期的なビジョンが必要であることも事実で

あります。長いスパンでまちのあり方を考

え、その中でこの１０年をどう位置付けて

具体的に何を取り組むのかが問われている

と思います。第４次の総合計画に沿って行

っていただいた取り組みが今の摂津市をつ

くり出したのだと後人が感じられることを

願い、この基本構想に基づいた取り組みが

なされていくことを期待し、賛成討論とい

たします。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 議案第５８号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程５、議案第７１号など３３件を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第７１号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容としましては、歳入につきましては、市

たばこ税の増額のほか、国民健康保険基盤

安定制度に係る国庫・府負担金や耐震改修

補助制度に係る国庫補助金などとなってお

ります。 

 歳出につきましては、耐震改修補助金の
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ほか、駐車場用地に係る測量、鑑定経費な

ど、一部緊急を要する事業についての追加

補正となっております。 

 まず、補正予算の第１条といたしまして、

既定による歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ１５億３，０５５万円を追加し、

その総額を３３４億２，７１７万１，００

０円といたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正に

記載のとおりでございます。 

 歳入につきましては、款１、市税、項４、

市たばこ税は、１４億３，０００万円の増

額を計上いたしております。 

 款１４、国庫支出金、項１、国庫負担金

１６４万１，０００円の増額は、国民健康

保険基盤安定負担金の増額を計上いたして

おります。 

 項２、国庫補助金９０万円の減額は、耐

震改修補助金の増額を計上いたしておりま

す。 

 款１５、府支出金、項１、府負担金２，

０３８万円の増額は、国民健康保険基盤安

定負担金及び後期高齢者医療保険基盤安定

負担金の増額を計上いたしております。 

 款１８、繰入金、項１、特別会計繰入金

５万６，０００円の増額は、介護保険特別

会計繰入金の増額を計上いたしております。 

 項２、基金繰入金５，８２７万３，００

０円の増額は、今回の補正財源を調整する

ため、財政調整基金繰入金の増額を計上い

たしております。 

 款２０、市債、項１、市債１，９３０万

円の増額は、小学校排水設備改修事業債及

び中学校排水設備改修事業債を計上いたし

ております。 

 続きまして、歳出でございますが、款２、

総務費、項１、総務管理費では、財政調整

基金積立金１４億３，０００万円を計上い

たしております。これは、市たばこ税の増

額相当分を財政調整基金に積み立てるもの

でございます。 

 款３、民生費、項１、社会福祉費では、

国民健康保険特別会計繰出金や後期高齢者

医療広域連合に対する過年度精算金など９，

７６１万円を計上いたしております。 

 款４、衛生費、項１、保健衛生費では、

駐車場用地に係る測量及び鑑定に係る経費

２０４万円を計上いたしております。 

 款７、土木費、項４、都市計画費では、

民間建物の耐震改修に対する補助金９０万

円を計上いたしております。 

 次に、第２条、債務負担行為の補正につ

きましては、４ページからの第２表債務負

担行為の補正に記載のとおりでございます。

これらは、議案第８１号から議案第９９号

までの各施設の指定管理者の指定に係る議

案提出に伴い、債務負担行為の追加をいた

すものでございます。 

 市民図書館及び鳥飼図書センター指定管

理事業につきましては、新たに指定管理者

による管理を行うもので、平成２３年度か

ら平成２７年度までの５年間、５億円の限

度額を設定いたすものでございます。市民

図書館及び鳥飼図書センターを除く各施設

につきましては、現在、指定管理者による

管理を実施いたしておりますが、本年度末

に指定期間の満了を迎えるものでございま

す。そのため、平成２３年度から平成２５

年度の３年間について、おのおのの限度額

を設定いたすものでございます。 

 次に、第３条、地方債の補正につきまし

ては、６ページの第３表地方債の補正に記

載いたしております。追加分につきまして

は、小学校排水設備改修及び中学校排水設
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備改修に係る新たな起債同意が見込まれる

ものでございます。 

 以上、平成２２年度摂津市一般会計補正

予算（第４号）の内容説明とさせていただ

きます。 

 次に、議案第１０５号、摂津市税条例の

一部を改正する条例制定の件につきまして、

提案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、既に改正されております地方税

法のうち、平成２３年１月１日から施行さ

れる部分について、摂津市税条例の一部を

改正させていただくものでございます。 

 それでは、議案書の条文に従いまして、

改正内容をご説明いたします。 

 なお、議案参考資料の３９ページからあ

ります新旧対照表も併せてご参照賜ります

ようお願いいたします。 

 まず最初に、第３０条の２、第３０条の

３の追加は、個人市民税に係る給与所得者

及び公的年金等受給者の扶養親族の申告に

関する事項を規定するものでございます。 

 続いて、第６２条は、準用、読みかえ規

定の追加に伴う項番号の修正、また、附則

第４８条は、先物取引に係る雑所得等の課

税の特例の規定に追加したことによる字句

の修正でございます。 

 最後に、附則でございますが、第１項、

施行期日につきましては、この条例は平成

２３年１月１日から施行するものでござい

ます。 

 第２項及び第３項につきましては、新条

例第３０条の２、第３０条の３に規定する

申告書について、平成２３年１月１日以後

に提出する分から適用する規定でございま

す。 

 第４項につきましては、新条例第３０条

の３で規定する申告書を提出する場合、改

正前の所得税法で規定する申告書に係る事

項の規定を適用するものであります。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 水道部長。 

  （中岡水道部長 登壇） 

○中岡水道部長 それでは、まず初めに、議

案第７３号、平成２２年度摂津市水道事業

会計補正予算（第２号）につきまして、提

案内容のご説明を申し上げます。 

 今回、お願いいたします補正予算は、水

道部におきまして、かねてより懸案となっ

ておりました水道メーター等止水栓の開閉

栓業務の委託につきまして、水道労働組合

との協議が整いましたので、債務負担行為

の追加補正をお願いするものでございます。 

 委託の内容といたしましては、通常の開

閉栓業務と給水停止に係る開栓業務につき

まして、平成２３年４月１日から民間委託

を実施するものでございます。 

 補正予算の内容につきましては、補正予

算書１ページに記載をいたしております。 

 第２条は、債務負担行為の追加補正を定

めるもので、事項は開閉栓業務委託事業、

期間は平成２３年度から平成２５年度まで、

限度額の予定額は３か年で３，１５０万円

でございます。 

 次に、２ページには、債務負担行為に関

する調書を掲載しておりますので、ご参照

願います。 

 なお、今回の業務委託による効果額は、

３か年で約１，０００万円を見込んでおり

ます。 

 以上、補正予算の内容の説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案第１００号、大阪広域

水道企業団を組織する市町村数の増加及び

これに伴う大阪広域水道企業団規約の変更

に関する協議の件につきまして、その内容



 

 

１－２２ 

をご説明申し上げます。 

 本議案は、先の第３回定例会でご可決賜

りました大阪広域水道企業団の設置につき

まして、大阪府下３７市町村で組織する企

業団については、平成２２年１１月２日付

で大阪府知事の設立許可はおりております

が、今回、新たに守口市ほか４市が加入す

ることになり、それに伴う企業団規約の変

更について、地方自治法第２８６条第１項

の規定により、関係市町村と協議するため、

同法２９０条の規定により提案するもので

ございます。 

 なお、議案参考資料１ページに新旧対照

表を掲載しておりますので、ご参照願いま

す。 

 それでは、条文に沿ってご説明申し上げ

ます。 

 大阪広域水道企業団規約第２条、企業団

を組織する地方公共団体の規定に関する別

表中、「貝塚市」の次に「、守口市」を、

「河内長野市」の次に「、松原市」を、

「柏原市」の次に「、羽曳野市」を、「高

石市」の次に「、藤井寺市、東大阪市」を

加えるものでございます。 

 附則といたしまして、この規約は、大阪

府知事の許可の日から施行するものでござ

います。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、議案第７５

号、平成２２年度摂津市国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）につきまして、そ

の内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の主

な内容は、歳入におきましては、前期高齢

者交付金の確定に伴う国庫負担金の増と保

険基盤安定繰入金の確定に伴う一般会計繰

入金の増が主なものでございます。 

 歳出におきましては、後期高齢者支援金

や繰上充用金などの確定に伴うものでござ

います。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ８１３万２，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を１０

４億１，７５１万３，０００円といたすも

のでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額につきましては、２ページの第

１表歳入歳出予算補正に記載のとおりでご

ざいます。 

 まず、歳入でございますが、款５、前期

高齢者交付金、項１、前期高齢者交付金２

１０万４，０００円の増額は、前期高齢者

交付金の確定によるものでございます。 

 款８、繰入金、項１、一般会計繰入金９，

０６２万４，０００円の増額は、国保財政

安定化支援事業繰入金及び保険基盤安定繰

入金の確定によるものでございます。 

 款９、諸収入、項１、雑入は、１億８６

万円の減額でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款３、

後期高齢者支援金等、項１、後期高齢者支

援金等１９７万３，０００円の増額は、本

年度の後期高齢者支援金が確定したことに

よるものでございます。 

 款４、前期高齢者納付金等、項１、前期

高齢者納付金等５万８，０００円の減額は、

本年度の前期高齢者納付金が確定したこと

によるものでございます。 

 款６、介護納付金、項１、介護納付金１

５６万３，０００円の減額は、本年度の介
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護納付金が確定したことによるものでござ

います。 

 款１１、繰上充用金、項１、繰上充用金

８４８万４，０００円の減額は、平成２１

年度決算の確定に伴うものでございます。 

 以上、補正予算内容の説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第７９号、平成２２年

度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３

号）につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の主

な内容は、要介護認定申請件数の増加に

よる事務費相当額の増額分及び地域支援

事業交付金の過年度精算による返還金を

計上いたすものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ３１２万１，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を３８億

７，３９６万２，０００円とするものでご

ざいます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額につきましては、２ページの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款６、繰入

金、項１、一般会計繰入金２８９万８，０

００円の増額は、主治医意見書作成手数料

の増額に係る繰入額の増額を計上いたして

おります。 

 項２、基金繰入金２２万３，０００円の

増額は、地域支援事業交付金の過年度精算

に伴う国庫府費等の返還のための財源の繰

入額を計上いたしております。 

 次に、歳出でございますが、款１、総務

費、項３、介護認定審査会費２８９万８，

０００円の増額は、要介護認定申請件数が

当初見込みを上回って増加していることに

より、主治医意見書作成手数料の増額が必

要となったものでございます。 

 款５、諸支出金、項１、償還金及び還付

加算金１６万７，０００円の増額は、地域

支援事業に係る過年度収入に対して、交付

金を法定割合に応じて精算し、国及び府へ

返還するものでございます。 

 項２、繰出金５万６，０００円は、同様

に地域支援事業に係る市負担分を精算し、

一般会計に返還するものでございます。 

 以上、平成２２年度摂津市介護保険特別

会計補正予算（第３号）の内容説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第８０号、平成２２年

度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容は、保険基盤安定繰入金の確定に伴う一

般会計繰入金の増によるものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ２０万９，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を６億４，５０

３万３，０００円といたすものでございま

す。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額につきましては、２ページの第

１表歳入歳出予算補正に記載のとおりでご

ざいます。 

 まず、歳入でございますが、款３、繰入

金、項１、一般会計繰入金２０万９，００

０円の増額は、保険基盤安定繰入金の確定

に伴う一般会計繰入金の増でございます。 
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 次に、歳出でございますが、款２、後期

高齢者医療広域連合納付金、項１、後期高

齢者医療広域連合納付金で２０万９，００

０円を追加いたしております。 

 以上、補正予算内容の説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第８７号、議案第８８

号及び議案第９０号、議案第９１号は、い

ずれも公の施設の指定管理者の指定を行う

ものでありますが、議案のご説明に先立ち、

総括的に手続き及び議案の内容についてご

説明を申し上げます。 

 本市におきましては、平成１８年４月か

ら４２の公共施設で指定管理者制度を導入

したところでございます。今回、平成２２

年度末をもって、各指定管理者の指定期間

が満了することから、これらの施設につき

まして、指定管理者の指定及び新たな指定

期間を設定いたしたく、議会の議決を求め

るものでございます。 

 以下、議案の概要についてご説明を申し

上げます。 

 まず、１として、指定管理者に管理を代

行させる公の施設の名称を明記したもので

ございます。 

 次に、２として、当該施設の管理を代行

させる指定管理者の住所及び名称を明記し

たものでございます。 

 次に、３として、当該指定管理者として

指定する期間を明記したものでございます。 

 いずれの施設につきましても、摂津市公

の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例に基づき、指定を受けようとする者

から事業計画書等の提出を受け、提出され

た書類を慎重に審査し、管理の代行を行わ

せるにふさわしい者と判断したものでござ

います。 

 なお、指定に当たりましては、平成２２

年６月２９日付でお示しをしております指

定管理者制度導入に関する指針（第１次改

訂版）に掲げる基本方針に基づき、現在、

指定管理者として指定している団体等は、

引き続き指定管理者として指定するととも

に、その期間につきましては、平成２３年

４月１日から平成２６年３月３１日までの

３年間とするものでございます。 

 以上が、指定管理者の指定に関する各議

案の共通事項でございます。 

 それでは、まず、議案第８７号、摂津市

立児童センター指定管理者指定の件につい

て、提案内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立児童センターの指定管

理者として、社会福祉法人摂津市社会福祉

事業団を指定することにつき、摂津市公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例第３条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８７号、摂津市立児童セン

ター指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８８号、摂津市立障

害児童センター指定管理者指定の件につい

て、提案内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立障害児童センターの指

定管理者として、社会福祉法人摂津市社会

福祉事業団を指定することにつき、摂津市

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例第３条第１項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８８号、摂津市立障害児童
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センター指定管理者指定の件についての提

案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９０号、摂津市立ふ

れあいの里指定管理者指定の件について、

提案内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立ふれあいの里の指定管

理者として、社会福祉法人摂津市社会福祉

事業団を指定することにつき、摂津市公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例第３条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９０号、摂津市立ふれあい

の里指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９１号、摂津市立み

きの路指定管理者指定の件について、提案

内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立みきの路の指定管理者

として、社会福祉法人宥和会を指定するこ

とにつき、摂津市公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例第３条第１項の

規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９１号、摂津市立みきの路

指定管理者指定の件についての提案説明と

させていただきます。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 議案第７７号、平成

２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）につきまして、提案内容

をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いする予算の内容とい

たしましては、市債の増額に伴う予算の組

みかえであり、既定による歳入歳出予算総

額の変更はございません。 

 補正予算書の１ページをご覧いただきた

いと存じます。 

 第１条で、補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額については、第１表歳入歳出予算補

正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款５、諸収

入、項２、雑入で７，１００万円を減額い

たしております。これは、資本費平準化債

の増額に伴うものでございます。 

 款６、市債、項１、市債で７，１００万

円を増額いたしております。これは、本市

の厳しい財政状況を考慮し、資本費平準化

債を増額するものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款２、公債

費、項１、公債費は、歳入の補正に伴い、

元金の財源内訳を変更するものでございま

す。 

 第２条、既定による地方債の変更は、限

度額を増額するもので、第２表地方債の補

正に記載のとおりでございます。 

 以上、平成２２年度摂津市公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）の内容説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９４号、摂津市立自

動車駐車場指定管理者指定の件につきまし

て、土木下水道部にかかわります内容をご

説明申し上げます。 

 本件は、摂津市立フォルテ摂津自動車駐

車場、摂津市立摂津駅前自動車駐車場、摂

津市立单摂津駅前第１自動車駐車場、同じ

く第２自動車駐車場の４施設の指定管理者

として、摂津都市開発株式会社を指定する

ことにつき、摂津市公の施設の指定管理者
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の指定の手続等に関する条例第３条第１項

の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９４号、摂津市立自動車駐

車場指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９５号、摂津市立自

転車駐車場指定管理者指定の件につきまし

て、その提案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、摂津市立摂津駅前自転車駐車場、

摂津市立单摂津駅前第１自転車駐車場、单

摂津駅前第２自転車駐車場、单摂津駅前第

３自転車駐車場、摂津市立摂津市駅前第１

自転車駐車場及び单千里丘の開発に伴い、

その一部に新設いたします摂津市立摂津市

駅前第２自転車駐車場を合わせた６施設の

指定管理者として、摂津都市開発株式会社

を指定することにつき、摂津市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第

３条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 また、摂津市立千里丘東自転車駐車場、

摂津市立フォルテ摂津自転車駐車場の２施

設の指定管理者として、社団法人摂津市シ

ルバー人材センターを指定することにつき、

摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９５号、摂津市立自転車駐

車場指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０８号、摂津市立

自転車駐車場条例の一部を改正する条例制

定の件につきまして、その提案内容をご説

明申し上げます。 

 本件は、新設されます摂津市駅前第２自

転車駐車場を追加するとともに、摂津駅前

自転車駐車場及び单摂津駅前第２自転車駐

車場の供用時間の拡大などを行うに当たり

まして、本条例の改正をいたすものでござ

います。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の４８

ページから５１ページを併せてご参照願い

ます。 

 改正の内容でございますが、第１条、設

置の表の中に、名称としまして「摂津市立

摂津市駅前第２自転車駐車場」を、位置と

しまして「摂津市单千里丘６番３７号」を、

駐車できる車両の種類としまして「自転

車」を追加記載するものでございます。ま

た、第１１条、供用時間及び休場日の表の

中の供用時間としまして「午前６時３０分

から午後１０時３０分まで」を「午前５時

３０分から翌日午前０時３０分まで」に改

め、同表中の名称としまして「摂津市立摂

津市駅前第２自転車駐車場」を、供用時間

としまして「午前４時３０分から翌日午前

１時まで」を、そして休場日を追加記載す

るものでございます。 

 第１３条第３号中「原動機付自転車」の

次に「（以下「自転車等」という。）」を加

え、第１７条中「自転車又は原動機付自転

車」を「自転車等」に改め、文言の整理を

行うものでございます。 

 第１８条を第１９条とし、第１７条の次

に第１８条として無断使用に対する措置の

条文を加えるものでございます。 
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 附則としまして、この条例の施行期日は、

平成２３年４月１日から施行するものとし

ております。 

 以上、議案第１０８号、摂津市立自転車

駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０９号、摂津市自

転車等の放置防止に関する条例の一部を改

正する条例制定の件につきまして、その提

案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、自転車等の放置に対する措置を

講じることができる場所を追加するため、

本条例の改正をいたすものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の５２

ページ、５３ページを併せてご参照願いま

す。 

 改正の内容でございますが、第１条中

「駅周辺道路等」を「駅周辺の公共の場

所」に、「災害時」を「、災害時」に改め

るものでございます。 

 第２条中第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に第２号として

「公共の場所」を加えるものでございます。 

 第９条第１項中「駅周辺道路等」を「駅

周辺の公共の場所」に改め、第１７条中

「市長が」を「規則で」に改め、文言の整

理を行うものでございます。 

 附則としまして、この条例の施行期日は、

平成２３年４月１日から施行するものとし

ております。 

 以上、議案第１０９号、摂津市自転車等

の放置防止に関する条例の一部を改正する

条例制定の件の提案説明とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 議案第８１号、摂津市

民図書館及び摂津市立鳥飼図書センターの

指定管理者指定の件につきまして、提案内

容をご説明申し上げます。 

 摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書セ

ンターにつきましては、施設の管理運営を

指定管理者に行わせるため、先の第３回定

例会におきまして条例を改正させていただ

いたところでございますが、今般、指定管

理者となる団体を選定いたしましたので、

摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書セン

ターの指定管理者を指定することにつき、

摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 平成２３年度から導入いたします両施設

への指定管理者の指定につきましては、平

成２２年６月２９日付でお示ししておりま

す指定管理者制度導入に関する指針（第１

次改訂版）に掲げる基本方針に基づき、選

定方法は公募とし、応募のございました４

団体から事業計画書等の提出を受け、提出

された書類及び応募団体によるプレゼンテ

ーションによって、摂津市指定管理者選定

委員会において慎重に審査し、そのうちの

１団体について、管理の代行を行わせるに

ふさわしい者と判断したものでございます。 

 以下、議案の概要についてご説明申し上

げます。 

 まず、１として、管理を行わせる施設の

名称は、摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼

図書センターでございます。 

 次に、２として、当該施設の管理を代行

させる指定管理者の住所は、東京都文京区

大塚３丁目４番７号、名称は、株式会社図

書館流通センターでございます。 

 次に、３として、当該指定管理者として

指定する期間は、平成２３年４月１日から

平成２８年３月３１日までの５年間とする

ものでございます。 



 

 

１－２８ 

 以上、議案第８１号の内容説明とさせて

いただきます。 

 次に、議案第８２号から議案第８６号ま

ででございますが、これらは、いずれも公

の施設の指定管理者を指定することにつき、

議会の議決を求めるもので、議案番号を追

って提案内容をご説明申し上げます。 

 まず、議案第８２号、摂津市青尐年運動

広場指定管理者指定の件につきまして、ご

説明申し上げます。 

 本件は、摂津市青尐年運動広場の指定管

理者として、財団法人摂津市施設管理公社

を指定することにつき、摂津市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第

３条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８２号、摂津市青尐年運動

広場指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８３号、摂津市立体

育館指定管理者指定の件につきまして、ご

説明申し上げます。 

 本件は、摂津市立の正雀、味生、鳥飼の

３体育館の指定管理者として、財団法人摂

津市施設管理公社を指定することにつき、

摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８３号、摂津市立体育館指

定管理者指定の件についての提案説明とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案第８４号、摂津市立テ

ニスコート指定管理者指定の件につきまし

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、摂津市立テニスコートの指定管

理者として、財団法人摂津市施設管理公社

を指定することにつき、摂津市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第

３条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８４号、摂津市立テニスコ

ート指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８５号、摂津市立温

水プール指定管理者指定の件につきまして、

ご説明申し上げます。 

 本件は、摂津市立温水プールの指定管理

者として、特定非営利活動法人摂津市水泳

連盟を指定することにつき、摂津市公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例第３条第１項の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８５号、摂津市立温水プー

ル指定管理者指定の件についての提案説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８６号、摂津市スポ

ーツ広場指定管理者指定の件につきまして、

ご説明申し上げます。 

 本件は、摂津市スポーツ広場の指定管理

者として、財団法人摂津市施設管理公社を

指定することにつき、摂津市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例第３

条第１項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 
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 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８６号、摂津市スポーツ広

場指定管理者指定の件についての提案説明

とさせていただきます。 

 次に、議案第１０１号、摂津市文化財保

護条例制定の件につきまして、提案内容を

ご説明申し上げます。 

 文化財は、我が国の歴史、文化等の正し

い理解のため、欠くことのできないもので

あり、かつ将来の文化の向上・発展の基礎

をなすものであって、文化財の所有者及び

その関係者は、貴重な国民的財産であるこ

とを自覚し、その適切な保存活用に努めな

ければならないとされております。近年、

文化財に対する関心の高まりとともに、身

近な地域の文化財は地域で守るとの機運の

高揚から、多くの市町村で文化財保護条例

が制定されており、本市におきましても、

市民の郷土に対する認識を高めるとともに、

文化の向上及び発展に資するため、市内に

所在する文化財のうち、国または府から指

定を受けた文化財以外の文化財で本市にと

って重要なものについて、その保存及び活

用のための必要な措置を講じることは必要

不可欠であると考えております。 

 このような観点に立って、今年５月から

８月にかけまして、学識経験者で構成され

ます摂津市文化財保護審議会におきまして、

本市における文化財保護条例のあり方につ

いて、審議・検討をお願いし、その答申の

趣旨を十分尊重し、また、６月１日から６

月１５日までの間、パブリックコメントを

実施し、関係機関とも協議した上、提案さ

せていただくものでございます。 

 なお、参考資料として、議案参考資料

（条例関係）の１ページから５ページに、

摂津市文化財保護条例施行規則（案）をご

提示いたしております。ご参照賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 それでは、摂津市文化財保護条例を条文

に沿ってご説明させていただきます。 

 この条例は、第１章総則から第９章罰則

まで５５の条文で構成されております。 

 第１章は、総則規定でございます。 

 第１条は、この条例の設置目的を定めて

おります。 

 第２条は、用語の規定で、この条例にお

いて使用される文化財について定義してお

ります。 

 第３条は、文化財の保存及び活用に関す

る市の責務について、第４条は、この条例

の目的を達成するために、市民、所有者等

が努める役割について、第５条は、文化財

所有者の財産権の尊重と他の公益との調整

について定めております。 

 第２章は、市指定有形文化財に関する規

定でございます。 

 第６条は、市指定有形文化財の指定に関

する規定で、指定するときは、あらかじめ

所有者等の同意を得ることで、摂津市文化

財保護審議会へ諮問しなければならないこ

とを定めております。 

 第７条は、その指定の解除について定め

ております。 

 第８条は、文化財所有者の管理義務につ

いて、第９条は、文化財所有者は、自己に

かわり管理責任者を選任できることなどに

ついて、第１０条は、所有者の変更等の届

出義務について、第１１条は、滅失、損傷

等の届出義務について、第１２条は、文化

財の所在変更の届出義務について定めてお

ります。 

 第１３条は、文化財の修理は所有者が行

うものとし、修理する場合の届出義務など
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を定めております。 

 第１４条は、所有者が行う管理または修

理に対する市の補助等について、第１５条

は、不正受給等による補助金の返還金等に

ついて、第１６条は、教育委員会は、所有

者等の管理または修理に関して必要な措置

を要請することができること、第１７条は、

現状変更等の制限について定めております。 

 第１８条から第２２条は、市指定有形文

化財の公開に関する規定で、第１８条は、

文化財の公開は原則所有者が行うこと、第

１９条は、教育委員会による公開を、第２

０条は、教育委員会の要請による所有者の

公開を、第２１条は、所有者以外の者が主

催し公開する場合の手続きについて、第２

２条は、教育委員会の要請による公開に起

因して、損失した場合の損失補償について

定めております。 

 第２３条は、現状または管理等の報告義

務について、第２４条は、所有者に変更が

あったときは、変更前の所有者の権利義務

を承継することを定めております。 

 第３章は、市指定無形文化財に関する規

定でございます。 

 第２５条は、市指定無形文化財の指定及

び保持者等の認定の手続きについて、第２

６条は、指定の解除及び保持者等の認定の

解除について、第２７条は、保持者等の氏

名変更等の届出義務について定めておりま

す。 

 第２８条は、市指定無形文化財保存のた

めの措置及び保存に要する市の補助等につ

いて、第２９条は、教育委員会による保存

に関する助言または要請について、第３０

条は、公開手続きを示したもので、公開等

に対する必要な指示等を定めております。 

 第４章は、市指定有形民俗文化財及び市

指定無形民俗文化財に関する規定でござい

ます。 

 第３１条は、市指定有形民俗文化財及び

市指定無形民俗文化財の指定、第３２条は、

解除に関する規定で、指定の方法や指定解

除については、市指定有形文化財、市指定

無形文化財の規定を準用することを定めて

おります。 

 第３３条は、市指定有形民俗文化財の現

状変更等の届出義務について、第３４条は、

市指定有形民俗文化財は、市指定有形文化

財に関する管理義務等の規定を準用するこ

とを定めております。 

 第３５条は、市指定無形民俗文化財の保

存のための措置、保存に要する市の補助等

について、第３６条は、市指定無形民俗文

化財の保存に関する助言または要請につい

て、第３７条は、市指定無形民俗文化財の

記録の公開について、第３８条は、市指定

無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の

記録作成等について定めております。 

 第５章は、市指定史跡名勝天然記念物に

関する規定でございます。 

 第３９条は、市指定史跡名勝天然記念物

の指定、第４０条は、解除に関する規定で、

指定の方法や指定解除については、市指定

有形文化財に規定を準用することを定めて

おります。 

 第４１条は、所有者による管理や復旧、

管理責任者の選任について、第４２条は、

土地の所在等の異動時の届出義務について、

第４３条は、現状変更等の制限について、

第４４条は、所有者の管理義務等について

は、市指定有形文化財の規定を準用するこ

とを定めております。 

 第６章は、埋蔵文化財に関する規定でご

ざいます。 

 第４５条は、埋蔵文化財に関する教育委

員会の責務や、何人も、埋蔵文化財を発見
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したときは、包蔵地の保存や発掘調査等に

協力するよう努めることなどを定めており

ます。 

 第７章は、摂津市文化財保護審議会に関

する規定でございます。 

 第４６条は、文化財保護審議会の設置に

ついて、第４７条から第５０条は、審議会

の組織や委員の任期、会議の運営等につい

て定めております。 

 第８章の雑則については、第５１条は、

文化財に対する標識等の設置、第５２条は、

この条例の施行に関し、必要な事項は摂津

市教育委員会規則で定めることを規定して

おります。 

 第９章は、文化財保護のための罰則規定

でございます。 

 第５３条は、市指定有形文化財または市

指定史跡名勝天然記念物を損壊等した者に

対する罰金または科料の規定を、第５４条

は、無届けの現状変更、停止命令に従わな

かった者に対する罰金または科料規定を、

第５５条は、法人の代表者もしくは使用人

等が前２条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、法人等にも適用する罰則

規定を定めております。 

 附則といたしまして、施行期日を平成２

３年１月１日と定めております。 

 続きまして、議案参考資料（条例関係）

の６ページの新旧対照表をご参照ください。 

 今般、摂津市文化財保護審議会を本条例

に規定することにより、これまで摂津市文

化財保護審議会が規定されておりました摂

津市附属機関に関する条例の別表第２条関

係から摂津市文化財保護審議会の項を削り、

一部改正するものでございます。 

 以上、議案第１０１号の内容説明とさせ

ていただきます。 

 次に、議案第１０６号、摂津市立スポー

ツセンター条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の４５

ページの新旧対照表も併せてご参照賜りま

すようお願い申し上げます。 

 平成２０年５月に開設いたしました摂津

市立味舌スポーツセンター及び三宅スポー

ツセンターにおきましては、附属施設とし

て運動広場を設置しておりますが、その利

用を平成２３年３月３１日までの暫定期間

といたしております。 

 今年度末にその期間の終期が到来いたし

ますが、市内体育関係団体の活動場所を引

き続き確保し、市民のスポーツ振興を図り、

もって市民の健康及び体力の向上に寄与す

るため、運動広場の設置期間を３年間延長

するものでございます。 

 改正の内容でございますが、第１条第２

項中「平成２３年３月３１日」とあるのを

「平成２６年３月３１日」に改めるもので

ございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は平

成２３年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上、議案第１０６号の内容説明とさせ

ていただきます。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後０時８分 休憩） 

                 

（午後１時２分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 提案説明を求めます。保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 では、議案第８９号

及び議案第９６号、議案第９７号、議案第

９８号、議案第９９号につきまして、ご説



 

 

１－３２ 

明申し上げます。 

 まず、議案第８９号、摂津市立せっつ桜

苑指定管理者指定の件について、提案内容

のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立せっつ桜苑の指定管理

者として、社会福祉法人成光苑を指定する

ことにつき、摂津市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例第３条第１項

の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第８９号、摂津市立せっつ桜

苑指定管理者指定の件についての提案説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９６号、摂津市立保

健センター指定管理者指定の件について、

提案内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立保健センターの指定管

理者として、財団法人摂津市保健センター

を指定することにつき、摂津市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第

３条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９６号、摂津市立保健セン

ター指定管理者指定の件についての提案説

明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９７号、摂津市立休

日小児急病診療所指定管理者指定の件につ

いて、提案内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立休日小児急病診療所の

指定管理者として、財団法人摂津市保健セ

ンターを指定することにつき、摂津市公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例第３条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９７号、摂津市立休日小児

急病診療所指定管理者指定の件についての

提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９８号、摂津市斎場

指定管理者指定の件について、提案内容の

ご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市斎場の指定管理者として、

財団法人摂津市施設管理公社を指定するこ

とにつき、摂津市公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例第３条第１項の

規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９８号、摂津市斎場指定管

理者指定の件についての提案説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第９９号、摂津市立葬

儀会館指定管理者指定の件について、提案

内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、摂津市立葬儀会館の指定管理者

として、財団法人摂津市施設管理公社を指

定することにつき、摂津市公の施設の指定

管理者の指定の手続等に関する条例第３条

第１項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９９号、摂津市立葬儀会館

指定管理者指定の件についての提案説明と

させていただきます。 
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○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 議案第９２号、議案第

９３号、議案第９４号、議案第１０７号に

ついて、ご説明申し上げます。 

 まず、議案第９２号、摂津市民文化ホー

ル指定管理者指定の件について、ご説明申

し上げます。 

 本件は、摂津市民文化ホールの指定管理

者として、財団法人摂津市施設管理公社を

指定することにつき、摂津市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例第３

条第１項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９２号、摂津市民文化ホー

ル指定管理者指定の件についての提案説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９３号、摂津市立市

民ルーム指定管理者指定の件について、ご

説明申し上げます。 

 本件は、摂津市立市民ルーム、フォルテ

３０１、３０３の指定管理者として、摂津

都市開発株式会社を指定することにつき、

摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 次の２ページでは、正雀市民ルームの指

定管理者として、財団法人摂津市施設管理

公社を指定することにつき、摂津市公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例第３条第１項の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９３号、摂津市立市民ルー

ム指定管理者指定の件についての提案説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９４号、摂津市立自

動車駐車場指定管理者指定の件について、

生活環境部にかかわる部分をご説明申し上

げます。 

 本件は、摂津市立小川自動車駐車場の指

定管理者として、財団法人摂津市施設管理

公社を指定することにつき、摂津市公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例第３条第１項の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

 なお、指定の期間につきましては、平成

２３年４月１日から平成２６年３月３１日

までの３年間とするものでございます。 

 以上、議案第９４号、摂津市立自動車駐

車場指定管理者指定の件について、生活環

境部にかかわる部分の提案説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案第１０７号、摂津市立

コミュニティプラザ条例の一部を改正する

条例制定の件につきまして、その提案の理

由をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料の４６ページも併せ

てご参照賜りますようお願い申し上げます。 

 本条例の改正内容は、本年７月に開設い

たしましたコミュニティプラザの使用にお

きまして、市民からの要望もあることから、

音響設備としてカラオケ装置を導入するも

ので、使用料を定めます同条例第８条の別

表第２に追加する改正でございます。 

 使用料の設定につきましては、使用卖位

の午前・午後・夜間とし、その使用場所は、

３階コンベンションホールのみといたすも
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のでございます。 

 なお、附則として、平成２３年１月１日

から施行するものでございます。 

 以上、摂津市立コミュニティプラザ条例

の一部改正に伴います提案内容の説明とさ

せていただきます。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 議案第１０２号、摂津市

事務分掌条例の一部を改正する条例制定の

件について、提案内容のご説明を申し上げ

ます。 

 本市におきましては、現在、簡素でわか

りやすい組織、スリムで効率性を重視した

職員体制、尐数精鋭体制でスピード感のあ

る行政経営、前例にとらわれず、みずから

考え勇気を持って行動する職員の育成、健

全で安定した行財政基盤の確立の五つの基

本理念のもと、第４次行財政改革実施計画

を推進しておりますが、市民ニーズの多様

化や地方分権への対応、また、来年度より

始まる第４次総合計画に基づいたまちづく

りの推進などに対し、職員総数を抑制しな

がら対応するためには、より効率的な組織

のもと、行政経営を行っていく必要がある

と考えております。 

 今回は、これらのことを踏まえつつ、簡

素で市民にとってもわかりやすい尐数精鋭

の効率的な組織機構に改めるとともに、住

民福祉のさらなる向上を図ることを目的と

して、市長部局の基本的な行政機構を定め

ております摂津市事務分掌条例の一部を改

正する条例案を提案させていただくもので

ございます。 

 それでは、改正内容に沿って、その概要

をご説明申し上げます。 

 議案参考資料（条例関係）７ページから

９ページにかけての新旧対照表を併せてご

参照いただきますようお願いを申し上げま

す。 

 まず、市長公室をはじめ、各部に共通し

た項目でございますが、第２条中、それぞ

れの分掌事務の第１号に「所管事務の企画

調整及び進行管理に関すること」と規定し

ておりますが、この規定する内容は、改め

て分掌事務として明記するまでもなく、当

然、各部において行うべきことであり、今

回の改正においてはそれぞれの分掌事務か

ら削るものでございます。 

 次に、市長公室以下、各部の改正点につ

いてご説明を申し上げます。 

 まず、市長公室の分掌事務としては、第

３号の「統計に関すること。」を削り、第

５号の人事、給与に、人材育成の重要性に

かんがみ「研修」を加えるとともに、第６

号の「人権に関すること。」と第７号の

「女性政策に関すること。」を、「人権及び

女性政策に関すること。」に統合したほか、

文言の整理等を行っております。 

 総務部の分掌事務では、第３号に都市整

備部から市営住宅に関することを移管し、

第６号に市長公室から統計に関することを

移管したほか、文言の整理等を行っており

ます。 

 次に、生活環境部の分掌事務では、保健

福祉部から葬儀に関することを移管したほ

か、文言の整理等を行っております。 

 保健福祉部の分掌事務では、まず、高齢

者福祉及び介護保険の一体的な運営を図る

ため、分掌事務として統合し、障害者福祉

を独立させております。また、第５号の

「児童福祉に関すること。」につきまして

は、これを保健福祉部の分掌事務から削り、

当該事務の執行を教育委員会に委任または

補助執行させることにより、子育て支援策

及び就学前教育をさらに充実させ、子ども
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に関する施策を一元的かつ効果的に推進す

ることを図るものでございます。 

 次に、都市整備部の分掌事務といたしま

しては、土木下水道部から「公園、緑地及

び緑化に関すること。」を移管するととも

に、市全体の住宅施策をつかさどることを

明確にするため、第４号の開発指導及び建

築指導に続けて、これを明記するものでご

ざいます。 

 土木下水道部の分掌事務につきましては、

「公園、緑地及び緑化に関すること。」を

削るものでございます。 

 最後に、附則でございますが、この条例

は平成２３年４月１日から施行するもので

ございます。 

 以上、議案第１０２号、摂津市事務分掌

条例の一部を改正する条例制定の件につい

て、提案内容のご説明といたします。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。三好議員。 

○三好義治議員 それぞれ上程されている分

につきましては、付託はされるということ

を十分認識しておりますが、この際、議案

第８１号、議案第８５号、議案第８７号、

議案第８８号、議案第９０号、議案第９６

号、議案第９７号について質問をしたいと

思います。 

 まず、議案第８７号、議案第８８号、議

案第９０号、議案第９６号、議案第９７号

については、指定管理者制度で指定を行う

方が受託者になっておりました。この辺に

つきましては、以前にもいろんな団体につ

きましてでも、いかがなものであるかとい

うようなことの経緯もあります。この点に

ついて、今後、継続して指定管理者をやる

団体につきまして、我々議会としては了解

をしましたが、改正を行う場合には、そう

いった部分については本来改正をしておく

べきだというふうに私は認識しております。

指定管理を指定する立場の方が受託をされ

ている、この点について、議案第８７号、

議案第８８号、議案第９０号、議案第９６

号、議案第９７号についてお尋ねをしたい

と思います。 

 それと、議案第８１号でございますが、

この点につきましては、先ほど公募の一定

の経過は伺いましたが、市民図書館及び鳥

飼図書センターが、これまで特に市民図書

館と鳥飼図書センターで２８名の正職員並

びに施設管理公社のプロパー職員、アルバ

イト職員関係を雇用しておりました。その

中には司書の方もおられます。それで、今

回は、一般公募した結果、それぞれの職を

失うような状況になっているというふうに

解釈するわけでございますが、我々議会に

対しては、この株式会社図書館流通センタ

ーというのがどういった会社であるのかも、

今、提示をされていない状況でございます。

これまでの経過と、それから、この鳥飼図

書センター並びに市民図書館に携わってい

る職員を今後どうしていくのかについて、

まず第１点目、お聞かせいただきたいと思

います。 

 もう１点の、議案第８５号の摂津市立温

水プール指定管理者指定の件でございます

が、これもご説明の中で、６月２９日に作

成されました指定管理者導入に関する指針

に基づいて、既に指定管理者制度を導入し

ている施設については、当面、現在の指定

管理者を指定し、期間は２５年度までの３

年間とする方針に基づき上程されたという

説明を伺いました。この温水プールに限り

ましては、ほかの指定管理者とはちょっと

一部異なる点がございまして、指定管理者

業務委託料は平成２１年度決算ベースで７，

９２６万４，５７６円でございました。そ
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の収入につきましては、温水プール使用料

で７０７万２，３２５円、水泳教室参加費

で４，０９６万９，０００円の収入があり

ました。合計しますと４，８０４万１，３

２５円でございます。その差額が３，１２

２万３，２５１円と赤字の団体でございま

す。その中で、まさに９月議会でも言いま

したように、この指定管理者制度を選択す

るのに当たっては、管理方式と、もしくは

使用料方式という、こういったことを考え

るべきだという指摘もさせていただきまし

た。まさにここは赤字体質でありまして、

経営努力が本当に必要な指定管理者でござ

います。 

 その中で、この６月２９日に策定されま

した指定管理者制度導入に関する指針（第

１次改訂版）に基づいて、７月１６日付で

第４次行財政改革と指定管理者制度につい

ての説明会を外郭団体に対してはされたよ

うに伺っておりますが、この水泳連盟には

説明がなされていなかったというふうに伺

っております。なぜ水泳連盟が特別扱いに

なったのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 もともと、この温水プールの指定管理者

で、水泳連盟に４年前に委託した段階では、

理事長は現在の理事長でなしに別の方であ

ったように伺っております。それが、今回

上程されていますように、理事長が、いつ

の間にか大阪府会議員がこの摂津市の公営

施設である温水プールの指定管理者の受託

事業者になっております。水泳連盟にいつ

からこの理事長になったのかお伺いしたい

のと、本来ならば議会に報告されるのが本

筋だというふうに思いますが、これまでの

経過も含めて、理事長がかわった時期と、

なぜ議会に報告されなかったのか。大阪府

会議員は公の立場の方でございます。大阪

府会議員となると、大阪府下一円に対して

影響力を持っているというふうに認識して

おりますし、さらに摂津市の一人区を代表

する府会議員でございます。これが指定管

理者としての理事長として受けるのが本来

あるべき姿であるのかという点についてお

聞かせいただきたいというふうに思います。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 まず、第１点目の議案第

８７号、議案第８８号、議案第９０号、議

案第９６号、議案第９７号、いずれも市長

が外郭団体の長を兼ねておられるというケ

ースです。ご指摘のとおり、指定管理者を

指定する側と業務を受注する側、同じ代表

者であってはいかがなものかというご指摘

は、かねてご指摘をいただいておるところ

でございまして、私どももその点につきま

しては、新たな指定管理者制度がスタート

する来年の４月には見直しができるよう、

手続きは進めてまいりたいなというふうに

現在考えております。そういう形で進めて

いく予定でございます。 

 第２点目の温水プールの件ですが、温水

プールにつきましては、平成２２年７月に、

外郭団体に現在の指定管理者制度の見直し

をした改訂版について、その趣旨、考え方

の説明をいたしました。これはあくまで外

郭団体が、これまでの摂津市の行政の中で

やはり行政運営上必要であるということか

ら、市が設立をしてきたという経過もござ

いますし、それぞれの団体が非常に経営的

に厳しくなっているということもございま

すので、一堂に会して意見交換をしていた

だく、市の方針、考え方をきちっと認識し

ていただいて来年度以降の対応をしていた

だくということの必要性から、７月に外郭

団体を集めて説明をし、対応を求めたとこ

ろでございます。 
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 そのほかにも、福祉関係の桜苑であると

か、それから、この温水プールであるとか、

いわゆる外郭団体には該当しない団体もあ

るわけですが、そういう団体に対しても、

やはり市の考え方、これから進めようとし

ている方向性、その意味するところはきち

っとお伝えをし、認識をしていただいた上

で来年度以降の取り組みを進めていただく

という考えでおります。 

 それと、温水プールの理事長の件でござ

いますが、議員の兼業禁止というのは、地

方自治法９２条の２で、普通地方公共団体

の議会の議員は、当該普通地方公共団体に

対し請負をする法人等の代表者、執行役員、

監査役等に就任してはならないという規定

がございます。この規定はあくまで当該普

通地方公共団体に対して請負をする団体と

いうことでございますので、府議会議員で

あれば、当然、大阪府が発注をするケース

に該当するのかなというふうに考えており

ますので、今回の市の温水プールにつきま

しては、これは市の施設でございますので、

この法律には該当しないのではないかとい

うふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 質問者は、いつかわったの

かということと、それから、なぜ議会に報

告がなかったのかということを問われてい

ましたので、答弁をお願いします。 

 市長公室長。 

○羽原市長公室長 いつかわったかですか。

私の聞いておるところでは、平成２０年５

月に温水プールの指定管理を受けている水

泳連盟の理事長がかわったというふうに聞

いております。 

 先ほど申し上げましたように、そのこと

自体に違法性はないという考えでもござい

ますし、もう一つは、議会のご承認を得な

がらいろんな形の契約を市も行っておりま

すけれども、それぞれの会社の代表者がか

わるということが直ちに議会にご報告申し

上げる内容にはなっておらないということ

もございますので、特段のご報告は申し上

げなかったということでございます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 ご質問のうち、指定管

理者となります株式会社図書館流通センタ

ーの内容についてでございますけれども、

図書館流通センターにおきましては、昭和

５４年に社団法人日本図書館協会の整理事

業部を継承する形で発足し、一貫して図書

館業務を支援するサービスを提供しておら

れます。資本金といたしましては２億６，

６０５万円ということでございます。売上

高におきましては、２０１０年１月期で２

７６億９，６００万円ということでござい

ます。 

 それで、この会社につきましては、平成

８年から公立の図書館業務を一部受託して

おられまして、それから、各地の図書館で

業務を受託し、現在では２４０の公共図書

館で図書館業務を受託されておられます。

そのうち１１７の図書館が指定管理者、１

２３の図書館が業務受託ということでござ

いまして、民間の会社が指定管理を受ける

うちにおきましては、この図書館流通セン

ターのシェアは６１．３％ということでご

ざいます。 

 それから、選定の経過でございますけれ

ども、条例を可決いただきまして、１０月

３日に募集要項を配布させていただきまし

て、１０月１３日に、これは応募要件、必

須要件ということで、市民図書館におきま

して募集要項の説明会と施設見学会を行い

ました。１０月１３日の説明会には１１団

体が参加されました。その後、１０月２７
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日から１１月２日まで応募期間を設けまし

て、そして、実際に応募されましたのは４

団体ということでございます。最終１１月

１２日に４団体からプレゼンテーションを

受けまして、審査・選定したものでござい

ます。 

 選定につきましては、摂津市指定管理者

選定委員会設置要綱によって設置されまし

た摂津市指定管理者選定委員会におきまし

て、公立図書館の指定管理者の適性、それ

から図書館の管理運営体制、利用サービス、

収支計画、地域貢献の５項目につきまして、

各団体から応募書類及びプレゼンテーショ

ンによりまして審査いたしました。各委員

持ち点１００点、合計６００点満点として

採点した結果、最も高かった株式会社図書

館流通センターを候補者として選定したも

のでございます。選定結果につきましては、

摂津市ホームページに掲載いたしておると

ころでございます。 

 以上でございます。（「２８名の職員はど

うですか」と三好義治議員呼ぶ） 

 職員の処遇につきましては、正職員につ

きましては他部署へ戻ってくるということ

になっております。それから、市民図書館

の非常勤職員につきましては、非常勤一般

職と臨時職という形で分かれております。

私どもといたしましては、司書の資格をお

持ちということでございますので、指定管

理者になりましても、できるだけ図書館の

ほうで指定管理者のもとで就労はしていた

だきたい、雇用継続はしていただきたいと

考えております。その中で、非常勤一般職

あるいは行政パートナーさんの方につきま

しては、もしその図書館、指定管理者のニ

ーズに合わないということでございました

ら、また別途考えるということでございま

す。 

 それで、この指定管理者の応募におきま

して、地域貢献というものをあげておりま

す。地域貢献の中には経済貢献、それから

地元雇用というのをあげておりまして、こ

れは募集のときに提案させていただいたこ

とでございますけれども、その部分につき

まして、提案の中に現職につきましては優

先雇用をしたいというようなことで提案い

ただいております。それから、実際のプレ

ゼンテーションにおきましても、そういっ

たご提案もいただいておりますので、今後、

説明会等を開催していただきまして、そこ

で雇用条件等を提示いただき、市民図書館

あるいは鳥飼図書センターの職員さんにお

きましては、できることなら継続雇用して

いただきたいと考えております。 

 それから、鳥飼図書センターの施設管理

公社の図書司書さん、職員さんでございま

すけれども、今回、残念ながら施設管理公

社が選に漏れたわけでございます。施設管

理公社の職員さんにつきましては、基本的

には、今後の雇用につきましては施設管理

公社でお考えいただきたいとは考えており

ます。しかしながら、施設管理公社は本市

の外郭団体として誕生したというような経

緯もございますので、そのあたりは指定管

理者の雇用とは別途また外郭団体の経営安

定ということで考えていくことになろうか

と考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 三好議員。 

○三好義治議員 議案第８７号、議案第８８

号、議案第９０号、議案第９６号、議案第

９７号並びに議案第８１号について、先ほ

ど公室長からご答弁いただいた部分２点の

中で、私とちょっと意見が違う部分があり

ました。 

 まず、議案第８７号、議案第８８号、議
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案第９０号、議案第９６号、議案第９７号

について、来年４月のスタートで、その辺

は検討されるということの話があったよう

に今、思いました。それでは、なぜこの議

案が、我々は議案というのは、この本会議

において最高決議機関の中で市の方針を決

定していくわけですね。それの中の代表者

がどなたであって、そこの組織がどういっ

た組織であるかということを吟味した中で、

議会で審議をしているわけなんです。それ

が、議会に上程されずに、来年の４月にな

ってきたらそこをかえるというあいまいな

答弁では、我々は納得できないというふう

に思っておりました。一定の手続きが必要

だと私は思っております。この点について

は、もう一度答弁いただきたいと思います。 

 さらに、議案第８１号で、この４年間の

中で、理事長が我々議会も知らずにかわっ

たことについて、これにも議会報告は要ら

ないということのご答弁であったように私

は思っておりますが、こういった団体こそ、

どなたが理事長で、ＮＰＯにどれだけの会

員さんがいて、役員がどういう組織である

かというのが、本来、民間委託をするとき

に一番調べておかなければならない点だと

いうふうに思っておりました。まさに理事

長イコール社長がかわったのに議会に報告

がないというのは、これは議会軽視も甚だ

しいと思います。改めてご答弁をいただき

たいと思います。 

 さらに、この図書館の関係で、先ほど地

方自治法第９２条の２項を市長公室長のほ

うからご披露いただきましたが、もちろん

この地方自治法第９２条の２の条文で、

「普通地方公共団体の議員は、普通地方公

共団体に対し請負」、解釈をすると、摂津

市の市会議員は、摂津市の請負する者に対

して、してはならないという解釈ができま

すが、それ以上に、この精神からいきます

と、私が言っていますのは、摂津市選出の

大阪府会議員は、摂津市を地盤とする一人

区の府会議員であります。だから、私はグ

レーゾーンではないかなと言うているんで

すよね。摂津市が大阪府に予算要望するに

当たっては、やはり大阪府会議員を通じて

やってみたり、いろいろなこともやられて

います。そういった中では相当な影響力を

持っていると思っているんですよね。その

方が、摂津市が指定する受託業務の代表者

である、それもかわったのが議会は全く知

らなかった。この件について、私は９月以

降、指摘もしてまいりました。それが今回

の議案でもまたこういったことに上がって

おります。 

 一方では、この方が経営にすぐれた卓越

した能力、もしくは水泳に卓越した技能、

だれにもかえられないようなことがあるな

らば、そういったことの中の理由説明にも

なるかもわかりませんが、そういったこと

も一方では見受けられないように思ってお

りますし、冒頭言いましたように、補助金

が７，９００万円、その中での赤字が３，

０００万円あります。経営改善が本当に必

要なところなんですよね、ここは。そうい

った中で、普通地方公共団体ではグレーゾ

ーンであるように書かれているのもありま

す。地方自治法第９２条の２及び公職選挙

法第１０４条の精神は、普通地方公共団体

の公金を継続的に自己の営業上の所得とす

ることになるとか、こういったことで公職

選挙法でも縛られております。理事長とし

て無収入というふうに伺っておりますけど、

理事長の権限は、収入があるないにしてで

も、経営全般並びに人事権までの権限があ

るんですね。だから、７月１６日に本来外

郭団体だけの説明だというふうに伺ってお
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りましたけど、第４次行革は、扶助費の削

減とか補助団体補助金の見直しまですべて

入っているんですよね。早急にそういった

ところの補助団体並びに指定管理者に対し

ては指導すべき立場なんです。だから、何

でやられなかったかというのは、こういっ

た背景があるからやられなかったのと違う

のかというふうに憶測が飛ぶわけですね。

だから、この点について、指定管理者の今

後のことについては、文教常任委員会でも

うちょっともんでもらったらいいんですが、

今、私が述べたことについて、改めてご答

弁をいただきたいというふうに思っており

ます。 

 それと、図書館の件でございますが、こ

れも９月議会で金額も含めて指摘もさせて

いただきました。今回、民間委託をして、

その債務負担行為が５年間で５億円という

数値を割ってみますと、１年間で１億円の

経費でここの受託業者は運営できるんです

ね。これまでの図書館運営は、２１年度決

算をざっと見ますと１億６，５００万円、

１年間にかかっているんです。５年間にし

ますと３億円の経費削減につながるという

ふうに数値だけでは見えるんですが、その

中で、私が非常に気になるのが、この市民

図書館と鳥飼図書センターの職員が２５名、

実際は２８名なんですが、実際に図書館業

務概要から見ますと２５名、この数値だけ

で話をさせていただきますと、そのうちに

司書が１２名おられるんですね。先ほど部

長が言われている司書１２名を何とか民間

の方に雇用していただきたいという方針を

持たれているようですが、この司書の中に

は施設管理公社の４名のプロパー職員もい

ています。以前にも話しましたように、そ

の方１人だけで平均６２０万円の収入があ

りました。４人掛けると２，４００万円に

なります。残りの司書８名を入れますと１

億円にも到達してくるやろうと。それが本

当に今後の受託される事業者に対して、行

政として指導ができるのか。職員を雇用し

てくださいという仕様書の中に盛り込まれ

た上での今の発言でしょうか。鳥飼図書セ

ンターと、本来やったら今の市民図書館を

分離して、市民図書館だけをまず指定管理

者制度で公募し、鳥飼図書センターについ

ては、一方ではそういうリスクを非常に抱

えているところなので、直営をもう尐し見

直していくという方策もあったのではない

かなというふうに思っております。 

 昨年度３月の本会議でも私は指摘もさせ

ていただきましたが、この指定管理者制度

を改めて申し上げさせていただきますと、

この４年間、どういった指導をされてきた

のかということの原点に帰るわけですね。

今回の民間公募をやった段階で、これまで

いろいろご協力をいただいた施設管理公社、

シルバーの職員、そこに雇用されている職

員のこの不安を行政責任としてどうやって

払拭するんですか。まさに施設管理公社の

４人の方については、プロパー社員、業務

が削減される中でその方々を雇用していか

なければならない。一方では、摂津市の扶

助費はどんどん増えてきますよ。こういっ

たことについての見解をお聞かせいただき

たいと思います。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 まず、議案第８７号、議

案第８８号、議案第９０号、議案第９６号、

議案第９７号、この点につきまして、今回、

議案をお願いしておる各団体の代表者が市

長であって、それが４月の時点で見直した

ときに報告もないのかというご質問でござ

います。先ほど申し上げましたように、契

約相手の代表者がかわったということで、
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もちろん指名業者のようなものでしたら報

告は受けておりますので、情報はもちろん

持っておるわけですけども、その都度、議

会にご報告ということは、これまでいたし

ておりませんし、そのこと自体は法的な要

件ではなかろうかなというふうには思いま

すけれども、その点、対応できるのかどう

か、一度内部的には検討してみないと、ど

ういうことに影響されるか、ちょっと今、

判断をいたしかねますので、一度また検討

はさせていただきたいというふうには考え

ております。ただ、外郭団体になってきま

すと、やはり市との関連の深い団体であり

ますので、一般の民間事業者と同じように

扱えるかどうかということも当然あろうか

というふうに思いますので、その点は一度

検討させていただきます。 

 あと、指定管理者制度の中で、図書館の

ところで、現在雇用されている人がどうい

うふうになるんだというご質問がございま

した。これは教育委員会と私どもの政策推

進課、人事課とでも協議をいたしておりま

すけれども、やはり失業者を生むことは、

我々としてはもちろん本意ではございませ

んので、何らかの対応を考えておるところ

でございます。先ほど生涯学習部長が申し

上げましたように、一定新しい法人に、も

し雇用が可能であれば、本人が希望されれ

ばそれも一つの道であろうと思いますし、

それがなかなか実現しなければ、正規の社

員の方は別の部署に仕事をいろいろ探して、

そこで勤務を継続していただくと。それ以

外の非常勤の方等については、来年４月以

降、市の中で非常勤の職もございますので、

本人さんがそれをよしとされるのであれば、

そういうところへの受け入れも我々とした

らやはり考えていきたいなというふうには

思っております。その辺、尐しまだ最終的

にきれいに整理をされているというわけで

はございませんけども、できるだけ最大限

の努力はしていく必要があるというふうに

は考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長、先ほど図書

館の契約書にちゃんと記載をされて行って

いるのかということについてと、それと水

泳連盟の議会報告についてを答弁お願いで

きますか。生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 現行職員の継続雇用に

つきまして、募集要項あるいは仕様書の中

に掲示していたかというご質問でございま

すけれども、今回、応募の対象となります

施設管理公社もございました。それで、仕

様書の中に、公募をする場合、適正な競争

というのを図らねばならないと考えており

まして、現行職員を雇用することで条件を

入れますと、１社に有利になるような公募

条件となるというおそれもございましたの

で、要件には入れておりません。そこで、

地元雇用ということで募集要項にはお書き

をさせていただきまして、もう尐し細かい

部分についてはプレゼンテーションの中で

お尋ねしたというようなことでございます。 

 理事長の変更について、本来議会に報告

するものではないかということでございま

すけれども、今、市長公室長からも答弁が

ございましたけれども、法人格を有してお

られる指定管理者にありましては、理事者

の変更については、他の指定管理者と同様

に、必ずしも公式的に議会に報告しなけれ

ばならないという必要はないものと考えて

おりました。ただ、本件のように、報告が

ない限り、指定管理者の理事者が変更にな

ったということを知り得ないという状況が

発生してまいります。指定管理者につきま

しては、議会で承認を得たものでございま
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すので、もう尐し配慮をすべきであったも

のかと考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 三好議員。 

○三好義治議員 府会議員の権限についての

答弁がなかったように思っているんですが、

本当に森山市長も府会議員の経験をなされ

ていて、府会議員の影響力というのは、自

分からの口では言えないと思いますが、や

はり及ぼす影響というのは非常に大きいと

思うんですね。そういったこともかんがみ

ながら、先ほど市長公室長が、年度間にお

いて理事長がかわったことを議会に報告す

ることは判断しかねるということが、私は

非常に気になっていました。議案を上げる

のに、今回のこの議案はペーパー１枚で簡

卖な議案なんですね。管理を行わせる施設

の名称、指定管理者となる団体、指定の期

間。その中には、この団体というのはどこ

に所在地があって、どの方が理事長であっ

て、どういう業務をやっているかというの

は、我々は議会として審議をして可決をし

ているんですね。その中で、やはり代表者

というのは非常に私は重きを置いていると

思うんです。それを議会に報告なされるの

が判断しかねるということが、本当に今回

のこの提案をされている議案の重みをどう

考えているのかと。これは一般的な一般常

識でもそういうことを感じると思うんです

よね。だから、ここの見解は、答弁が今み

たいな答弁だと、私としてはなかなか手が

引っ込めない状況でございまして、やはり

この議案の重みというのを理事者はどう感

じているねんと。我々議会としては、やっ

ぱり議案が上がってきた以上、市民に及ぼ

す影響が非常に大きいかどうかということ

と、これが今のこの時期に上程されて可決

していいものかということも判断していく

んですよね。だから、そこの重みをもっと

考えていただきたいということで、改めて

ご答弁いただきたいというふうに思います。 

 それから、温水プールの理事長の件につ

きましてでも、私から申し上げたいのは、

やはり好ましくないだろうと。やっぱりグ

レーゾーンの中に位置するように思ってお

ります。この場ではその程度にとどめます

が、それぞれ付託案件でもありますし、そ

れぞれまた各委員会で審議もされるという

ふうに思っております。だから、グレーゾ

ーンであるということも含めて、この２点

についてご答弁をいただきたいというふう

に思います。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 今、指定管理者についてのご質

問でございますけれども、すべてご承知の

上の質問だとは思いますけれども。５年前

ですかね、この法律といいますか、国でこ

ういう今までのいろんな外郭、これを競争

にさらせということで、直営でするのかど

っちかと。そんなことはないかもわかりま

せんけれども、ともすれば公務員と同じよ

うな形になってしまって、言葉はよくない

かもわからないけども、あぐらをかいてし

まっているのではないかと。そういう意味

では、適正な価格で、そしていい市民サー

ビスを目指すということで、直営か指定管

理者、どちらか選択するということで、そ

れには、その団体がやっぱり常々競争にさ

らされたときに耐え得る体質をつくってお

かないかんと思うんですね。 

 そういうことからいいますと、今先ほど

ご指摘がありましたように、この５年間何

をしとったんやと言われますと、これは非

常にご指摘が当たっている部分がたくさん

あるんですね。私もこの問題、指定管理者

でこの５年間、一遍このことを頭に入れな
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がら５年先を目指してということでスター

トしたんですけれども、それがいつの間に

か５年間たって、今ごろこんな話をしてい

ること自体が非常に残念でありますが、残

念と私が言っておりますけれども、私も幾

つかの団体の理事長になっているんですね。

これも指定するほうと指定されるほうが同

じ人物で、こういうケースはちょこちょこ

いろんなことではあるのはわかりますけれ

ども、違法ではないとはいえ、やっぱりで

きるだけ避けるべきであると、そういう認

識は持っておりますが、いずれにせよ、名

前だけといいますか、そこにある以上は、

５年間耐え得る努力をしてこなかった責任

は、やっぱり理事長にあるわけであります

から、今のご指摘はしっかりと受けとめて、

各外郭、今の指定管理者にもより緊張感を

持っていただいて、この制度がよりよく機

能していかないかんと思いますので、今の

ご質問、ご意見、これはしっかりと受けと

めて、ただ、来年の４月１日からスタート

ということで、時間的に次の理事長さんが

今のところ定まっていないんですね。内々

にいろいろとお話をしておりますけれども、

ここでお名前をまだ言える段階じゃござい

ませんので、この議案を提出する段階では

私の名前で出ているということについて、

これはご理解をいただきたいと。決して議

会軽視ではございませんので、そういう事

情がございまして、本来ならこの議案を出

すときに、新しい理事長さんの名前を出す

のは、これはもうごくごくご指摘のとおり

だと思いますけど、そういう形で来年の４

月ということで、今、そういう現状にある

ということをご理解いただきたいと。 

 もう一つの水泳連盟のことについてでご

ざいますが、私も今日までの細かいところ

までは承知をいたしておりませんけれども、

水泳連盟とか、それからもう一つ外郭団体

と、ちょっと性格が違うんですね。外郭団

体につきましても、報告を我々は受けます

けれども、その都度、議会に報告はしてい

なかった、そういうことでありましたので、

ましてや水泳連盟、それからもう一つ桜苑

等々の例えば代表の交代等々については、

議会にその都度ご報告をしないということ

で、決してそれが議会軽視ではないので、

これだけは適当にしておいたらええやない

かというような感じでやっているのではな

いということだけはご理解をいただきたい

と思います。 

 府会議員が水泳連盟の理事長をなさって

いることについて、私はグレーゾーンかど

うか、ちょっとここでははっきりお答えで

きませんけれども、今、三好議員がおっし

ゃっているのは、グレーゾーンとかそうい

う意味じゃなくて、できるだけ透明で市民

にわかりやすい、そんな形にしたらどうだ

という提案でございますので、だれがどう

こうじゃなくて、私も含めて、この指定管

理者制度がこれからよりよく機能するよう

に、改善というか、やっていきたいと思い

ますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありますか。安藤議

員。 

○安藤薫議員 私のほうからも指定管理者制

度の件について、議案第８１号を中心にち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。

私も文教の委員でございますので、あさっ

ての文教常任委員会のほうでは、細かいと

ころは今の三好議員のご質問の中身も含め

ましてしっかりとした議論をしていきたい

と思いますが、まず大前提として確認をし

ておきたいなと思うことがあります。今回、

たくさん指定管理者制度の議案が出ており
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ますが、多くは委託事業から指定管理者制

度に移行して５年、そして、さらに指定管

理者制度の指針が第１次改訂版としてさら

に３年延長された、そういった中身のもの

であります。しかし、議案第８１号の図書

館につきましては、市直営でやっていた公

の施設について、初めて株式会社に指定を

するということでいえば、摂津市の指定管

理者制度については、大変重要な議案だと

いうふうに思っています。この指定管理者

制度については、第３回定例会におきまし

て、私は直営の図書館、特に図書館という

のは地域の、そして摂津市民の文化のバロ

メーターということでいえば、摂津市が直

で経営を続けるべきであると反対をさせて

いただいたわけですが、議会のほうで通り

ました。しかし、指定管理者制度を導入し

ていく上に当たっては、やはり競争の公平

性とともに、今、市長もおっしゃいました

透明性を確保して、しかも、市民にわかり

やすいものにしていかなければいけないよ

うなことは非常に重要なことだと思ってい

ます。 

 今回の図書館、それから鳥飼図書センタ

ーの指定管理者の選定に当たっては、先ほ

どもスケジュールといいますか、経過のご

説明をいただいたわけですが、選定委員会

がどのように開かれて、それから選定委員

会のメンバーがどうなったのか、それから

選定の基準など、そういった中身について

もやっぱりきちんとした説明責任、それか

ら透明性を確保していかなければいけない

というふうに思うわけですけども、その点、

経過と、それから今後の進め方について、

透明性の確保についてのお考えを初めにお

聞かせいただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 まず、選定に当たって

の経過ということでございますけれども、

６月２９日の指定管理者制度の指針を受け

まして、市民図書館、鳥飼図書センターの

指定管理者制度導入について具体的に進め

ることになりました。そこで、８月６日に

文教常任委員協議会を開催いただきまして、

市民図書館、鳥飼図書センターの運営につ

いてという形でご協議いただきました。先

の定例会で市民図書館、鳥飼図書センター

に指定管理者を導入することについてご可

決いただいたわけでございます。そこで、

公募ということで選定委員会を設けました。

これが公の施設の指定管理者の手続条例に

基づきまして、選定委員会設置要綱という

のが設けられまして、これが８月１８日付

で設けられました。そこで、まず公募に至

るまで、募集要項あるいはこの指定管理の

上限額を決定するということで、これも先

ほど透明化という話がございましたけれど

も、選定委員会のその場で決めていただく

ということにさせていただきました。 

 そこで、第１回の選定委員会を９月１７

日に開催いたしました。失礼いたしました。

選定委員会の委員の中身ということでござ

いますけれども、選定委員会の最初の要綱

には、副市長を委員長として、指定管理を

預かる担当部長として市長公室長、それか

ら、財政を預かる者として総務部長、それ

から、指定管理の施設の担当の部長として、

この件につきましては、私、生涯学習部長

が入るのと、市の行政から４名、それから、

経営部門から民間の学識経験者ということ

で税理士さんお一人、それから、この施設

の学識経験者、この図書館でございますけ

れども、図書館協議会からお一人という形

で、６名の体制で選定委員会を発足いたし

たところでございます。 

 途中、施設管理公社の応募がございまし
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たので、この分について市長公室長と、そ

れから私は施設管理公社の理事ということ

になっておりますので、経営側のほうが選

定に預かるということは好ましくないとい

うことで、要綱を改正いたしまして、市長

が命ずる者ということで、市長公室長のか

わりに市長公室次長、それから、私のかわ

りに教育総務部理事が就任いたしました。

そこで６名で選定委員会を継続したわけで

ございます。９月１７日に第１回の選定委

員会を設けまして、募集要項あるいは仕様

書等の審査をいただきました。それで、第

２回目の選定委員会が９月２９日に開催さ

れまして、募集要項、仕様書あるいは上限

額等の審査決定をいただいたところでござ

います。それをもちまして１０月３日に募

集要項を配布し、説明会を開催し、応募を

いただき、最初の選定委員会で決定したと

いうことでございます。 

 それから、選定基準でございますけども、

選定基準につきましては、評価のポイント

として、これは募集要項にあげております。

それで、募集要項につきましては、市のホ

ームページにも掲載させていただきまして、

評価のポイントにつきましては、どなたか

らも見えるという形で、これも透明性を図

った次第でございます。評価のポイントと

いたしましては、先ほど申し上げましたよ

うに、指定管理者の適性、それから管理運

営、それから利用者サービスについて、そ

れから収支計画、地域貢献についてという

ことで、それぞれ配点いたしまして採点を

いただいたところでございます。 

 もう尐し細かいということになりますと、

指定管理者の適性ということにつきまして

は、その図書館の公立図書館としての管理

運営の基本方針はどうであるとか、あるい

はその母体となる経営状況がどうであると

か、あるいは当然長期に指定管理をしてい

ただきたいわけでございますから、その事

業実績も加味いたしております。それから、

管理の運営体制につきましては、特に私ど

もが指定管理者として考えましたのは、館

長はじめ職員の体制、それから、民間の指

定管理者になりましたときに研修体制はど

うであるのか、それから、行政ではなくな

りますので、個人情報の保護、このあたり、

それから、危機管理はどうされるのか、そ

れから、新しい事業提案はどうであるのか、

それから、もちろん指定管理料の額、それ

から、摂津市として特色ある図書館として

どうしていただけるのか、こういった観点

で審査したものでございます。 

 それから、透明性をいかに持つかという

ことでございますけれども、既にこの選定

結果につきましてはホームページにアップ

いたしておりますし、今後、この選定過程

の議事録につきましてもホームページに掲

載し、透明性を図ってまいりたいと考えて

おります。今後の予定につきましては、こ

の１２月議会でご可決次第、この候補者に

指定通知を行いまして、年が明けますと１

か月か１か月半程度かけまして、協定書締

結までの細かい部分の協定を協議いたしま

して、２月には協定書を締結する、３月に

は引き継ぎ業務をさせていただきまして、

４月に指定管理者による図書館運営という

ことをやってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 細かい個々の中身については、

また委員会のほうでお聞きしたいと思うん

ですが、私が一番聞きたいのは、やっぱり

透明性をどういうふうに確保するのかだと

思うんです。だれが見ても、どうして株式

会社図書館流通センターが指定されるに至
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ったのか。今、協定の中身であるとか選定

基準をご説明いただいたわけですが、結果、

図書館流通センターに決まった。そのこと

は、数字上ではホームページで５項目でそ

れぞれ配点ごとに出ておりますけども、こ

れは数字上のことであって、だれが見ても、

ああ、こういう点がよかったからここに決

まったのかと、非常にわかりやすいような

中身にする必要があると思うんですね。透

明性を図って、適正な競争で、だれから見

ても問題のない決め方をしたんだというこ

とであれば、どんな質問を受けても、それ

からどんな資料提供を受けても、きちんと

明らかにしていただくということが大事な

ので、その点をぜひ改めてお聞きしたいと

思うんです。株式会社さんに今度指定をし

ます、しかし、４社応募してきました。そ

の４社の中でどうして図書館流通センター

が高い点数に至ったのか、具体的な中身に

ついてきちんと明確にする必要があると思

うんです。今回の提案の議案であるとか参

考資料であるとかを見させていただいても、

そこはなかなか明らかになっていませんし、

ホームページの資料を見てもわかりません

ので、その点については改めてその透明性、

議会だけでなくて市民がどうして図書館流

通センターになったのかをなるほどと思え

るような資料を明示する必要があると思い

ますが、その点お聞かせをいただきたいと

思います。 

 これは、私は何度も言うのは、やっぱり

指定管理者制度の問題で、総務省が２００

８年に指定管理者制度の運用について通知

を出されておりますよね。その中に、特に

選定過程に関する留意事項を明らかにされ

ています。このことについては、第３回定

例会の委員会でも、透明性、それから選定

委員会のあり方、十分説明責任を果たして

いるのかとか、行政サービス等に応じた専

門家等が確保されているのかとか、情報公

開等を十分行い、住民から見て透明性が確

保されているのか、こういう留意事項があ

るから、そこにはしっかりと配慮して進め

るよう要望していたわけですが、現段階、

残念ながらそういったところが見受けられ

ないので、改めて透明性についてお聞きし

たわけです。 

 今後、協定書等も吟味されていくという

ことでありますが、私たちは、先ほど三好

議員もおっしゃいましたけども、提案され

ている議案は、ここの会社に指定管理者と

する団体として指定することを賛成するか

反対するか判断するわけです。ですから、

ここの会社とどのような協定書を結ぶのか、

その責任の所在であるとか、どこまでを指

定管理に含めるのか、それから、損害があ

った場合はどこが責任を持つのか、または

人件費、それぞれの人の配置の状況である

とか、適正な人件費が払われているのかど

うか、公共サービスが後退するかしないか、

そういった問題まで含めてきっちりと協定

書も明らかにしていただかないことには、

指定管理者としてここにお任せしていいの

かどうかということも判断できないんじゃ

ないかなと思いますので、そこも含めても

う１回ご答弁いただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 教育長。 

○和島教育長 透明性の問題のご指摘でござ

いますけれども、やはり選定委員会を立ち

上げて、その中で今回プロポーザル方式と

いうことでやらせていただいております。

それで、細かい資料がお手元のほうに行っ

ていないということでございますので、ど

ういう形で今後お示しするかということは

ございますけれども、やはり先ほどから担

当部長が申しておりますように、５項目１
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８点、それについてそれぞれ６人の選定委

員の皆さんが提案説明を聞きながら判断し

ていったということでございます。ですか

ら、提案書の中は、私も委員ではございま

せんけど見せていただきました。かなり細

かい内容が出てきております。この４社、

やっぱり比較したらかなり点数で差が出て

きている。例えば、管理運営の基本方針は、

今後これからの公立図書館のありようはど

ういうふうに考えるのかとか、あるいは経

営母体がどうだとか、これまでの公立図書

館の実績はどうだとか、それがまず適性の

ところで出てまいります。あと、私は、人

の配置の問題が先ほどから出てきておりま

すけども、どういう人を配置していくのか、

そして、特に私は見ておりましたのは、や

っぱりこれからは館長がどういう方が来て、

この図書館をどういうふうに運営していく

のか、それは非常に大きなあれだと思って

います。そういうことも私は読みながら、

一つの判断基準になってくるんだろうなと

思っています。 

 あと、細かい話になりましたら、職員の

研修体制はどうだとか、こういうことにな

ってきましたら、ここの企業は丸善、それ

と大日本印刷、そういうことが経営母体の

中に入ってきておりますので、そういう職

員の管理、館長の研修等も全国でそういう

会議を開いてやっていくとか、いろんなこ

とが出てきています。細かい話になりまし

たら、これからの摂津市の生涯学習、それ

を支える図書館はどうあるべきかとか、子

どもの読書活動推進計画にどういうふうに

この図書館が役割を果たしていくとか、あ

るいは学校との連携とか、いろんな項目が

あります。各４社それぞれに細かい提案を

されていましたけど、その中で６人の選定

委員の方が責任を持って選んできたという

ふうに考えております。 

 ただ、今、ご指摘ありましたように、そ

れが透明性ということで不十分である、私

は思っておりませんけども、私は、この選

定をするのに、先ほどいろんな議論が前の

議員の方からもありましたけれども、やは

り私たちは一番選ぶときには透明性と公平

性、公正な選定に努めたと考えております。

ですから、また議論になると思いますけれ

ども、透明性はまだまだわからない、私た

ちは確保していますけれども、それが皆さ

ん方にご理解いただけていないのでしたら、

そのことについては、どういう形でさらに

お示ししていくかは今後考えてまいりたい

と、そのように思っております。 

○藤浦雅彦議長 教育長、協定書のことにつ

いてもお問いなので、協定書はどうされる

のかということをつけ加えてお願いします。

教育長。 

○和島教育長 協定書につきましては、最終

的には結ぶときには、これまで私たちがこ

れを提案していただくときに、かなり細か

い仕様書をつくっておりますから、それに

基づいて協定を結んでいくことになると思

いますけれども、その中でさらに実際に１

社に絞って契約していくわけですから、そ

の中では市民のサービス向上につながるよ

うな内容を検討して入れていきたいと思っ

ております。 

 それと、もう一つ言わせていただきます

と、いろんな議論がありますけど、やはり

私は今回のこの指定管理者制度を導入して

いくことで、例えば、前にも言いましたけ

れども、開館日数がこれで５０日増えます。

私は、指定管理者制度の導入にいろんな問

題のご指摘がありますけど、やはり市民に

とって一番いい図書館ってどうなんだとい

うことを大前提に考えて、それにいろんな
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リスク論もありますけれども、そのことに

ついてはその都度クリアしていかなければ

ならないと思っております。 

○藤浦雅彦議長 答弁不足があったら、再度

質問してください。安藤議員。 

○安藤薫議員 また委員会のほうでいろいろ

お聞きしたいと思いますけども、透明性を

図れていない、今回の選定が不透明で決め

られたとか、そういうようなことを言って

いるわけではありません。透明性を図って

やられたと、だれが見てもわかりやすく決

めたんだということであるならば、その経

過について、それは、やっていく選定の段

階では、明らかにすることによって競争の

公平性が保たれないということもあります

から、そういった時系列の問題もあるかも

しれませんが、ここでこの会社に対して指

定をしていくということで、もう候補者を

決めて議会のほうに提案をされるというこ

とであれば、尐なくともここまでの選定の

結果については、すべて明らかにしていた

だいても何の不都合もないというふうに思

うわけですので、その点の今後の説明責任

と、それから透明性の確保についてだけや

っていただくということであれば、今回の

質問はこれで結構なんですけども、その点

いかがですか。 

○藤浦雅彦議長 教育長。 

○和島教育長 先ほども言いましたように、

６人の選定委員の方が出された提案書に基

づいて公正に判断をさせていただいたと。

だから、このことを、外部からどういう判

定基準でどうなって、この判断はおかしい

んじゃないかということは、私は考えられ

ないと思っています。十分に説明できます。

ただ、今おっしゃっていますように、細か

い資料がありますから、どの範囲までお示

しすることがいいのかということにつきま

しては、今後もう尐し考えてみたいと思い

ますけれども、一応判定結果とかそういう

ことについては、もう既にホームページに

も載せておりまして、このホームページで

出されている判定の数値等がおかしいのと

違うかというようなことがあれば、十分に

説明はできると思っていますけども、今言

われましたように、どの程度まで詳しくお

出しすることがいいのかについては、もう

尐し考えてみたいなと思っていますけども、

決して隠すところは一つもございません。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありますか。山本議

員。 

○山本靖一議員 議案第７１号の衛生費、斎

場費のところを尐しお聞きしたいと思いま

す。来年の予算編成にこれから入っていき

ますから、お金の関係が非常に気になると

ころですし、市がこれから取り組んでいか

れる優先順位についても気になるところで

あります。斎場費ということで、駐車場の

確保の測量費と、それから不動産の鑑定委

託料、そういう中身だと思うんですが、相

手側との基本的な交渉、基本的な合意は恐

らくなされているんだろうと思うんですが、

この交渉が今どういう状況にあるかという

ことをお聞かせいただきたい。つまり、鑑

定価格によっては、これは売らないという

ことになるのか、そんなことにはならない

と思うんですけれども、一番交渉の土台に

なるのは価格だというふうに思うので、こ

の価格のところで、市の示した鑑定価格で

結構ですというふうな状況になっているの

かというのを１点聞かせていただきたいと

思います。 

 それから、今の駐車場は、立駐も合わせ

て４６台だったと思うんですけれども、年

間の使用頻度、今の状態がいいというふう

には思いません。小学校のグラウンドを借
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りたりとか、近くの事業所の駐車場を借り

たりとかいうような状況がありますけれど

も、これを改善するということについては、

今までからも言われていたことですから、

その方向性について異を唱えるわけではあ

りませんけれども、しかし、年間どれぐら

いの形で飽和状態になっているのかという

ふうな数字も恐らくつかんでおられると思

うんですが、市が抱えている優先の順位か

らいったら、これはもう尐し後ろのほうに

いくのではないかなと。恐らく１億数千万

円かかる事業ではないかなというふうに思

うんですけれども、そうすると、第４次行

革実施計画の中で、５年間では３６億円ほ

どの赤字を抱えて、これをどうするかとい

うのは非常に大きな課題になっていますし、

たばこ税は今回１４億３，０００万円です

か、これは丸っぽ入ってくるということで

はないにしても、恐らくこのお金がなけれ

ば、そういう方向に踏み切っていたのかな

というような気もするわけです。相手があ

ることですから、何ぼ欲しくても、これは

なかなか手に入らない時期もありますから、

そういういろんなことの絡みの中からこの

提案が出てきたというふうに思うんですけ

れども、今の時期の優先順位としてこれし

かないというふうにお考えなのかと思った

りします。 

 それから、もう一つ、資金計画の関係を

教えていただきたいと思うんです。一般財

源でそのままいってしまうのか、そうじゃ

なしに、債務負担行為というんですか、い

ろんな資金計画を立ててというふうに考え

ておられるのか。この第４次行革実施計画

の中にも入っていますけれども、市の土地

の売却、３２筆だったと思うんですけれど

も、いろいろと考えておられるようですけ

れども、これまでにも等価交換などの提案

をしてきた経過があります。その財源をど

ういうふうに捻出していくのかというよう

なことも気になるところでありますから、

この点も聞かせていただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、現状お借りしてい

る駐車場、６００万円近くであったと思う

んですが、今は何か５００万円を切ってい

るというふうにお聞きしました。これは、

将来はどうしていくのか、そのまま借りて

いくのか、いや、返していくのか、市がこ

れから確保するという駐車場がどれだけの

規模になっていくのか、まだお聞きしてい

ませんが、そのことによっては、お返しし

ていくという選択肢もあるのかなと思った

りするんですけれども、こういう全体像も

示していただきたいというふうに思います。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 まず、現在の経過で

ございますが、この土地の所有者の方から

メモリアルホールの裏の土地を借りる、ま

たは買ってほしいというご提案がございま

して、それから持ち主の方と交渉してまい

りました。これまでの交渉の中では、市の

ほうは鑑定価格でということで常に交渉し

てまいったわけですが、鑑定価格につきま

しては、おおよそどれぐらいということを

お示しして、そして、大筋合意に達したと

いうことで、実際にはこれから鑑定をした

り測量したりという経費を今度の補正で上

げさせていただいておりますので、その結

果、鑑定価格以外の価格にはなり得ないと

いうことについてもご了解を願っていると

いう状況でございます。 

 それから、次に現状の駐車場、４６台で

ございますが、これで賄えておりますのが

５０％、あふれておりますのが５０％とい

う状況でございます。 
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 それから、財源について、資金計画につ

いてでございますが、これは当面とりあえ

ず土地開発基金のほうで賄わせていただく

という方向で考えております。 

 それから、現状の駐車場の方向性でござ

いますが、これにつきましては、新しく購

入を提案させていただいております土地に

ついては、当面平面で四十四、五台の駐車

が可能ではないかと大まかに想定しており

ます。現在借りております駐車場４６台と

合わせまして、大体９０台前後というとこ

ろで賄える、通夜と葬儀の駐車が何とかカ

バーできるというふうに考えている次第で

す。 

 今後、現在の駐車場をどうしていくかと

いうことにつきましては、当面このままで

考えているというのが現状でございます。

将来にわたってこのままずっとというふう

に考えているわけではございませんが、と

りあえず当面は裏の駐車場を買って平面で、

現状の駐車場は２階でそのまま使わせてい

ただきたいというふうに考えている次第で

ございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 資金というか財源の手当と

いう話がありましたので、私のほうから答

弁させていただきます。 

 今、福永理事のほうから、土地開発基金

ということで、この基金につきましては、

土地開発公社と同じような性格を持つ基金

でございまして、土地で保有をするか、基

金として現金で保有をするかという性格の

基金でございます。現在、この基金、１億

６，７３０万円ほど基金の残がございます。

それと、基金で買いました場合というのは、

公社の場合もそうですが、買い戻しすると

きに、正規の事業目的に沿った形での基金

からの買い戻しになるんですが、これを行

う予定をしております。駐車場部分につき

ましては、市営駐車場の事業債が充てられ

ないかということを検討しておりまして、

より有利な地方債を充て、将来的にはその

事業債でもって基金から買い取り、事業債

の返済を一般会計からしていくというふう

に財源の部分では考えておるところでござ

います。 

 なお、今回の部分の中で、一部接道の部

分で道路敷に当たる部分がございます。こ

の部分につきましても、土地開発基金でも

って購入をする予定でございますが、道路

につきましては、特定財源が多く当たって

いる関係から、一般財源での買い戻しを道

路部分については考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 事業の優先性についてとい

う質問がありました。副市長。 

○小野副市長 今、福永理事のほうからあり

ましたように、私もこの話を聞いたのが相

当前でしたけども、以前からこの議会でも

ありましたように、学校の用地を使うこと

はいかがなものか、また民間のほうで借り

ることはいかがなものかと、そういうこと

はおかしいではないかと、目的外使用にな

る、こんないろんな議論がありました。そ

れで、市長の言葉を借りれば、これは旪で

ございますから、相手がいろんな要求はあ

りました。物件はそのままでとか、買い取

ってくれとか、鑑定価格以上であるとか。

それは鑑定価格以上でも以下でもない、物

件は当然ながら更地引き渡しと、そういう

ことの条件が整ってきたということで、あ

れを逃してしまいますと、基本的にはもう

二度と手に入らないということであります。

したがって、担当のほうからそういう話が
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あって、我々はそこで判断をしたというこ

とでございまして、今後の駐車場の将来像

はどうするかということは、今、総務部長

が言いましたように、まずは有利な起債を

やる場合、一般駐車場にしておいて、その

上で一定の方向を出すときに、それを上に

上げるのか上げないのかということは議論

が残っております。そのときに現在の借り

ておる部分をどうするかということも整理

しなきゃならない。まずは有利な形でやろ

う、そして、いわゆる旪という言葉の中で

は、今、あのことに手をつけないと、もう

二度と入らないということで判断をしたと

ころでございます。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 相手があることですから、

副市長の答弁の中で理解できるわけですけ

れども、ただ、来年のさまざまな予算編成

の中にそのことの影響が出てこないかとい

うふうなことを非常に心配しているわけで

す。そこで、将来のことはこれからという

ことですけれども、今、大体９０台ですけ

れども、平面でも４５台近く確保できると

いうことになれば、これは立体にすれば今

のものは要らなくなるというふうな、そう

いうこともあり得るのかなという思いがす

るわけです。同時に、５０％５０％という

ふうなことをおっしゃっていたんですが、

これは、例えば２日に１回は１台でもあふ

れている、そういう状況を指しているんで

しょうか。我慢のできる状況の５０％もあ

るというふうに思ったりするんですけれど

も、そういうことであれば、とりあえずこ

の駐車場を確保するということについて、

これはその方向というふうに理解するわけ

ですけれども、今、借りている駐車場の存

在をどういうふうにするかというのは、こ

れは並行して考えていく大事なことだとい

うふうに思うわけですね。毎年やっぱり５

００万円の賃貸料が要るわけですから。新

しく設置する駐車場で十分であるというふ

うに判断するのか、いや、どうしても二つ

要るんだというふうな判断をするのか、こ

れは今の状況の分析が本当に大事なことに

なってくると思うので、ここのところの詰

めはどういうふうにされているのか、もう

一度だけ聞かせていただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 ５０％の内訳でござ

いますが、駐車場の収容台数４６台以下の

回数が、平成２１年度の実績でございます

が、３１４件中、通夜で１５９件、５１％、

葬儀で１５６件、約５０％という状況でご

ざいます。５割程度は対応が可能でしたけ

れども、ほぼ同数が駐車台数を上回ってい

たというような状況でございます。 

 それから、新しく購入をお願いしており

ます土地につきましては、平面だと四十四、

五台という試算をしているわけですが、こ

れが立体駐車場ということになりますと、

走行部分の面積をとられることによって、

かなり台数が削減されるということで、２

階建てですと、今の駐車場をお借りせずに

というわけにはいかないであろうと。そう

しますと、３階建てというようなことを考

えていきますと、その駐車場の建設費用だ

けでかなりな予算をお願いすることになる

ということで、当面は平面で、現状の駐車

場もお借りしながらということを考えてい

る次第でございます。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 まず、４５台分の平置きが

２階でできないかという、その財源も含め

てなんですが、現状の土地は建ぺい率が６

０％でございまして、２階建てにしまして

も、卖純に倍ではなくて四十数台しかとま
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らないという状況でございます。もしそれ

を建てますと、４層３階建てという形です

ると、ほぼ今の借りている分と合わせた台

数の設置が可能になるというような状況で

ございます。したがいまして、その部分を

建てますと、建屋にして約２億円近くの財

源が要るというふうに試算をしているとこ

ろでございまして、直ちに建ぺい率６０％

で４層の３階建てというのは無理かなとい

うふうに思っております。 

 それから、来年度予算との関係でござい

ますが、土地開発基金、現在、公社への貸

付けというようなことを従来やっておりま

して、この基金が土地を持つというのは、

多分記憶によりますと３０年ぶりぐらいな

ので、現実にこの基金が土地を保有すると

いう形をとりますことによって、来年度予

算への影響は極めて小さい。財源として、

もともと土地に充てる基金でございますか

ら、この基金はこういう役割しかしない基

金でございますので、財政調整基金とか減

債基金とか、他の基金と違いまして、来年

度予算の予算組みに十分他の基金をもって

充てることができるので、予算への影響は

極めて小さいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 議案第８５号の摂津市立温

水プール指定管理者の件、先ほど三好議員

のほうから質問があって、特定非営利活動

法人摂津市水泳連盟理事長、阿部賞久、こ

のことについて、いろいろと質疑がされま

した。その中で、市長公室長のほうの答弁

で、これは、府会議員が関与する場合は、

府と直接契約を結ぶ指定管理者であって、

摂津市の場合は別問題だというような答弁

がありました。私は、非常にこの理解は狭

義の理解であって、もっと広義に理解すべ

きであって、そしてまた、しかもそういう

管理者制度の本質を考えたときに、やはり

私は好ましくないというのが本質ではない

かと思います。そういう点では、このまま

上程をされて委員会付託をされて採決をさ

れるということになれば、私はやはり賛成

するわけにはいかないということになりま

すので、その考え方について、先ほどの答

弁から一歩も前進できないのかどうか、そ

の辺のことについて、もう一度市長公室長

のほうから答弁願いたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 ご答弁申し上げます。先

ほど私が申し上げましたのは、あくまで法

律上の解釈という問題でございまして、法

律を解釈いたしますと、当該普通地方公共

団体といいますのは、府会議員の場合はや

はり大阪府というふうに法律上は解釈せざ

るを得ないということだと私も理解をして

おります。ですので、この法律を適用する

場合には、そういう考え方でもって解釈す

る、適用せざるを得ないのではないかとい

うふうに思ってはおります。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 相変わらず市長公室長らし

い官僚的な答弁で、法律論ということをお

っしゃいますけども、私が言ったように、

その法律の解釈も、やっぱり狭義、広義が

あるわけですから、そういう点で、こうい

うことで出してこられると、私たちとして

は賛成できないということを申し上げてい

るのであって、やはり今後それを見直して

いくという方向が出てこなければ、私が申

し上げたように、この議案について私は態

度としては賛成するわけにはいかないとい

うことになってきますので、その辺のこと

について、広義、狭義ということを踏まえ
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た上での判断をしてもらわないと困ると思

うんですが、市長公室長のほうでそういう

官僚的な答弁に終始されて、これで委員会

付託をされるということであれば、私は、

先ほど申し上げたように、この議案につい

ては賛成することはできないということを

申し上げて、繰り返しになりますから、水

かけ論はやめます。 

○藤浦雅彦議長 答弁はいいですか。副市長。 

○小野副市長 先ほども市長公室長のほうか

ら申し上げておりますけども、私は、ご本

人は、今、三好議員も言われたことを十分

理解されて、一定の時期にこれも理事会、

役員会の定款というんですか、それの手続

きがあるように聞いていますので、一定の

形は十分理解されておられるというふうに

思いますので、彼が言ったのはそういう法

的なことでございますので、この場面とし

て、我々がこうして、どうしてやめなさい

とか、おかしいやないかとかいうことでな

かなか言えないものでありますから、私は、

十分それは、市長公室長もあれですけども、

本人はご理解をされておられるというふう

に理解しておりますので、この場面として

は、そのような形でお願いができないかと

いうことで、しかも、何もなしに阿部府会

議員に、これはおかしい、やめなさいとい

うようなことを言える形ではなかなかない

なと。しかし、やっぱり今言われているよ

うな状況が、市民８万数千人おられまして、

いろんな感覚があるわけですから、その辺

は賢明なる対応をされたいということは私

どもも申し上げた経過がございますので、

その辺のところで十分理解をされるものと

いうふうに思っておるところでございます。

（「その答弁を三好議員のときに言うとか

なあかん。ほんならおれがこんなこと言う

ことあらへんねん」と木村勝彦議員呼ぶ） 

○藤浦雅彦議長 ほかに質問はありますか。

渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 私も、議案第８５号に関し

て質問したいと思います。今の答弁を聞い

ておりましたら、本人にゆだねるというこ

となんですけど、このような議案が出てく

る前に、しっかりとそういう話し合いをし

ないで議案が出てしまったからこういうこ

とになるのであって、そういう感覚がわか

らないですね。市長公室長は、そのように

クールに、こういう形で法律にのっとって

やりますという形を言うておられますけど、

今言うたように、こういう形で出てきたら、

さっきの木村議員もおっしゃったように、

我々としたら、それを承服して賛成するわ

けにいかへんようになってくるわけです。

その以前に、しっかりとその辺は整理され

て議案として出されるべきというふうに私

は思います。さっきの副市長のご答弁も確

実性がないわけですから、ご本人にゆだね

るということなんですから、そんなあいま

いなことで我々は賛成できないと思います。

そのことだけ言うておきます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質問はありますか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で質疑を終わります。 

 本３３件については、議案付託表のとお

り、常任委員会に付託します。 

 日程６、請願第１号を議題とします。 

 本件については、請願文書表のとおり、

常任委員会に付託します。 

 日程７、議案第１０３号及び議案第１０

４号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、議案第１０３

号、特別職の職員の給与に関する条例及び
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摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定の

件及び議案第１０４号、一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例制

定の件について、提案内容のご説明を申し

上げます。 

 今回の条例改正に至った経過ですが、本

市における職員給与につきましては、国の

制度に準じることを基本的な考え方といた

しており、本年度につきましても、人事院

勧告に準じた改定を行いたい旨、職員労働

組合に申し出を行い、事務折衝、団体交渉

を重ね、１１月１８日に妥結の運びとなっ

たものでございます。 

 それでは、まず議案第１０３号、特別職

の職員の給与に関する条例及び摂津市議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定の件について、

ご説明を申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）１０ペ

ージから１３ページも併せてご覧いただき

ますようお願いを申し上げます。 

 今回の改正は、特別職及び市議会議員に

対する期末手当の支給月数を、人事院の勧

告に準じて０．２か月分引き下げる改正を

行うもので、この改正により、年間の支給

月数は４．１か月分から３．９か月分にな

ります。 

 第１条及び第２条は、特別職の職員の給

与に関する条例の一部を改正するもので、

第１条では、今年１２月の期末手当の支給

月数を２．１７５か月分から０．２か月分

引き下げ、１．９７５か月分とするもので

す。 

 第２条は、平成２３年４月１日以降の期

末手当について、６月の支給月数を１．９

２５か月分から０．０５か月分引き下げ、

１．８７５か月分に、１２月の支給月数を

１．９７５か月分から０．０５か月分引き

上げ、２．０２５か月分に改正するもので

ございます。 

 次に、第３条及び第４条は、摂津市議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する内容で、第３条では、

今年１２月の期末手当の支給月数を２．１

７５か月分から０．２か月分引き下げて１．

９７５か月分に改正するものです。 

 第４条は、平成２３年４月１日以降の期

末手当について、６月の支給月数を１．９

２５か月分から０．０５か月分引き下げ、

１．８７５か月分に、１２月の支給月数を

１．９７５か月分から０．０５か月分引き

上げ、２．０２５か月分に改正するもので

ございます。 

 附則といたしまして、第１条及び第３条

につきましては、平成２２年１２月１日か

ら施行し、第２条及び第４条につきまして

は、平成２３年４月１日から施行するもの

といたしております。 

 なお、今回の改正による平成２２年度の

影響額は、約３３１万円の減額と見込んで

おるところでございます。 

 次に、議案第１０４号、一般職の職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定の件につきまして、ご説明を申し上げ

ます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）１４ペ

ージから３８ページも併せてご覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

 今回の改正は、平成２２年度の人事院勧

告に基づき、国に準拠する形で給与改正を

するもので、当分の間、５５歳を超え、給

料表が６級以上の職員に対して、給料月額

及び管理職手当の１．５％を減額する給与

抑制措置を行い、さらに４０歳代以上の中

高齢層職員の給料月額を平均０．１％引き



 

 

１－５５ 

下げ、期末勤勉手当については、年間支給

月数を０．２か月分引き下げるものでござ

います。 

 まず、第１条は、本年１２月に支給され

る期末手当及び勤勉手当、臨時的任用職員

等の給与支給限度額並びに職員の給料月額

について改正するもので、第２３条第２項

は、再任用職員以外の職員の今年１２月の

期末手当の支給月数を１．５か月分から０．

１５か月分引き下げ、１．３５か月分に改

正し、第３項は、再任用職員の今年１２月

の期末手当の支給月数を０．８５か月分か

ら０．０５か月分引き下げ、０．８か月分

に改正するものでございます。 

 第２４条第２項第１号は、再任用職員以

外の職員の勤勉手当の支給月数を０．７か

月分から０．０５か月分引き下げ、０．６

５か月分に改正し、第２号は、再任用職員

の勤勉手当の支給月数を０．３５か月分か

ら０．０５か月分引き下げ、０．３か月分

に改正するものでございます。 

 第２７条は、臨時的任用職員及び非常勤

職員の１か月の給与支給限度額を、任期の

定めのない職員の給料月額に準じて改正す

るものでございます。 

 別表の改正は、任期の定めのない職員の

給料月額について改正するものでございま

す。 

 次に、第２条は、平成２３年４月１日以

降に支給される期末勤勉手当及び当分の間

行うこととなっている給与の減額措置に関

する規定で、第２３条第１項及び第４項の

改正は、附則第２５項第３号を加えたこと

に伴う条文の整備を行ったものでございま

す。 

 第２項は、再任用職員以外の職員の平成

２３年４月１日以降の期末手当の支給月数

としまして、６月の支給月数を１．２５か

月分から０．０２５か月分引き下げ、１．

２２５か月分に改正し、１２月の支給月数

を１．３５か月分から０．０２５か月引き

上げて１．３７５か月分に改正するもので

ございます。 

 第３項は、前項の規定の改正に伴う文言

 の整理を行うものでございます。 

 次に、第２４条第１項及び第３項は、附

則第２５項第４号を加えたことに伴う条文

の整備を行ったものでございます。 

 第２項第１号は、再任用職員以外の職員

の平成２３年４月１日以降の勤勉手当を０．

６５か月分から０．０２５か月分引き上げ、

０．６７５か月分に改正し、第２号は、再

任用職員の平成２３年４月１日以降の勤勉

手当を０．３か月分から０．０２５か月分

引き上げ、０．３２５か月分に改正するも

のでございます。 

 次に、附則として、第２５項から第２８

項までを加え、人事院勧告に伴う給与抑制

措置を受けることとなる対象職員や、その

職員に係る給与等の減額方法を規定いたし

ております。 

 その内容といたしましては、第２５項で、

給与抑制措置を受ける対象職員の給料表の

６級以上で、５５歳に達した日後における

最初の４月１日以後の職員と規定し、その

職員に係る給料月額、地域手当、期末手当、

勤勉手当の減額方法及び休職中の給与等に

関し規定したものでございます。 

 第２６項は、月の途中で給与抑制措置を

受ける職員になった場合の減額方法、第２

７項は、勤務１時間当たりの給与額の算出

方法、第２８項は、再任用職員以外の職員

の勤勉手当の総額を規定したものでござい

ます。 

 次に、第３条は、一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例（平成１
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９年摂津市条例第４号）の附則を改正する

もので、改正内容といたしましては、附則

第７項で定められた給料の切りかえに伴う

経過措置を受けている職員のうち、減額改

定対象職員の給料月額を改正するものでご

ざいます。 

 第４条は、前条と同様、附則を改正する

もので、改正内容といたしましては、第３

条の職員のうち、給与抑制措置を受ける職

員の給料月額を規定したものでございます。 

 第５条は、人事院勧告に伴い、管理職手

当に関する条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 附則といたしましては、第１項は施行期

日の規定で、この条例は平成２２年１２月

１日から施行するものでございます。ただ

し、第２条及び第４条並びに附則第３項及

び第５項から第８項までの規定は、平成２

３年４月１日から施行いたします。 

 附則第２項は、１２月に支給する期末手

当の額から、４月から施行期日の属する月

の前日までの給与及び６月に支給した期末

手当及び勤勉手当に係る減額分を差引調整

することを規定したものでございます。 

 第３項は、給料表が６級以上で既に５５

歳に達している職員の給与抑制措置を平成

２３年４月１日から行うことを規定したも

のでございます。 

 第４項は、この条例の施行に関し、必要

な事項は市長が定める旨を規定いたしたも

のでございます。 

 第５項から第８項までは、摂津市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例と関連条例

の附則に１項を加え、給与抑制措置を受け

る職員に関する勤務１時間当たりの給与額

についての読み替え規定を設けるものでご

ざいます。 

 また、今回の改正による平成２２年度の

影響額は、約５，８９０万円の減額と見込

んでおります。 

 以上、議案第１０３号及び議案第１０４

号の提案内容の説明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後２時５６分 休憩） 

                 

（午後３時２１分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 説明が終わり、質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本２件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 では、議案第１０４号、一

般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例制定の件に対して反対の討論

を行います。 

 ２０１０年度人勧は、２年連続のマイナ

ス勧告であり、一時金に至っては、１９９

９年からの１１年間でマイナス１か月分が

削減される事態となりました。貧困と格差

を解消のための労働者派遣法の抜本改正も

されないままに公務員の給与削減ばかりを

行えば、公務員だけでなく、ほかの労働者

の賃金にも悪影響を及ぼし、負のスパイラ

ルと言われるような賃下げの連続となりか

ねません。ひいては地域経済、自治体にと
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ってもマイナスです。安い輸入品が入って

国内経済に悪影響が出るのは日本もＥＵも

アメリカも同じなのに、先進諸国で日本だ

けがデフレになっているのは、日本のみが

賃金が下がっており、勤労者の購買力の低

下が価格の低下を招くデフレスパイラルを

起こしているからです。今回の人勧は、昨

年から連続という面、そして、平均で９万

４，０００円もの年収減を押しつけるもの

であり、菅内閣の国家公務員の総人件費２

割削減の方針の第１段階を示すものであり、

ひいては消費税をはじめとする庶民増税へ

と財源不足を理由に導くものであります。

これまで労使間の協議・検討を尊重して、

取り決めの後の議案に日本共産党としては

賛成をしましたが、摂津市職員は給与水準

の引き下げにも協力をしてきました。あく

まで人勧に従うというなら、地域手当の矛

盾も改善するなど、見直しをするべきでは

ないでしょうか。これ以上の連続値下げは、

市民にとっても地域経済にとっても悪影響

を及ぼすもので、本議案に反対をするもの

です。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 議案第１０３号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 議案第１０４号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 日程８、議案第７０号など５件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第７０号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第３号）につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いする予算の内容とい

たしましては、先ほどご可決賜りました議

案第１０３号、特別職の職員の給与に関す

る条例及び摂津市議会議員の議員報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例制定の件及び議案第１０４号、一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例制定の件に関しまして、条例制定に伴

う減額分を計上いたすものでございます。

また、人事異動に伴う人件費の精査額等に

つきましても、併せて計上いたしておりま

す。 

 まず、補正予算の第１条といたしまして、

既定による歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億５，０７７万円を減額し、

その総額を３１８億９，６６２万１，００

０円といたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正に

記載のとおりでございます。 

 歳入につきましては、款１８、繰入金、

項２、基金繰入金１億５，０７７万円の減

額は、今回の補正財源を調整するため、財

政調整基金繰入金の減額を計上いたしてお

ります。 

 次に、３ページからの歳出でございます

が、その内容につきましては、先ほどご説

明申し上げましたとおり、条例制定による

職員の給与改定に伴う減額及び人事異動に

伴う人件費精査額等を、款１、議会費から
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款９、教育費までの各款において計上いた

しております。 

 また、款３、民生費、項１、社会福祉費

におきまして、国民健康保険特別会計繰出

金を２８３万２，０００円、介護保険特別

会計繰出金を４３７万円それぞれ減額いた

しております。これは、一般会計と同様に、

職員の給与改定に伴う減額及び人事異動に

伴う人件費精査額等を特別会計で計上する

ことに伴い、一般会計から繰出金を減額い

たすものでございます。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

３６ページからの給与費明細書に記載して

おりますので、ご参照をお願いいたします。 

 以上、平成２２年度摂津市一般会計補正

予算（第３号）の内容説明とさせていただ

きます。 

○藤浦雅彦議長 水道部長。 

  （中岡水道部長 登壇） 

○中岡水道部長 それでは、議案第７２号、

平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算

（第１号）につきまして、提案内容のご説

明を申し上げます。 

 今回、お願いいたします補正予算の内容

につきましては、先ほどご可決賜りました

一般職の職員の給与に関する条例等の一部

改正及び本年４月１日付人事異動等に伴う

人件費関係予算の補正を行うものでござい

ます。 

 補正予算の内容につきましては、予算書

１ページに記載いたしております。 

 まず、第２条は、収益的支出の予定額の

補正を定めるもので、款１、水道事業費用

の既決額２１億１，４４５万７，０００円

から１，９４５万２，０００円を減額し、

補正後の額を２０億９，５００万５，００

０円とするものでございます。これは、項

１、営業費用において、既決額１９億４，

３０５万３，０００円から１，９４５万２，

０００円を減額し、補正後の額を１９億２，

３６０万１，０００円とするもので、この

内容につきましては、１２ページから１４

ページにかけての補正予算実施計画説明書

に記載いたしております。 

 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めるもので、款１、資本的支出の既決額

１２億４，８９５万２，０００円から１６

万円を減額し、補正後の額を１２億４，８

７９万２，０００円とするものでございま

す。これは、項１、建設改良費において、

既決額４億５，５８２万５，０００円から

１６万円を減額し、補正後の額を４億５，

５６６万５，０００円とするもので、この

内容につきましては、１４ページの補正予

算実施計画説明書に記載いたしております。 

 これに伴い、資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額につきましては、既決

額７億１，８０５万２，０００円を７億１，

７８９万２，０００円に改め、補てん財源

につきましては、過年度分損益勘定留保資

金６億９，７２２万８，０００円を、過年

度分損益勘定留保資金３億４，７０６万８，

０００円、減債積立金２億円、建設改良積

立金１億５，０００万円に改めるものでご

ざいます。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費を定めたもので、

職員給与費の既決額３億７，４８７万４，

０００円から１，９９７万６，０００円を

減額し、補正後の額を３億５，４８９万８，

０００円とするものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は２ページに、

補正予算資金計画は３ページに、予定貸借

対照表は４ページから５ページに、また、

給与費明細書につきましては６ページから

１１ページにそれぞれ記載いたしておりま
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すので、ご参照願います。 

 以上、補正予算の内容の説明とさせてい

ただきます。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、議案第７４

号、平成２２年度摂津市国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）につきまして、そ

の内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いする予算の内容とい

たしましては、先ほどご可決賜りました議

案第１０４号、一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例制定の件に

関しまして、条例制定に伴う減額分を計上

いたすものでございます。また、人事異動

に伴う人件費の精査額等につきましても、

併せて計上いたしております。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ２８３万２，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を１０

４億２，５６４万５，０００円といたすも

のでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額につきましては、２ページの第

１表歳入歳出予算補正に記載のとおりでご

ざいます。 

 まず、歳入でございますが、款８、繰入

金、項１、一般会計繰入金２８３万２，０

００円の減額は、条例制定に伴う人件費の

減額及び職員の人事異動に伴います人件費

の精査額等を職員給与費等繰入金から減額

いたすものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款１、

総務費、項１、総務管理費２８３万２，０

００円の減額は、繰入金でご説明申し上げ

ました条例制定及び職員の人事異動に伴う

補正でございます。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

８ページからの給与費明細書に記載いたし

ておりますので、ご参照をお願い申し上げ

ます。 

 以上、補正予算内容の説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第７８号、平成２２年

度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２

号）につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の主

な内容は、先ほどご可決賜りました議案第

１０４号、一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例制定の件に関し

まして、条例制定に伴う減額分を計上いた

すものでございます。また、人事異動に伴

う人件費の精査額等につきましても、併せ

て計上いたしております。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ４３７万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を３８億７，０８

４万１，０００円とするものでございます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額につきましては、２ページの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款６、繰入

金、項１、一般会計繰入金４３７万円の減

額は、今回の条例制定に伴う職員人件費相

当額の繰り入れの減額を計上いたしており

ます。 

 次に、歳出でございますが、款１、総務

費、項１、総務管理費４２１万６，０００

円の減額は、介護保険制度の運営に係る人
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件費で、先ほどご説明申し上げましたとお

り、条例制定による職員の給与改定に伴う

減額及び人事異動に伴う人件費精査額等を

計上いたしております。 

 款３、地域支援事業費、項２、包括的支

援事業任意事業費１５万４，０００円の減

額は、同様に、地域包括支援センターの運

営に係る人件費で、条例制定による職員の

給与改定に伴う減額及び人事異動に伴う人

件費精査額等を計上いたしております。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

８ページからの給与費明細書に記載してお

りますので、ご参照をお願い申し上げます。 

 以上、平成２２年度摂津市介護保険特別

会計補正予算（第２号）の内容説明とさせ

ていただきます。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 議案第７６号、平成

２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）につきまして、提案内容

をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いする予算の内容とし

ましては、先ほどご可決賜りました議案第

１０４号、一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例制定の件に関し

まして、条例制定に伴う減額分を計上いた

すものでございます。また、人事異動に伴

う人件費の精査額につきましても、併せて

計上いたしております。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条では、既定による歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ７８万１，００

０円を減額し、その総額を５８億１，５９

７万４，０００円といたすものでございま

す。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につ

いては、２ページの第１表歳入歳出予算補

正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款５、諸収

入、項２、雑入で７８万１，０００円を減

額いたしております。これは、歳出におい

て人件費を減額したことに伴うものでござ

います。 

 次に、歳出でございますが、款１、下水

道費で７８万１，０００円を減額いたして

おります。その内容としましては、項１、

下水道総務費で４万４，０００円の増額と、

項２、下水道事業費で８２万５，０００円

の減額は、条例改正に伴う人件費の減額と

人事異動に伴う人件費の精査によるもので

ございます。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

１０ページからの給与費明細書に記載して

おりますので、ご参照くださいますようお

願い申し上げます。 

 以上、平成２２年度摂津市公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）の内容説明

とさせていただきます。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時４１分 休憩） 

                 

（午後３時４２分 再開） 

○藤浦雅彦議長 再開します。 

 お諮りします。 

 本５件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう
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に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 議案第７０号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 議案第７２号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 議案第７４号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 議案第７６号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 議案第７８号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 １２月１日から１２月１３日まで休会す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後３時４３分 散会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 
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１ 議　事　日　程

1， 議案第８５号摂津市立温水プール指定管理者指定の訂正の件

2， 一般質問

　大　澤　千恵子　議員

　村　上　英　明　議員

　柴　田　繁　勝　議員

　安　藤　　　薫　議員

　上　村　高　義　議員

　山　本　靖　一　議員

　木　村　勝　彦　議員

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程２まで
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（午前１０時 開議） 

○藤浦雅彦議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、村上議員及び

本保議員を指名します。 

 日程１、議案第８５号、摂津市立温水プ

ール指定管理者指定の訂正の件を議題とし

ます。 

 本件について、理事者から発言の申し出

がありますので、これを許可します。生涯

学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 過日の本会議におきま

して提案内容をご説明申し上げました議案

第８５号、摂津市立温水プール指定管理者

指定の件につきまして、訂正をお願いいた

すもので、その訂正内容についてご説明申

し上げます。 

 摂津市立温水プールの指定管理者となる

団体につきましては、「特定非営利活動法

人摂津市水泳連盟 理事長 阿部賞久」と

して本議案を提出いたしましたが、平成２

２年１２月１日付で、同連盟に対し、理事

長、阿部賞久氏から理事長退任願が提出さ

れ、緊急理事会において、定款に基づき、

理事長職務代行として丸山政克氏を選任し、

新理事長が選任されるまでの間は丸山政克

氏が理事長職を職務代行するとの届けが、

同日、市に提出されました。このため、議

案第８５号中「理事長 阿部賞久」とある

のを「理事長職務代行 丸山政克」に変更

をお願いいたすものでございます。 

 以上、訂正内容の説明とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 発言が終わりました。 

 お諮りします。 

 本件について、理事者からの訂正の申し

出のとおり、これを承認することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、本件は理

事者からの訂正の申し出のとおり、これを

承認することに決定しました。 

 日程２、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 大澤議員。 

  （大澤千恵子議員 登壇） 

○大澤千恵子議員 おはようございます。 

 それでは、順位に従って一般質問させて

いただきます。 

 まず、第１回目の質問でございます。質

問番号１、第４次行財政改革についてとい

うことで、第４次行財政改革の中に「市民

の視点に立った質の高い行政経営を行う」

とあります。尐数精鋭の行政経営を行い、

組織全体で人材を育てていくことが課題と

されていますが、まず一つ目、人事制度改

革、機構改革、人材育成の基本的な考え方

と進行管理についてお聞かせください。ま

た、６６０人体制に向けての職員配置をど

のような考えで行っているかについて、併

せてお伺いします。 

 質問番号２番、環境政策について。 

 平成２３年４月の機構改革で、環境対策

課は「環境政策課」に名称変更されると聞

いておりますが、分掌業務や体制はどのよ

うに変わるのか、また、前回の定例会で質

問させていただいた地球温暖化防止地域計

画の策定の進捗状況はどうなっているのか

お聞かせください。 

 三つ目、協働のまちづくり（旧教育研究

所をコミュニティの拠点に）ということで、

鳥飼小学校に隣接しておりました教育研究

所が１１月に移転しました。現在、空き施

設となっておりますが、鳥飼地区、五中校

区のコミュニティの拠点として活用はでき
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ないのか、また、市として検討されている

ことがあるのかお聞かせください。 

 ４番目、領土問題に対する教育のあり方、

尖閣問題、北方領土問題の正しい教育をと

いうことで、先般より尖閣諸島、北方領土

など、領土に関する問題が報道される中、

学校教育の場でこの問題が取り上げられ、

正しく教えられているのかご質問したいと

思います。 

 そして、五つ目、市営鯵生野団地の跡地

に別府公民館を。 

 再来年３月から、市営の鯵生野団地の住

民の方々が三島の市営住宅に移られると聞

いておりますが、市として、その跡地の考

え方はどのような考えをされているのかお

聞きしたいと思います。 

 また、前回の定例会でも他の議員から質

問もありましたが、昭和４７年５月に建築

されたこの別府公民館は、非常に老朽化が

進んでいるにもかかわらず、総計の中でも、

今のところ対策はするが新しく建て替える

構想はないとのことですが、別府公民館の

現状をどう考えているのかお聞かせくださ

い。 

 そして、６番目、指定管理者制度につい

てでございます。 

 平成１６年１２月に指定管理者制度の導

入に関する指針を出されて、平成１８年４

月から指定管理者制度を導入された経過、

５年間のまとめや公募についてのご報告を

いただきたいと思います。また、平成２２

年６月２９日付の指針第１次改訂版を作成

した経過、今後の取り組み内容についてご

質問させていただきます。 

 以上、第１回目の質問とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、ご答弁を申し

上げます。 

 まず、第４次行財政改革についてでござ

いますが、第４次行財政改革実施計画は、

簡素でわかりやすい組織・機構づくり、職

員６６０人体制の構築、スピード感のある

行政経営システムの構築、前例にとらわれ

ず、みずから考え、勇気を持って行動する

職員を育てる人事制度改革、健全で安定し

た財政基盤の確立、この五つの柱を理念と

して掲げております。 

 これまでの行財政改革は、ともすれば財

政健全化に重点を置かれておりましたが、

本計画では５本の柱のうち４本が市役所の

内部の改革であり、最尐の職員、最小の経

費で市民満足度を高めるということが重要

な観点から、まずは市役所内の仕事のあり

方、やり方を徹底的に洗い出し、内部改革

を確実に実施していくことに重点を置いて

おるところでございます。計画は、人事制

度改革、組織機構改革、人材育成、事務事

業改革、歳入改革の五つに分類をされまし

た計８３項目で構成をされておりますが、

人事制度改革につきましては、職員団体と

協議・確認を行う必要があるものもあり、

既に申し入れも行い、順次協議を行ってま

いります。 

 機構改革につきましては、平成２３年４

月１日付の機構改革案を既にお示しいたし

ており、人材育成につきましては、人材育

成実施計画を今月中にはお示しいたす予定

で、第４次総合計画と第４次行財政改革実

施計画を着実に遂行していける体制と人材

の育成に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、職員の配置につきましては、行政

評価、予算査定などの結果を踏まえ、重点
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施策を意識した職員配置を行ってまいりた

いと考えておるところでございます。 

 次に、市営鯵生野団地の跡地の活用につ

いての考え方をご答弁申し上げます。 

 現在、鯵生野団地及び鳥飼野々団地の老

朽化に伴い、市民プール跡地に仮称摂津市

営三島住宅の建設を進めているところでご

ざいまして、平成２４年春には完成し、両

団地に現在お住まいの方の引越しが完了し

た後、旧団地につきましては取り壊しをす

る予定としております。 

 この整備には、多額の財源を必要とする

もので、市といたしましては、必要となる

財源を確実に確保し、社会経済環境の変化

が激しい中にあって、安定的な中長期財政

基盤を確立させることが今後の市政運営に

とって大変重要な課題であると考えており

ますので、鯵生野団地の跡地につきまして

は、鳥飼野々団地の土地と同様に、基本的

には一部売却をし、市営住宅建設の補てん

財源とする予定でございます。ただ、鯵生

野団地敷地内には、第１９集会所とちびっ

こ広場があり、現に市民の皆様が利用され

ているとともに、別府公民館につきまして

は、地域の住民の皆様から建て替えという

ご要望もお伺いをいたしておるところでご

ざいますので、今後、最善の方法について

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、指定管理者制度について、ご答弁

を申し上げます。 

 いわゆる公の施設に管理につきましては、

平成１５年９月に地方自治法が改正され、

それまでの管理委託制度から指定管理者制

度に移行いたしました。本制度は、多様化

する住民ニーズに、より効果的・効率的に

対応するため、公の施設の管理に民間の能

力を活用しつつ、住民サービスの向上を図

るとともに、経費の削減等を図ることを目

的としたもので、受け皿となる事業者を出

資法人以外の民間事業者等にまで範囲を広

げるとともに、指定管理者の選定に当たっ

ては、公募の過程をたどることが原則とな

っており、本市においても、平成１８年４

月から４２施設について同制度を導入いた

しております。 

 本市での導入に当たりましては、それま

で管理委託制度を活用していた施設につい

ては委託してきた外郭団体等の活動実績等

を考慮し、当該団体を５年間の期間を定め

て指定管理者といたしましたが、その指定

期間が平成２３年３月末をもって終了する

ことから、昨年度より導入指針の改訂作業

を進め、制度の目的、選定方法の基本原則

をも議論しつつ、本年６月２９日付で指定

管理者制度導入に関する指針第１次改訂版

を策定いたしたところでございます。第１

次改訂版策定に当たりましては、他の自治

体の事例やふるさと財団の報告書等を参考

にしながら、今後の方針の検討をいたしま

したが、市全体の行財政改革を推進してい

るときでもあり、また、外郭団体もその見

直しを進めるとなっていることから、景気

低迷の中で外郭団体において業務拡大など

の経営強化等を行う課題解決が図られてい

ない状況下ではありますが、各施設の指定

期間が終了することを見据えた方針を定め

ました。 

 その基本方針では、まず１点目として、

平成２３年度から新規に指定管理者制度を

導入する施設については、原則公募とし、

指定期間は５年以内とする。２点目として、

既に指定管理者制度を導入している施設に

ついては、当面現在の指定管理者を指定す

るが、指定期間は平成２５年度までの３年

間とするといたしており、その３年間の取

り組みとして、平成２２年度には外郭団体



 

 

２－６ 

に対して第１次改訂版指針を含む市として

の考え方を説明し、業務改善・改革、経営

強化等の取り組み指針の策定を求め、平成

２３年度には公の施設の管理運営のあり方、

指定管理者選定に当たっての公募・非公募

のあり方、外郭団体のあり方等を検討する

検討委員会を設置し、平成２４年度には検

討委員会の提言書等を参考にして、市とし

ての指定管理者制度導入に関する指針第２

次改訂版を策定し、平成２５年度以降は、

その第２次改訂版に基づいた事務的措置を

遂行していく予定でございます。 

 なお、市としては、３年後のあり方、方

針を今から予定しているものではなく、現

在はすべての可能性を含めて白紙の状況で

あり、今後、提出された各団体の取り組み

指針や検討委員会からの提言書等を参考に

しながら、最終的な市の方針を決定してい

く旨、外郭団体には説明をしているところ

でございます。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 環境政策について、ご

答弁申し上げます。 

 環境対策課につきましては、平成２３年

４月１日付の機構改革で「環境政策課」に

名称を改めることを予定いたしております。

分掌事務につきましては、環境保全や環境

美化、自然環境の保全、公害防止対策など、

従来の環境対策課の分掌事務に加え、環境

施策の企画及び総合調整に関することなど

も分掌させることを検討いたしているとこ

ろでございます。 

 環境政策課の体制につきましては、市を

あげて職員数の削減に取り組んでいる現状

を考えますと、容易に職員数を増やすとい

うことは難しいと考えますが、職員の質の

向上に努めるとともに、環境業務課等との

連携を深め、仕事の仕方を工夫するなどに

より、実質的な充実を図りたいと考えてお

ります。 

 また、摂津市地球温暖化防止地域計画の

策定状況でございますが、９月１７日に第

１回目の策定委員会を開催し、本市の自然

的・社会的特性や、地球温暖化防止地域計

画策定の背景と概要、計画策定のスケジュ

ールなどについて説明させていただいたと

ころでございます。今後につきましては、

地球温暖化対策に関する市民アンケート及

び事業所アンケートの集計結果の検討や、

１９９０年、２００８年及び２０２０年に

おける本市の温室効果ガス排出量の推計を

行い、具体的な温暖化対策や温室効果ガス

の削減目標の設定などを議論願う予定でご

ざいます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号３、協働のま

ちづくり（旧教育研究所をコミュニティの

拠点に）についてご答弁申し上げます。 

 教育研究所が今年１１月に旧男女共同参

画センター跡施設に移転し、旧教育研究所

は、現在、教育財産として教育委員会が管

理しております。同施設は、昭和１１年に

鳥飼村役場として建て替えられたもので、

鳥飼公民館としても使われていた本館と平

成５年に増築されたプレハブ棟がございま

す。教育委員会といたしましては、暫定的

に市内各所に保管しております農具、民具、

出土遺物をプレハブ棟に集積し、市内の公

共施設等で展示会等を開催してまいりたい

と考えております。本館につきましては、

市内においても歴史ある建物の一つであり、

また、地域の方にはなじみ深い建物である

ことから、文化財等の保管あるいは陳列・

展示場所として利用したいと考えておりま
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すが、現時点では活用方法については最終

決定まで至っておりません。今後、どのよ

うな活用をするかにつきましては、関係課

と協議する中で検討してまいりたいと考え

ております。 

 別府公民館の現状についてご答弁申し上

げます。 

 別府公民館は、築後３８年がたつ、市内

で一番古い公民館で、経年による老朽化が

進み、また、地域からは、敷地が狭く施設

も狭小なことから、他の場所での建て替え

要望をいただいていることは承知いたして

おります。教育委員会といたしましては、

本市の生涯学習施設全般にわたって老朽化

が進む中、地域における生涯学習の核施設

として、公民館の施設整備は優先課題の一

つと認識いたしております。しかしながら、

本市の財政状況は厳しい状態が続いており、

別府公民館の建て替えにつきましても、建

て替えを必要とする本市の公共施設全体の

中で検討していかなければならないものと

考えております。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部理事。 

  （市橋教育総務部理事 登壇） 

○市橋教育総務部理事 質問番号４、尖閣問

題、北方領土問題の教育について、ご答弁

申し上げます。 

 学校教育における教育課程の基準は学習

指導要領でございます。今回、ご質問いた

だいた領土問題に関しましては、小・中学

校の社会科において指導すべきものとして

取り上げられ、教科書においても記述がご

ざいます。まず、小学校社会においては、

我が国の位置と領土について調べるものと

され、その中で北方領土について、我が国

固有の領土である４島についての返還を求

めることに触れるものとされております。

また、中学校社会科でも、北方領土が我が

国固有の領土であることなど、我が国の領

域をめぐる問題に着目させるようにするこ

ととされております。海洋国家として我が

国の特色に着目いたしますと、直接他国と

陸地が接しておらず、国境が持つ意味や当

面する領土問題や経済水域等の問題につい

て、児童・生徒の発達段階に応じて指導す

ることは大変重要であるととらえておりま

す。また、教育活動の大きなねらいの一つ

に、豊かな心を児童・生徒にはぐくむこと

があげられております。このために、伝統

と文化をはぐくんできた我が国と郷土を愛

する心情や国際社会の平和と発展に貢献す

る主体性を大切にしなければなりません。

道徳時間をはじめ、すべての教育活動に取

り組んでおります道徳教育が、社会科での

我が国の国土についての学習と関連し、自

分の身の回りの人や物を愛する心情や態度

を培っているところでございます。 

 今後の課題といたしましては、児童・生

徒の発達段階に応じて、内外のニュースを

事実としていかに伝えていくかがあげられ

ると考えられます。児童・生徒の社会性を

はぐくむことや自立できる心をはぐくむこ

とは、学校の大きな役割の一つでございま

す。そのためにも、常に社会に対しての関

心を持ち、考えることが重要であると考え

ます。 

 特に、尖閣諸島につきましては、北方領

土と違い、これまで領土問題は存在しない

との政府見解もあり、教科書での明確な記

述はございません。今後、学習指導要領の

改訂も視野に入れての検討作業に文部科学

省が入ったとの報道もございますが、事実

を正しく伝えることは大変重要であるとと

らえております。子どもたちがよりよい社

会人として、これからの時代を生き抜くた

めに、現在の取り組みをさらに進めてまい
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る所存でございます。 

○藤浦雅彦議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 質問番号１番、第４次行財政改革につい

て。職員数６６０人体制の数値は、国の基

準と府下の平均に合わせた数字だと考えて

おりますけれども、この６６０人の中には

再任用・臨時・非常勤職員は含まれていな

い数ですが、今後、正職は減っていき、そ

ういった臨時・非常勤職員、再任用のバラ

ンスをどう扱っていくのか、また、委託の

考え方や人事異動のあり方、そして職員の

モチベーションの保ち方についてもお伺い

いたします。 

 ２番目、環境政策についてですが、環境

政策という名前だけが先行して、中身がこ

れから検討ということでは、なかなか本末

転倒のような気がしてなりません。実際、

前回いただいたご答弁の中にも、全庁的な

取り組みを行っていくということをおっし

ゃっておりましたけれども、現実は取り組

んでいるとは言えない状況ではないでしょ

うか。今後、この環境政策課を設置して、

摂津市としてどのように環境政策を進めて

いくつもりなのか、また、具体的な数値目

標や取り組みを長期ビジョンで考えている

のかということをご質問いたします。 

 ３番、協働のまちづくり（旧教育研究所

をコミュニティの拠点に）ということです

が、教育委員会が暫定的に文化財の保管、

そして展示場所として考えられているとい

うことでございますが、現在、検討中であ

るということですが、本当にその活用法が

一番よい方法なのか、もっと市民の方たち

のコミュニティの場として使用できるもの

がほかにないのかということを含めて、今

後検討していただきたいと思います。また、

活用が決定するまでの間、暫定的でも開放

していただき使用できないのか、ご質問さ

せていただきたいと思います。 

 尖閣問題、北方領土の問題でございます

が、先ほどご答弁いただきました尖閣諸島

について、こちらに関しては教科書での明

確な記述がありません。北方領土について

の記述はあるものの、歴史的事実がないと

いうのが現実です。平成１８年の教育基本

法の改正により、旧法の「平和」、「普遍

的」、「個性」から、新法では「正義」、「公

共の精神」、そして「人間性」、「伝統」へ

と文言が変化し、新たに「道徳心」、「伝統

と文化」、「愛国心」が加わっています。歴

史的事実を正しく教えていただき、日本国

民として国を愛することができる子どもた

ちに導くことが、この市の掲げる人間基礎

教育につながるのではないかと考えます。

来年の教科書採択は、新教育基本法と新学

習指導要領のもとで実施される最初の選択

です。現在も学校でこういった取り組み、

また指導を行っていただいていると思いま

すけれども、さらに正しい歴史的教育を強

く要望させていただきたいと思います。こ

ちらは要望とさせていただきます。 

 そして、５番目の市営鯵生野団地の跡地

に別府公民館をということですが、高齢化

が進む中で、老朽化に加え駐車場もなく、

事務所も階段下で非常に劣悪な環境の中で

運営されていた別府公民館でございますが、

建て替えを行っても、もちろん市民の方の

要望は建て替えとおっしゃっておりますが、

なかなか周辺環境は整いにくい立地ですの

で、市営鯵生野団地の跡地に別府公民館を

結合させる構想はやっぱり考えられないの

か、もちろん多額な財源も必要ということ

で先ほど答弁していただいておりますけれ

ども、再度この別府公民館を統合させる構
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想がないのかということをお聞きさせてい

ただきたいと思います。 

 そして、指定管理者制度でございますけ

れども、平成２０年第４回定例会で、初め

ての私の議会の質問で、指定管理者の質問

をさせていただきました。ちょうど２年前

でございます。その際、民間の公募を含む

指定管理の選定をしていきたいと、また、

管理委託制度から指定管理者となったもの

の状況調査も行っていき、サービス向上に

つなげるということをご答弁いただきまし

た。今回、３年という期間で継続される指

定管理者は、長期にわたる指定管理者とい

うことになりますので、サービス水準の確

保と、それから適正な運営の確保が重要事

項でありますので、もう一度点検をし、そ

して、地方自治法上要求されている事業報

告書を提出させるだけではなく、事業実施

内容の点検をどのように行うのか、そして

また経営状況もしっかりと把握しておく必

要があると思います。行政に頼るだけでは

なく、経営改善を図りながら、職員の処遇

も含め自立化を目指して取り組んでいくよ

うに指導していただくことを、今後この指

定管理者制度については強く要望させてい

ただきたいと思います。６番目は要望とさ

せていただきます。 

 以上、２回目の質問でございます。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。市長公室長。 

○羽原市長公室長 行財政改革の中の職員６

６０人体制の構築という点に係るご質問に

ご答弁申し上げます。 

 現在、予定といたしましては、平成２６

年度までの５年間で業務のアウトソーシン

グ、職員の職種替え、臨時・非常勤職員等

の活用により、スリムで効率性を重視した

組織をつくっていく、このことを目指して

おるわけでございます。その根拠というこ

とでございますが、国のほうでも昨年７月

に経済財政改革の基本方針２００９、これ

を出しまして、平成２６年度までの５年間

で１割以上の定員の合理化を進めていくと

いう考え方を打ち出しておりますし、本市

の大阪府内における職員の数の状況、これ

を判断いたしますと、やはりまだ削減する

必要があるのではないかと考えておるとこ

ろでございまして、これらの基本的な視点

をベースにしながら適切な定員管理を行っ

てまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

 再任用職員等の職員の配置の考え方、バ

ランスということでございますが、再任用

につきましては、一定、年金制度との関係

がございますので、本人の希望と能力の評

価、これが一定マッチすれば、基本的には

再任用してまいるという方向で考えており

ますけれども、全体の業務のボリューム、

それと正規の職員の配置状況を考えまして、

どうしても不足するというところには、や

はり臨時もしくは非常勤の職員の配置、こ

れは検討せざるを得ないと思いますので、

業務が今現在また地方分権等で新しく発生

もしたりしておりますので、その辺の業務

のボリュームを勘案しながら、全体の適正

な配置については、毎年の予算の中で一度

検討していきたいと考えておるところでご

ざいます。 

 また、業務委託等につきましては、委託

し得る業務、それをコスト、それとサービ

ス提供という両面から、効率性・効果性を

判断しながら委託についても判断し、鋭意

進めてまいりたいと考えております。 

 人材育成につきましては、やはり職員が

減ってまいりますので、幅広く知識と経験

を備えたバランスのとれた職員がこれから
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必要になってまいりますから、そういう観

点から適性を把握する、もしくは育成に資

するような人事異動等を行うという考え方

でございまして、現在ではおよそ１０年間

で窓口部門、管理部門、事業部門と３種類

の職場をできるだけ人事異動する、その中

で本人の適性であるとか能力を一定判断い

たしまして、１０年以後の配置については

検討していくというような一定のローテー

ションを実施しておるところでございます。 

 そのほか、職員のモチベーションの維持

という点では、まず第一義的には本人の努

力ということはあるんですけれども、やは

り職場における援助、励まし、そういうも

のも必要ですので、職場においてそういう

コミュニケーション、会話が成立するよう

な制度としての目標管理、そのようなもの

の導入についても鋭意検討して進めてまい

りたいと考えておるところでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 市として全庁的に環境

問題に取り組んでいるとは言えない、具体

的な長期ビジョンを考えているのかについ

てご答弁申し上げます。 

 環境問題に対する対応につきましては、

それぞれの課がそれぞれの担当業務の範囲

の中でいろいろな取り組みを行っていると

ころでございますが、議員のご指摘のとお

り、全庁的、総合的な環境施策の推進とい

う観点から申し上げますと、現状では十分

と言えないと認識いたしております。環境

政策と一口に申しましても、都市計画や道

路環境、公園、緑の整備、また、ごみの減

量、環境美化、それから公害対策、自然保

護、地球温暖化対策、それから持続可能な

社会の実現など、非常に幅広い分野にかか

わるものでございます。したがいまして、

本市といたしましては、それぞれの部署で

環境対策として何ができるのかを考えまし

て取り組むこととし、環境政策課を中心に

その総括を行いまして、市としてバランス

のとれた環境政策を進めるように進めてい

くことが望ましいと現在考えております。

また、その中身や方向性につきましては、

地球温暖化防止地域計画の策定を通じまし

て明確にしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 「旧教育研究所をコミ

ュニティの拠点に」についての２回目のご

答弁を申し上げます。 

 旧教育研究所につきましては、先ほども

ご答弁申し上げておりますが、鳥飼村役場

として建設され、鳥飼公民館としても利用

された歴史的な建物でございますので、教

育委員会といたしましては、今一番ベター

なものとして文化財等の保管あるいは陳

列・展示場所として利用したいと考えてお

ります。建物の耐震性等を考慮に入れなが

ら、早急に市として建物の活用方針を取り

まとめてまいりたいと考えております。建

物の暫定活用につきましては、他の施設と

の整合性を踏まえ、特定の方々、団体への

貸し出しは差し控えたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長、別府公民館

の件について、再度質問されておりますが、

答弁できませんか。生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 別府公民館の建て替え

につきましては、別の場所でということで

市民からご要望をいただいておるのは承知

いたしております。ただ、別府保育所がご

ざいまして、当初、別府保育所、別府公民

館、あるいはコミュニティということで、

そちらにということも案としてはあったか

と思いますけれども、幼保一元化というこ
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とで、別府保育所もべふ幼稚園の同地に参

りますし、この案につきましては、もう一

度練り直しといいますか、再度計画をして

まいるということで、先ほど市長公室長か

ら答弁がございましたけれども、現時点で

は具体的なことは決定しておらないところ

でございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 それでは、第４次行財政

改革について、３回目の質問をさせていた

だきます。 

 実際、団塊世代の大量退職で、この人材

育成は急務であると思います。重点施策を

意識したこの職員配置を行っていく中で、

雇用体系を見直して、そして業務のアウト

ソーシング、そして臨時・非常勤・派遣職

員、再任用の活用を進めていくという２回

目の答弁をいただきましたけれども、実際、

この臨時・非常勤・派遣職員が非常に多く

なって、正職をかなり上回ってしまうとい

うことであれば、業務のバランスが非常に

崩れてくるのではないかと考えます。また、

職員のモチベーション、例えば人事異動を

なさったときに、新しい職場でまた一から

勉強し直すという形になると思いますけれ

ども、この際、臨時・非常勤職員、派遣職

員の方のほうの知識のほうが多いというこ

とになれば、職員のモチベーションも下が

ってしまうんじゃないかと、そういう懸念

もございます。こういったことを踏まえて、

目標管理制度や公平・公正な評価制度も必

要だというふうに考えます。この地方分権

の時代において、創造性や市民協働を進め

るためのプロデュース能力を持つ人材が必

要とされる中、市民と協働する能力、そし

て政策能力、情報活用能力を高める人材育

成は、非常に重要な課題であるというふう

に第４次行財政改革のほうにも書いてござ

いますけれども、市長がいつもおっしゃる

「やる気」・「元気」・「勇気」を持った職員

を育てるには、市長はどのようにお考えな

のか、最後、市長のほうにご答弁いただけ

ればというふうに思います。 

 そして、２の環境への取り組みについて

でございますが、実際、前回にも申し上げ

ましたけれども、今年の８月のエコイクフ

ェスタの位置付け、こちらのほうは、イベ

ントがあることすら全庁的に知らない状況

の中で、本当に全庁的な取り組みができる

のか、また、環境対策課が行っていたこと

をどこまで今度は発展させていくのか、こ

ういったことをまず行おうと思うと、環境

こそ、この縦割り行政ではできないという

ふうに考えます。当初、環境部ができると

いう話からは非常に後退しているように見

えますし、果たして全庁的な環境の取り組

みができるような体制が本当にできるのか

というところを副市長にご答弁いただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 そして、協働のまちづくり（旧教育研究

所をコミュニティの拠点に）という３回目

の質問でございますが、協働のまちづくり

というテーマの中で、市民が活躍するまち

に育てるという基本があるのであれば、市

民と行政が協働により取り組むこと、みん

なが思いを率直に話し合って、そして、ま

ち育ての環境整備をすることが最重要課題

であると政策に書かれてあります。せめて、

この地域の方々と、まちづくりの拠点とし

て、この旧教育研究所の活用を議論する場

を設けていただくことはできないのか、市

民協働というこれからの新しい出発点にな

るのではないかというふうに考えます。先

ほどご答弁のほうでもいただきましたけれ

ども、耐震の関係がございますので、今後
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はその耐震の部分も検討していただきなが

ら、本当に古いこの旧教育研究所を活用で

きるのかというハードの部分ももちろん調

べていただかないといけませんけれども、

そういった活用できる場を、まず議論する

場を設けていただきたいというふうに思い

ますけれども、教育長としては、この市民

協働について話し合う場をどのようにお考

えか、お聞かせいただきたいと思います。 

 そして、５番目の市営鯵生野団地の跡地

に別府公民館をということでございますけ

れども、３回目の質問でございますが、先

ほどもお話にございましたけれども、この

市営鯵生野団地の跡地は３，０００平米あ

るというふうにお聞きしております。広さ

としても、そして周りの環境からとしても、

非常に十分ではないかと考えております。

平成２４年をめどに完成であるならば、一

つの選択肢として地元の方々との意見交換、

もちろんこれまでも行っていらっしゃった

と思いますけれども、今後もう尐しこの件

に関して意見交換を行っていただきまして、

２４年というと再来年になりますけれども、

この旪の時期を逃さずに検討していただき

たいなというふうに思っておりますけれど

も、同じ答弁になるかもしれませんけれど

も、こういった旪の時期を今から検討して

いただくことをどのようにお考えか、再度

お聞かせいただきたいと思います。 

 以上、３回目の質問とさせていただきま

す。 

○藤浦雅彦議長 それじゃ、別府公民館の件

について、生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 別府公民館の建て替え

につきましては、先ほどご答弁させていた

だいておりますけれども、保育所あるいは

コミュニティということで、一体的に建築

するという案は確かにございましたけれど

も、現在のところ、幼保一元化ということ

で、保育所が幼稚園地に行くということで、

今、一から計画練り直しということになっ

ております。それで、別府公民館につきま

しては、築３８年ということで、非常に老

朽化し、駐車場もない施設で手狭であると

いうことでお聞きいたしております。ただ、

建て替えにつきましては、財政状況を見な

がら市の公共施設全体で考えていくものと

考えております。 

 それから、公民館建て替えについて、市

民の意見をお聞きするというお問いであっ

たかと思いますけれども、これにつきまし

ては、地元の方とも協議し、市長も出席さ

れてお聞きしているということで、十分地

域住民の方のお考えについてはお聞きして

まいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 それでは、協働のまちづく

りについて、教育長のほうから。 

○和島教育長 協働のまちづくりについての

考えということでございますけれども、旧

教育研究所の跡施設の活用につきましては、

先ほどからご答弁申し上げておりますよう

に、教育委員会といたしましては、当面、

現在市内の小学校に分散されている文化財

の保管、あるいは陳列・展示場所としての

活用をしてまいりたいと考えております。

将来的には、市としてこの施設を恒久的に

どのように活用していくのかという方針に

ついても取りまとめていくことになろうと

思いますけれども、その際には、市民の

方々のご意見も参考にすることもあると考

えております。その一つとして、教育委員

会では、市民に親しまれる施設のありよう

について考えるときに、今おっしゃってお

ります市民に親しまれる本格的な郷土資料

館をつくっていく段階で、市民とともにつ

くり上げていくという協働の考え方は入っ
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てこようかと思いますけれども、今の段階

で、この跡施設の利用について市民の方と

お話し合いをしていく考えは、教育委員会

としては持っておりません。 

○藤浦雅彦議長 環境政策について、副市長。 

○小野副市長 環境政策の中で、部の設置で

あるとか縦割り行政の問題でございますけ

ども、これは総合計画基本構想審査特別委

員会の中で申し上げたんですが、今日まで

確かに環境部という部もございました。そ

の時々で部をビルドしたりスクラップした

りしてきたところでありますけども、基本

的には部を幾らつくりましても、その中身

が整っていないと、それは絵にかいたもち

ということになるというふうに思います。

今年度の市政運営の基本方針にありますよ

うに、部長が言いましたように、この地球

温暖化防止地域計画の策定を、いかに全庁

的に取りまとめができるかということが基

本的な観点になるというふうに思っており

ます。人間、えてして自分が参加していな

いものであるとか自分が意見を言っていな

いものについては、自分は知らないと、環

境施策は環境でやればいいではないかと、

こういう声が、これだけではございません、

ほかの部門でも聞こえてきたこともござい

ます。したがって、今回の総合計画もそう

ですが、全庁一丸となってと市長が申して

おりますように、この環境計画を南千里丘

から発展してどうつくっていくのか、それ

から、京都議定書の問題もいろいろ議論は

国でされておりましたけども、ＣＯＰ１０

の問題もありますし、そういった問題を各

部・各課がどうやって吸い上げる形をきち

っとつくっていくか、参加ができる、意見

を言い、提言をまとめていくという作業の

手順とか中身が非常に重要になるなと。い

つの間にか計画ができておったと、我々も

全然知らないということでは、これは困る

わけでございまして、その手順なり、その

手続きなり、それの職員参加を求めて、そ

れがつくられたと。その中で、配置の問題、

それから将来的には部の問題というふうに

発展していくと。そういうふうに中身から

持ち上げていかないと、表づらだけをやり

ましても、なかなか今までうまくいかなか

ったという例も、私もこれは長い公務員生

活の中で経験もいたしておりますので、そ

ういう中で考え方の整理をしていくべきだ

と思います。 

 したがって、今言いました縦割り行政の

問題も前もありましたし、それから、市長

のほうもいつも言っています、市の大きな

イベントは、やはりできる限り部課長なり

が参加をするように、これは毎回部長会の

中では見ておられるかもわかりませんが、

この１週間にこれだけの事業があったよ、

これだけの市民が参加されたよ、これだけ

の形やから部課長も、毎回市長のほうから

もそういう話もされておりますし、そうい

った意味で、私はまずこの地域計画をどう

まとめ上げる作業をきちっとつくり上げて

いくかということを主眼に置きたい。その

中で、今後、総合計画の中で申し上げたよ

うに、将来の２５年、２６年等々の機構改

革ということも、また一定進捗によっては

考えていく必要もあるかなということを公

室長も申し上げてまいりました。それらも

視野に入れながら、今後、そういう形の中

で取り組みをしていきたいと、そのことを

見守っていただきたいなと。そして、この

４月の配置につきましては、一度よくよく

こういう環境施策が対策から政策に変わる、

企画し総合調整するという体制がいかにあ

るべきかということは、限られた職員数で

ありますけども、その点は十分配意して配
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置をしていきたいなというふうに今、考え

ているところでございます。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 大澤議員の質問にお答えをいた

します。 

 第４次行革を見据えた機構改革等々、今

後の役所のあり方ということだと思います

けれども、正職員、それから臨時職員、ア

ルバイト等々、たくさんのスタッフが仕事

についておりますけど、これは行政が便宜

上いろいろな形で取り組んでいるわけであ

りまして、市民から見ますと、アルバイト

であれ正職員であれ、すべては立派な公務

員でありますから、我々といたしましては、

全くその辺については別個にどうやからと

いうようなことは、ただ、それぞれの役割、

責任の重厚はありますけれども、市民から

見ると本当に立派な公務員であります。そ

れはそういうことで、アルバイトであろう

と正職員であろうと、そのことをしっかり

わきまえるように私のほうから常に強く申

しております。 

 ところで、公務員になるには非常に難し

いです。非常にハードルが高いですね。と

いうことで、摂津市の職員一人ひとりすべ

てが立派な能力を持っております。そして、

可能性を持っております。いつも言うこと

ですけれども、質はどないなっとんねんと。

質は、頭のよさ、力の強さじゃないと。公

務員の場合は一にやる気です。やる気があ

れば立派に仕事ができる職員ばっかりであ

ります。そういう意味で、現実にやる気に

なっておるかどうかというところを今、議

員の皆さんはおっしゃるわけでございます

から、しっかりとチェックをしていかない

かんと思います。 

 それで、どういうふうにという、今、い

ろんな話をされたんですけれども、質を高

めるって、いろんな方法がありますが、私

は常々言っているんですけど、私の言う五

つの心、これに尽きると思うんです。この

不況時に公務員として、ここで今仕事をさ

せてもらっている、ありがたいな、まずそ

ういう気持ちを持たないかんと。そういう

感謝ですね。もちろん自分自身、納税者の

皆さんはありがたいなと、そういう気持ち

で接する感謝、そして、常に市民の目線と

いいますか立場に立つ思いやり、この気持

ち。そして、すべて税金で賄っているわけ

でありますから、節約の気持ちを持てるか。

もちろん全体の奉仕者です。奉仕、我が身

を呈してですので、市民のためにと、そう

いう気持ちを持てるか。何よりも大事なの

は元気なあいさつです。窓際でも市民の皆

さんに。これに尽きるんです。ここさえき

っちり押さえておけば、アルバイトであろ

うと正職員であろうと、そんなことはなし

に立派にこのまちをしっかりつくっていけ

ますので、この点を踏まえて、私だけが言

うていたって、部長以下がしっかりとした

理念を持って、職員がそういう気持ちにな

るシステム、そのことをおっしゃっている

んだと思いますが、粘り強くといいますか、

しっかりとこれらに目を向けていきたいな

と思います。 

 それから、私に質問はなかったんですけ

れども、別府の公民館の話がよく出てまい

ります。これは議員の皆さん、前にもいろ

いろお話、質問があったと思いますけれど

も、皆さん、いろいろの思い、考えを持っ

ておられると思いますが、尐し先ほどの答

弁はわかりにくかったかもわからないので。

そもそもこの話が出てきたのは、鯵生野団

地、そして鳥飼野々団地の老朽化、建て替

え問題から話が始まっているわけですね。

くしくも同じ時期になった。そして、一方
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で摂津市の中心部にプールの跡地、一等地

があります。これはいつまでもなかなか生

かす方法が見つからないということで、ベ

ストではないけれども、今のすべての現状

を踏まえて、あそこに福祉の理念を持った

市営住宅を建てようじゃないかと。両方併

せて建てる、そうすれば、ある意味では１

足す１が３になる、そういうことも可能で

あるということで、あそこに市営住宅を移

すことになりましたね。ということからい

いますと、本来、鯵生野団地、そして鳥飼

野々市営団地の跡地は売却して、この原資

で住宅を建てても、これはこれでいいんだ

と思うんです。でも、それじゃ、能がない

わけでありますから、それぞれのところに

ちびっこ広場とか集会所とか、いろんな公

共施設があるわけでありますが、この両方

ともを生かしながら、そして、あの市営住

宅の建て替えの原資にいかにしていくか、

これは考えないかんと思うんですね。だか

ら、そういう意味で、たまたま別府は、そ

の近くに古くなった公民館がありますね。

この公民館と将来の別府のまちづくりを見

合わせてどうしたらええんかという話が地

域から出てきたと思うんです。その話は確

かにそうだと。そういうことで、あの土地

を全部売ってしまうんじゃなくて、今後ど

ういうふうに生かせるか、今の公民館の土

地も含めてどうすべきか、これはずっと考

えていますので、今この時点でも考えてお

ります。 

 何回も言いますけれども、コミュニティ

プラザができました。これは、摂津市で一

つしか要らん施設です、私から言ったら。

その次に、これをしっかり踏まえて、そし

て、摂津市に大きく分けて２か所に要る施

設は何だろうかということを今考えている

わけですね。こいつを踏まえて、次に大き

くは中学校区に分けて何が要るんだと、ど

んなものをつくるんだということ。例えば、

もっと細かく言ったら、社協のゆうゆうホ

ールとか、地域の福祉の拠点とか、そんな

ことにずっとつながっていくわけでありま

すから、末端から先にやってしまって、こ

っち側というわけにはいかんので、この厳

しい財政事情を踏まえて、そして、きちっ

とした方針を立ててまちをつくってまいり

ますので、今からとおっしゃいましたが、

常にそのことを考えておかないと、まちが

いびつになりますので、えらい釈迦に説法

のような話をしましたけれども、もしや間

違って受け取っておられたらと思いました

ので、念のため。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 大澤議員の質問が終わりま

した。 

 次に、村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問を行います。 

 初めに、１、スポーツ・文化都市宣言を

行うことについてお尋ねします。 

 本年６月１１日から開催されたサッカー

ワールドカップ南アフリカ大会におきまし

て、本市出身の本田圭佑選手が出場したこ

とに際し、市内ではスポーツ用品メーカー

が企画したイベント開催や児童によるメッ

セージの寄せ書き、そして、広報せっつの

６月１日号の１面掲載、さらにはパブリッ

クビューイングを第四中学校で開催され、

多数の応援で会場は大いに盛り上がったと

聞いております。 

 最近では、１０月２３日から開催された

第１０回全国障害者スポーツ大会におきま

して、水泳背泳ぎ２５メートル男子尐年の

部でも岡田悠さんが、また、ボウリング男
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子壮年の部で谷昭さんがそれぞれ金メダル

を獲得されました。また、文化関係では、

第三中学校の吹奏楽の皆さんが、第２３回

全日本マーチングバンドコンテストの全国

大会に初出場されての受賞、今申し上げた

以外にも、プロスポーツ、落語家、作曲家

など、本市出身の方々が幅広く活躍をされ

ておられ、摂津市というこの小さなまちが、

大阪のみならず日本国内に大きくアピール

できているのではないかと思います。 

 市内におきましても、体育館やグラウン

ド、文化ホール、コミュニティプラザなど

で、スポーツや文化関係など、多くの団体、

個人の方々が活躍されておられます。さら

には、来年４月より施行される第４次摂津

市総合計画におきましても、「文化・スポ

ーツを通じて市民が元気なまちにします」

とあり、市民による文化交流活動を支援す

るとともに、環境の整備を図ることにより、

スポーツを振興し、文化財などの保護・継

承を図ることとされております。 

 今のスポーツ・文化の活発性や第４次摂

津市総合計画のスタートに当たり、さらな

るスポーツ・文化の充実に向けて都市宣言

を行ってはどうかと思いますが、本市のお

考えについてお尋ねをいたします。 

 次に、２番目でございますけども、徘徊

ＳＯＳネットワークの構築についてお尋ね

します。 

 認知症は、６５歳以上で有病率は現在約

５％と言われており、２０２６年には１

０％に上昇するとの推計もあります。発症

率は加齢とともに高くなるとの傾向にある

ものの、若年者認知症の方も全国で３万人

とも言われております。認知症によって直

接起こる症状が、記憶障害、見当識障害、

理解・判断力、実行機能の低下などで、こ

のため周囲で起こっている現実を正しく認

識できなくなり、この病状の一つとして徘

徊がございます。これは、外出したまま帰

宅できなくなり行方不明となるなど、最悪

の場合、人命にかかわることでもあります。

認知症の方が徘徊された場合、遠方に行か

れることも考えられますので、家族や地域

などで探すにも困難をきわめ、家族にとっ

ては、事故に遭うのではないか、行方不明

になったらという不安で精神的に大きな負

担になると思います。 

 先日、新聞におきまして、「連絡４０分

後、男性保護」との見出しでございました

けども、この新聞を抜粋して読ませていた

だきますけども、富田林市で認知症の７０

歳の男性が徘徊して行方不明になりました。

周辺自治体が協力して捜索する徘徊高齢者

ＳＯＳネットワークを利用、同市が男性の

顔写真や特徴を記した情報を協力機関に発

信したところ、申請から４０分後、情報を

もとに自宅から北３キロの市内で無事保護

されたと。今年の春から始まった同ネット

ワークが発見につながった例は今回が初め

てで、異例のスピード保護に関係者は手応

えを感じていると。そしてまた、市による

と、男性はひとり暮らしで、別居の家族が

定期的に訪れていたそうでございますけれ

ども、自宅へ帰らずに行方不明になった男

性には徘徊ぐせがあり、家族は翌１９日朝

に富田林署に捜索願を届け出るとともに、

同ネットワークを利用しようと午前１０時

には市にも連絡、これを受けて市は、同１

５分、家族の同意を得て協力機関に男性の

情報を一斉送信した。打ち返しの情報が寄

せられたのは、そのわずか５分後だったと。

さっき靴を履かずに路上に座り込んでいる

お年寄りがいた。偶然市内の診療所に向か

う途中に見かけた患者が診療所職員に相談、

その特徴が直前に診療所にファクスで届い
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ていた高齢者の情報と一致したと。診療所

から連絡を受けて駆けつけた市職員が本人

と連絡し、無事保護されたと。こういう新

聞が掲載をされておりました。 

 本市におきましても、市民のさらなる安

心・安全への取り組みの一つとして、関係

機関との徘徊ＳＯＳネットワークの構築が

必要と思います。さらには、市外に行かれ

ることも考慮して、近隣自治体との広域的

なネットワークを構築するべきであると思

いますが、本市のお考えについてお尋ねい

たします。 

 次に、３、市民課窓口業務の一部委託に

ついてお尋ねします。 

 市民課窓口業務として、戸籍謄本、住民

票、印鑑証明書の発行など、記載された個

人情報をもとにした市民の生活にかかわる

大切な書類を扱う業務でございます。本年

４月からの第４次行財政改革実施計画には、

窓口業務の一部委託が記載してありますが、

委託する業務内容は何をされようと考えて

おられるのか、また、計画どおり平成２４

年度に実施されるのか、本市のお考えにつ

いてお尋ねをいたします。 

 次に、４、コミュニティプラザの貸室予

約についてお尋ねします。 

 コミュニティプラザは、本年７月にオー

プンし、約５か月半が経過、３階のコンベ

ンションホールや会議室などの２２室の使

用状況についてはホームページで公開され

ています。講演会などでの使用状況やコン

ベンションホールを除く会議室などのイン

ターネット予約ができるようになっている

ことは、市民交流の拠点として、また、利

便性向上として一定の評価ができると思い

ます。その一方で、市民の方から、コンベ

ンションホール申し込みにおいて、６か月

前の日が平日となり、仕事で行けなかった

ので、その週の土曜日に行ったときには既

に予約されていた。申し込み方法の改善は

できないのでしょうかというお話を聞きま

した。コンベンションホールをより多くの

方に利用していただく一つの案として、イ

ンターネットによる仮予約を可能とし、後

の１週間程度以内に本予約を窓口で行うと

することも可能ではないかと思いますが、

本市の考え方についてお尋ねをいたします。 

 また、子どもルームや絵本ルームは、各

種団体などにおいて講演会、講座などを開

催する際に、一時預かり保育としてスタッ

フを配置するとともに、使用料金を払われ

て使用されております。保護者、子ども、

地域の方々にとって、より利用しやすい施

設となるよう、また、経済的負担軽減、さ

らには男女共同参画社会の積極的な推進の

観点からも、一時預かり保育として使用さ

れている場合には、子どもルーム、絵本ル

ームの使用料全額免除としてもよいのでは

ないかと思いますが、本市のお考えについ

てお尋ねをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号１、スポー

ツ・文化都市宣言を行うことについて、ご

答弁申し上げます。 

 本市では、これまでまちづくりを進める

に当たり、昭和５８年の平和都市宣言をは

じめ、六つの都市宣言を行ってまいりまし

た。平成１８年４月に制定いたしました子

どもの安全安心都市宣言は、平成１３年６

月に起きました大阪教育大学附属池田小学

校の事件など、安全であるべき学校や地域

において子どもが犠牲となる事件が続発し、

大きな社会問題となりました。本市では、
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全国に先駆けた小学校への受付員の配置や

こどもの安全見守り隊の設置など、未来を

担う子どもを摂津市全体で守ろうという機

運が高まり、都市宣言するに至ったもので

あります。 

 このように、都市宣言は、その時々の課

題をとらえ、社会状況を反映した姿勢やメ

ッセージを市の内外に表明し、まちづくり

を進めていく姿勢を示すもので、本市でも

プロスポーツ選手や高校野球、また各大会

における本市内チーム、選手の活躍、市内

吹奏楽部の活躍など、スポーツや文化に対

する市民の関心は高まってきております。

都市宣言につきましては、今後さらにそう

いった機運が盛り上がり、摂津市として市

内外にスポーツ・文化都市とのメッセージ

を発する状況が醸成されてまいりましたら

検討してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 質問番号２、徘徊Ｓ

ＯＳネットワークの構築に対する市の考え

方についてご答弁申し上げます。 

 認知症の方が外出して家に戻れなくなる、

いわゆる徘徊は、外出してからの時間の経

過とともに、交通事故などをはじめとした

命の危険にもつながることより、早期保護

が大変重要であると考えております。徘徊

ＳＯＳネットワークにつきましては、議員

ご指摘のように、府下では南河内圏域の７

市２町１村において、今年４月より広域的

な取り組みを始められ、１１月に７０歳代

の男性がこのＳＯＳネットワークにより無

事保護されたと聞いております。本市では、

今年度、認知症の方と家族が安心して暮ら

せる地域を目指して、認知症高齢者実態調

査を実施しており、この調査の結果からも、

徘徊への対応が家族にとって大きな負担と

なっていることが伺えます。認知症の方と

家族への安心につながる、この徘徊ＳＯＳ

ネットワークにつきましては、広域的な取

り組みが重要とは考えますが、まず、市内

の関係機関との連携を図り、システムの構

築に向け、具体的な取り組みについて検討

を進めてまいりたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号３、市民課窓

口業務の一部委託について、ご答弁申し上

げます。 

 市民課窓口で委託できるものとして、戸

籍謄本、住民票、印鑑証明書等の交付請求

に係る発行及び引き渡し、住民異動届の受

け付け、転出証明書の交付、交付手数料の

収納、その他窓口業務に関する補助的業務

等がございます。業務を委託するに当たり

ましては、請求や申し出に対する交付、不

交付の決定、請求届出内容等に対する審査

につきましては、市職員みずからが行う必

要がございます。また、不測の事態等、通

常一般の業務処理の内容を超える場合には、

市職員みずからが臨機適切な意思決定を行

い、必要な対応を講じられる職員体制をと

ることも必要となってまいります。個人情

報の保護、費用対効果、市民サービスの質

の向上、職員体制、業務の難易度を勘案し

た上で、これらの委託できる業務の中から

最適なものを選択してまいります。実施時

期につきましては、平成２４年度を予定い

たしております。 

 続きまして、質問番号４、コミュニティ

プラザの貸室予約について、ご答弁申し上

げます。 

 コミュニティプラザが本年７月に開業し、

会議室等の施設使用の申し込み手続きにつ

きましては、会議室等は使用日の３か月前、
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コンベンションホールは同６か月前の同日

から窓口で受け付けを行っております。窓

口は、土曜、日曜日を含みます開館日の午

前９時から午後６時まで行っております。

併せまして、インターネットを利用して２

４時間会議室等の空き状況の照会や予約が

できるシステムの運用をしております。会

議室やコンベンションホールなど、コミュ

ニティプラザの貸し館の空き状況の照会は、

利用登録を行わなくてもどなたでも利用で

きますが、予約をするためには、あらかじ

め利用登録の手続きを行っていただいてお

ります。施設使用の申し込み手続きにおき

ましては、現在の運用ですが、インターネ

ットより窓口での直接の手続きを優先して

おります。コンベンションホールにつきま

しては、会議室や講演形式での利用のほか、

舞台設備を使った発表や飲食を伴った利用、

展示などの多目的な利用が可能であり、今

後におきましては、カラオケなどの対応も

ありますことから、利用者の希望との調整

が一層必要となります。同時に、準備から

片づけまで利用時間内での適切な利用と前

後の使用者の状況など、確認事項が多い施

設でありますことから、窓口受け付けのみ

といたしております。今後、インターネッ

ト申し込みの利用状況を含め、施設利用状

況を検証するとともに、現在の１日ごとの

受け付けから１か月単位での集中受け付け

へと移行していく際に、施設利用の浸透ぐ

あいを見て考えてまいります。 

 続きまして、コミュニティプラザには、

子育て中の方が参加される機会を増やすた

めの一時預かりをするための部屋となる子

どもルームや絵本ルームなどを設置いたし

ております。単独で使用される場合もあり

ますが、主催者がこれらの部屋を他の会議

室等と同時に使用し、一時預かりのために

使用する場合につきましては、施設利用者

の利用実態を検証する中で検討してまいり

ます。 

○藤浦雅彦議長 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず初めに、１、スポーツ・文化都市宣

言を行うことについてですけども、先ほど

の答弁の中で、今後さらにスポーツ・文化

の機運が盛り上がるとございました。しか

しながら、この機運が盛り上がるとはどの

ような状況なのか、尐し想像がしがたいと

いうふうに私は思っているんですけども、

今年、先ほど申しましたサッカーもござい

ましたし、またワールドベースボールもご

ざいますし、また夏季・冬季のオリンピッ

クも世界的なスポーツ関係もございますし、

また文化関係もございます。そういう中で、

本当に機運を盛り上げるためには、やはり

都市宣言を行うという考え方も一つ一方で

はあるというふうに私は思います。そうい

う中で、摂津市民として、生涯にわたりス

ポーツを通しての友情とふれあいの輪を広

げることや、健康づくり、長い歴史と伝統

に培われた文化を大切にする、健やかな心

と体をつくる、そういうことが必要である

と思いますので、今後、スポーツ・文化都

市宣言の検討をお願いし、これは要望とさ

せていただきます。 

 ２番目、徘徊ＳＯＳネットワークの構築

についてですが、答弁におきまして、市内

の関係機関との連携やシステム構築への具

体的な取り組みの検討を行うということで

ございました。徘徊はいつ起こるかわかり

ませんので、徘徊された方の早期保護や家

族などの精神的な負担軽減などへ、ぜひと

も迅速、正確に必要な情報を発信し、日常

業務・生活を通じた目配りによって、行方
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不明者を早期に発見し、保護が図られるよ

う、医療機関、公共機関、また新聞販売所

や各種団体などとのネットワークの構築に

一日でも早く取り組んでいただけますよう

要望とさせていただきます。 

 また、北摂地域のみならず、本市は大阪

市、淀川を挟んで守口市、寝屋川市とも隣

接しています。各行政等との広域的なネッ

トワークの構築に向けた取り組みをお願い

し、要望とさせていただきます。 

 次に、３、市民課窓口業務の一部委託に

ついて、２回目の質問をさせていただきま

す。 

 先ほどの答弁で、個人情報の保護、費用

対効果、また職員体制などの検討項目を含

め、委託業務は今後選択していくというこ

とであったかと思います。市民の生活にか

かわる大切な書類を取り扱う業務でありま

すので、個人情報の守秘や漏えい防止に対

して万全の上に万全を期すことを行う、そ

ういう管理とチェックが必要だと思います。

この管理とチェック機能の体制をどのよう

にされるのか、本市のお考えについて、再

度お尋ねをいたします。 

 次に、４、コミュニティプラザの貸室予

約についてですが、コンベンションホール

の使用に際し、利用者の希望との調整や内

容などの確認を要することも一定の理解は

できますが、同じ建物内に有する部屋をイ

ンターネットで予約ができる、できないの

区別を行う必要があるのか、これも疑問に

感じます。１回目の質問で申し上げました

けども、インターネットでの仮予約後に窓

口で本予約を行うとした場合においても、

現状と同様の調整や確認が可能であります

し、もし使用条件不適合な申し込みであれ

ば、窓口で行う本予約の時点で予約の取り

消しとすることも可能ではないかと思いま

すので、市民の今後の負担軽減とさらなる

利便性の向上が図られるよう、インターネ

ット予約について検討をお願いいたします。 

 また、子どもルーム、絵本ルームの使用

につきましては、男女共同参画社会を推進

する観点からも、一時預かり保育として使

用する場合の使用料免除、また、現行では

利用日から３日以内のキャンセルは返金し

ない制度となっていますが、子どもさんは

いつ発熱など体調異変が起こるかわかりま

せん。体調異変などやむを得ない理由で使

用しなくなった場合には、３日以内であっ

ても返金をできる制度への改定について検

討していただきたいと思います。 

 さらには、コミュニティプラザ施設利用

者などの立体駐車場の運用につきましては、

現在は３０分の無料となっておりますけど

も、コンベンションホールの使用内容、利

用形態、備品使用などの打ち合わせによっ

ては３０分で足らない場合もあるのではな

いでしょうか。そのことからも、無料の時

間を１時間程度に延ばしていただくことも

併せて検討していただくことをお願いし、

要望とさせていただきます。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。生活環境部長。 

○水田生活環境部長 ２回目のご答弁を申し

上げます。 

 委託した場合の管理とチェック体制、機

能の体制についてご答弁申し上げます。委

託業者及びその従業員が住民に関する個人

情報を取り扱うことになりますことから、

摂津市個人情報保護条例に基づき、委託業

者に対する個人情報の漏えい防止等の適切

な管理、従事している者または従事してい

た者には、個人情報の守秘義務を遵守させ

ることとともに罰則規定を周知いたします。
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また、個人情報保護の重要性を委託業者に

十分認識させるとともに、従事する者に対

し、個人情報の保護に関する教育を徹底す

るよう指導してまいりたいと考えておりま

す。さらに、委託業務の内容に応じた情報

の取り扱い方法等を定めた実施要領、ＵＳ

Ｂメモリーの持ち込み禁止などを内容とす

る服務規程を制定するなど、個人情報の保

護には万全を期してまいりたいと考えてお

ります。 

○藤浦雅彦議長 村上議員。 

○村上英明議員 ３番目の市民課窓口の委託

業務についてでございますけども、先ほど

の答弁におきまして、罰則規定の周知、ま

た個人情報に関する教育の徹底指導、さら

にはＵＳＢメモリーの持ち込み禁止などの

服務規程の制定をされるということであっ

たかと思います。これは疑いを持つわけで

はございませんけども、個人情報の漏えい

など、あってはならないことが起きた場合

には、本人はもとより、漏えいされた市民

の方にも多大な影響を来すことは考えられ

ますので、規程の制定とともに個人情報の

保護に関する教育・指導をしっかりと行っ

ていただきたいと思います。また、窓口業

務の一部委託実施によりまして、これはあ

と１年尐々ございますので、しっかりと個

人情報の保護が万全に行われるとともに、

費用対効果などが向上する内容としていた

だけるようお願いし、要望とさせていただ

きます。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 村上議員の質問が終わりま

した。 

 次に、柴田議員。 

  （柴田繁勝議員 登壇） 

○柴田繁勝議員 それでは、順位に従いまし

て質問をさせていただきます。 

 まず１点目ですけれども、摂津市は、こ

の７月１日に南千里丘のまちをオープンい

たしました。そのことに関連して、正雀地

域では、一体正雀はどうなるのでしょうか

と、こういう質問が多くの市民の皆さんか

ら尋ねられます。そこで私は、今、正雀駅

前ワークショップのその後の進捗状況につ

いて、どのようなことになっているのか、

そしてまた、今後どういうふうに展開して

いくのかということをまずお尋ねしたいと

思います。 

 ２番目ですけれども、市民活動支援に関

する取り組みについて。 

 私たちの会派は、今年の２月９日、八王

子の支援活動について研修をしてまいりま

した。このことについての研修内容につい

ては、三好幹事長のほうから尐し担当のほ

うにその資料等をお渡しされたというふう

に聞いております。また、担当もそれを受

けているというふうに聞いております。そ

こで、摂津市の市民支援活動をどのように

するのか、これは、摂津市の今年の基本政

策の中にも市長が述べておられますので、

このことについてもお尋ねをしたいと思い

ます。 

 それから、３番目でございますけれども、

文化財保存についでですが、先般、一般公

開された吹田操車場跡地の文化遺産に対す

る市の考え方ということでございますけれ

ども、このことにつきましては、先日の文

教常任委員会の中の文化財保護条例の審査

の中で、それぞれの議員からこのことにつ

いての関連した質問がございました。その

ときに市のほうが答弁をされておられます

ので、それ以上の答弁をここで求めるとい

うことも、私は尐ししんどいのではないか

と思いますので、そのときの答弁の確認と

いうことでご答弁をいただけたらと思いま
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す。 

 次に、４番目ですけれども、将来のまち

づくりということで、先般、第４次総合計

画が実施されるということで、市のほうで

着々と進められることになっております。

その中では、協働とかいろいろなことで、

この１０年間、どのように市民のために皆

さんに喜んでもらえる市をつくっていくの

か、これは先ほどの市長の答弁の中にも市

の考え方が伺えるように思います。 

 そこで私は、最近、大阪都構想、また大

阪市分市というようなことも関連して出て

まいっておりますこの都構想につきまして

は、前々回でしたか、我が会派の原田議員

のほうからも一般質問されております。こ

のことも承知いたしておりますが、これに

ついての考え方を述べていただければあり

がたいと思います。 

 １回目の質問です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号１の（１）正

雀駅前ワークショップのその後の進捗状況

についてでありますが、現在、正雀駅前の

整備につきましては、基盤整備を含む大規

模な再開発事業などが困難であるため、平

成１８年度より、正雀地区まちづくりにつ

いて話し合う場として、正雀駅前地区まち

づくりワークショップを開催しております。

ワークショップでは、地域の皆さんが正雀

地区のまちづくりについて自由に話し合い、

今までに屯所の壁に絵をかいたり、公園遊

具の色塗りなどに取り組まれているところ

であります。昨年は、駅前周辺の危険な箇

所などの状況を、子どもや高齢者の方々に

もわかりやすいように、写真やイラストを

使った正雀安全マップを作成し、旧味舌校

区の全戸に配布されております。作成に当

たりましては、自治会の回覧を利用し、地

域の方々の意見を聞いたり、大阪人間科学

大学の学生にも参加していただいておりま

す。 

 本年度は、南千里丘に摂津市駅ができた

ことから、改めて自分たちのまちを見直す

とともに、広く正雀を知ってもらおうと、

味舌地区の行事や名所・旧跡をまとめたま

した探訪マップの作成に取り組まれている

ところであります。作成に当たりましては、

昔の正雀を知ろうと、摂津出前講座を活用

し、地域の皆さんも対象にした勉強会も開

催されております。 

 正雀まちづくりにつきましては、現在、

ソフト面での取り組みとなっておりますが、

これからの活動を通じ、地域の方々に正雀

のまちづくりについて関心を持っていただ

くことが将来のまちづくりにつながってい

くもの、また、つなげていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２、市民活動

支援に関する取り組みについて、ご答弁申

し上げます。 

 市民活動とは、市民の自発的な意思に基

づき、かつ広く市民生活の向上を目的とし

た、非営利で公益的な活動ととらえており

ます。本市におきましては、自治会活動や

ボランティア活動、生涯学習活動などの市

民による幅広い活動が盛んであることは、

公益的な市民活動が促進される上で大切な

基盤であると考えております。本年７月に

開設いたしましたコミュニティプラザは、

市民活動支援の拠点施設として、また、市

民と企業、行政の連携交流の場として、多
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くの市民に利用されるよう取り組んでおり

ます。施設利用者は、１１月までの４か月

間で約１万８，０００人を超え、男女共同

参画センター、シルバー人材センターを訪

れる来館者を含めれば、ますますのにぎわ

いが創出されております。 

 その中で、市民活動支援課においては、

コミュニティプラザの総合窓口として、市

民活動にかかわる市民や団体等への支援と

して、より一層の情報提供や相談事業が総

合的に展開できるよう、中間支援機能の充

実を目指しております。具体的には、市民

活動団体の立ち上げ支援につきまして、設

立・運営等に関する相談窓口の体制整備を

図ります。その中で、ＮＰＯ法人の認証手

続きにつきましては、平成２３年度からの

権限委譲に向け、府の研修への職員派遣を

行い、準備を進めております。また、相談

窓口では、個々の市民活動に対応した的確

な情報提供、広く行政関係の各部署との連

携調整を行ったり、これから市民活動やボ

ランティア活動を始めようとする方の相談

に応じ、活動の第一歩を踏み出すためのア

ドバイスなどを行ったりするための総合

的・専門的なスタッフの配置を考えており

ます。同時に、市民が市民活動に広く参加

できるように、活動の機会を創出・拡大す

ることが必要と考えております。そのため

に、市民活動に関するさまざまな情報を市

民に発信していきます。 

 一方、昨年度に実施いたしました各種団

体へのアンケート調査で、団体が要望する

支援内容についての把握を行いました。引

き続き各課における市民活動団体との協働

の取り組みの状況を調べ、連携する中で、

市民活動を支援するルールや制度を検討し、

整備してまいります。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号３、文化財保

存について、先般、一般公開された吹田操

車場跡地の文化遺産に対する市の考え方に

ついて、ご答弁申し上げます。 

 吹田操車場跡地土地区画整理事業の埋蔵

文化財調査は、大阪府教育委員会、吹田市、

摂津市、都市再生機構、大阪府文化財調査

研究センターの５者で文化財調査に関する

協定を締結し、記録保存のため、連携を図

りながら取り組んでおります。 

 今回の発掘調査は、道路という恒久的な

工作物の設置に伴い、発掘調査を実施いた

しました。調査では、弥生時代後期の竪穴

建物と呼ばれる地面を掘り下げて床につく

った建物が７棟見つかったほか、数多くの

土器が出土いたしました。また、１１月２

０日に開催いたしました現地公開では、約

２５０名の方が現場を訪れられ、多くの方

が古代の生活様式や文化に思いをはせられ

たことと思われます。発掘調査で判明いた

しました建物跡の遺構や出土いたしました

土器などは、土地に刻まれた地域の歴史そ

のものであることから、広く市民に発掘調

査の成果を公開する必要があると考えてお

ります。公開の方法といたしましては、展

示ケースやデジタルデータなどの活用のほ

か、解説板、ジオラマ模型、竪穴建物の復

元などを検討してまいりたいと考えており

ます。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、第４次総合計

画の実施と大阪都構想についてのご質問に

ご答弁申し上げます。 

 第４次総合計画は、市のすべての計画、

業務の基本となるまちづくりの指針である

とともに、協働のまちづくりを進める指針
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でもあり、今後１０年間、市の最上位計画

である総合計画に基づき、総合的かつ計画

的にまちづくりを進めてまいりたいと考え

ております。 

 一方、大阪都構想は、大阪府と大阪市の

二重行政を解消するとの観点から、単に府

から都への名称変更が目的ではなく、政令

指定都市である大阪市、堺市と大阪市周辺

の市を廃止して特別区とし、特別区となっ

た旧市の行政機能や財源を大阪都に移譲・

統合するということを目的とするものであ

ると聞き及んでおります。加えて、大阪市

の分市化についても議論をされているよう

でございますが、この構想につきましては、

大阪府等から本市に対しての情報提供は一

切なく、制度の根幹をなす団体自治、住民

自治の詳細についても全く示されていない

のが実情でございます。 

 このような中、今後の本市のまちづくり

への影響については、非常に不透明な状況

ではございますが、大阪市や大阪市に隣接

する市で構成をする大阪市隣接都市協議会

での会議等を通じて情報収集に努めてまい

りたいと考えておるところでございます。 

○藤浦雅彦議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 それじゃ、割と丁寧なご答

弁をいただいておりますので、要望にでき

るところはしてまいりたいと思います。 

 正雀駅前のワークショップのことにつき

ましても、今日の取り組みはよくわかりま

す。恐らくこれは、ハード面、ソフト面と

いうことになりますと、ソフト面というこ

とになろうかと思います。ただ、このワー

クショップそのものが、次に連動するとい

うか、連鎖していくまちづくりとどう具体

的に関連していくのかと。もっと端的に言

えば、市民の皆さんは、これでまちづくり

が本当にできるんですかと、こういう心配

を持っておられます。市長は、南摂津駅の

まちづくりのときに、このまちづくりが起

爆剤となって、正雀へも今後皆さんに喜ん

でもらえるようなまちづくりに転化してい

かなければならない、こうおっしゃってお

られます。私はそのとおりだろうと思いま

す。これまでにも十三高槻線と正雀駅を結

ぶ動線の、今、道路拡幅のことなども精力

的に取り組んでいただいておりますので、

摂津市の取り組みとしては間違ってはいな

いと思いますが、過去からやはり時間をか

けてきただけに、正雀周辺といいますか、

地元の方々は、本当にここのまちがよくな

るんだろうかという心配をされております。

そういうことで、先ほどのご答弁の中に、

このワークショップをやはり発展さすこと

によって、地域の人の考え方を集約して、

まちづくりに十分生かしていきたいと、こ

うご答弁いただいておりますので、ぜひそ

のことを一歩進めて、現実的な正雀の開発

につながるような検討をしていただきたい、

これは要望にとどめたいと思います。 

 それから、２番目の市民活動支援でござ

いますが、これも丁寧なご答弁をいただき

ました。私たちは、八王子へ行きましたと

きのやり方、尐しユニークなやり方をやっ

ておられたと思いますが、そのことを摂津

市に即取り入れられるかどうかというのは

問題です。また、摂津市独自の今日までの

市民活動支援、また市民の自治会だとか老

人会だとか、またその他いろいろな活動で、

市と切っても切り離せない活動を通じての

相互関係が結ばれている、これが今、これ

からの１０年の総合計画にかけていかれる

協働ということになるのではないかと思い

ます。 

 しかし、一方では、自治会そのものが役

員のなり手がなくて、極論ですけれども、
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自治会を解体してくださいと、こういうこ

とまで出てくるような現状の中です。また、

老人会にいたしましても、老人組織に入ら

んとグループでサークル化をした中での老

後の楽しみをつくっていきたいと、こうい

うグループも出てきております。そういう

中で、そういうもの全体を網羅して、この

市にとってどのような市民活動支援をつく

っていけばいいのかということを恐らくお

考えになっていただいていると思うので、

このご答弁をいただいて、よりその辺も摂

津市に合った市民活動支援を今後も進めて

いただきたいということ、これも要望にさ

せていただきます。 

 それから、３番目の文化財のことでござ

いますけれども、復元も含めてというご答

弁もいただいておりますが、私は、この間、

あの現場を見せていただいて、弥生後期の

竪穴、今から２０００年以上昔だろうと思

うんですが、そのころに掘られた人の穴が

今この目で見れるという感動ですね。この

ことには、なることなら現状保存をしてほ

しいなという気持ちになったことは紛れも

ない事実です。しかし、今日こういういろ

いろな諸般の事情などがあって、今後この

記録をどうしていくのか、保存をどうして

いくのか、真剣に考えていく時代になり、

また、市のほうもほかの団体とも協議して

考えていただけると私は思っておりますが、

私の気持ちとしては、現状保存が望ましい

な、そして、なることなら、あの遺跡から

摂津市のまちづくりの発信をしていかれた

らどうだろうかなと、こういうことも思っ

ておりますので、ぜひこれもひとつ今後の

課題として十分お取り組みをいただきたい

と、こういうふうに思います。 

 それで、４番目でございますが、これか

らのまちづくりについて、摂津市は第４次

総合計画を１０年間進めていくわけで、そ

の内容も十分委員会等でも審議されて、こ

れからの１０年はそれに従ってやっていく

と。また、その中で、パブリックコメント

の中にも、この内容の中に市の合併などは

入っているんですかというお尋ねもあった

ように思いますが、いや、今のところそう

いうことじゃなしに、この８万数千市民の

独自の今日の市を、どのように１０年間、

総合計画の中で前進させていくかというこ

とですという回答もされております。 

 私は、ここで思うんですけれども、この

まちが、この形ができたのは、三島町が合

併したときだろうと思うんです。三島町の

合併は昭和３１年だったと思います。もう

既に五十数年すんでおります。先般、第一

中学校の５０周年記念のときに、市長のご

あいさつの中で、あの当時の人口は２万７，

０００人だったというふうにおっしゃって

いたように思います。その人口が、時には

１０万人都市ということを目指されました

けれども、いろいろな形の中で今日８万人

尐しの人口で推移しております。私は、こ

の５０年間のこのまちができるまで、いろ

いろとありました。吹田市の合併だとか、

また、大阪市の編入だとか合併、高槻市だ

とか、しかし、この５０年間、こうして

着々と摂津市が今日に至ってきて、しかも、

ここで１０年の第４次総合計画ができたと。

だから、私はこのまちに非常に愛着を持っ

ております。なることなら、このまちで一

生を終えたいと思いますし、また、子ども

や孫の代もこのまちが存続することを願っ

ています。しかし、現在の周辺の取り巻き

からいって、必ずしもこの摂津市がこれか

ら１０年、２０年、３０年、４０年と、こ

のままの市制を維持できるかどうかという

のは、今後の大きな課題になってくると思
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うわけであります。 

 そこで、市長は、大阪府の市長会の中で

も、今、重要なところで我々も関心のある

大事な発言をしていただいているというふ

うに思っております。評価をいたしており

ます。その市長に、これからのこの摂津市

のまち、どうあったらいいのかということ

も踏まえて、ひとつ市長のお考えを聞かせ

ていただきたいと思います。 

 以上で２回目、質問です。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 柴田議員の質問にお答えをいた

します。 

 極端な尐子・高齢化、それからリーマン

ショックの後遺症、それから政権交代と、

今、日本の国は大きく揺れ動いておると思

うんですけれども、その中で極端な尐子・

高齢化、このことが人口動態等々、社会構

造、この変化を余儀なくしておると思うん

ですけれども、仕組みを見直さないかんと

いうんですか、それから、今までどおりの

やり方といいますか、方程式が成り立たな

くなってきた、これは現実だと思います。

そういうことで、地方分権とか地方主権と

か、一方では広域連合とか関西州とか、い

ろいろ言われておりますけれども、大阪都

の話も同じだと思います。いろんな関連が

あると思いますね。 

 そんな中で、国もそうですけど、いろん

なシンクタンクの論文等々を見ております

と、どうやら理想の基礎自治体というのは

３０万人から５０万人のようです。今後、

いろんな施策、国づくりの中で、これはあ

る意味でひとり歩きしてくるかもわかりま

せん。そうなると、この１０万人未満の摂

津市は、好むと好まざるにかかわらず、何

らかのターゲットになってくる、これは予

想しておかないかんと私は思うんですね。

でも、山も谷もない、小ちゃな、こんな地

形のまちというのはあまりないんですね。

ということで、摂津市しかないと言っても

いい、この摂津市のよさ、摂津市のまちづ

くり、これはやっぱりほかにない摂津市な

らではのまちづくりだと思うんですね。こ

れをしっかり踏まえておいて、一方である

大きなうねりに今後どうしたら飲み込まれ

ないか、これはしっかり考えておかないか

んと、これが今ある者の責任だと思うんで

すけれども、これは容易なことではないと

思いますが、そんな中での第４次総合計画

なんです。だから、この第４次総合計画と

いうのは非常に大切な取り組みだと思いま

すが、一つは、やっぱりしっかりとした財

政確立、それからインフラの整備というん

ですか、何よりも大切なのは、このまちの

理念というかポリシー、こいつをしっかり

持っておかないかんと私は思っています。 

 そういう意味で、これから５０年、１０

０年先を見て、これからの１０年間、どう

いうまちをつくっていくか、これをしっか

りと見きわめる、これが私は第４次総合計

画としてとらえていかないかんと思ってお

りますので、今、柴田議員が言われました

ように、合併とか大阪都とか、そんな話は

ありますけど、今はしっかりと我々の足元

を固めると。でき得れば、いつまでも先ほ

どおっしゃったような形になればと思って

おりますが、そんなことでしっかり第４次

総合計画に取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 市長から本当に前向きなご

答弁だったと思いますし、私も同感すると

ころが大でございます。お互いにここで住

んでいる人間は、やはりこのまちを愛する
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という気持ちは大事だろうと思います。ま

して、私はここのまちしか知らない場所で

すから、ここのまちの将来というのは非常

に関心があります。そういう中では、今い

う第４次総合計画を進めていただく、特に

財政の厳しい中での取り組みというのは大

事になってくるのではないかなと思います。 

 先ほども大澤議員への答弁中で、市長が

その基本に人間基礎教育ということをおっ

しゃいました。私は、人間基礎教育という

のは一つのキャッチフレーズかなと思って

いたけれども、やはり公務員として、その

心の中に持っておかなければならない大き

な指針だというふうに受け取らせていただ

きました。 

 実は私、先般、ちょっとこの質問とは余

談になりますけれども、「武士の家計簿」

という映画を見てまいりました。この映画

は、加賀藩の下級武士が、刀じゃなくてそ

ろばんでその財政を十分見守り、また自分

たちの家庭の家計もその中から見守り、そ

して新しいものをつくってきたという事実

に基づいた映画でしたけれども、大変感動

を受けました。これは、今のこうした行政

と相通ずるところがあるなというふうに感

じました。また、多くの批評をされておら

れる皆さんも、この映画はすばらしいとい

うふうにも高い評価を得ておられる映画だ

ろうと思います。決して映画会社から宣伝

せえと言われているわけじゃありませんが、

感動を受けた映画の一つでありまして、今

の公務員の皆さんにも相通ずるものだなと

いうふうに感じましたので、また機会があ

ればこういう映画も見ていただいて、公務

員とはいかにあるべきかということも考え

ていただければありがたいなというふうに

思います。 

 それじゃ、私はこれで質問を終わります。

どうもありがとうございました。 

○藤浦雅彦議長 柴田議員の質問が終わりま

した。 

 次に、安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 それでは、順位に従いまして

一般質問を行います。 

 最初に、就学援助金制度についてお聞き

します。 

 摂津市の就学援助金制度の認定率は、大

阪府内でもトップです。これは、摂津市の

市民の所得水準が低いということだけでな

く、国庫補助廃止で多くの自治体がその基

準を引き下げていく中で、生活保護基準の

１．３という水準を守ってきた摂津市の取

り組みの成果だと大いに評価するものであ

ります。経済危機や子どもの貧困など、大

きな社会問題が起きる中で、経済的理由で

教育を受ける機会が奪われる、そんな子ど

もを生まないようにするために、就学援助

金の制度の役割はますます重要だと考えて

います。 

 ところが、そのすぐれた子育て支援策、

就学援助金制度の見直しが第４次行財政改

革の項目の中にあげられました。昨日、長

年この就学援助金制度をよくしたいと、入

学式の校門で生徒周知のビラ配布や充実を

求めた運動を続けてこられた就学援助金制

度をよくする会から、就学援助金制度の充

実を求める要望書が２，６３２筆の署名と

ともに、市長、また教育長に提出されまし

た。基準を引き下げずに、制度の充実こそ

必要だと思いますが、行革の中で検討され

ている就学援助金制度の見直しの方向性に

ついてお答えをいただきたいと思います。 

 ２番目に、子育て支援策について、３点

お聞きします。 

 第１は、ファミリーサポートセンターに



 

 

２－２８ 

ついてです。子育ての助けをしてほしいと

いう人、それから子育ての手伝いをしたい

という人の橋渡しを行って、地域で子育て

の助け合いを進める事業として平成１６年

に始まりました。地域でのボランティア精

神によって支えられる子育て支援策として

大いに期待されているわけですが、この間、

利用しづらいというようなことで、利用の

件数などがあまり増えていないように感じ

ます。昨年実施された子育てに関するアン

ケートの調査でも、「ファミリーサポート

事業を知らない」と答えた子育て世帯が４

３．３％にも上っています。ファミリーサ

ポートセンターの活動の現状、そして課題

についてお答えください。 

 次に、学童保育についてであります。学

童保育は、共働き、ひとり親世帯の小学生

の放課後の生活を継続的に保障し、保護者

の仕事と子育てを両立するための施設です。

そのニーズは年々高まっていると言えます。

子どもたちに放課後の安全・安心な生活を

保障するために、質的・量的な拡充が必要

だと考えますが、現状と充実に向けた取り

組みがどうなっているのかお聞きしたいと

思います。また、後から弘議員もお聞きし

ますが、南千里丘開発によって、その校区

となる摂津小学校での学童の受け入れ体制

などについても併せてお聞きしたいと思い

ます。 

 続いて、児童センターについてお聞きし

ます。昭和６３年に三島地域に開設された

第１児童センターについて、子育てに関す

るアンケート結果から、このセンターを約

７割の方が「知っている」と答えています。

そして、「利用したことがある」という方

の中の満足度を聞いたアンケートの結果は、

９割弱が「満足している」と、大変高い評

価を得ております。活動の場としての利用

希望も、わくわくの事業に次いで２番目と

高くなっています。子ども同士で自発的に

遊べる場として、地域の子育て支援の拠点

として評価が高いこの施設。一方で、その

利用は、児童センターのある摂津小学校、

味舌小学校、三宅柳田小学校校区での利用

で９割を占めております。また、２２．

４％もの方が「その存在を知らない」とい

うふうに答えています。こうした結果から

もわかるように、子どもたちの大事な、そ

して評価の高いこのセンターが、一定の地

域に限られてしまっているという問題があ

るのではないでしょうか。安威川以南での

第２児童センター設置をはじめ、複数の児

童センターが求められていると思いますが、

具体的な検討を進めていくべきだと考えま

すが、見解をお聞きします。 

 同時に、このセンターができるまでの間

でも、児童センターが持っている機能、例

えば遊具、そして子どもを中心として運営

されているさまざまなイベントなども、既

存の施設を活用して、各地域で実施してネ

ットワークを広げていくことも可能になる

と思いますが、見解をお聞かせください。 

 三つ目に、公共施設の配置と市民のアク

セスについてです。 

 南千里丘のまちづくり開発が進んでいま

す。阪急の摂津市駅、コミュニティプラザ、

保健センターなどが開設しました。幾つか

の公共施設も移動しています。鳥飼にあっ

た教育研究所は、男女共同参画センターが

コミュニティプラザ内に移ったことにより、

空いた建物に引越ししました。施設の一極

集中が進んでいる中で、地域福祉計画など、

地域でのまちづくりや高齢者や子どもの見

守りという方向性、そして市民活動という

考え方との相反する状況も生まれているの

が現実ではないでしょうか。住んでいる地
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域によって一定の制約はもちろんあるもの

の、だれもがこうした公共施設の恩恵を公

平に享受できるようにしなければならない

と考えます。この間、公共施設巡回バスや

循環バス、路線バスなど、公共交通システ

ムの構築を求めてまいりましたが、南千里

丘の開発が進んだ状況のもとで改めて考え

ていくというような答弁に終始していたと

思います。現段階での新しい公共施設の集

約化に基づいて、市民のアクセスの現状、

そして充実に向けた取り組みについて、具

体的にお聞かせください。 

 また、新しい南千里丘の公共施設がどん

どんできておるわけですけども、利用者、

通行者がどこにどの施設があるのかわから

ないというような状況になっています。利

用者や通行者にも親切な案内板が不十分だ

と思いますが、親切な案内板の設置を求め

たいと思います。お考えをお聞かせくださ

い。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

                 

（午後 ０時５９分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 それでは、答弁を求めます。教育総務部

長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号１番、就学援

助金制度について、制度の見直しの方向性

についてのご質問にお答えいたします。 

 就学援助金制度については、第４次行財

政改革実施計画において、見直しの対象と

なっており、現在、その内容について検討

いたしております。学校教育法においては、

経済的理由により就学困難と認められる学

齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村

は必要な援助を与えなければならないとさ

れておりますが、本市では、これまで子育

て支援的な施策のもと、その対象をより広

く考えてまいりました。しかしながら、昨

今の経済情勢や民間給与所得者の低所得化

が著しく進んだこと、さらには現在の援助

費の内容と実際に義務教育に係る諸経費等

を総合的に勘案したとき、一定の見直しが

必要であろうとの結論に至っております。

その内容については、今後さらに検討を進

めてまいりますが、例えば、より低所得の

世帯の方々を対象として援助費の範囲を広

げるといったことも一つの案であると考え

ております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、ファミリー

サポートセンターについて、ご答弁を申し

上げます。 

 本年度の状況としましては、１２月１日

現在の会員数は、依頼会員が８５名、援助

会員が５２名、両方会員が２９名の計１６

６名となっております。活動回数は、平成

２１年度は１７３回となっており、内容は、

学童保育の迎えや帰宅後の預かりが８６％

で最も多く、次いで幼稚園、保育所の登園

前の預かり及び送りが１２％となっており

ます。依頼する希望としては、緊急時の利

用が最も多く、次いで学童保育の迎えとな

っております。このように、仕事のために

利用したいという人が多く、病気のときの

預かりも求められております。 

 利用会員、援助会員ともに活動に結びつ

かない場合も多いようですが、実際に利用

する用件がなかったり、地域や時間帯が合

わないといったことが主な理由となってお
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ります。これらを改善するためには、会員

の拡大を図るとともに、会員同士のニーズ

のマッチングを進め、活動につないでいく

ことが必要でございます。地域子育て支援

センターやつどいの広場が現在６か所あり、

各地域の広場を活用して、会員の募集や依

頼会員と援助会員の交流や支援の促進、ま

た、地域福祉活動拠点等での催しにファミ

リーサポートセンターから出張し、活動の

紹介や会員募集、関係づくりなどに取り組

んでいけるよう検討を進めておるところで

ございます。 

 また、会員の活動としては、自宅での預

かりが基本となりますが、ほかの子育て支

援活動への参加の呼びかけ等も行い、子育

て中の方と接する機会を多くし、活動に結

びつけていけるように支援を図ってまいり

ます。地域での預かり合い、支え合いを進

め、地域のつながりの中で子育てができる

ように取り組んでまいります。 

 続きまして、地域の子どもの居場所につ

きまして、ご答弁を申し上げます。 

 児童センターにつきましては、現在、安

威川以北に１か所設置をいたしており、乳

幼児の親子から小学生までを対象として、

年間約２万５，０００人の方に利用してい

ただいております。児童センターや児童館

の役割としては、乳幼児の親子が遊んだり

交流できる子育て支援の場として、また、

子どもが安全に過ごすことのできる居場所

として、さらに子どもの自主的な活動の拠

点としての役割があげられ、さまざまな年

齢や世代の人たちがかかわり、多様な交流

が図られるもので、子育てや子どもにとっ

て意義あるものと認識をいたしております

が、新たな児童センターや児童館の設置に

つきましては、単独の施設整備は困難でご

ざいます。 

 なお、他市では、移動図書館として公民

館や体育館などの公共施設を活用して、児

童厚生員が遊具等を持って、ほかの地域に

出向いて遊びの広場等を実施しているとこ

ろもございます。子どもの居場所や活動の

場が各地域で求められており、公共施設な

どを活用した場と機会の設定について、関

係各課で検討を進めていくことになってお

り、地域で活動されているグループや団体

が連携して地域で多様な交流を図りながら、

子どもの自主的な活動を進めていくための

支援の方法について、今後検討をしてまい

ります。 

 また、児童センターのＯＢの方々などに

よるＮＰＯ法人も設立されており、子ども

の遊び場や居場所に関し、さまざまな形で

の市民との協働について検討をしてまいり

ます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号２の（２）学

童保育について、ご答弁申し上げます。 

 学童保育事業につきましては、保護者の

就労などにより、家庭での保育に欠ける小

学校１年生から３年生を対象に、放課後か

ら５時までの間、生活の場を提供し、児童

の健全な育成を図るため、市内各小学校区

に保育室を設置しております。入室される

児童につきましても、毎年該当する学年の

約４分の１の児童が利用され、保護者の就

労支援という側面からも欠かせない事業で

あると認識いたしております。 

 そのような中で、待機児童の解消や保育

時間の延長は、学童保育の充実を図る上で

の課題と考えております。現在の待機児童

解消対策といたしましては、毎年１月に実

施しております新年度の一斉受け付け時に

申し込まれた方は、全員入所できるととも
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に、弾力的な定員運営を行い、待機児童の

解消に努めております。 

 また、摂津小学校の学童保育室につきま

しては、来年度、味舌体育館跡地に専用保

育室の新設を計画しており、児童数の増加

にも対応できるものと考えております。他

の保育室につきましても、児童の入室状況

を見きわめ、指導員の人員及び余裕教室の

確保を行い、待機児童の解消に努めてまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号３番、公共

施設の配置と市民のアクセスについて、土

木下水道部にかかわります内容につきまし

て、ご答弁申し上げます。 

 コミュニティプラザへの公共施設巡回バ

スの乗り入れについてでございますが、公

共施設巡回バスにつきましては、鳥飼地域

の公共施設と市役所を結ぶことを目的に、

路線バスを補完するバスとして運行実施さ

れたもので、現状で路線バス運行経路と並

行して運行することは、路線バスの採算性

に大きなダメージを与えるものであり、路

線バスの減便や撤退などが見込まれ、本来

の利用者に対して不都合となる状況を醸し

出す結果となりますことから、路線バスル

ートとの競合を避けて運行いたしておりま

すので、コミュニティプラザへの公共施設

巡回バスの乗り入れにつきましては考えて

おりません。 

 なお、阪急バス株式会社では、摂津吹田

線のＪＲ千里丘から摂津ふれあいの里行き

及びＪＲ千里丘から柱本団地、柱本営業所

行きを運行されており、朝夕の時間帯につ

きましては、市道千里丘三島線沿いの新設

バス停留所、阪急摂津市に、昼の時間帯に

つきましては、一部の便は阪急摂津市駅前

バス停に乗り入れされております。また、

近鉄バス株式会社では、市内循環バスの北

ルートにおきまして、市道千里丘三島線沿

いの阪急摂津市バス停を新設されておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号３番、公共施

設の配置とアクセスについて、都市整備部

にかかわります南千里丘周辺の案内看板な

どの設置についてでございますが、南千里

丘のまちは、本年３月に摂津市駅の開業、

７月にコミュニティプラザ、保健センター

がオープンし、それに伴い車や人の新たな

流れが発生しております。今後、民間マン

ションなどの完成による新たな流れや交通

量の増加を予測しております。 

 ご指摘の駅周辺がわかりづらいとのご意

見は、各種団体からも要望をいただいてお

り、南千里丘まちづくりにおきまして、現

在、発注しております工事の中で、摂津市

駅やコミュニティプラザ、保健センターへ

の案内看板を設置いたします。また、産業

道路踏切付近から摂津市駅への歩行者動線

や、駅前広場付近に周辺施設の案内看板に

ついても併せて設置を行う予定でございま

す。今後、設置につきまして、各関係課と

設置位置などについて協議を進めてまいる

予定でございます。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 就学援助金制度についてです

けども、経済状況であるとか低所得化が進

んできている状況、また、援助費の内容と

実際にかかっている教育費のものなどを総

合的に勘案するということでの見直しの方

向性だというようなお話がありました。そ

ういった総合的な勘案をするというのであ

れば、今の経済状況、それから子育て世代、
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教育に係る費用の増大から考えると、義務

教育の無償化という大原則にもかかわらず、

実際にはさまざまな教育費がかかっている

ということでいえば、就学援助金制度とい

うのは引き下げではなくて充実の方向に向

かう検討がなされるべきではないかなとい

うふうに思うわけですね。一つの案として

示されたのが、より低所得者の方に絞って、

もう尐し援助費を拡大して増やして重点化

していこうというような一つの案も示され

たところであります。 

 しかし、現段階の就学援助金制度の認定

限度額、例えば４人家族でいいますと、所

得３７３万８，０００円、ここが一番上限

の方です。この方は、じゃ、ゆとりのある

生活をされているかといえば、決してそう

ではありませんね。就学援助金制度は、生

活保護世帯と、それに準ずる方、就学困難

と思われる世帯に対して、市町村が責任を

持って援助をしていくという制度でありま

すから、生活保護世帯に準ずるところとし

て現行の基準は守るべきだと思うんですね。 

 ちょっと私は試算をしてみたんですけど

も、小学生２人お子さんがいらっしゃる４

人家族、家賃５万５，０００円のところに

住んでおられる方、この方の可処分所得を

計算してみたんです。同じような家賃５万

５，０００円のところに住んでいる同じ家

族構成の生活保護世帯の方々との可処分所

得を比べてみますと、実際には税金の負担

があり、高い国保や国民年金の保険料がか

かってきたり、給食費がかかってきたり、

学習費用がかかってきたり、または医療費

もかかってくるという点でいうと、現行の

認定基準１．３の３７３万８，０００円の

ご家庭のほうが、生活保護世帯の方よりも

可処分所得が実は下がってしまうという逆

転現象があるわけなんです。まさに生活保

護基準と子育て世代の生活実態から見ると、

生活保護基準に準ずるとまさに言える水準

でありますから、より低所得者の方への重

点化というのは、現段階でも苦しい子育て

世代に対しての援助が打ち切られることに

もなりかねないという点を私は指摘してお

きたいと思います。その点のご見解をお聞

かせいただきたい。 

 それから、例えば今、具体的に一例とし

てなんですけども、今年から要保護世帯に

対する援助費の対象費目として、ＰＴＡ会

費とか生徒会費ですとかクラブ活動費、こ

れは前回の議会でも山崎議員が質問したと

ころでありますが、こういったものが費目

として追加されました。準要保護世帯に対

しても、こうしたものを拡大していくこと

が非常に強く求められているわけですけど

も、そういったものまで含まれているのか、

そういったことを考えておられるのか、そ

の点をお聞かせいただけたらなというふう

に思います。 

 いずれにしましても、検討をこれからじ

っくりしていっていただきたいというふう

に思うんですね。子育て世代、とりわけ義

務教育世帯というのはまだまだこれから教

育費がかかってくる。暮らしのほうも大変

です。ご両親の病気の心配もしながら子育

てをしていくという世帯に対して、経済的

な負担によって子どもたちが教育を受ける

権利を奪われるというような状況をつくら

ないためにも、じっくりとした検討が必要

だと思いますし、就学援助金制度のあり方

そのものについても、実際にこの制度を受

けておられる世帯の方々への情報提供であ

ったり、それから意見の聴取であったり、

そして、一緒になって教育費のあり方につ

いて考えていくというような姿勢が求めら

れると思いますので、その点についてもお
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聞かせいただきたいと思います。 

 子育て施策について、３点ですけども、

一つはファミリーサポートセンターです。

今、ご説明いただきましたが、援助会員さ

ん５２名というふうにお話をいただきまし

た。援助会員さんというのは、本来、ご自

身は子育てを終わっているけども、何かそ

ういった経験を生かして子育ての手助けを

したいという自発的な意欲を持って登録さ

れている方です。その登録されている方か

ら、ちょっとご意見をお聞きしたのは、せ

っかく登録したんだけども、なかなか仕事

がないんですよ、何のお話もないんですよ

というようなしょんぼりしたお話だったん

ですね。今、協働という言葉をよく使われ

るわけですが、無理に何とかボランティア

の方にお願いするというよりも、そういう

自発的な方々がいらっしゃるわけですから、

先ほども集いの広場に参加してもらうとい

うようなお話がありましたが、マッチング

ができない状況においても、子育ての施策

の中に意欲のある方をどのように生かして

いくのかということをしっかりと議論して

いっていただきたいなというふうに思いま

すし、周知徹底も図っていただきたいと要

望したいと思います。 

 学童保育についてです。アンケート結果

を見ますと、学童保育に希望することとし

て、利用できる学年を延長してほしい、高

学年もやってほしい、夕方の利用時間を延

長してほしい、土曜日の開所日を増やして

ほしい、これはベスト３なんですね。これ

にどのように対応していくのかというのが

問われるのと同時に、学校施設の中で、放

課後の子どもたちの安全・安心の生活を保

障するという点では、公的責任も非常に問

われていると思います。公的責任の問題と

市民の多様なニーズにどのように応えてい

くのかお答えください。 

 児童センターについてです。先日、児童

センターを見学してまいりました。子ども

たちが本当に生き生きと、そして自分たち

の発想で自由に遊んでいました。先ほどの

ご答弁にもありましたが、児童センターで

幼尐期を育って、児童センターを卒業して

大人になってＮＰＯ法人を立ち上げて、自

分たちが遊んだ遊びを今度は今の子どもた

ちに伝えたい、本当にそういう若者の発想

とか行動力をお聞きしたわけですが、そう

した活動をぜひ支えていって拡大をしてい

ただきたいなというふうに思うわけです。

ただ、児童センターの機能を全市的に広げ

ていくという問題、これも考えていただき

たいんですが、やはりその地域に根差した

センターがあればこそ、こういう人材を育

てていくことが可能になると思うんですね。

その点、やはり具体的に第２、第３の児童

センターの建設、設置、もしくはそれを補

完するような機能を検討していただきたい

と思います。もう一度ご答弁をお願いしま

す。 

 公共施設のアクセスについてですけども、

バスについては、また次に譲りたいと思い

ますが、市民みんなが市民活動の拠点とし

てコミュニティプラザに期待しているわけ

です。バスを降りてもどっちへ行ったらい

いのか、市民文化ホールかコミュニティプ

ラザか、バスを降りたときに何の表示もな

いというのは、あまりにも不親切でありま

すので、その点についてはしっかりと検討

と、それから案内板の設置を早急にやって

いただくように要望しておきたいと思いま

す。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

教育総務部長。 
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○馬場教育総務部長 就学援助金制度の中で

幾つかのお問いがございますので、順次お

答えしたいと思います。 

 まず、安藤議員が先ほど試算されました

認定限度額の３７３万８，０００円と生活

保護との比較でございますが、安藤議員も

もちろんご存じのように、３７３万８，０

００円の認定限度額は、これはいわゆる所

得でございまして、サラリーマンの場合で

したら給与控除額を除いております。です

から、その所得からそういった税金である

とか保険であるとか、そういったもろもろ

を負担する、それを差し引いて可処分所得

というような形で先ほどお話になられたん

ですが、私どもは、やはりあくまでもこう

いった可処分所得を考える場合は、所得で

はなくて、当然税法上でいっている給与控

除を入れた、すなわち総トータルの収入額、

これで比較しますと、その３７３万８，０

００円に対する収入額は５３４万７，５０

０円ということになりますので、その５０

０万円の収入のある方が就学援助を今現在

受けていると、そういったことですね。そ

のことと、今現在、国民の給与所得がどう

なっているかということを比較したときに、

認定額をこのまま維持するのがいいのか、

それとも、先ほど申し上げましたように、

もう尐し対象を絞らせていただきまして、

例えば、先ほど安藤議員もおっしゃいまし

たようなＰＴＡ会費でありますとか、生徒

会費でありますとか、今現在は就学援助の

中に入れていない項目、その項目について、

やはり経済的に生活保護に準ずるような方

については、そういった部分も就学援助の

中でお出しすると。そうした場合に財源が

幾らぐらい要るのか、そういった中でこの

認定の金額を私どもは今後考えていかなけ

ればならないと考えております。 

 それから、実際に受けている方に対して、

こういった制度を改正する場合に、聴取と

か広報とかということでございますが、当

然大きな制度改正をいたしますので、一方

的に市役所のほうがやるということでなく

て、いろんな情報提供をしながら、よりよ

い制度にしていかなければならないと思っ

ております。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 保護者アンケートの結

果につきましては、議員ご質問のとおり出

ております。それで、土曜日の保育につき

ましては、平成２０年度から第４土曜日に

実施しておりますけれども、児童の入室数

といいますのは学童保育入室児童の１６％

で、実際には１０％ということで、非常に

尐ない状況となっております。これは、特

別に保育料の追加料金をいただかない状況

ということの中での数値ということになっ

ております。 

 それから、４年生から６年生までの学年

の延長ということでございますけれども、

これにつきましては、土曜日保育も含めて

でございますけれども、開室時間の拡大あ

るいは対象児童の拡大ということになりま

すと、どうしても新たな指導員の配置とい

いますか、経費増というのが出てまいりま

す。毎土曜日の開室につきましても同様の

ことになってこようかと考えております。

こういったことにつきましては、現在の利

用状況を見守りながら、開室日、開室時間、

あるいは対象者の拡大等、これは利用者の

ニーズを考えながら、費用対効果、受益者

負担を併せて勘案しながら考えてまいりた

いと考えております。 

 それから、平日の開室時間でございます

けれども、新学習指導要領の完全実施とい

うことがございまして、１年生の授業が５
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時間までということで、保育児童の入室が

おくれるということがございます。こうい

ったことから、指導員の勤務時間を後ろに

シフトすることによって、延長も現在のと

ころは検討しているということでございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 児童センターの建設に

ついて、ご答弁を申し上げます。 

 今、私は２１年度の第１児童センターの

各校区別の利用実態がどうなっているかと

いうことで資料を見ておるわけですが、全

体の５７．３％が摂津小学校区の子どもさ

ん、隣接する三宅柳田小学校、それから味

舌小学校の子どもさん、この二つの小学校

区で全部で３０％ほど、この三つの小学校

区で全体の８７．６％という形になってお

りまして、この三つの小学校区以外の校区

の子どもさんの利用状況は１２．４％と、

こういうような数値になっておりますので、

この第１児童センターは昭和６３年に建設

されまして、かれこれ２２年というような

年月がたっているわけですが、この間、こ

ういうような状況というのがずっと続いて

きたということは十分認識をいたしており

まして、こういう中で、やはり子どもたち

が行きやすいということになりますと、当

然地理的な問題ということが一つの大きな

条件になりますので、そういう意味からも、

このいわゆる第１児童センター以外の地域

での児童センターなり児童館なり、こうい

うものを整備していくということが大きな

課題であるということで、その実現に向け

て取り組んできておるところでございます

が、先ほどご答弁でも申し上げましたよう

に、なかなか現状の制度等の中で非常に難

しいと、こういう状況にございます。 

 こういう中で、現在、千里丘東にござい

ます子育て総合支援センターの中に、地域

子育て支援センターという部門を設けてお

りますが、ここでは、この地域子育て支援

センターに登録された育児グループの方々

に、保育教材であるとか遊具の貸し出しと

いうような取り組みをいたしておりまして、

また、市内の公・私立保育所でも絵本の貸

し出し等の機能を持つような取り組みをし

てきておるところでございますが、こうい

う部分を就学前の親子という部分からもう

尐し年齢を拡大する中で、先ほどご答弁で

も触れましたが、ＮＰＯ法人も立ち上がっ

ておりますので、こういう方々とも十分協

議する中で、もう尐しそれぞれの地域に出

ていって、そういう場の提供ができるよう

な取り組みができないものかということで、

これは十分検討をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 最後です。３０秒しかありま

せん。 

 就学援助金制度です。所得の話なんです

けども、給与所得者の場合は給与所得控除

があって、その後の数字です。しかし、自

営業者の方については、そのまま経費を差

し引いた分、使えるお金としては３３３万

８，０００円ということ。それから、自営

業者の方と給与所得者と公平性を保つので

あれば、給与所得者の経費として認められ

ているというのが給与所得控除ですので、

そういったことを考えていただきたいと思

いますので、指摘しておきたいと思います。

（発言終了のブザー音鳴る） 

○藤浦雅彦議長 安藤議員の質問が終わりま

した。 

 次に、上村議員。 

  （上村高義議員 登壇） 



 

 

２－３６ 

○上村高義議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問させていただきます。 

 まず、１点目の地球温暖化防止地域計画

策定について、お尋ねいたします。 

 この件については、午前中、大澤議員の

ほうから関連した質問がありましたけども、

私は地球温暖化防止地域計画策定に絞って

質問をさせていただきます。 

 地球温暖化対策につきましては、京都議

定書で締結されましたように、２０５０年、

ＣＯ２を５０％削減するんだということで、

それを受けて、国のほうで平成１０年に地

球温暖化対策の推進に関する法律が施行さ

れました。国の責務、地方自治体の責務、

事業者の責務、国民の責務ということで、

おのおの責務が決められております。ただ、

地方自治体につきましては、削減義務はあ

るものの、地球温暖化防止地域計画につき

ましては、我々摂津市等々の１０万人未満

の都市については策定義務がないわけです

けども、摂津市においては、あえて、ない

中で自発的に地球温暖化防止地域計画を策

定するということを決められたわけであり

ます。このことは大いに評価するものであ

ります。 

 そこで、まず初めに、現在の策定に向け

た取り組み状況と、午前中に第１回の会合

が開かれたとの答弁がありましたので、そ

の中での議論の中身についてお聞かせをい

ただきます。 

 次に、２番目、指定管理者制度の総括と

今後の取り組みについて、お尋ねいたしま

す。この質問も午前中にありましたけども、

私は違った観点から質問させていただきま

す。 

 指定管理者制度が平成１８年に導入され、

５年がたちまして、今回、今後３年間の指

定管理者につきまして、継続で契約すると

いうことが今回提案されております。そこ

で、過去５年間の総括をどうされているの

かということをお聞かせいただきたいと思

います。特にその中で、指定管理者制度の

目的であります住民サービスの向上、そし

て経費の削減についての評価はどうであっ

たのかということについてお聞かせくださ

い。また、先般示されました指針のほうで、

公募する等々の考えが示されておりますが、

その方向性についてもお聞かせをいただき

たいと思います。 

 次に、３番目、新型インフルエンザに対

する危機管理について、お尋ねいたします。 

 昨年は、新型インフルエンザの発生によ

りまして、市民の皆様は大きな不安を抱え

るなど、市民生活にも大きな影響を与えま

したが、幸いなことに今年はそういった発

生もなく来ております。このような平穏な

ときこそ油断せずに予防対策をきっちりと

るべきではないかの観点から質問させてい

ただきます。 

 まず初めに、市民との接客機会の多い窓

口業務の職員に対して、どのようにこのイ

ンフルエンザ対策を指示されているのかと

いうことと、市の幹部職員に対しての対策

指示はどうなっているのかをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 また、昨年の教訓を生かした市民への啓

発、そして発生時の初動体制はどうなって

いるのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 以上で１回の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号１、地球温暖

化防止地域計画策定について、ご答弁申し

上げます。 
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 摂津市地球温暖化防止地域計画策定の取

り組み状況につきましては、学識経験者や

市内企業の社員、環境問題に関心の高い市

民、関係団体の役員など、１４名で組織す

る策定委員会の第１回目の会議を９月１７

日に開催し、本市の自然的・社会的特性や、

地球温暖化防止地域計画策定の背景と概要、

計画策定のスケジュールなどについて説明

させていただいたところでございます。そ

の中で、委員から計画策定の目的や具体的

な温暖化対策の十分な検討といったような

点について、活発な質疑が行われたところ

でございます。 

 今後につきましては、地球温暖化対策に

関する市民アンケート及び事業所アンケー

トの集約結果の検討や、１９９０年、２０

０８年及び２０２０年における本市の温室

効果ガス排出量の推計を行っていただくと

ともに、具体的な温暖化対策の検討や温室

効果ガスの削減目標の検討などを行ってい

ただき、遅くとも平成２３年１２月までに

は計画の策定を完了したいと考えておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、指定管理者制

度の総括と今後の取り組みのご質問にご答

弁を申し上げます。 

 まず、この５年間の総括と今後の取り組

みにつきましては、先にご答弁したとおり

で、今年６月２９日付で策定いたしました

指定管理者制度導入に関する指針第１次改

訂版にもお示しをしておるところでござい

ますが、具体的な課題といたしましては、

外郭団体においても業務の改善・改革に取

り組み、体質改善・体力強化の試みも行っ

てはおるものの、長期の景気低迷期の中、

業務拡大等の経営強化を行うなどの方策が

十分ではなかったところにあると考えてお

るところでございます。 

 今回の議会に、継続施設は現在の指定管

理者を継続して３年間指定するという市の

基本方針に基づき、施設ごとの議案を上程

いたしておりますが、議案の上程に際しま

しては、当然のことでありますが、各指定

管理者に対する評価を行い、すべての法人

に対して一定以上の評価は出されているも

のでございます。 

 ご質問にある市民サービスの向上につき

ましては、制度改正等への迅速な対応や接

遇の向上など、一定の評価はしております。

経費の削減につきましては、すべての施設

でその効果を得ている状況ではございませ

んが、物件費の削減や非常勤、臨時職員で

の対応など、一定の経営努力は評価いたし

ておるところです。 

 なお、指定管理者の選定方法の原則であ

る公募への取り組みにつきましては、これ

は今後の大きな課題であると認識をいたし

ております。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 新型インフルエンザに対し

ての危機管理について、ご答弁させていた

だきます。 

 昨年、世界的に感染が広がりました新型

インフルエンザに対し、ＷＨＯは、今年８

月１０日に世界的大流行は終息したと宣言

をし、日本政府も、同２７日に新型インフ

ルエンザ対策本部を解散させました。しか

し、大阪府は、昨年流行した新型インフル

エンザが弱毒性であったことから、新型イ

ンフルエンザも季節性インフルエンザと同

様であるととらえ、冬場の流行期を前に対

策本部は解散せず、情報の収集や提供など

一定の業務を継続しております。本市では、
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今年３月付で強毒性の新型インフルエンザ

を想定した新型インフルエンザ対策行動計

画を策定し、市としての対策・対応を示し

ております。また、大流行になった場合の

業務継続計画として、新型インフルエンザ

業務対応マニュアルを併せて作成しており

ます。 

 初動体制でございますが、本市では新型

インフルエンザの発生状況に応じ、市民に

対し、手洗い、うがいの励行、マスクの着

用等、インフルエンザワクチンの接種を勧

奨するために、広報紙への掲載や学校現場

での指導等を進めてまいります。また、市

役所を含め、多くの市民が利用される公共

施設には、手指消毒液を配布し、感染拡大

防止に努めてまいります。 

 市民との接触の多い職員や窓口業務の職

員をはじめ、職員が新型インフルエンザに

感染することにより、職場に混乱を招いて

しまうようなことは、市民サービスの提供

にも大きな影響を及ぼすことから、今後と

も関係情報の収集に努め、適宜その情報を

職員に周知し、予防対応に努めてまいりた

いと考えております。特に管理職員には、

その責務・職責の重要性から、新型インフ

ルエンザワクチンの接種の勧奨も行ってま

いりたいと考えております。全職員が公務

員としての自覚、自己管理、自己責任のも

と、職員一人ひとりがみずからの危機管理

意識をしっかりと持って業務を行っていく

よう周知してまいりたいと考えております。 

 また、本市では新型インフルエンザ発生

に備え、マスク、消毒液、防護服等の資機

材備蓄を行っております。いつでも対応で

きるよう体制は整えているところでござい

ます。発生時の初動体制につきまして、緊

急対応は消防本部が、医療体制につきまし

ては健康推進課が対応してまいります。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 新型インフルエンザ

の流行時の初動体制のうち、保健医療体制

につきまして、ご答弁申し上げます。 

 昨年５月に発生しました新型インフルエ

ンザは、ウイルスの毒性が季節性と比べて

それほど高くないことが判明し、７月以降

は、季節性インフルエンザと同様の対策に

移行しております。しかしながら、当初考

えられていました強毒性の新型インフルエ

ンザの発生の可能性も依然高まっているも

のと認識しております。今後、新たに発生

することが予想される新型インフルエンザ

は、海外で発生した段階で、保健所におい

て本市を含めました関係機関による対策会

議が組織され、国内発生に備えた対策の準

備に着手することとなります。これに合わ

せまして、市医師会、薬剤師会等と休日診

療所で設置を予定しております新型インフ

ルエンザ外来の開設に向けて協議を進め、

迅速に対応できるよう準備するとともに、

健康推進課において相談窓口を設置し、市

民の不安や疑問に応える体制を整えてまい

りたいと考えております。今後とも世界的

な感染症の患者発生の動向に注意を払いつ

つ、警戒を怠ることなく取り組んでまいり

たいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 質問番号３番、新型インフル

エンザ流行に対しての危機管理についての

うち、消防本部の初動体制につきましてご

答弁申し上げます。 

 平成２１年６月に、摂津市消防本部にお

ける新型インフルエンザ対策のための業務

継続計画を策定いたしました。この計画は、

新型インフルエンザ発生時におきまして、
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救急業務の需要が大幅に増加することが予

想されることから、救急業務の重要性と感

染防止対策の必要性を十分認識し、救急搬

送のみならず、消火・救助等をはじめとし

た必要な消防業務を継続するための体制を

整備するものでございます。 

 この業務継続計画に基づく初動体制を具

体的に申し上げますと、まず、感染防止の

観点から、職員の健康管理を徹底するため

に、消防庁舎内の消毒アルコールによる清

掃、全職員のマスク着用、うがい、手洗い

の励行など感染拡大防止対策を図り、情報

収集としましては、市関係部局、大阪府、

摂津市医師会、保健所及び消防団等と連携

を密にするため、緊急連絡先を司令室に大

きく掲示いたします。また、発生状況によ

りましては、第一次非常体制から第二次非

常体制に移行するなど、消防職員の休暇、

外出、外泊の制限、週休者等の要員・代行

者確保策を強化し、感染拡大期に及びまし

ても職員の安全確保を行いつつ、救急業務

等強化体制の維持・増強を行い、効果的で

円滑な消防業務全般を維持遂行し、市民生

活の安全・安心の確保に的確かつ迅速な対

応を図るよう最大限努めるものでございま

す。 

○藤浦雅彦議長 上村議員。 

○上村高義議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず、１点目の地球温暖化防止地域計画

策定についてでございますけれども、今の

答弁の中で、平成２３年１２月末までに策

定するんだということでございました。そ

して、１４名の策定委員で構成されて運営

しているということでございます。実は１

４名の策定委員にすべての権限がこの計画

の中でゆだねられているわけですけども、

非常に重要な役割を担っているというふう

に私は考えております。先般、総合計画が

示されて、今回、議会に上程されておりま

すけども、総合計画は議会の議決が要りま

すけども、この地域計画につきましては、

議会の議決が要らないということになって

おります。地方自治法９６条の２項で設定

すれば議決が要るわけですけども、現在の

ところ、そうなっておりません。それがゆ

えに、この策定委員の皆さんでつくられた

地域計画というものが、摂津市の将来の地

球温暖化防止に対する計画がされていくと

いうことになっております。そういった意

味では非常に重要であるというふうに認識

しております。 

 そういった中で、先ほどの答弁の中で、

計画策定の目的が議論されたということで

ございましたけども、これはどういった形

で説明されたのか、そのことをもう一遍答

弁を願います。 

 その一方、私は、この策定の目的も大事

ですけれども、地球温暖化防止地域計画を

つくることが摂津市にとってどういうこと

なのかという目的も大事ではないかなとい

うふうに思っております。それは、当然摂

津市民にとって、あるいは摂津市の事業所

にとって、この地球温暖化防止地域計画を

つくるということが、皆さんが喜んで、た

めになってもらわないと困るわけですけど

も、実は先般、１１月１４日にコミュニテ

ィプラザで環境フェアを開催して、私も参

加していたわけですけれども、当日、同時

期に健康まつりもありましたし、農業祭も

ありました。そして環境フェアもあったわ

けですけども、私は３か所とも行ったんで

すけど、健康まつりは順番待ちが出るぐら

いに盛況でした。そして、農業祭もあふれ

んばかりの人でございましたけども、残念

なことに環境フェアはそんなにたくさん人
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が来ている状況じゃなかったということで

す。これは何を意味しているかといいます

と、市民は自分の健康であったり自分の食

のことには非常に関心があるということの

あらわれではないかと思っていますし、こ

の地球温暖化防止地域計画をつくるという

ことが摂津市民に得にならないとだめでは

ないかなという観点が必要ではないかなと

思っています。 

 これは国際的にも言えていまして、先般、

ＣＯＰ１６で京都議定書の期限について議

論がされましたけども、せっかく日本がつ

くったこの京都議定書がなし崩しにされよ

うとしたんですけど、それは何とか踏みと

どまって延長を回避できたということであ

りまして、先送りした次のＣＯＰ１７で議

論するということになりました。やはり国

際的にも自国に対しての利益がないと協力

しない。それは、アメリカ、中国は産業発

展を阻害するということで反対しておるわ

けですけど、自国の利益のあることでない

と各国とも協力しないというあらわれでは

ないかなと思います。私は、地球温暖化防

止地域計画、これが摂津市民にとって有益

なものであるというふうな方向性で決めて

いかないと、ただ絵にかいた計画になるの

ではないかなと危惧しております。 

 そういった意味で、この策定委員会の皆

さんに、このことをきっちり議論して計画

をつくり上げていただきたいという思いが

ありますので、そのことについてどう考え

ておられるのか、お聞かせください。 

 次に、指定管理者制度についてでござい

ますけども、先ほど、総括もしました、評

価もしましたということですけども、実は

今回、債務負担限度額が示されまして、今

後３年間で４６億９，４５８万５，０００

円が提案されておりますし、これは年換算

しますと、１５億６，４８６万２，０００

円の摂津市全体の指定管理者に対する１年

間の債務負担限度額でございますけども、

この４６億９，４５８万５，０００円が過

去５年間と比較してどうなっておるのかと

いうことを見ているのか、お聞かせくださ

い。 

 そして、今回たまたま、先ほど安藤議員

の質問でもありました児童センターの評価

の結果を見させていただきました。非常に

いい評価だということで、平均点が５．６

６点と。満点が７点なので、よくできたの

ちょっと上ぐらいかなというふうにしてい

ますけども、こういうのは多分すべての外

郭団体の評価をしておられると思いますけ

ども、このことは市民にきっちり報告すべ

きだと思いますけども、このことについて、

まずはお聞かせください。 

 次に、新型インフルエンザについての答

弁をいただきました。非常に力強い、各部

署ともきちっと計画をつくっておられると

いうことでございまして、聞いておるほう

も安心をしました。私も今回、この摂津市

新型インフルエンザ対策行動計画というの

を見せていただきました。これはきちっと

庁内各部の連携が保たれるような計画にな

っております。これを見て、このことを市

民にきっちりお知らせすることが重要では

ないかなと思っていますし、市民に安心感

を与える意味でも、市民の皆さんにこうい

う計画をつくって取り組んでおるんだとい

うことを知らせる必要があるのではないか

なということと、あとは、せっかくつくっ

たこの行動計画に基づいて模擬訓練をする

必要があるのではないかなと思っています

けども、今年みたいにあまり流行性感冒が

はやらないと、ついつい陳腐化、忘れ去ら

れる可能性がありますので、定期的には、
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このことを思い出す意味でも、そういった

訓練等々を企画することも必要ではないか

なと思っていますけども、その点について

の答弁をお聞かせ願います。 

 以上、２回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

生活環境部長。 

○水田生活環境部長 地球温暖化防止地域計

画策定の目的と、それから、委員さんにど

ういった説明を行ってきたのかということ

でございますけれども、まず、先ほど京都

議定書のお話もございましたけれども、２

００５年の２月に京都議定書の発効がされ

まして、２００８年から２０１２年までの

間に、基本年といたしますと、１９９０年

に比べて６％削減といった流れの中で、今

現在は２００９年の９月には２０２０年ま

でに２５％の削減をするといった内容が打

ち出されております。確かに、計画書の策

定については主に政令都市が義務といった

ものもございますけれども、本市におきま

しては義務ということはございませんけれ

ども、これまで環境にかかわる取り組みも

行っておりますことから、率先行動として

環境に取り組むといったことで計画の策定

に取り組むスタートをいたしております。 

 委員さんの説明も、これまで第１回目の

会議の中でご説明させていただきました。

もちろん概要もそうですけれども、やはり

一番問題になるのは、摂津市における削減

の目標値をいつにするのかといったような

議論もたくさんございましたし、委員さん

の中には学識経験者、もしくは企業におら

れる環境にかかわる方もたくさんおられま

すし、いろんな意見がございましたし、ア

ンケート調査を行った中でも、道路のこと

も含めたいろんなご意見もいただきながら、

当然これは参考にして議論していかなあか

んというふうに考えております。 

 一番の目的といたしましては、やはり三

つあるのではないかなと。阪急摂津市駅の

カーボン・ニュートラル・ステーションの

構想の推進、それから、宅地内での緑化率

２５％の推進でありますとか、ＬＥＤ照明

や太陽光発電のパネルの導入など、環境配

慮型のいろんな道路整備などの取り組みを

示された環境に配慮する姿勢を市民全域に

広げるといった考え方で貢献していきたい

というような考え方が必要であると思いま

す。 

 その計画でございますけれども、市民や

企業にこうすべきであるとかといった一方

的にお願いする内容ではなくて、やはり取

り組みそのものが何かメリットがあるよう

な、そういったものも考えていかなければ

ならないかなというふうに思っております。

そういうことから、摂津市らしいとおっし

ゃっておりますように、確かに摂津市らし

い計画そのものができるかということも十

分委員さんに我々もお話しして、そういっ

たことも検討していただくようなお願いも

今後していきたいと思っております。そう

いうことで、十分な議論をお願いして計画

策定をお願いしたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 指定管理者制度について、

ご答弁申し上げます。 

 指定管理者制度が、多様化する住民ニー

ズにより効果的・効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上を図るとともに経費の

削減等を図る、これを目的としたものであ

ると、これはしっかり押さえていかなけれ

ばならんと思っております。 

 ご質問の限度額でございますが、今回は

新たに設定する市民図書館分を除きますと
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４６億９，４５８万５，０００円、これが

３年間の限度額ということで設定をお願い

いたしております。前回は、７８億３，２

１２万６，０００円でございましたので、

それを３年間に割り戻しをいたしますと４

６億９，９２７万８，０００円となり、比

較いたしますと４６９万３，０００円、５

００万円弱の削減にはなっておるという結

果になっております。 

 もう１点、実績評価の公表というご質問

でございますが、確かに評価を公表してい

くことは今後考えていかなきゃならんとい

うふうに思っております。では、どういう

内容の資料をどういう形で公表していくの

か、これにつきましては、来年度設置をす

る予定の検討委員会の中で併せてご議論い

ただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 インフルエンザ対策の訓練

について、どのように考えているかという

ことでございますが、新型インフルエンザ

は、流行状況に応じて本市で作成いたして

おります新型インフルエンザ対策行動計画

に基づき対応してまいりたいと考えており

ます。インフルエンザは、飛沫と手から感

染し、被害が拡大することが予想されてお

ります。他の災害、地震でありますとか風

水害のように、市民を集めて避難させるこ

とや、物資の搬入・頒布をするために多く

の職員が出ていくということは、逆に感染

拡大につながるおそれがございます。新型

インフルエンザ対策行動としましては、市

民に対し、外出の自粛や集会の自粛・中止

を呼びかけるとともに、公共施設に手指消

毒剤を配布することになります。医療体制

では、医師会、看護師会、薬剤師会に協力

をお願いし、罹患者に対する治療をしてい

ただくため、行政では陰圧テントや陰圧室

を用意することになります。また、罹患者

に対応する消防職員や医療関係者に対し、

マスクや防護服等の支給を進めてまいりま

す。 

 これらの対策を進行させるために、市役

所では摂津市新型インフルエンザ対策本部

を立ち上げることとなっております。また、

医師会、看護師会、薬剤師会の役員を中心

に医療対策を検討していただくなど、その

対策が中心になってくると思います。地震

や風水害対策と同じように訓練を行うこと

は尐し難しいのではないかというふうに考

えております。関係機関との連絡調整が円

滑に進められるよう、日ごろから緊密な関

係を構築しつつ、危機意識を持ちながら、

今後、訓練は必要と感じておりますので、

先ほど申し上げましたように、他の災害と

は違うということから、まずは図上訓練か

ら実施を考えてまいりたいと考えておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 上村議員。 

○上村高義議員 それでは、３回目の質問を

させていただきます。 

 まず、新型インフルエンザにつきまして

は、先ほど総務部長から答弁がありました

ように、いろんなことを想定しながら、そ

のことを常に危機意識を持って取り組んで

いただきたいということを要望しておきま

す。 

 次に、地球温暖化防止地域計画策定につ

いてでございますけども、今、答弁があり

ましたけども、やはりこの計画が摂津市民、

そして摂津市の事業者にとって得であると

いうことは念頭に置かないと、つくった計

画が無になるんじゃないかなと思っていま

す。その際に、摂津市の特徴は何かという

のをよくつかんで織り込んでいただきたい
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と思っています。 

 摂津市の特徴につきましては、先般の総

合計画を策定する段階で、市民団体の方が

いろんな議論をして摂津市の特徴は何だと

いうことを練り上げてきておりますので、

それも十分参考にしながらやっていただき

たいと思っていますし、やはり摂津市は１

０万人以下の小さなまちであるということ

と、そのことは、市民の顔が見えるし、そ

して、いろんな団体がみんな仲間意識を持

ってやっているし、連携が十分であるとい

うことも一つの特徴ではないかなと思って

いますし、あと中小企業が多いということ

と、川がある、安威川、淀川がある等々、

いろんな摂津市ならではの特徴があります

ので、そういったものも生かしながら地球

温暖化防止に向けて摂津市はこう取り組ん

でいくということをぜひ検討していただき

たい。あくまでも策定委員会にゆだねられ

ておりますので、策定委員会のメンバーで

議論して、その方向性を決めるということ

なので、そのことをぜひお願いしたいと思

っています。 

 私は、この地球温暖化防止について、あ

る考えを持っていまして、実は、ＣＯ２を

悪者に言っていますけども、植物はＣＯ２

を吸って酸素に変えるわけですよね。これ

は炭酸同化作用で太陽の光を浴びて気をつ

くるわけですけども、実はこれをもっと研

究すべきという持論を持っておったわけで

すけれども、それを先般ノーベル化学賞を

いただきました根岸英一さんが新聞で発表

されているんですよね。コメントの中で根

岸さんが言うには、「ＣＯ２削減より光合

成を起こせ」ということで、植物のやって

おる作用を研究していくことでＣＯ２を削

減できると。これは化学的には絶対できる

んだと言い切っておるわけです、根岸さん

は。そのことをもっと日本としては研究し

て、ＣＯ２が将来は資源となるんだという

ふうに論説しておるわけですけども、そう

いう発想の転換をするということが大事で

あって、実際植物がやっておることを人間

ができないはずがないと根岸さんは言って

おるわけですけども、そういった観点で摂

津市独自のものを生み出すような熱意を持

って、ぜひ取り組んでいただきたいという

ふうに思っています。 

 それと、指定管理者についてですけども、

先ほど市長公室長の答弁がありましたけど

も、私が指定管理者制度で今回一番答えが

欲しかったのは、本来は、各年度ごとの各

事業者別の予算額、決算額がどうであった

のかを知りたかったわけですけども、なか

なかそれが提示できないというか、今回、

児童センターについての資料もいただきま

した。これは、協定に結ばれた協定金額を

過去５年間見せていただきました。２，６

００万円台で推移しておるわけで、時には

３，０００万円に膨れ上がっているときも

あるわけですけども、波があって、トータ

ル的には２，７００万円ぐらいの児童セン

ターの１年間の平均契約金額です。これは

契約金額であって、協定書には、予算執行

と差異が出た場合には決算時に返却をしな

ければならないと、こう書いておるわけで

すけれども、その決算値が幾らであったの

かという各事業部の別に毎年度出すという

ことが必要ではないかなというふうに思っ

ています。これは前からずっと言い続けて

いるわけですけども、それがなかなか出て

こないということであります。今後３年間

については、そのことをきっちりしていた

だきたいと思っています。政策推進課がこ

の指定管理者制度のマネジメント部門でご

ざいますけども、各所管所管はきっちりや
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っておると思いますけども、それを総括し

ておる政策推進課がその総額を押さえ切れ

ていないというのが問題であるのではない

かなと思っています。そのことができてい

ない限り、次の今後３年間の改善には結び

つかないと思っておるんです。だから、今

回、指針を出されていましたけども、今後

のスケジュールを書いていますけども、こ

れができるとはなかなかこっちとしても理

解できないんですね。絵にかいたもちにな

りはせんかなと心配しているわけですけれ

ども、そうならないために、やはりきっち

りとお金と、そして事業内容を評価するこ

とが必要ではないかなと思っています。 

 そういった意味で、今回、児童センター

の評価については見せていただきました。

これは各所とも多分しておると思いますの

で、そのことはやっぱりきっちり市民に示

すべき、そしてお金についても我々という

か市民にはきっちり報告すべきではないか

なと思っていますので、そのことをぜひお

願いしておきます。 

 ということで、私の質問を終わりにしま

す。 

○藤浦雅彦議長 上村議員の質問が終わりま

した。 

 次に、山本議員。 

  （山本靖一議員 登壇） 

○山本靖一議員 ごみ収集の民間委託拡大に

ついて質問いたします。 

 第３回定例会で、ごみ収集委託業務の民

間委託を拡大することになる、そういう議

案が可決されました。これまでごみ減量化

とリサイクルを進める原動力として住民と

の協働が担ってきました。その協働で、１

炉運転に道を開く大きな役割を担ってきた

直営の部分１２．５％を民間に拡大するこ

ととなりました。これで直営・民間比率は

６２．５対３７．５、９，５００世帯が１

万４，０００世帯になることとなりました。 

 そこでお聞きしたいと思います。これま

で平成２４年、２５年には炉の更新が避け

られないと考えておられた。これが、１炉

運転の実現や耐用年数についての考え方の

変化などで焼却炉の延命化が図られ、今日

まで来ました。この１炉運転がなぜ可能に

なったのか、具体的に答えていただきたい

と思います。また、職員の削減で、将来に

わたりそのことが維持できるのか、その保

障があるのかお聞きしたいと思います。 

 次に、来年度からごみ収集業務や灰の処

分、不燃ごみの選別・中間処理業務は、競

争入札に付されることになっています。当

然すべての業務で競争入札にかけると認識

していますが、この競争入札で外れた業者

は淘汰されるような状況に置かれるのでは

ないか、さらに中間処理施設のない本市で、

これまで年約１億４，０００万円のお金を

かけた随意契約で来たものが競争入札に移

行できるのかなど、競争入札に移るための

課題整理、財政効果について、現状の到達

点についてお答えいただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号１、ごみ収集

業務の民間委託拡大について、まずご答弁

申し上げます。 

 一般廃棄物の処理は、市町村の清掃事業

を中心として行われ、住民の日常生活に最

も密着した行政サービスであり、市町村の

固有事務となっていることから、各市町村

の一般廃棄物処理計画に基づき実施されて

おります。これまでの大量生産、大量消費、

大量廃棄を前提とした資源やエネルギーを

大量に消費し続ける社会から、資源の過剰
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な消費を避け、物質の循環ができる、限り

ある資源を確保する循環型社会への構築を

示されてまいりました。 

 本市におきましても、一般廃棄物処理基

本計画に基づき、適正なごみの処理と資源

化に取り組む中で、ごみの減量による焼却

炉の延命を図ってまいりました。その取り

組みといたしましては、焼却量の減量とリ

サイクルの推進のため、平成１３年２月か

ら燃やせないごみや資源ごみなどの不適正

物の混入を抑止するごみ袋の透明・半透明

化や、これまでのビン、缶のみから新聞、

雑誌、段ボールなどの分別の拡大をスター

トしてまいりました。地域での円滑な制度

導入を図るため、収集職員全員みずから自

治会で約２５０回の説明会を開催し、理解

を求めてまいりました。 

 収集作業中における啓発の強化として、

取り残しシールの活用や直接訪問、取り残

し袋による啓発を実施してきたところでご

ざいます。また、平成１４年７月には、事

業系の可燃ごみの減量対策として、事業所

から排出される紙資源の分別収集を進める

ため、当時約２，５００軒ありました事業

所にすべて訪問し、協力を求めてまいりま

した。また、新たな収集方法として、ひと

り住まいの高齢者やごみ排出が困難な方を

対象にしたふれあい収集も実施し、希望者

には安否確認を行うかけ声を実施するなど

のごみの減量に取り組んでまいりました。 

 今日では、平成１２年度に約４万５，０

００トンありましたごみ量が、平成２１年

度には約２万５，０００トンとなり、１炉

運転の可能数値となってまいりました。こ

れは大阪府下ナンバーワンの減量率を達成

したことで評価をいただいております。こ

れも市民、自治会、事業所の理解と協力が

あってできたものであり、地域との強いパ

ートナーシップを構築し、ごみ減量に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 また、先ほどの入札を拡大することによ

って業者が廃業に追い込まれるといったよ

うなご質問でございますけど、当然入札に

よってそういった事例もございますけど、

なるべく業者に十分これまでの知識でもっ

て入札に参加していただきたいと考えてお

ります。 

 それから、職員の今後の委託拡大によっ

ての体制でございますけれども、当然、職

員といたしましては、これまでごみの減量

のさまざまな取り組みを行って目標の減量

数値を達成してきた自負がございます。直

営の区域は、継続した収集業務を行うこと

はもちろんでございますけれども、委託区

域においての適正なごみ収集が行われてい

るかも検証が必要かと考えております。今

後、そのための体制や課題もございます。

一番大きな課題といたしましては、不燃ご

みの処理等がございますけれども、埋め立

て処理を行っているフェニックスの次期計

画策定が現在進んでおらず、今後、本市の

不燃ごみのあり方を検討していかなければ

ならない状況にあります。もちろんこれも

環境職員全員で今後考えていかなければな

らないと思っております。 

 環境にかかわる職員といたしましては、

これからの地球温暖化対策など、環境教育

に取り組むことも当然必要と考えておりま

す。いかに職員のモチベーションが保てる

か、今後、収集業務を含めて職員ともども

検討してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 尐し答弁漏れがあったかも

わかりませんが、済みません、２回目の質

問にしていただいてもいいでしょうか。山

本議員。 

○山本靖一議員 一番肝心な入札の部分につ
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いてはご答弁がなかったんですけれども、

これは後できちっとお答えいただきたいと

思います。 

 それでお聞きしたいんですけれども、ご

み減量の一番の柱になってきたのが一般廃

棄物処理の基本計画、これは平成７年につ

くられた、その計画に基づいて今日がある

というふうに思うんですが、同時にエコア

クション２１の認証を受けました。そのレ

ポートは、２００８年度、環境レポートと

いうことで出されています。今、部長がお

答えになったこれまでの取り組みの詳しい

内容については、この１４ページから書か

れていますが、今のときに民間から直営へ

変えている自治体が生まれてきています。

規模も財政も違いますから、これは検証し

ていかなければなりませんけれども、横浜

市、なぜこれがそういう方向に進んでいっ

たのかということを一つ教えていただきた

いと思います。 

 同時に、３００日９０トンの炉を１炉稼

働するということになれば、年間２万７，

０００トン、これが処理の限界というふう

にお聞きしています。それを実現していく

ため、今、経済状況がこういう状況ですか

ら、さらにいろいろ変化してくると、この

１炉運転も怪しくなってくることは当然予

想されるわけですが、そこで、このごみの

減量というのは一層リサイクルとかいうも

のが必要になってくると思っています。 

 そこで大事なのは、今年の予算で５５６

万円かけてコンサルに委託をした基本計画、

これはいつできるのか。その基本計画は、

１０年間、摂津市のごみ行政を縛るような、

環境を縛るような中身になっているはずな

んですよ。それから、エコアクションの２

３でしょうか、これも恐らく今の時点では

できていなければならない。そういうもの

に基づいて、民間委託の拡大であるとか入

札についても、これはきちっとそれとの整

合性を持たせていくということが求められ

るのではないかと思うんです。 

 例えば、ごみの混入率の問題、直営では

２．７％というふうに聞いていますが、民

間は５から１０％です。いろんな自治体の

話を聞いてみますと、直営の部分と民間の

部分では住民の意識が全然違うと、これは

ご存じのとおりなんです。こういうものを

つくっていくためには、これ以上の民間委

託を拡大しない、むしろ横浜市の例などを

いろいろ検証してみる必要があるのではな

いかと。 

 そこで、もう一度お聞きしますけれども、

このエコアクション２３なり、あるいは一

般廃棄物の処理基本計画はいつできるのか、

これはどういうふうに位置付けしていくの

か、総合計画の関係でもこれはきちっと答

えていただきたいと思います。 

 それから、入札の問題ですけれども、こ

れは六つの業務を今、民間委託しています。

家庭ごみの収集、それから不燃物の収集、

この不燃物を処理する、さらには最後の灰

の処分、これを一つにくくって競争入札に

していくのか、いろいろやり方があると思

うんですけれども、問題は、摂津市が処理

施設を持っていない不燃物の処理の問題で

すね。これは、前回の７年につくられた基

本計画の中ではリサイクルプラザ、そこに

処分地も含めたいろんな施設をちゃんとつ

くるということになっておるんです。これ

は何回もご答弁になっていますが、市長も

今の経済状況の中で、財政的なことを随分

念頭に置かれているようですけれども、１

億４，０００万円毎年出している、この金

額が適正かどうか、あるいは高いか安いか、

それを検証する物差しを持つという意味で



 

 

２－４７ 

は、この処理施設を自前で持つ、運営はい

ろいろあると思うんですけれども、そうい

うことが基本計画でうたわれていたのに、

新しい基本計画でうたわれるかどうか、こ

れも非常に今後大事なことになってくると

思うんですけれども、そういうことで、こ

の随意契約に恐らくなるであろう不燃ごみ

の処理について、基本的な考え方として、

今の到達点を教えていただきたいと思いま

す。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。生活環境部長。 

○水田生活環境部長 横浜市の実例でござい

ますけれども、これまで横浜市につきまし

ては民間委託を行っておりました。最近、

直営に戻しているという実態がございます。

情報の確認をいたしますと、今後、災害を

見据えたごみ収集を考えておられるようで

ございます。といいますのは、委託エリア

に直営の職員が入っておられません。当然

そういう災害が起こったときのごみの処理、

これがやはり一番大事なものでございます。

そういったことから、そういった考えも含

めた危機感を持っておられるみたいで、民

間委託から直営へ移されたというふうに聞

いております。また、そういったことも含

めて、ごみの収集も含めて、職員みずから

が市民に直接説明に上がっているような、

摂津市が行っているような形でもって取り

組まれているというふうに聞いております。 

 それから、今現在、廃棄物処理基本計画

の策定中でございますけれども、これの策

定時期でございますけれども、２３年３月

を目標に今現在考えております。 

 それから、今度の一般廃棄物処理基本計

画の位置付けでございますけれども、平成

７年に基本計画を作成してきた中では、資

源リサイクルといった形でリサイクルプラ

ザの構想もございました。今現在、策定に

取り組んでいるものにおきましては、これ

までごみの減量のみならず、やはり地球温

暖化の防止といった形も含めた中での基本

計画になろうかというふうに考えておりま

す。今後、そういう策定委員の中でいろん

な議論をいただくわけですけども、当然、

可燃ごみ、不燃ごみ、ごみを一体どうして

いくんだと、２万７，０００トンの減量数

値目標を達成した中で、今後、ごみの減量

をどういった形で取り組むのかといったこ

とも策定委員の中で議論していただくこと

になろうかと思います。 

 それから、不燃ごみの件でございますけ

れども、今回、入札を予定いたしておりま

すものでございますけれども、本来廃棄物

に係るごみの委託でございますけれども、

今現在、可燃ごみ、不燃ごみ、それから臨

時ごみ、それから不燃ごみの処理、最終に

フェニックスへの運搬の業務もございます。

今般、入札の対象となりますのは、可燃ご

み、それから不燃ごみ、それからペットボ

トル、それと灰運搬でございます。不燃処

理の分については、今現在、市内に２社ご

ざいまして、その２社でもって不燃ごみの

処理をお願いしているところでございます。

本来でありましたら、今回、入札の対象に

は考えておりませんけれども、随意契約と

いう形で考えておりますけれども、なぜ随

意契約なのかというところでございますけ

れども、処理の施設が競争に適さない施設

でございまして、まず一つの施設について

は、現在、不燃物を搬入した後の手選別と

いった形の施設でございまして、そこでそ

ういう選別を行った後に、もう一つの施設

でもってフェニックスの埋め立てへ持って

いくための前処理として減容固化といった

処理を行って、フェニックスへの搬入とい
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ったものでございまして、施設そのものの

処理の部分が競争になかなか適さないとい

ったところから随意契約といった形で残っ

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 部長、質問者は今回の処理

基本計画の中に中間処理施設を市内につく

るかどうかのことを盛り込むかどうかにつ

いての今の到達点をお聞きになられていま

すので。生活環境部長。 

○水田生活環境部長 先ほど申しましたよう

に、今、フェニックスの埋立地の次期計画

がまだ出されておりません。といいますの

は、当然、不燃ごみの処理をどういった形

で今後していくのか、市でもって独自で処

理をしていくのかといったことも今後検討

していかなきゃならない。平成７年の基本

計画の中には、現在ありますリサイクルプ

ラザ構想がございました。今後、新たな基

本計画を策定する中では、不燃ごみの処理、

フェニックスの今後の動向も含めた中での

議論をしてなければならない、現在、そう

いうところの状況でございます。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 一番肝心なところを答えて

おられない。つまり、平成７年につくった

基本計画が生きているわけですよ。ずっと

その構想で来たわけですね。今回の入札に

かけられない一番の問題は、自分のところ

が立てた計画を実施できていないから、は

かる物差しがないということ、しかも、新

しい基本計画がまだできていないと。エコ

アクションについても、これはもっと厳し

いものになるというふうに言われているの

に、そういう計画ができていない段階から、

もう既に新しいことを始める、つまり、ご

み減量の一番柱を担ってきた直営の部分、

これはいろんなことで、副市長なども委員

会でいろいろ答弁されていますけれども、

本当に摂津市が頑張ってきた、その中身に

ついて、やっぱり柱として残していく、そ

ういう計画があれば、その計画に基づいた

１０年間のごみの処理というものが見えて

くると思うんです。総合計画には尐ししか

触れられていません。 

 肝心かなめのこの問題について、ちょっ

と時間がありませんけれども、燃やせない

ごみの問題のフロー図を見ていきますと、

摂津衛生、ミシマから北大阪清掃へ１トン

当たり１万２，７２０円、２，５７９トン、

これで３，２８０万円かかっています。そ

れから、ずっと運搬することにお金がかか

ります。鍵本産業ヘ行きます。燃えないご

みの処理で２万１，８４０円、２，３００

トン処理します。これで７，０２３万円で

す。この処理のためにずっと運搬するんで

すけど、運搬するたびにお金がかかるよう

な仕組みになっていますよね。これの運搬

費だけで２，５３５万円かかっているんで

す。こういうことが適正かどうか、このこ

ともまた随意契約にかけていくということ

になれば、他の業者がそのことをよしとす

るようになるのかどうかというような私は

思いがするわけです。したがって、こうい

う計画ができてからそのことを処理してい

くということが本来の姿ではないか。つま

り、処理の施設を基本計画の中でうたうの

か、それから民間委託についてどういうふ

うにしていくかという、その計画がまだで

きていない、その段階で出発してしまうと

いうのは、総合計画とも、それから今言い

ましたエコアクションの問題、それから基

本計画の問題、こういうものを無視してど

んどん走ってしまうということになりはし

ないかという思いがするわけです。したが

って、今はこのことができ上がってから整
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合性を持たせてきちっと業者に対応してい

くと、こういうことが本来摂津市の姿勢と

して私は大事なことではないかと思うんで

すけれども、こういうことについて、もう

一度ご答弁をお願いしたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 副市長。 

○小野副市長 さまざまなご指摘をいただき

ました。それで、もう一度議論の整理をさ

せていただきたいと思います。 

 今、山本議員が言われたように、この補

正２号で、ごみ収集の運搬業務委託で、２

３年から２７年の５年間で債務負担をお願

いいたしました。これが７億７，５６０万

円でございました。これは、今言われてい

るように、家庭ごみの可燃と不燃、これが

約５億１，０００万円弱、ペットボトルが

２億１，５００万円弱、焼却灰が５，２０

０万円でございます。 

 それで、森山市長のもとで現業職員の不

補充をやってまいりました。今回、出そう

としておったのが５，５００世帯分をプラ

スすると。それで、今まではこれを正職６

人でやっておりました。私どものこの設計

金額が３，３９０万円であります。したが

って、もう尐し具体的に言いますと、現在

の委託料は１世帯当たり可燃、不燃で８５

７円であります。設計金額は５９５円であ

りますから、この時点の設計金額で約３，

０００万円の減をして、この債務負担を組

んだということでございます。したがいま

して、この５９５円というのは上限であり

ますので、ここから入札が始まりますから、

我々はもっと安くなる期待をいたして組ん

だ中身でございます。 

 それで、今ご指摘の２０年度予算の中で、

いわゆる不燃ごみを集めてきて、そして不

燃ごみの選別とか中間処理とか、その選別

後の燃えるごみの処分で、山本議員は１億

４，０００万円と言われています。トータ

ルしたらもう尐しいくかもわかりません。

１億７，０００万円ぐらいいくのかなとい

うふうに思いますが、これで５年間で約８

億円ぐらいはいくだろうというふうに見ま

す。これが随契の中身になっている中身だ

ということをご指摘受けているわけです。 

 それで、今のこの状況の中で、現在は直

営が７４％、委託が２６％、森山市長のも

とにおける現業職員不補充によって、今回

の入札では直営６１％、委託３９％まで持

っていって、今後の職種替え等々によって、

もう尐し委託業務を拡大したいというのが

私どもの考え方でございました。それで、

このお金の中で、私どもが今言われている

中身から、いわゆる運搬業務があります。

それで、これは、今このことについても随

契でいいのかどうかという議論が若干中で

ありますので、一つはこの入札の債務負担

で議決願った中身を先に走って、そして、

この不燃ごみの選別、中間処理、選別後の

燃えるごみの処分の部分をもう一度整理し

て債務負担にお願いする、いわゆる入札に

できるものがあるなら入札にする、随契に

するなら随契の部分を残すということを考

える必要があるかなと。これも時間がござ

いませんので、一定ぎりぎりのところに来

ておりますので、今、この中身についての

一定の結論は、４月からやろうと思えば、

私は１２月には説明会をまずやって、１月

には入札をしなければ、多分４月からはで

きないような状況まで出ておりますので、

今、その形が出ておるということを率直に

認めざるを得ないというふうに思っており

ます。 

 それから、中間処理の問題でありますけ

ども、これは、私も記憶があるのは、当時

平成１５年ぐらいのリサイクルプラザの中
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で、摂津市の清掃事業組合の代表の方が来

られまして、この中間処理を摂津市で行う

と、我々に任せてくれないかと、その中身

を我々にやらせてくれないかという議論が

ありました。これは私も思い起こしますと、

そのとき摂津市清掃事業協同組合、これが

いわゆる事業系ごみの５社であります。５

社の代表の方が来られまして、そのときは

森山市長ではございませんでした。ただ、

あのときは、たしか銀行筋もつけて、我々

がそのことをやるというような議論もあっ

たように思っていまして、そのようなこと

から、ただ、１７年のあの厳しい財政状況

の中で、我々はそのことまで乗り切れなか

ったという問題がございます。それで、こ

の問題をどうするかにつきましては、私は

最も確かに望ましいのは、市内のごみはで

きる限り市内で処理するという観点に立つ

ならば、この中間処理施設は市が関わる処

理施設で行うことが望ましいと言われ、こ

れは否定はできないと思います。ただ、そ

のときに財源がまた要るということが一つ、

それから、それを建てたとしても直営で行

うことはまず考えられない。その中身の運

搬とか運転とか稼働とか作業とか処理とか

維持管理業務はすべて指名競争入札で行う

というようなこと、これが各市の多くの自

治体でやっておられることも承知をせざる

を得ないなと。ただ、財源的にこの中間処

理施設、八町のあそこでこれをどういうふ

うにするのかということは決めておりませ

ん。この問題は、あのときは頓挫をして今

日まで来ておりますので、そのことの中身

は、山本議員が言われている部分は否定は

いたしませんが、このことを今直ちにイエ

スとかノーとか言えるような形にはなかな

かなり得ない。ただ、過去には摂津市清掃

事業協同組合さんのほうから、我々の手で

建てたいということはあったと。私もあの

とき二、三回お会いをしたことは覚えてお

ります。 

 したがって、今言えることは、まず７億

７，５６０万円の債務負担は、着々と４月

に向けてやらせていただく。そして、今、

ご指摘の部分、私が言いましたことについ

ては、もう一度整理をした上で、入札すべ

きところは入札にして、その分は債務負担

でお願いする。そして、随契にするものは

随契にする。そのときに中間処理施設は一

体どういう形でいくのかと。自前処理を基

本という原則に立つのであれば、この問題

をどう解決するかということについては、

いま一度整理する必要があると思いますの

で、きょうの場面においては、この時点で

そのことについて全体を含めてやるという

ことは申し上げられませんので、今考えて

いるところは、まず７億何ぼの分はやらせ

ていただいて、４月以降について、今から

すぐに検討を始めますので、そのことをも

う一度議論したい。そして、万一このこと

が全体でやるべきという担当の意見、また、

その処理計画の中身もそのことがあるのだ

ったら、それはそれで我々は聞いた上で議

会ともう一度議論をさせてもらわなければ

ならないかもわからない。ただ、今のとこ

ろは、中間処理の問題はこれでいくという

ことはなかなか申し上げられない。ただし、

これは、山本議員が言われているのは過去

の経緯を見ても否定できるものでもないと

いうことは、十分承知はいたすべきであろ

うということは申し上げておかなきゃなら

ないなというふうに思っているところでご

ざいます。（「議事進行」と山本靖一議員呼

ぶ） 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 今の副市長の答弁は了とす
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るわけですけれども、しかし、今聞いてい

ますのは、一般廃棄物の処理基本計画、こ

れは２月にできるというふうにおっしゃっ

ていました。それから、エコアクションの

問題も、まだ今、作成中ですよね。こうい

う大事な計画をつくっている最中に先に行

ってしまうということについては、整合性

を持てるのかと。つまり、今、副市長が答

弁をされたようなことが、その中に盛り込

まれればそのことになるかもしれないけど、

それは結果論で、今からその話をされると、

この基本計画を縛るということになるんじ

ゃないかと。そういう意味で、基本計画と

エコアクションの関係をどういうふうに整

理をするかという、この点についてはきち

っと整理をしていただきたい。ぜひこの点

は大事なところですから、整理していただ

くようにお願いします。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後２時４１分 休憩） 

                 

（午後３時２９分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 補足答弁を求めます。生活環境部長。 

○水田生活環境部長 貴重な時間を大変申し

わけございません。先ほど、山本議員のご

指摘いただきました一般廃棄物処理基本計

画と委託も含めましての整合性について、

検討させていただき、後日、議会にもご相

談させていただきたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 山本議員の質問が終わりま

した。 

 次に、木村議員。 

  （木村勝彦議員 登壇） 

○木村勝彦議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問を行います。今後１０年の摂津

市のあるべき姿、そしてまた行政運営の進

路を示す第４次総合計画基本構想について

は、行政の継続性、一貫性という見地から

すれば、現在までの総合計画の総括、事業

仕分けをすることが必要と考えます。過去、

現在を踏まえて未来があるという立場で質

問をいたします。 

 まず、都市核整備についてであります。 

 第３次の総合計画基本構想第１章「つど

い、にぎわう好感都市づくり」において、

都市核等の整備についての記述があります。

北部都市核、西部都市核、南部都市核、東

部都市核について記載がされています。各

都市核の整備・成果に対する評価をお答え

ください。中でも、東部都市核についての

基本になるのは、やはり地下鉄２号線延伸

計画でありますが、これは、近畿圏におけ

る望ましい交通のあり方、近畿地方交通審

議会答申８号において、平成１６年１０月

に実現不可能となりました。当該地域の住

民は、一部不動産業者の「地下鉄が来る」、

「モノレールが来る」という宣伝文句を信

じて住まいを購入し、失望して転居した人

もたくさんいます。さすれば、地下鉄延伸

計画を抜きにして、東部都市核づくりにつ

いて今後どう進めていき、第４次総合計画

の中でどのように反映していくのかお答え

ください。 

 次に、北部都市核については、ＪＲ千里

丘西口駅前再開発は、現在まで準備組合を

中心にして作業を進めてきましたけれども、

当初の計画の予定どおりには進んでいない

のが実態であります。この計画の進捗なく

してＪＲ千里丘西口駅前における商業や都

市軸結節点の活性化を進めることは不可能

であります。ここで一度原点に戻って、事

業の進捗状況と現状についての総括と今後

の取り組みについて再検討する必要がある

と考えます。府下の組合方式で取り組んで
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いる自治体の状況、実態も含めて答弁を求

めます。 

 ２番目に、商工農政についてであります。 

 都市農業における伝統野菜の基本構想に

おける考え方についてであります。国連は、

世界の人口が２０３０年に８０億人を超え、

世界の米生産を１９９７年から９９年の年

間生産量より３８％増やさないと食糧危機

に陥ると警告しています。一方、全国の耕

作放棄地は４０万ヘクタールに達し、農業

者の平均年齢は既に６５．８歳であり、農

業従事者は半減し、２６０万人となってお

ります。農村の荒廃が進んでいます。摂津

市のように、都市近郊農業はより深刻な状

況である、そのような状況の中で、伝統野

菜である鳥飼なすを農業振興会が中心とな

って栽培を行っているが、これとて高齢化

が進み、前途多難であります。技術継承と

拡大策について答弁を願いたいと思います。 

 ３番目の人口の推移についてであります

けれども、昭和３１年に味舌町、味生村、

鳥飼村が合併し、三島町が人口１万７，０

５４人のまちとして誕生し、その後、三宅

村の一部を編入して、昭和４０年には人口

４万３，４７９人となり、昭和４１年１１

月に府下２８番目の都市として摂津市が誕

生しました。その後の人口の推計を見ると、

第１次総合計画では１２万４，８００人、

第２次総合計画で１１万人、第３次総合計

画では１０万人、そして今回の第４次では

８万人を見込んでいます。日本の人口は、

予測では２０５０年には９，０００万人に

なるとされています。各種の予測調査で、

人口予測は最も正確だと言われている中で、

摂津市の人口予測は現在まで大きく外れて

います。人口が減るということは、まちに

活力がなくなります。そういう立場からす

れば、第４次総合計画の８万人という予測

はあまりにも消極的であり、もっと夢の持

てる人口を増やすという計画が総合計画で

はないでしょうか。摂津らしさ、摂津だか

らできる夢の持てるまちづくりを進めるべ

きだと考えます。答弁を求めます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号１番の（１）

第３次総合計画での各都市核の整備成果に

対する評価についてでありますが、北部都

市核のＪＲ千里丘駅西口につきましては、

市街地再開発として準備組合を中心に先進

事例の視察や勉強会などを行い、事業化に

向けて取り組まれており、最近では再開発

事業に参加した住宅事業者を講師とした勉

強会なども開催されているところでありま

すが、具体的な事業のめどが立っていない

のが現状であります。また、大阪府より、

府下の再開発事業の組合施行は２市ぐらい

に減尐している中、大阪府の補助金確保も

困難な状況になっていると聞いており、準

備組合にもその旨を伝えているところであ

ります。準備組合では、近々役員会を開催

され、大阪府の現状等について話をされる

と聞いております。 

 次に、西部都市核の阪急正雀駅周辺整備

につきましては、今日まで地元商業者を中

心とする若手懇談会などにより、正雀まち

づくりについて検討を重ねてまいりました

が、現在は、話し合いの場として正雀駅前

地区まちづくりワークショップを開催し、

ソフト面の活動を通じて将来へのまちづく

りへとつなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、南部都市核につきましては、大阪

モノレール事業による南摂津駅周辺整備と
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して、区画整理事業による整備は完了し、

新たなまちを形成いたしております。 

 次に、東部都市核につきましては、具体

的な面整備ではなく、主要幹線道路による

利便性、回遊性の向上を図ることを目的と

しており、ご質問の都市軸結節点の整備に

かかわる都市核であると思っております。

特に、東西を貫く都市計画道路大阪鳥飼上

上田部線につきましては、部分的な改良は

なされておりますが、局部的に危険な箇所

が存在することも認識いたしており、都市

計画道路千里丘正雀一津屋線も併せて、安

全で安心した利便性、回遊性を提供する目

標を達成するため、両路線は府道でありま

すことから、今後も引き続き整備着手につ

いて、大阪府へ要望してまいりたいと考え

ております。 

 ただ、まちづくりには期間を要するもの

と考えており、さまざまな条件で事業化の

判断時期が重要と考えており、第３次総合

計画での都市核整備につきましても、都市

核ごとの諸条件を整える環境づくりの中で

判断する時期が来るものと思っております。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 総合計画に関するご質問

のうち、地下鉄と人口の推移についてご答

弁を申し上げます。 

 まず、地下鉄でございますが、本市では、

大阪市営地下鉄２号線の延伸を目指し、昭

和５５年に周辺市町と淀川右岸三市一町地

下鉄延伸連絡協議会を発足させ、鳥飼中１

丁目交差点付近に駅を設置できるよう鋭意

調査・研究をするとともに、その結果をも

とに運輸局、大阪市など関係諸機関に要望

し、延伸を働きかけてまいりました。本市

をはじめ関係市町では、この地下鉄２号線

の延伸を最大限生かしたまちづくり、都市

核の形成を計画しておりましたが、平成１

６年１０月に出された近畿地方交通審議会

答申８号、近畿圏における望ましい交通の

あり方において、今後は関係自治体等を中

心に検討することが適当であるとの答申が

なされ、地下鉄２号線の延伸は事実上不可

能であるとされたものでございます。 

 このことを受けまして、当協議会でも再

三議論をいたしましたが、１キロメートル

の整備に３００億円もの費用を要すること

と、需要予測等を勘案いたしますと、費用

対効果は極めて低いと言わざるを得ないわ

けでございまして、地下鉄２号線延伸計画

の復活の可能性はないという結論に達し、

平成２１年１１月末をもって協議会を廃止

したものでございます。 

 次に、人口推移についてご答弁を申し上

げます。 

 大阪都市圏のベッドタウンとして発展を

してきた本市にとって、総合計画に基づく

人口増加を原動力とした都市の発展をまち

づくりの目標としてきたところでございま

す。このことから、本市では第１次総合計

画で人口１２万４，８００人、第２次総合

計画で１１万人、第３次総合計画では１０

万人を想定し、この人口増加を見込んだま

ちづくりを進めてまいりました。確かに全

国的に人口が増加するとともに、大阪市か

ら周辺都市へと人口が流入し、経済が右肩

上がりであった時代の総合計画としては妥

当なものであったと考えております。しか

しながら、現状について客観的に見ていき

ますと、我が国全体が人口減尐、尐子・高

齢化の流れにあるとともに、デフレ経済下

では社会資本整備が必ずしも民間資本の投

下に結びつかないというのが現実でござい

ます。現在、人口減尐社会へと移行する中、

自治体がまちづくりの基本とする総合計画
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で、将来の目標人口をどう扱うか苦慮して

いる現状がございます。これまでのような

右肩上がりの目標設定は無理がある一方で、

人口減尐を認めるだけでは夢を描き切れな

いということで、目標人口を定めない自治

体もあらわれてきております。 

 本市におきましても、第４次摂津市総合

計画におきましては、平成３２年度の人口

を８万人と見込んでおりますが、これはあ

くまでも現在与えられているさまざまな指

標を組み合わせて算出した推計人口でござ

います。これまで、全国の自治体で総合計

画の策定に際し、目標人口を高く設定し、

その目標に向かうという姿勢を前面に出し

た夢のある計画づくりが重視されてきたと

いうことは事実でありますが、今後は、よ

り現実的、実態的な面に目を向けるととも

に、限られた資源での行政経営をしっかり

念頭に置いた上で、将来人口を明確に見据

えた市民サービスのあり方をはじめ、行財

政運営のあり方、また、今後急激に進行が

予想される高齢化の問題も併せて、今後、

第４次総合計画を推進していく中で議論し

ていくべきであると考えておるところでご

ざいます。 

 市といたしましては、人口が減尐するこ

とをよしとしているわけではなく、基本構

想中に示しました目指す将来都市像を実現

するため、市の基本姿勢として、住み続け

たいまち、安心を実感できるまち、まち育

てという新しい発想、摂津らしさ・強みを

生かすという四つの基本姿勢に基づいたま

ちづくりを進める中で、市民満足度を高め、

結果として多くの方々が住みたくなるまち

づくりを進めてまいりたいと考えておると

ころでございます。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 商工農政について、都

市農業に伝統野菜の基本構想における考え

方について、ご答弁申し上げます。 

 都市農業における伝統野菜につきまして

は、摂津市の農地の大半は小規模農家によ

る水稲栽培によって利用・保存されている

のが現状であることから、畑転作に伴いま

す高収益な都市型農業の振興につきまして

は、摂津市伝統野菜の鳥飼なすのブランド

化推進策を一層効果的なものにし、都市農

業の再生を図っていかなければなりません。

現在、摂津市内で鳥飼なすを生産販売され

ておられるところは、摂津市農業振興会と

個人で２か所ございます。また、摂津市も

鳥飼なすの作付農家につきましては、花と

みどりの景観事業で補助金交付支援を行っ

ているところでございます。また、国から

の利活用自給力向上補助金の対象にも該当

するよう支援しているところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、農業者の高齢化や

後継者問題も深刻な問題になっており、生

産技術の伝承も考慮しなければならない状

況であると考えます。 

 現在、市民農園利用者の希望する方には、

鳥飼なすの苗を無償で提供し、７月と１１

月の品評会には鳥飼なすコーナーを設け、

一般農家、市民農園利用者と区分して生産

技術を競っていただいております。将来的

には、市民農園利用者の方々が摂津市の伝

統野菜の鳥飼なすの生産技術を広く習得し

ていただきたいと考えております。このこ

とから、市民農園利用者に鳥飼なすの管理

運営も含めた野菜育成研修会を開催し、育

成技術の習得を目指した研修会を検討して

まいります。 

 なお、市民農園での生産販売については、

摂津市市民農園貸付要領第９条の禁止行為

の中に、営利を目的とし、作物を栽培する
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ことを禁じていることから、市民農園以外

での農地の利用等を今後検討してまいりた

いと考えております。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 東部都市核につきましては、

先ほど質問でも申し上げましたし、答弁の

ほうでもありましたけれども、地下鉄２号

線延伸問題が、これは頓挫をいたしました。

ということになりますと、これが頓挫して

東部都市核が全く手つかずになるのかとい

ったら、私はそういうふうにはならないと

思います。その東部都市核に接続していく

都市軸、とりわけ道路の問題が残っている

と思います。そういう点では、あそこを通

過している大阪高槻線と通称言われている

んですけれども、その拡幅問題は、今のと

ころ大阪府は凍結路線として凍結をしてお

りますけれども、この前、一部山新金物の

近くでその問題が門戸を広げられました。

そういう点からすれば、今後、一津屋交差

点までの間、とりわけ今回、あそこのうど

ん屋さんができましたけれども、あそこで

急に歩道が狭くなっておりまして、大変危

険であります。そういう点では、市民の安

全・安心という点からすれば、そういう都

市軸、道路網の整備は、私はぜひともやっ

ていかなければならないと思っております。

大阪府が凍結にしておるから摂津市は全く

手が出せないということではないと思いま

す。先ほど言いましたように、一部門戸が

開かれましたから。そういう点では、やは

り東部都市核の中での道路整備という点で

は、あの道路の拡幅問題は引き続いてやっ

ていくべきだと私は考えておりますけれど

も、その辺については、市としては、やは

り大阪府の事業であるので、凍結路線だか

らどうしようも手がつけられないというこ

となのかということの考え方を一遍聞かせ

てもらいたいと思います。 

 それともう一つは、それに付随する新在

家鳥飼上線、新幹線の側道でありますけれ

ども、これも市のほうに移管をされて市の

管理になっておりますし、そういう点では、

この道路整備は、市の直轄的な、大阪府の

道路計画じゃなしに摂津市が計画をする道

路ですから、これは、摂津市の意向で動か

していくことは私は可能だと思っています。

予算も含めて、やはりその点のことについ

て、今日までいろんな議員から問題提起を

してきましたけれども、４０年を過ぎた段

階でも、なおかつまだ一向に進まないとい

うことでは、やっぱりあそこの交通安全と

いうことを守っていけないと思います。そ

ういう点では、この問題については、予算

がやっぱり裏づけになってきますから、副

市長のほうから一遍、今までの過去の経緯

も含めて答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、人口問題につきましては、今、

答弁がありましたけれども、なるほど尐

子・高齢化の中で、どことも日本の国全体

が、人口問題は非常に大きな問題として悩

んでおるわけでありますけれども、私は、

そうかといって手をこまねいていてはいけ

ないと思います。先ほど市長のほうからも

摂津らしさ、あるいは摂津だけというよう

なことも含めて取り組んでいかなければな

らないということをおっしゃいました。そ

ういう点では、私は過去において摂津市が

摂津訴訟を提起して、そして、教育施設、

あるいは福祉面でゼロ歳児医療費の無料化、

あるいは乳幼児医療費の無料化、老人医療

費の無料化など、福祉を前面に出して国を

相手に裁判をしながら、その問題に取り組

んできましたし、そのことによって、やっ

ぱり教育が相当充実をされました。１小学

校、１幼稚園、１保育所という形で整備を
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されて、若いお母さんたちが摂津市へ行け

ば安心して子育てができるということで、

多くの若い夫婦が摂津市へ来られました。

急激に人口が増えて、摂津市の人口が増え

る中で摂津市が発展していったという経緯

があります。そういう点では、何もしない

で、同じようなことをしろとは決して申し

上げませんけれども、やはり摂津市だから

できる、そういうアクション、行動を起こ

す中で、摂津市へ行けばこれこれが安心で

きるんだということの方向性を示すことに

よって市民を呼び込むというようなことも

私は可能になってくると思います。そうい

う点では、やはりそういうことに思いを起

こすべきだと思うんですけれども、その辺

のことについて、市としてそういうことは

今のところ考えられない、財政的な面、あ

るいは今の社会状況、経済状況を考えると、

そういうことは無理だということになって

しまうのか、何か知恵を出して人口増を図

っていくということのお考えがないのか、

その辺のことについてお聞かせ願いたいと

思います。 

 鳥飼なすの問題は、先ほど申し上げまし

たように、今、農業振興会が中心になって

やってもらっておりますけれども、非常に

高齢化が進んでおります。次の後継者を育

てるという点では、大変今、危機的な状況

に私はあると認識をいたしております。そ

ういう点では、鳥飼なすをどのような形で

残していくか、普及をしていくかという点

では、先般、テレビで放映しておりました

けれども、私のおやじの広島の福山市が、

お正月のおせちに向けてクワイの出荷をさ

れておりました。そのクワイが、だれが栽

培をしておるかといいますと、建設業者が

お百姓さんの土地を借りてクワイを栽培し

て出荷をされておるというような実態を見

ました。そういう点では、そういう民間の

力も借りながら、今の鳥飼なすをこれから

も伝統野菜として守っていく、そういうこ

とも私は必要かと思います。そのような福

山市のような考え方を持って存続させてい

くというのも一つの方法だと思うんですけ

れども、その辺のことについて、市として

のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、北部の都市核の問題ですけれ

ども、第４次総合計画基本構想にも引き続

き課題となっているＪＲ千里丘西口駅前の

整備があります。摂津市の表玄関である千

里丘西口にシャッターのおりた店舗が多数

残っているという現実は、市内商業の活性

化を進める上で大変マイナス要因となると

考えております。商業の推進は、市内事業

所の半数を会員に持つ商工会が積極的に課

題に取り組み、市と連携を図ってこそ高い

目標が達成できるものと考えております。

そのためにも、商工会が事業者支援のため

に、かつ積極的にかかわっていく必要があ

り、市内事業者が行きやすい、利便性の高

い場所へ進出することが不可欠と考えます。 

 こうした中、摂津市駅前に建設をされま

した大手マンションのモデルハウスの分譲

後の活用策として、（仮称）産業会館など

として商工会が入居をし、市内の商業及び

工業の事業所経営支援や、あるいは誘致活

動の拠点としてはどうかと考えますが、こ

の点については大変大きなテーマでありま

すし、そういう点では市長に答弁をお願い

したいと思います。 

 また、鳥飼なすについては、先ほど申し

上げましたように、福山のことも含めて、

鳥飼なすを摂津市の大切な農産物資源とい

う認識を持って、普及促進を目指した構想

として取り組んでいただくことを特に要望

としておきます。 
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 一応２回目としてはそれだけです。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

都市整備部長。 

○小山都市整備部長 第３次総合計画におい

て、都市軸結節点の整備にかかわり、未整

備の都市計画道路のうち、大阪鳥飼上上田

部線につきましては、大阪府の管理道路で

ありますことから、府が事業すべき都市計

画道路であるとの認識をいたしております

が、大阪府の財政再建プログラムの評価に

より、事業凍結路線として位置付けられ、

事業化のめどが立っていない中、今日まで

早期着工を強く要望を重ねてまいっており

ます。しかしながら、今後、都市計画道路

としてではなく、既存の道路の観点から、

歩道が狭小で非常に危険度の高い箇所も見

受けられ、福祉のまちづくりの観点から、

歩道を２．５メートル確保することで、暫

定的でありますが、市民の方々に安全を提

供できる箇所もありますことから、大阪府

に対しまして、ピンポイント対応の取り組

みも視野に入れ、事業化の要請をしてまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 人口の問題につきまして、

摂津らしい施策、取り組みをすることが大

事だというご指摘でございますが、まこと

にそのとおりというふうに思います。今回

の総合計画をまとめるに当たりましては、

市民の方に大勢お集まりをいただきまして

市民会議を開催いたしました。その中で、

やはり市民の方も摂津のまちが非常に市域

の狭い、特段どこといって誇るというほど

のものはないけれども、しかし、このコン

パクトさ、住民同士がしっかりつながって

お互いに仲よく暮らせるまち、小さいけれ

ども、そのことが生かせるんだというよう

なご意見も多数ございました。そういう市

民の方ご自身がお考えの、いわゆる摂津ら

しさ・強み、その辺を十分生かしながら施

策を展開していく。とにかく今お住まいの

方が、やっぱりこのまちに住んでよかった

というふうに思っていただく、そういう施

策の展開は必要だというふうに思っており

ますし、その中にはいろんな福祉施策も当

然必要になってくるんだろうと思いますけ

れども、具体的にはこれから総合計画を推

進していく中で、個々の施策については検

討させていただきますが、基本的には市の

強み、これを生かしながら、摂津市らしい

まちづくりをこれから進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○藤浦雅彦議長 副市長。 

○小野副市長 道路整備につきましての過去

の経緯も踏まえてということで、若干申し

上げたいと思います。 

 この大阪鳥飼上上田部線、新在家鳥飼上

線につきましては、これは平成１５年ぐら

いからこの議論がされまして、木村議員も

厳しくこの整備を求められてまいりました。

また、他の議員からも何回となくこの本会

議でお聞きをいたしました。 

 それで、この問題の中身の前提といたし

まして、確かにこの道路整備問題というの

は、バブルの最盛期のとき、平成３年あた

りに一気に、当時を見てみますと、平成２

年の普通会計の投資的経費が２５億円だっ

たものが、平成３年には６３億円に伸ばし、

平成４年には１１０億円、平成５年には１

０９億円まで伸ばしました。そこから約６

０億円、７０億円時代を迎えて、平成１７

年に極めて危ないということで、平成１４

年ぐらいから１けた台で５年間推移したと。

そのことによって公債費のピークは脱した

ということであります。 

 ただ、このことが毎年出てまいっておる
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のは、木村議員ご指摘のように、市道整備

を担当課からは厳しく求められてまいりま

した。森山市長になりましてからも相当伸

ばしてまいりましたが、そこを辛抱してき

たために、市道問題は、市長も数多くの苦

情なり要望を聞いておられることは間違い

ございません。それで、そういう全体的な

中身の中で、この新在家鳥飼上線は、部長

が言いましたように、現道が市道でござい

ますが、ご存じのように、中央環状線から

番頭面水路の間は約８００メートルと聞い

ておりますが、この未整備区間が、都市計

画道路として整備着手は、今日の財政状況

から見たときに極めて困難というふうに考

えております。ただ、現在の状況といたし

まして、既存水路のふたがけをして、歩道

は整備されておりますし、番頭面水路から

西の約１５０メートル区間は歩道がないと

いう再三のご指摘を受けてまいりました。

極めて危険度の高い箇所であるとの認識は

共有いたしております。今後、安全確保の

観点からも整備が必要であるということに

ついては異論がございません。 

 それで、今申し上げましたように、市内

の既存道路の危険箇所の中身が毎年担当部

から上がってまいります。そして、この新

在家鳥飼上線についても極めて緊急度の高

いものということは承知いたしております。

今後、２３年度予算、会派懇談もやらせて

もらいますが、１月には市長査定がござい

ますので、担当部からは厳しくその辺が上

がってくると思いますので、その中の予算

をどこまで伸ばすことができるか、やっぱ

りここまで辛抱願ってきた議会に対して、

市民に対して、ここのことをどう具体的に

するか、２３年にいくのか、いけないなら

２４年にいくのか、これははっきりすべき

時期であるということには異論はございま

せんので、そういうことの中で２３年度予

算の中で具体的に検討をさせていただきた

いというふうに考えているところでござい

ます。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 木村議員の質問にお答えをいた

します。 

 よく言われる言葉で、産・官・学という

言葉がよく使われますけれども、さように

商工行政、これは大切なテーマではないか

と思っています。特に摂津市は、何度も言

いますけれども、小ちゃな市域で山も谷も

ないと。平坦なところで６０％以上が準工

地帯、この中に４，０００近い事業所がひ

しめいていると言ったら怒られますけれど

も、あるわけでございます。それぞれの事

業所は、納税、そして雇用等々、まちづく

りに非常に大きく貢献をしていただいてお

ります。これは商業も全く一緒でございま

す。 

 そういうことからいいますと、摂津市に

おける行政、そして商工会、これはある意

味では両輪と言ってもいいと思います。そ

ういうことで、商工振興、これはしっかり

と目を向けていかなくてはならないと思い

ます。 

 そこで、ただいま木村議員のほうから、

零細企業等々のいろんな支援をする商工会

の拠点、これをまちの中心部に移したらど

うかといいますか、ご提案をいただきまし

た。非常にタイムリーといいますか、的を

射たと言ったら怒られますけれども、ご提

案ではないかと思います。マンションの、

今モデルハウスになっておる場所、これは

まさに中心部でございます。ここ２年３年、

まだ稼働すると思いますが、その後の方針

について、ただいまのご提案を前向きに検

討していきたいと思いますので、またご協
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力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 商工会の産業会館の問題に

ついては、今、市長から大変前向きなご答

弁をいただきました。南千里丘のまちづく

りのコンセプトは産・官・学でしたね。学

生マンションのところに商工会の会館が入

っていくという計画があったんですけども、

これが頓挫をしてしまいました。そういう

点では、あのモデルハウス、議会も駅前等

再開発特別委員会で現地視察もしました。

大変強固な基礎の上に建っております。そ

ういう点では、あれを更地にして返しても

らうということは当初の約束だったと思う

んですけれども、あの立派な建物をつぶす

ということは、大変私はむだなことである

と思いますし、そのまま返していただいて、

市がそういう仮称の産業会館的な機能を持

った施設として残していって、そこに商工

会も入っていくということになれば、非常

に商工業の発展に対しても大きく私は寄与

していくと思いますし、そういう点で、今

後、機能が終わった段階でそういう形が必

ず実現をするということになりますように

心から念ずるものであります。 

 副市長から答弁をいただきました新在家

鳥飼上線の問題、これは先ほど答弁にもあ

りましたように、１５０メートルの間は歩

道がありません。そういう点では、あそこ

まで一応水路のふたをした歩道があるけれ

ども、その後、歩道がなくなってしまって

大変危険であるということを地域の皆さん

から大きな声で私たちのほうに届いてきて

おります。そういう点では、これは主体的

に、先ほど申し上げましたように市が取り

組める事業ですから、やはり市民の安全・

安心、交通の安全の立場からしても、ぜひ

とも一日も早い歩道の確保ということが実

現するようにお願いをしておきたいと思い

ます。 

 千里丘西地区の駅前再開発、先ほど答弁

がありましたけれども、府下でも数尐なく

なってきた組合方式、これが、多分ほぼ大

阪府は縮小の方向に向けていくと思います。

補助金もカットしていくという形をとって

いくと思います。そういう点では、非常に

先行きは不透明でありますし、そういう中

で摂津市が組合方式をこれからもずっと最

後まで未来永劫追求していくのか、やはり

そのことも含めて一定の方向転換も図って

いかなければならないという時期がいずれ

私は来るのではないかと考えております。

そういう点では、長年の懸案事項、地元の

地権者の協力も得られないという困難な問

題がありますけれども、やはりその問題を

克服して、今の西の再開発が東の再開発と

有機的に結合して、あの地域が発展してい

く、そういうことになっていくように、こ

れからも鋭意努力をしていきたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

○藤浦雅彦議長 木村議員の質問が終わりま

した。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後４時６分 延会） 



 

 

２－６０ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 
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１ 議　事　日　程

1， 一般質問

　山　崎　雅　数　議員

　嶋　野　浩一朗　議員

　弘　　　　　豊　議員

　原　田　　　平　議員

　南　野　直　司　議員

2， 議 案 第　７１号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

議 案 第　８１号 摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書センターの指定管理者指定
の件

議 案 第１０２号 摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　７３号 平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

議 案 第　７５号 平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　７７号 平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　７９号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　８０号 平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　８２号 摂津市青少年運動広場指定管理者指定の件

議 案 第　８３号 摂津市立体育館指定管理者指定の件

議 案 第　８４号 摂津市立テニスコート指定管理者指定の件

議 案 第　８６号 摂津市スポーツ広場指定管理者指定の件

議 案 第　８７号 摂津市立児童センター指定管理者指定の件

議 案 第　８８号 摂津市立障害児童センター指定管理者指定の件

議 案 第　８９号 摂津市立せっつ桜苑指定管理者指定の件

議 案 第　９０号 摂津市立ふれあいの里指定管理者指定の件

議 案 第　９１号 摂津市立みきの路指定管理者指定の件

議 案 第　９２号 摂津市民文化ホール指定管理者指定の件

議 案 第　９３号 摂津市立市民ルーム指定管理者指定の件

議 案 第　９４号 摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件

議 案 第　９５号 摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件

議 案 第　９６号 摂津市立保健センター指定管理者指定の件

議 案 第　９７号 摂津市立休日小児急病診療所指定管理者指定の件

議 案 第　９８号 摂津市斎場指定管理者指定の件

議 案 第　９９号 摂津市立葬儀会館指定管理者指定の件

議 案 第１００号 大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大
阪広域水道企業団規約の変更に関する協議の件

議 案 第１０１号 摂津市文化財保護条例制定の件

議 案 第１０５号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０６号 摂津市立スポーツセンター条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０７号 摂津市立コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０８号 摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第１０９号 摂津市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　８５号 摂津市立温水プール指定管理者指定の件

3， 請 願 第　　１号 生活道路の変更と安全対策に関する請願

4， 議会議案 第　２１号 子ども手当財源の地方負担に反対する意見書の件

議会議案 第　２２号 中小企業支援及び、金融支援策を求める意見書の件

議会議案 第　２３号 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書の件
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議会議案 第　２４号 ヒトＴ細胞白血病ウィルス１型（ＨＴＬＶ－１）総合対策を求め
る意見書の件

議会議案 第　２５号 学校保健安全法による医療費助成（歯科）の適用範囲拡大を求め
る意見書の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程４まで
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（午前９時５８分 開議） 

○藤浦雅彦議長 ただいまから末日の会議を

開きます。 

 末日の会議録署名議員は、大澤議員及び

野原議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 おはようございます。 

 まず、国民健康保険制度を都道府県卖位

等に広域化する厚労省の方針に対して、自

治体としてどう取り組むかについて質問を

いたします。 

 大阪社保協などは、国保広域化反対大運

動ということで、今、反対の運動を広げて

いるところですけれども、厚労省は、後期

高齢者医療制度を廃止して国民健康保険に

合流させていくという方針も出しておりま

す。現在、市町村の国保を都道府県に運営

させる構想について、都道府県に意見を求

めるということを行っております。 

 １１月１７日の毎日新聞の報道、大阪社

保協の調査では、この構想に賛成としてい

るのは大阪、京都、奈良、長野の４県、広

域化で国保の構造的課題は解決しないとい

うことで構想を否定する意見が兵庫県など

６県から寄せられております。３０の都道

府県は、国に医療財源を求めるということ

で、賛否を問わずこういう意見も出されて

おります。賛成の大阪府も国庫負担割合の

引き上げなど、国の責任を明確にと要望し

ています。賛否を大きく分けると、賛成が

４、反対が２９、どちらとも言えないとし

ている県が１４となっています。 

 医療費財源、保険料負担、こういったこ

とに言及せずに広域化ということに踏み切

れば、窓口減免の大幅後退になることと、

保険料格差をならせば、多くの自治体で保

険料がアップし、反発も必至だと。こうい

う国の方針に対しては反対の表明をされる

べきではないかと考えておりますけれども、

どう対応されていくのかをお聞きします。 

 次に、こういう国の方針に大阪府は賛成

をし、広域化支援方針を立て、各自治体に

また賛否というかアンケートをしておりま

す。特に大阪府は広域化に熱心で、国保会

計の改善計画、これを出すことはほかの都

道府県でも同じですけれども、保険料の収

納率の向上について基準を設け、クリアを

している自治体にもスケールメリットとい

うものを設定し、保険料の収納率アップを

求めている、これは大阪府くらいのもので

す。収納率の競争ばかりをさせていくのは

危険ではないかと。機械的、強権的な保険

料徴収は公の機関が行うべきではないと訴

えてまいりました。こういった大阪府の態

度に対しても反対をすべきではないか、大

阪府への対応もお聞きをいたします。 

 こういった意味で、すぐに来年から広域

化ということではありませんので、来年、

現行での国保運営になろうと思いますが、

来年度の保険料についてどういうお考えを

持っておられるのかをお聞きしたいと思い

ます。 

 現在の不況下、保険料２年連続の据え置

きをしております。昨年の決算では国保会

計は黒字です。ほかの自治体などを見ても、

赤字解消のために保険料を引き上げて保険

料が高くなる、そして収納率が悪くなり、

さらに赤字がひどくなるというスパイラル

に陥っているところが尐なくありません。

一方、保険料が低くても収納率がよく、健

全な運営がされている自治体もあります。

既に高くて払えないという保険料です。こ

れ以上の値上げは悪影響だと考えます。む
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しろ払える保険料に引き下げて、収納率の

向上をして運営をよくしていくというふう

に考えますけれども、来年の保険料につい

てお考えをお聞かせください。 

 次に、産業振興策として住宅リフォーム

助成制度が導入できないかということにつ

いて伺いたいと思います。 

 １０月３１日現在の商工新聞の調べなど

で、今、リストを持ってきていますけども、

１７５の自治体で１０％とか２０％の住宅

リフォームの助成が導入ないし予定をされ

ています。非常に経済効果があるというこ

とで、新聞赤旗などでも紹介をされており

ます。長引く不況、リーマンショック、円

高、デフレで国内の経済は負のスパイラル

から抜け出せない、こういう状態です。中

小企業が経営を続けるためには公的な扶助

が必要となってきています。そこで、住宅

リフォームの助成制度が非常に経済的波及

効果も大きいと。工務店だけでなく塗装業、

水道、そういった周辺業種、資材運搬まで

注目をされております。ぜひ検討していた

だきたいと考えますけれども、いかがでし

ょうか。お考えをお聞かせください。 

 また、臨時国会では雇用対策の補正がい

ろいろ組まれました。こういったものも末

市として産業振興に使っていけないか、お

考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 また、昨年、工場家賃の助成制度の導入

ができないかとか、それから生活費が尐な

くて経営を断念しなくてはいけないという

中小企業も生まれてきている。生業資金の

貸付けで経営を続けられるという業者さん

もおられます。倒産や廃業件数を増やさな

いために、自治体ができるだけのことをす

る、こういうことが求められていると思い

ます。市が直接中小企業に支援するという

ことについてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、国民健康保

険制度の広域化につきまして、ご答弁を申

し上げます。 

 まず、広域化に反対すべきではないかに

ついてでございますが、摂津市国保の状況

は、２０年ほど前の平成元年度に比べ、こ

の間、一人当たり医療費は約２．４倍とな

っておりますが、歳入に占める保険料の割

合を見てみますと、平成元年度決算では４

５．６％でございましたが、平成２１年度

決算では２３．５％となり、医療費の伸び

とは逆に約半分近くまで低下しております。

これは、この間の国・府の調整交付金や共

同事業、前期高齢者交付金など、全国また

は府内国保間の、また、国保と社会保険と

の医療費の財源調整制度が拡大されてきた

結果でございまして、現在の摂津市国保は、

他の保険者との広域調整の中で運営が行わ

れている状況にあり、高齢化の進展や産業

構造の変化に伴い、国民健康保険制度は高

齢の方や無職の方などが被保険者の多くを

占め、財政的に脆弱なため、このように財

政的な支援が拡大されてきたわけでござい

ます。 

 摂津市国保につきましては、このような

状況にありますが、現在、厚生労働省の高

齢者医療制度改革会議において、後期高齢

者医療制度廃止後の制度のあり方について

の検討が進められており、平成２５年度の

第１段階で７５歳以上を都道府県卖位化し、

その中で、国保については、将来的には全

年齢で都道府県卖位化する姿を描いている

といったことが報道されております。高齢
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化の進展や産業構造の変化の中で、今後の

医療保険制度をどうしていくべきなのか、

国保の広域化の問題については、国におけ

る検討を見守りつつ、将来にわたって持続

可能なものとなるよう、必要に応じて大阪

府市長会を通じて要望を行ってまいりたい

と考えております。 

 次に、大阪府の広域化等支援方針の策定

により、末市の場合、共同事業の拠出金に

おいて、従来に比べ拠出額が増加するとの

試算もありますが、逆に大阪府全体で約５

０億円の国の調整交付金の減額が軽減され

るとの試算もあり、府内市町村全体が恩恵

をこうむることになります。このような調

整の仕組みによって現行制度が支えられて

いることを考えますと、広域化等支援方針

の策定については、やむを得ないのではな

いかと考えております。 

 次に、保険料収納率の向上についてのメ

リット設定についてでございますが、大阪

府の広域化等支援方針において、収納率の

向上が大きな課題となっておりますのは、

大阪府内の市町村の収納率が全国的に低い

レベルにあり、収納率の向上が急務となっ

ているからでございますが、先日行われま

した大阪府の説明会では、努力目標として

掲げており、達成できなければ直ちにペナ

ルティを課すというものではないとの説明

を受けております。末市におきましても、

収納率の向上は、資格管理の適正化及び医

療費の適正化とともに、国保財政の安定の

ための重点課題として取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 最後に、来年度の保険料についてでござ

いますが、まず、賦課限度額の引き上げが

ございます。賦課限度額につきましては、

既に国の政令が改正され、近隣各市では改

定が行われておりますが、末市では据え置

きをしてきておりますが、賦課限度額の引

き上げは、来年度の改正でもさらに検討さ

れており、平成２２年度までに改正済みの

医療費分３万円、後期高齢者支援金分１万

円、介護納付金分１万円の合計５万円につ

きましては、末市におきましても改正が必

要になっております。 

 次に、保険料率の改定でございますが、

来年度の納付金等の概算額が決まるのは年

未以降のため、現段階では確実なことは申

せませんが、平成２２年度は卖年度収支の

赤字が見込まれますが、この状況が続くよ

うであれば、一定の改定は必要になるので

はないかと考えております。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 地元商工業の振興にお

ける住宅リフォーム助成制度の創設、臨時

国会で成立しました産業振興への補正予算、

工場家賃の助成制度の導入、生業資金貸付

制度の導入の四つのご質問についてご答弁

申し上げます。 

 まず、住宅リフォーム助成制度の創設に

つきましては、現在、住宅に関する施策と

しまして、在宅介護でリフォームが必要と

される場合には、介護保険の住宅改修や身

体障害者等の住宅改造助成とともに、住宅

ローンを組まれて一定規模以上のリフォー

ムの場合には所得税の特別控除、さらに省

エネ・耐震・バリアフリー改修には固定資

産税の減額措置などの施策があり、それぞ

れ特化した目的を持ち、目的の達成のため

支援を行っております。一般家屋を対象と

しますリフォーム助成制度は、地域におけ

る産業の振興や不況対策としての効果とい

う点から考察を加えますと、確かに建設業

の一定範囲の波及効果は想定できるものの、

行財政改革に取り組んでいる財政事情から
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しましても、一般家屋へのリフォーム助成

制度創設は難しい状況であります。 

 また、臨時国会で成立しました産業振興

への補正予算につきましては、現在、大阪

府から詳細なる仕様を確認中でございます。 

 次に、工場家賃の助成制度の導入につき

ましては、末市は中小零細事業者の緊急支

援対策として、大阪府と連携し、事業資金

融資の期間を１年延長し、最長５年として

利息と保証料の全額助成を実施し、実質が

無利子・無保証料の融資を実現しておりま

す。こうした特別対策を実施していること

から、家賃を支払われている事業者に特化

した支援策は困難な状況であると考えてお

ります。 

 生業資金貸付制度の導入につきましては、

事業者の資金支援のため、市内金融機関に

１億円を預託することにより、設備資金と

運転資金については６００万円を上限とし

た１．２％という低利な融資を実現してお

ります。そして、運転資金と生活費が一体

となっている家族経営の零細事業者には、

運転資金融資として受け付けし、ご利用い

ただいているのが現状であります。 

 末市は、大阪府と連携し、取り扱ってお

ります資金には、生活と事業が合わさった

融資のメニューはなく、新たなメニューの

導入を検討していないかを大阪府に確認い

たしましたところ、検討していないとの回

答がございました。このようなことから、

府連携融資の一つであります末市の事業資

金融資では導入することが困難な状況と考

えております。 

○藤浦雅彦議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 では、続けて質問をさせて

いただきます。 

 今、国保の現状認識で、財政的に脆弱だ

と。保険料を集めるのが大変だということ

も言えるわけですよ。ですから、保険料値

上げというのは、さらに財政的な脆弱さを

招くのではないかと私は思っておるわけで

すけども、まず、広域化についてですけど

も、国の広域化を見守るというのは、どう

いうことかよくわからないですね。つまり

何もせんということになりはしませんか。

広域化、その先に待っているのが、独自減

免ができない、保険料が上がるということ

では、困るのは市民です。広域化で市の責

任が逃れられるなどと考えているようでは

だめですよ。摂津市の国保は摂津市が守る

というようなやる気をぜひ出していただき

たいと思っております。国保は医療の制度

で命を守る仕事だとしっかり考えていただ

きたいと思います。 

 最初に申し上げたように、都道府県も国

保の責任を負うのは嫌だとほとんどが言っ

ているわけです。後期高齢者医療制度でも、

国は都道府県に末当はさせようとしており

ましたけれども、できないと。それで、都

道府県に責任を負わせないという形で広域

連合という苦肉の策になったわけです。で

すから、もっと対象が多い国保を都道府県

が負うということは、さらに抵抗が大きい

と思っております。地方団体がこぞって反

対するべき内容です。ぜひ反対の立場に立

っていただきたいと思います。要望で結構

です。 

 保険料についてですけれども、お答えで

は、来年の保険料は限度額も含めて上がり

そうだというニュアンスが伝わってまいり

ました。これをよしとするわけにはいきま

せん。摂津市は不交付団体として財政力が

あるとされております。基金も必要でしょ

うけれども、住民の福祉のために使うとい

うふうに国保会計の繰り入れを増やす方向

に財政をシフトさせるべきではないでしょ
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うか。国保会計の構成比で、今、繰入金は

２００３年には１２．６％、金額的にも２

００４年が８億８，０００万円、これがこ

の１０年間のピークです。繰入金は昨年の

決算で８．８６％まで下がり、８億４，０

００万円になっています。保険料の値上げ

が抑えられるのは、この繰入金を入れると

いうことになっています。せめて２００３

年の状態まで割合を上げるというか、あと

年間３億円ぐらい繰入金を増やせば、保険

料の値上げなしで赤字の解消にもつながる

ということになりはしないでしょうか。国

民健康保険は、今、年金生活者、非正規労

働者が増えて、低所得の医療を保障する制

度になっています。国保会計の赤字という

のは、払っていただけない保険料というの

が大半ですから、値上げをするということ

は、払えない被保険者を増やして赤字拡大

のスパイラルに踏み出すことになるのでは

ないでしょうか。昨年は、保険料を抑えて

も収納率があまりよくなりませんでした。

ですから、もう払えないと。下げても、そ

れこそ払えないというような状態なのかも

しれません。市として保険料を上げないよ

う、繰入金を増やすというふうにかじを切

れないのか、再度答弁をお願いいたします。 

 次に、住宅リフォーム助成については、

ほかの制度もあるし、市は財政が厳しいか

ら出せないという答えだったと思うんです

けれども、ほかの自治体もたくさんやって

いる、お金がないからやれないということ

ではないんじゃないかと思っています。制

度としては、先ほど介護とかいろんな制度

がありますけれども、制限なしで何にでも

使えるということになれば相当な広がりが

生まれる、経済効果で市税収入にも大きく

貢献するというふうに考えるから、ほかの

１７５の自治体で広がっているのではない

でしょうか。財政的に豊かな市でないとで

きないというわけではないと思います。し

かし、住宅リフォーム助成の制度がマイナ

スだというふうな認識ではなかったと思い

ます。ですから、市内業者を助けてほしい

と言っているわけです。それができないと

いうのはおかしいというか、いただけない。

効果があると思われるなら、なぜノーなの

か、これは再度お答えをいただきたいと思

います。 

 市内業者という点では、お隣の吹田市が

産業振興条例に「市内業者優先」という文

言を入れました。小規模の工事登録制度も

改善がされてきておりますけれども、市の

仕事をもっと分割、細分化して、たくさん

の業者に振り分けることはできないか、こ

ういったことも考えるべきだと思っており

ます。分割発注についてお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 商業者への振興条例はできました。商店

街の企画、商品券、いろいろ承知しており

ますけれども、個々の経営そのものを応援

する施策への広がりを求めたいと考えてい

ます。住宅リフォーム助成もだめ、家賃も

だめ、生業にはお金は貸せない、これは納

得できない。では、何をしてもらえるのか

と、市内業者を助ける施策をとらなくてい

いのかと、ぜひこれもお聞かせいただきた

いと思います。 

 雇用対策で、国は補正予算で生活支援、

貧困、雇用人材の対策として１００億円、

重点分野雇用創造事業に１，０００億円、

緊急人材育成支援に１，０００億円、成長

分野人材育成支援に５００億円、新しい公

共事業支援に８７億５，０００万円、こう

いった補正予算が１１月に成立をしたわけ

ですから、こういったものを使ってでも、

何か摂津市の雇用情勢、産業振興に踏み切
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るべきだと思うんですけれども、これを使

えないかということも併せてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 それでは、国保の広域

化につきましては、先ほどのご答弁でも申

し上げましたが、末市国保の現状から推移

を見守りながら、できるだけ市民負担に影

響が尐なくなるように努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、保険料に関しまして、末市の国保

会計の繰入金についてでございますが、国

保会計の一般会計繰出金につきましては、

ご指摘のように、平成１５年度が過去最大

額の８億８，０００万円となっており、以

後減尐し、平成２１年度は８億４，８００

万円となっております。この間の繰出金の

変動は、一般会計繰出金についてはすべて

が保険料軽減分ではなく、国保運営に係る

職員人件費や事務費といったものも含めて

の繰り出しとなっており、この間、大きく

変化したのは、職員人件費等の事務費部分

で、約１億８，０００万円が約１億６００

万円に、約７，０００万円ほど減尐したこ

とが主なもので、保険料軽減分の繰出金に

ついては大きな変更はなく、大阪府内３３

市の中でも上位５番目の水準で繰り出しを

行ってきております。 

 こうした中、末市の保険料は、府下３３

市の医療分と支援分の合計所得割料率で見

ますと、末市は１００分の８．４２でござ

いますが、最高は１００分の１２．８、最

低は１００分の７．５２となっており、低

いほうから数えて６番目の低い料率になっ

ております。これは、平成１８年度以降、

所得割料率の改定を見送ってきていること

によるものでございますが、医療費は年々

増加してきており、国保財政は平成２１年

度未で約３億９，０００万円の累積赤字と

なっていることに加え、今年度につきまし

ては、景気の低迷の影響を受けて、保険料

賦課総額が減尐してきていることから、卖

年度収支は赤字となり、累積赤字は拡大す

るものと思われます。平成２３年度予算に

つきましても、賦課総所得金額の大幅な減

尐が続き、保険料収入の減尐が続くものと

考えられ、非常に厳しい状況になるものと

考えられます。将来にわたる安定的な国保

運営を考えますと、歳出に見合った歳入の

確保が必要であり、平成２３年度予算の編

成の中で、保険料率を据え置いた場合、歳

入が不足する場合は、条例に基づき、保険

料率を設定していく必要が出てくるものと

考えております。 

○藤浦雅彦議長 分割発注については、総務

部長に後で答えていただきますので、それ

以外について、生活環境部長。 

○水田生活環境部長 ご答弁申し上げます。 

 まず、住宅リフォームや工場家賃の助成

の創設でございますけれども、第４次行財

政改革に取り組まなければならない状況か

らいたしましても、限られた財源の中から、

より効率的な事業運営により新たな財源を

確保しなければならないという観点、対象

者を限定した制度のための創設は大変困難

な状況でございます。 

 また、自治体ができる景気対策につきま

しては、非常に限られております。中小零

細企業のまちとして、厳しい財政状況の中、

緊急特別対策といたしまして、実質が無利

子・無保証料となる融資を実施しておりま

して、生業資金ではなく運転資金としてご

利用いただいております。 

 そして、商業の活性化条例制定後の消費
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拡大への取り組みでございますけれども、

多くの事業者の協力のもと、セッピィ商品

券を発売いたしました。商品券は、リフォ

ーム工事や医療機関の支払いなど、幅広い

使い道が市民の支持を受けておりまして、

販売時には行列ができ、１万セットをわず

か９０分で完売する中、年未の消費拡大を

図っているところでございます。 

 最後に、１１月２６日に国会で成立いた

しました補正予算につきましては、円高、

デフレ対応の緊急総合経済対策として鋭意

確認いたしております。詳細が把握でき次

第、検討してまいります。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 市内業者の育成という観点

からのご質問かと思います。末市では、小

規模修繕工事の契約希望者登録制度を行っ

ておりまして、当制度は建設業の許可を受

けていないなどの末市の参加登録ができて

いない市内の小規模業者の方々に対して、

受注の機会を拡大することを目的にして、

平成１９年４月より実施をいたしておりま

す。実施当初は対象工事を３０万円朩満の

修繕工事といたしておりましたが、平成２

１年４月より対象工事の上限額を６０万円

までと引き上げ、末市において随意契約と

なる１３０万円朩満の修繕工事のうち、工

事件数では９割、金額ベースでも当初の制

度からいたしまして２倍に拡大をいたして

おるところでございます。 

 今、質問のありました分割、細分化、市

内でのたくさんの事業者に振り分けるとい

うご質問でございますが、第３回の当議会

でお願いをしたように、備品についても分

割の発注を市内５社、この５社がすべてを

持っているものを分割発注するというよう

に議会にお願いをしたところでございます。

そういう意味では、分割の発注、細分化と

いうことについて、私どもも市内業者の育

成の観点から必要であるというふうに感じ

ております。 

 ただ、今、質問がございました工事に係

る分につきましては、当然工事に係りまし

ては設計というものがございまして、これ

をたくさんの事業者に振り分けるというこ

とは、たくさんの設計をし、それの工事検

査をたくさん行うということ、また、設計

に対する事前検査等の業務が生じてまいり

ます。この場合、一番大きな問題は、業者

間で取り合いがあるということと、もし、

その物件に瑕疵があった場合、責任の所在

が明確にできるかどうかということが一つ

大きな問題になると思います。いずれにい

たしましても、今、質問されました分割、

細分化、そして市内のたくさんの事業者に

振り分けるということにつきましては、体

制の整備が今の段階では整っていないとい

うことが言えると思います。ただ、それら

のことを我々としても考えていないわけで

はございませんで、例えば、グリーン・ニ

ューディールとして、今年、省エネ化の改

善事業がございました。これの部分につき

ましては、設計を振り分け、事業の振り分

けを行い、入本を分けてやったという、こ

ういう実績もございます。体制の整備につ

いて、かなり難しいことであるということ

をご理解いただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 ありがとうございます。 

 分割の分については、なかなか難しいけ

れども、今、前向きなご答弁をいただいた

と私は思っておりますので、責任がばらば

らになるというのは確かに難しいんだと思

うんですけれども、できる限りたくさんの

業者さんに仕事を回してほしいと思ってお
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りますので、ぜひともよろしくお願いしま

す。 

 平たく言いますと、保険料が高くて払え

ない。ほんで、今、業者さんにしてみれば

仕事がない、これが続いたらつぶさんとし

ゃあないでというような、この声に摂津市

がどう応えていくのかということやと思う

んです。なかなか今聞いた限りではほとん

どが難しいという答えでしたので、どうし

ていくのかということを、ぜひ市長、お聞

かせいただきたいと思っております。 

 市民生活と市内業者を応援する市の姿勢

を示していただきたいと。市の姿勢を示す

ということはどういうことかと。制度を拡

充して市民生活と市内業者にお金を回す、

お金を出すということなんです。大きな開

発で大きな業者さんが潤う一方で、市民生

活が苦しいというのでは大きな矛盾だと思

っておりますので、来年度予算編成に向け

て市の姿勢が問われてくると思うんです。

国保料の値下げと市内業者への直接支援策

というか、ほんまに何とかしてほしいとい

う声に応えられるような施策を求めたいと

思います。最後に市長、いかがでしょうか。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 山崎議員の質問にお答えをいた

します。 

 部分的な答弁じゃなくて、保険にしろ、

市内の零細企業の育成、このお話はしょっ

ちゅうお聞かせをいただいておりますが、

それを否定するものではございません。私

は、今の話を聞いておって、じっと目をつ

ぶって、うーんとうなずいていたと思いま

すけれども、だれしもほかの議員も同じよ

うなことを思っておられると思います。 

 いつも言うんですけど、非常にこれは両

面からあるんですね。一方では、今おっし

ゃっている方も含め、市内の末当に景気の

悪いときに所得が尐ない。で、汗、税金と

してお納めになるわけですね。だから、こ

の税金を、できるだけコストを安く効率よ

く使って、そして、できるだけサービスを

いかにやるか、これも一方にあるんですね、

私のほうに。限られた財政の中でいかにこ

のまちをつくっていくかということを一方

で考える。一方で、例えば保険の場合は健

康づくり、安心してだれしもが受けられる

ことも考えないかん。市内の業者さんも、

何とかして仕事もとってほしいなと、この

両方があるんですが、いつもそのジレンマ

に陥るんですね。これがぴたりと合えばい

いんですが、合わないんですね。 

 例えば、保険の話になりますと、いつも

最終的には一般会計から持ち出したらええ

やないかという話になってしまうんですけ

れども、そういうお話をいただくわけなん

ですけれども、さっき担当からも言いまし

たように、決して摂津市は何も持ち出しを

けちっているわけじゃないわけでありまし

て、一番上とは言いませんけれども、府下

でも何とかして努力して、厳しい財政状況

の中にも、今までできるだけ一般会計から

繰り出してきたと思うんですが、でも、摂

津市の財政を非常にしんどくしてきた原因

の中には、保険が悪いとか何が悪いんじゃ

なくて、大阪府下で一般会計からの持ち出

し金が他市に比べて非常に多いという部分

があったことは事実なんです。これはたま

たま保険も一部あるんですけど、下水等々

もありますけれども、ここを是正していか

ないと、きちっとした財政運営ができない

という部分もあったんですね。だから、や

っぱりある程度、大阪府下平均までいかな

くても、その辺にしっかり目を向けながら、

そして、そのことでしっかりとした財政運

営をする中で、安全で安定した健康づくり、
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こっちのほうにつないでいくという私には

それなりの役割があるわけです。 

 だから、山崎議員がおっしゃっているこ

とを否定はいたしませんけれども、その中

でどうしたらいいのかということは、その

ときそのときに考えて、今の零細企業の皆

さんの分割発注等々についても、そんな中

で、いかにしたら、何かいい方法がないか、

これはそのときそのとき議員からいろいろ

ご指摘、ご質問等々があるのをしっかりと

耳にしながら、私は最大公約数を見つけて、

そのときの社会情勢に合った施策をやって

まいります。 

 だから、よくご指摘いただきますけれど

も、ちょっと聞き方によったら何もしてへ

んやないかというふうな話になるんですけ

ども、できることについては、福祉にしろ

教育にしろ目を向けておるつもりですので、

今、いろんなご提言、ご質問をこれからも

来年度予算にできるだけ反映できるように、

一遍どうあるべきかをまた議論していきた

いと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 山崎議員の質問が終わりま

した。 

 次に、嶋野議員。 

  （嶋野浩一朗議員 登壇） 

○嶋野浩一朗議員 順位に従いまして一般質

問を行わせていただきます。 

 まず、第４次総合計画実施計画について、

お聞かせいただきたいと思います。 

 平成２３年度を初年度とする第４次の総

合計画について、協働を大きなテーマに掲

げ、摂津市民憲章と六つの都市宣言の精神

を基末理念とした基末構想が今定例会で可

決をされ、また、素案ではございますが、

基末計画が示されました。基末構想で示さ

れた将来像に向けて、基末計画で示した施

策を具体的にどう進めていくのかが重要で

あると思いますが、実施計画の位置付けと、

それを示していただくタイミングについて、

まずはお聞きをしたいと思います。 

 次に、職員の資質の向上について、お聞

かせいただきたいと思います。これは、昨

日の大澤議員の質問とも若干かぶるところ

がございますが、よろしくお願いをしたい

と思います。 

 自治体を取り巻く環境というものは、大

きく変わろうとしているものと思われます。

そのような状況の中で、職員６６０人体制

を目指すに当たっては、職員一人ひとりが

さまざまな変革に対応し、みずから考え、

みずから行動することが今まで以上に求め

られているものと私は思います。そのため

には、職員の研修制度のあり方、また、団

塊世代の大量退職に伴う知識や技術の継承

をどのようにしてスムーズに行うかが重要

であると考えますが、そのお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 次に、機構改革についてお聞きをいたし

ます。 

 今定例会において、来年度からの行政機

構案をお示ししていただいております。総

務の常任委員会でも質疑がなされたものと

思いますけれども、今回の機構改革の目的

と、そして来年度以降の職員体制につきま

して、改めてこの機会にお聞かせいただき

たいと思います。 

 続きまして、阪急摂津市駅開設に伴う変

化への対応について、お聞かせいただきた

いと思います。 

 末年３月１４日、待望の阪急摂津市駅が

開業いたしました。当駅は、日末初のカー

ボン・ニュートラル・ステーションとして

開業され、大変に大きな注目を集めること

となり、ＣＯ２排出量ゼロなどのさまざま
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な取り組みがなされており、まさに末市の

新しい顔にふさわしいものであろうと私は

考えております。その一方で、特にピーク

時の踏切の遮断時間の増加などの変化も生

じているところであります。そこで、阪急

摂津市駅開設に伴う変化への対応が実際に

どのようになされているのか、この点につ

きましてお聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、学校教育について、２点お

聞きをしたいと思います。 

 厳しさが増すばかりの教職員の勤務状況

が社会的にも大きな問題としてとらえられ

ております。ある報道では、子どもとの接

し方、保護者への連絡など、昔に比べてき

め細かな対応を求められることが増えたと。

実際に学校現場で教鞭をとる教員の方の声

が紹介されておりました。その結果、心の

病も深刻になっており、文部科学省の調査

によると、平成１９年度にうつ病などで病

気休職をした公立学校の教師は全国で５，

０００人に上ると報告されております。そ

こで、末市における学校現場の状況、そし

て、教育委員会の役割ということについて

お聞きをしたいと思います。 

 続きまして、スポーツ振興についてお聞

きをしたいと思います。 

 １点目といたしまして、体育施設の充実

について、お聞きしたいと思います。 

 市民体育館の閉鎖に続き、来年３月には

味舌体育館も閉鎖されることとなりました。

また、既存の体育施設につきましても、利

用に当たってのさまざまな声が上がってお

り、このような状況に対し、どのように対

応していくのか、このことが非常に大きな

課題の一つであるというように私は認識を

しているところであります。そこで、体育

施設の充実ということにつきまして、どの

ようにお考えであるのか、この点について

お聞きをしたいと思います。 

 続いて、２点目といたしまして、中学校

での部活動の充実について、お聞きいたし

ます。 

 中学校における部活動は、教育活動の中

でも重要な位置を占めているものと思いま

す。しかし、特に指導者不足や指導者の異

動などにより、新たに部を設けることがで

きなかったり、また、部を閉鎖せざるを得

ないというような状況があると思います。

そこで、中学校での部活動の現状と課題、

そして方向性ということにつきましてお聞

きをしたいと思います。 

 最後、３点目といたしまして、総合型地

域スポーツクラブについて、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 性別や年齢、競技レベルに関係なく、い

つでも気軽にスポーツに親しむことができ

る環境を整えるために、昨年１２月に総合

型地域スポーツクラブ設立準備委員会が発

足されました。その後、さまざまな取り組

みがなされているものと思いますが、総合

型地域スポーツクラブの取り組みの現状に

ついて、この際、お聞かせいただきたいと

思います。 

 １回目は以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、第４次総合計

画実施計画について、ほか２件のご質問に

ご答弁申し上げます。 

 まず、第４次総合計画実施計画について

でございますが、総合計画は、将来に向け

た地域のまちづくりを総合的、計画的に進

めるために、また、限られた財源を有効に

活用するために、中長期的展望を持って市

のまちづくりへの意思を明らかにするもの
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であり、基末構想、基末計画、実施計画の

３層構造により構成されているのが通例で

ございます。このうち基末構想は、目指す

将来像を明らかにし、それを達成するため

の目標と政策を示し、基末計画は、基末構

想に基づき、施策の目標と取り組み内容を

示すものとされておりますが、実施計画に

つきましては、全国的な事実上標準のよう

なものがなく、各地方自治体により、その

位置付けを含め、内容についてもまちまち

であるのが実情でございます。末市におき

ましても、毎年度、予算確定時には実施計

画をお示ししており、今回、策定いたして

おります第４次総合計画におきましても、

基末計画の下に来年度予算と連動した実施

計画を作成してまいりたいと考えておりま

す。今後、実効性のある実施計画のあり方

について研究を進め、予算編成及び事業実

施の指針として機能し、かつ総合計画基末

計画と毎年度予算との連動性がより一層わ

かりやすい実施計画となりますよう、検討

してまいりたいと考えておるところでござ

います。 

 次に、職員の資質向上について、ご答弁

を申し上げます。 

 これまで、職員の資質向上につきまして

は、職場内研修、職場外研修を中心として、

さまざまな手法を用いて人材育成に取り組

んでまいりました。末市における長期的、

総合的な人材育成を進めていく指針といた

しまして、平成１８年３月に策定いたしま

した人材育成基末方針の中で、五つの求め

られる職員像を定めており、また、末市の

まちづくりのテーマであります人間基礎教

育の考え方を示す、思いやり、奉仕、感謝、

あいさつ、節約を根底に、「やる気」・「元

気」・「末気」に今年度から「勇気」を加え、

何事にも全力で取り組む職員の育成に努め

てきたわけでございます。 

 職員の減尐、団塊世代の退職などの内部

の環境変化や地方分権の進展、市民ニーズ

の多様化などの外部環境の変化によりまし

て、職員に求められる資質につきましても

大きな変化が起きており、今後、そのよう

な変化に対して効果的な人材育成を実施し

てまいりたいと考えております。 

 今後の具体的な職員の資質向上に向けて

は、年度内に発行いたします人材育成実施

計画の中で、職場、研修制度、人事制度の

三つの柱とそれぞれの重点項目を定め、段

階的に実施をしてまいりたいと考えており

ます。 

 研修には、職員にとって必要不可欠な知

識、能力の確実な習得という側面と、職員

に自発的な能力開発に取り組むように促す

という側面があります。必要不可欠な能力

は、職員が自治体職員として業務を遂行し

ていく上で習得しなければならない能力で

あり、特に若手職員に対しては積極的に行

っていく予定であります。自発的な能力開

発を促していくことは、職員自身が今後必

要となる能力や欠けている能力に気づき、

みずから自己啓発に努めるよう促していく

研修であり、これらを効果的に実現してい

くために、経験年数や職階に応じて、また、

職員の要求段階に応じて研修内容を検討し、

提供する必要があると考えており、このよ

うな考え方をもとに研修体系を見直してま

いりたいと考えております。 

 団塊世代職員の大量退職後の知識、技術

の継承という点につきましては、その時代

に応じた必要な知識については、基末的に

は業務マニュアルや引継書等があるわけで

ございますが、長年の経験により蓄積され

た知識、ノウハウは、末市にとってはやは

り得がたい財産でもありますので、再任用
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制度等を活用しながらその継承を行ってま

いりたいと考えております。 

 最後に、機構改革について、ご答弁を申

し上げます。 

 今回の機構改革は、第４次総合計画に掲

げる七つのまちづくりの目標と、第４次行

財政改革実施計画に掲げる五つの理念への

取り組みを着実に遂行していくための第１

段階であると考えております。基末方針と

いたしましては、組織のスリム化を図る、

行財政改革の進行管理と健全な財政基盤を

効率よく遂行する、協働・子ども・学び・

環境等を意識した組織を構築する、わかり

やすい窓口の一元化の組織を目指す、人材

育成につながる組織を掲げております。 

 機構改革の取り組み経過といたしまして

は、第４次行財政改革実施計画の検討がス

タートいたしました昨年の７月から始まり、

担当者のヒアリング、次長・課長級職員の

ヒアリング、部長級職員を交えたヒアリン

グなどを経て、庁議に全体像を提示し、内

部決裁を経て末会議に条例の改正案を上程

させていただきました。最終的には、現在、

お示しをいたしております議案参考資料の

案のとおりと考えておりますが、検討過程

では、文化に関する事務や公営企業事務の

集約、情報関連の今以上の集約なども検討

をいたしました。しかし、集約に当たりま

しては、事務整理が必要な事項もあり、そ

れらの見通しがついた段階で改めて検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 機構改革後の職員の配置等につきまして

は、先にも申し上げましたように、行政評

価、予算査定などの結果を踏まえながら、

重点施策を意識した職員の配置、これを行

ってまいりたいと考えておるところでござ

います。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号４番、摂津市

駅開設に伴う変化への対応についてであり

ますが、末年３月の摂津市駅開業に伴う周

辺地域への変化につきましては、最近の摂

津市駅の乗降客数は約６，５００人となっ

ており、６月時点より約５００人増加して

おります。また、歩行者動線については、

駅前における市立自転車駐車場の供用開始

等により、開業から新たな駅周辺の人の流

れができている傾向にあります。 

 また、摂津市駅に寄りつく歩行者動線に

ついてでありますが、境川せせらぎ緑道方

向からの寄りつきが一番多く、特に千里丘

東方面から阪急の地下道をくぐり、駅に向

かう人の寄りつきが多い傾向であります。

次に多いのは、坪井踏切方面や産業道路踏

切バス停方面からの人の寄りつきで、開業

当時と比べ増加傾向であります。市道の千

里丘三島線や正雀側の千里丘单千里丘線で

は、駅への寄りつきのため、道路の乱横断

が見られ、安全である既存の歩行者用押し

ボタン信号や横断歩道を利用されていない

状況が見受けられます。 

 次に、摂津市駅周辺踏切での車の流れに

ついてですが、産業道路踏切や坪井踏切に

おけるピーク時の踏切遮断時間は、当初計

画で予測していた遮断時間と比較すると若

干延びていますが、ほとんど変わらない状

況であります。駅開業前は、産業道路踏切

において、千里丘ガードの開通により車の

流れが増加しており、産業道路踏切で一た

ん遮断され、日常的な渋滞が発生している

状況が見受けられました。開業後は、時間

によっても変わりますが、微妙なダイヤの

ずれで、１回の遮断時間が２分以上続く状

況もあり、一時的に渋滞延長が増加してい

ることや、坪井踏切においても若干の車両
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通過の増加傾向になっている状況でありま

す。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部理事。 

  （市橋教育総務部理事 登壇） 

○市橋教育総務部理事 質問番号５の（１）、

（２）、学校現場の状況と教育委員会の役

割について、ご答弁申し上げます。 

 教育委員会が考える目指すべき学校の姿

は、行きたくてたまらない学校、学びのあ

る教室でございます。その実現のため、児

童・生徒と常に向き合い、新学習指導要領

でも変わらぬ理念として掲げられる「生き

る力を児童・生徒にはぐくむため、授業や

生活指導に全力を傾けるのが末来の教員の

姿である」ではないかと考えております。 

 現状といたしましては、基末的な生活習

慣が児童・生徒に定着していない状況や確

かな学力が定着していない状況など、さま

ざまな課題を抱える児童・生徒及び保護者

への対応に追われ、児童・生徒に向き合う

時間が十分に確保されていない、あるいは

向き合う時間を確保するために遅くまで残

って勤務する状況が多くの学校で見られま

す。また、来年度より小学校で、再来年度

からは中学校で完全実施される新学習指導

要領に向けての準備やさまざまな体験学習

を実施するために多くの時間を費やしてい

る現状もございます。 

 教育委員会では、学校訪問の機会や校長

ヒアリングの機会などを通じ、このような

状況の把握に努めてはおりますが、何より

も教員が児童・生徒と向き合うために、人

的配置の充実を図っているところでござい

ます。府や国に対しましても、学級定数の

引き下げや加配措置の充実を要望している

ところでございます。 

 また、市独自の取り組みといたしまして

は、小学校１年生等学級補助員や学校読書

活動推進サポーター、さらにはスクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー

などを配置し、きめ細やかな指導の実現や

関係機関との連携した取り組みの推進を行

っております。そのほか、課題を抱える学

校現場に寄り添うためにも、指導主事を積

極的に派遣し、学校支援に努めているとこ

ろでございます。 

 続きまして、質問番号６の（２）中学校

の部活動の現状と課題についてご答弁申し

上げます。 

 今年度の末市中学校生徒の部活動入部率

は、およそ８７％であり、生徒にとって学

校生活の中で学習意欲の向上や責任感、連

帯感の涵養、さらには個性の伸長や体力の

向上を図ることにつながる重要な教育活動

であるととらえております。各学校では、

これまでから学校教育の柱の一つとして位

置付け、全員が部活動の顧問となって活動

してきたところでございます。しかしなが

ら、学校規模の縮小化や顧問教諭の異動に

伴い、部活動の数の減尐や新たな部をつく

ることができないなどの課題が生じており

ます。そのため、学校では、現在活動して

いる部員の活動を保障するために、例えば、

一人の教員が複数の部活動の顧問を務めた

り、また、専門的な指導ができない場合に

は、末市の中学校部活動指導者派遣事業を

活用して、専門的な指導ができる外部指導

者の派遣を受けるなど、できる限り現存す

る部活動を維持できるようにと努めており

ます。 

 部活動の教育的意義は、学校の教育活動

の一環であることから、学校への所属意識、

生徒間のつながりや生徒と教員との関係を

つくっていくことにあり、部活動編成につ

きましては、学校がその主体性を保つこと

が必要と考えております。しかし、一方で、
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自分自身が得意とするものに挑戦したり、

好きなものにより一層取り組むという生涯

スポーツや生涯学習の第一歩を踏み出すも

のでもあります。新しい学習指導要領にお

きましても、地域や学校の実態に応じ、地

域の人々の協力、社会教育施設や社会教育

関係団体等の各種団体との連携などの運営

上の工夫を行うようにすることと記されて

おり、外部指導者の確保のため、体育協会

や文化連盟をはじめ、地域の皆様と連携強

化に今後さらに努めてまいります。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号６、スポーツ

振興について、ご答弁申し上げます。 

 最初に、（１）体育施設の充実でござい

ますが、スポーツは心身ともに健康な生活

を営む上で不可欠なものとなっており、末

市では、スポーツ、レクリエーション活動

の振興を図るため、市立体育施設の施設整

備に加え、学校体育施設の開放に努めてお

ります。屋内体育施設は、各施設とも平日

の利用率は５０％から７０％で、尐々空き

がございますが、土・日曜日、祝日は、ど

の施設も利用率が高く、空きが尐ない状況

となっております。このようなことから、

できるだけ多くの団体、市民の方にご利用

いただけるよう、市主催事業や体育協会を

はじめとする体育関係団体事業について、

開催日短縮や大会を平日の夜間に実施して

いただくなど、市立体育館、スポーツセン

ターの有効利用を図るとともに、学校施設

の利用など、体育施設の確保に努めている

ところでございます。今後も、市民一人ひ

とりがスポーツ活動を継続的に実践できる

よう、各種団体のご理解、ご協力のもと、

指定管理者とも連携を図りながら、既存体

育施設の活用拡大、充実に努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、（３）総合型地域スポーツクラブ

の現状についてでございますが、平成１２

年９月に策定されたスポーツ振興基末計画

に基づき、生涯スポーツ社会の実現、その

目標として成人の週１回以上のスポーツ実

施率が５０％とすることを目途に、市民参

加型の総合型地域スポーツクラブが全国各

地に設立されております。末市におきまし

ても、子どもから高齢者までさまざまなス

ポーツを愛する人々が参加できるスポーツ

クラブに向けて、生涯学習大学スポーツ健

康学部の卒業生が中心となって、平成２１

年１２月に総合型地域スポーツクラブ設立

準備会が発足いたしました。現在、大阪体

育協会のクラブ設立アドバイザーのご支援、

ご協力を得ながら、設立に向けて子どもが

抱えるスポーツ課題、市内体育施設の利用

状況、クラブの方向性などが議論されてお

ります。その中でも、まず市民の方が現在

どのようなスポーツや健康づくりに取り組

まれているのか、今後どのようなスポーツ

活動をしたいのかを知るために、イベント

来場者や小・中学生を対象にアンケート調

査を行い、その結果を踏まえて、現在、総

合型地域スポーツクラブのプレ教室として、

ランニング教室、ヨガ教室、ラージボール

卓球教室を実施されております。来年２月

にはスポーツ講演会も予定されるなど、い

つでもどこでもだれでも健康づくりと仲間

づくりができるクラブづくりを目指して活

動されておられます。教育委員会といたし

ましても、平成２４年度の設立に向けて、

クラブ運営に関する国・府・関係機関から

の情報提供など、引き続き活動支援をして

まいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 非常にわかりやすい答弁
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をいただきましてありがとうございます。 

 それでは、２回目、改めてお聞かせいた

だきたいと思いますけれども、まず、第４

次総合計画の実施計画であります。市長公

室長からご答弁いただきまして、予算との

連動がイメージをしやすいものにしていく

んだというようなお話がありました。その

とおりだなと思うんですけれども、併せて、

要はこの実施計画をつくる目的を私なりに

考えたときに、職員の方が日々なされてお

られる日常業務と、当然予算もそうなんで

すけれども、総合計画の基末計画であった

り基末構想と結びつけるという役割が私は

大きいんじゃないかなというふうに考えて

いるんです。 

 私も、この基末構想の特別委員会の委員

として、いろいろと発言をさせていただき

まして、いろいろと考えたんですけれども、

基末構想でありますとか基末計画というの

は割とイメージしやすいんですが、実施計

画というのはなかなかイメージしにくいん

ですね。よくよく考えたときに、私なりの

理解なんですけれども、山で例えるならば、

基末構想というのは当然目指すべき目標、

イメージでありますから、山の頂、山頂に

相当するのかなと思います。その山頂を目

指して、例えば教育であるとか、あるいは

福祉、まちづくり、そういった観点から、

具体的にどの経路を通るんですかと。要は

道のりが基末計画に相当するのかなと思う

んですね。そうなったときに、恐らく職員

の方から疑問が出てくるのは、それはわか

ったと、目指すべき頂もわかったし道のり

もわかりましたと。じゃ、今、実際に何を

すればいいんですかというところが、恐ら

く私は大事なんじゃないかなと思うんです

ね。となってくると、基末計画を拝見して

おりますと、具体的な経路の距離も示して

いただいているんですね。実現している姿

を確認する指標ということで、１０年間で

ここまで行きますよというようなものまで

示していただいている。ということは、今

の段階で、例えば今年度はここまで行こう

よというところを示していただくというこ

とが恐らく私は実施計画ということになっ

ていくんじゃないかなと思うんです。その

ことが示されると、じゃ、何が要るんです

かと、どういったものを用意せなあかんの

ですかと、その用意したものを実際にどう

使っていくんですかというところが大事で、

そこが結局イメージできてきて、それが私

は予算というものに相当するんだろうなと

いうふうに思うんですね。そうなっていく

と、今やっていることが最終的に山頂にた

どり着くんだと。山の頂、基末構想ですよ

ね、今回でいうと。基末構想にたどり着く

んだといったことがイメージをしやすくな

っていくと思いますし、全国的な標準がな

いというようなことで、これからいろいろ

と研究されていかれるのかなと思いますけ

れども、ぜひ私が今申し上げたことも参考

にしていただきまして実施計画をつくって

いただきたいと思いますし、タイミングの

話をすると、これは、私は今申し上げまし

たとおりに、予算の前に示していただくと

いうことが末来あるべき姿なのかなと思っ

ております。来年度、すぐにできるのかな

という話になると難しいかもしれませんが、

ぜひその点も大いに期待をしておりますの

で、どういった実施計画が出てくるのかと

いうことにつきましても、しっかりと私な

りに見守ってまいりたいと思います。これ

は要望として申し上げたいと思います。 

 続いて、職員の資質の向上ということに

ついて、これも要望として申し上げたいと

思うんですけれども、来年度以降、研修体
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制の見直しを行っていくというようなご答

弁をいただきました。１回目でも触れまし

たけれども、好むと好まざると、摂津市を

取り巻く環境といったものが非常に大きく

変わる可能性があるわけでございまして、

ただ、一つ言えることは、摂津市にいろい

ろな権限がおりてくることはあっても、裁

量が、あるいは国に行くというようなこと

はないんだろうなという、そういう方向性

であろうと思います。そうなっていくと、

やはり求められることは、いろいろな変革

を敏感に察知していくと、あるいは市民ニ

ーズを敏感に察知していきながら、具体的

にどうすればいいんだということを主体的

に考えていって行動に起こしていく、そう

いう能力ではないのかなと思っております

し、ぜひそういった点からの研修、これも

お願いをしておきたいと思っております。 

 それから、再任用ということにつきまし

てもご答弁をいただきました。知識や技能

の継承ということについては、私は非常に

大事な点であると思いますけれども、ただ、

正職員を６６０人という体制に持っていこ

うとされているわけで、そうなってきたと

きに、名目上６６０人で職員の数は減って

いるけれども、再任用の数が増えていった

よと、あるいは臨時職員の数が増えていっ

たよということになっていくと、これは当

初何を目的としていたのかなということが

わからなくなっていくわけでございまして、

やはりいま一度、私は再任用として再び任

用される方にどういった役割を求めている

のか、このことを明確にする必要があるん

じゃないかなというふうに思っているんで

す。じゃ、実際何なのという話なんですけ

れども、先ほど答弁をいただきましたけれ

ども、いわゆる書面で引き継いでいけるよ

うな知識であるとか、そういったものとい

うのは、具体的に引き継ぎをしていただけ

れば済む話であります。そうではなくて、

なかなか言葉ではできない、文章にはでき

ないけれども大事なものを後世に伝えてい

く、その役割を私は担っていただくという

ことが適切ではないのかなと思っているん

ですね。よく職人の方で、なかなか言葉に

はできないけれども、みずからの感覚でい

ろいろなたくみのわざを持っておられる方

がおられますけれども、それに近いことを

私は再任用の方に期待するべきじゃないの

かなと思っておりますし、その点について

もぜひその基準というんですか、そのこと

を明確にしていただきたいなということも、

これも要望として申し上げたいと思います。 

 それと、１点目は触れなかったんですけ

れども、やはり人事制度ということについ

ても、職員の資質向上ということでいうと

非常に重要ではないのかなというふうに思

っております。昨日も市長はおっしゃって

おられましたけれども、市の職員は頭がい

いとか知識があるとか力が強いとか、そう

いうことは関係ないんだよと、要はやる気

があるかどうかだというようなお話をされ

ておられました。ということは、いかにし

て職員のやる気を上げていくのかというこ

とを念頭に置いた制度にしていかなあかん

と思っているんです。ただ、今までの年功

序列といったものが私は悪かったとは思っ

ていないんです。ただ、それプラスもっと

もっと前向きに職員の方がやる気を上げて

いけるような環境をつくっていかなあかん

と。そのためには、一部いわゆる成果主義

というんでしょうか、そういった要素も今

までの制度にプラスをしていく、加味をし

ていくということが大事じゃないのかなと

思っていますし、これは営業みたいに一つ

の数字として出てくるものではありません



 

 

３－２０ 

ので、難しい問題だろうなと思ってはおり

ますけれども、ぜひその点も、成果主義と

いったものも一部取り入れていただきたい

といったことも、この際申し上げておきた

いと思いますし、ただ、もう一度、市長、

ぜひこれは強く言いたいのは、幾らいい制

度をつくったところで、それが生きるか死

ぬかということを考えた場合に、それはひ

とえに職員一人ひとりのとらえ方やと思う

んですよ。要は職場の雰囲気、風土といっ

たものが前向きになっていかない限りは、

この制度は生きていかないわけで、その職

員のやる気を起こさせる風土づくり、雰囲

気づくりといったのは、これは市長の大変

に大きな役割であろうと思いますので、ぜ

ひこの点も強く要望させていただきたいと

思います。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、機構改革についてお聞かせ

をいただきます。今回の目的といったもの

が効率性であるということ、これはよく理

解をできます。職員の数が減っていくわけ

でありますから、それは理解できますし、

市民の方からいただいた貴重な税金を使っ

て行政が運営をされているわけであります

から、むだを省くというのは当たり前の話

でありまして、この点についてはよく理解

ができるんですけれども、ただ、そういっ

た内向きな発想だけでは私はだめだろうな

と。末来、機構改革といったものがなされ

る目的というのは、もっと外向きな発想で

はないのかなと思うんです。つまり、市民

の方のニーズといったものをいかに形にし

ていくのか、その際にどういった形で行政

があるべきであるのか、そういった発想か

ら機構改革といったものがなされるべきで

あろうと思うんですね。そういう視点で申

し上げますと、私は今回、次世代育成部で

したか、教育委員会でできるといったこと

は、非常に的を射たことであろうと思って

おりますし、決断いただいた市長に英断を

いただいたなというふうに私は末当に思っ

ているところでございます。その点につい

ては後ほど申し上げますけれども、要は、

そういった観点から見ていくと、一つお聞

きをしたいことがあるんですね。何かとい

いますと、スポーツ振興のときに、宮部部

長から答弁をいただいたんですけれども、

スポーツといったものは心身の健康に欠か

せないものだというようなご答弁をいただ

きました。ということは、今、生涯学習で

担当していただいているスポーツに関する

施策というものと、保健福祉で担当してい

ただいている健康増進施策といったものは、

私は末来一元化すべきではないのかなと思

うんですが、この点、具体的にどのように

検討されてこられたのか、この点について

はお聞かせをいただきたいと思います。 

 続きまして、阪急摂津市駅開設に伴う変

化への対応ということでご答弁をいただき

ました。人の流れといったものを分析して

いただいて、大変に心強いなと思っておる

んですけれども、この点についても一度具

体的にお聞かせいただきたいと思うんです

けれども、千里丘三島線で、千里丘方面か

ら市役所に向かう方向で産業道路踏切がご

ざいまして、そこで遮断時に大変に渋滞を

しているというような状況がございます。

それは、遮断時間が増えたということも大

変に大きな原因であるわけなんですけれど

も、その反対車線はどうなのかと見ていく

と、千里丘ガードが拡幅をされて、さらに

は交差点も改良されましたので、非常に産

業道路から千里丘方面はスムーズに進行が

できるようになりました。その結果、踏切

があいたときに、要は市役所方面から千里

丘に向かう車が今まで以上にスピードを上
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げて通行ができるようになったわけですね。

しかし、反対側の車線には非常に多くの車

がとまっておりまして、その結果、通行に

対して一部死角ができるんだろうと思うん

です。そこで非常に怖いというような声も

私は複数の方からお聞きをしておるんです

が、そういった点について具体的に取り組

まれてこられたのか、この点をお聞きした

い。これが１点と、もう１点は、以前、千

里丘東４丁目の一部の住民の方から、駅舎

の開設に伴って、いわゆる日当たりの問題

であるとか、あるいは騒音が心配だという

ような声が上がっていたと思うんですが、

実際に開設後もそういったことがあるのか、

この点についても、この際、お聞かせいた

だきたいなというふうに思います。 

 続きまして、学校の教育現場のことにつ

いてお聞きをしたいと思います。理事から

答弁をいただきまして、先生方のご苦労と

いったものが私も尐し理解できたような気

がするんですけれども、よくよく考えてみ

ると、先生方が子どもに対して教えておら

れる、いわゆる学習の内容が増えたのかな

というと、そうではない。むしろゆとり教

育といったものがなされておりまして、来

年度以降はまた変わっていくんですけれど

も、その結果、恐らく教えていかれる量は

減っていったんだろうなと思います。それ

プラス、クラスの人数はどうなのかなと見

ていくと、やはりいっときと比べると非常

に尐子化になっていて、クラスの生徒の数

も非常に減っているんだろうなと思うんで

すね。にもかかわらず先生が大変だという

ことはどうなのかなということを末当に私

は疑問に思うんですけれども、まさしく今、

理事が答弁いただいた、基末的な生活習慣

が子どもに身についていないというところ

が非常に大きいのかなというふうに思いま

す。その結果、児童・生徒に対していろい

ろと細かい対応をせなあかんと。あるいは、

保護者に対しても、今まで言わんでよかっ

たようなことも学校が言うていかなあかん

と、先生が言うていかなあかんということ

になっていく。こうなっていくと、末来学

校が行うべきことが末当にできているのか

なということについて、やはり私は危惧を

するわけで、ぜひこの点については教育委

員会も一体となって取り組んでいただきた

いなと思うんですが、まずはどこに原因が

あるのかということについて、細かい検証

が必要だと思うんですが、今の学校現場が

このような現状になっているということに

ついて、どのように検証されておられるの

か、どこに原因があるというように考えて

おられるのか、この点について、この際、

お聞かせいただきたいなと思っております。 

 続きまして、スポーツ振興のことについ

てでございます。体育施設の充実というこ

とで、既存の施設を有効に活用していくん

だというような方向性が示されました。た

だ、先日、体育協会評議委員会が開かれま

して、同僚の渡辺議員も、そして私も出席

させていただいておりましたけれども、一

部の協会の方から、ある体育館の、具体的

に言うと照度が非常に足りないというよう

なお話もされておられたんですね。要は、

既存の施設を有効に使っていくというので

あるならば、まずは既存の施設を充実させ

ていくということが不可欠だと思うんです。

この点については、いろいろと調査もして

いただいているのかなと思うんですが、ぜ

ひいろんな利用者の方の声を聞いていただ

いて、対応できるところは速やかに対応し

ていただきたいなということで、これは要

望として申し上げたいと思うんですけれど

も、それとプラスして思うのは、やはり私
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は、摂津市内に総合体育館が要るんじゃな

いかなという点でございます。今、摂津市

内を考えると、全国大会ということはもと

より、大阪府の大会でも、あるいは三島の

大会でもなかなか開くことが難しいという

ような状況がございまして、これはスポー

ツ振興という観点からも私は大きな問題だ

ろうと思っておりますし、非常に限界があ

ると思います。また、このスポーツ振興と

いうものは、非常に大きな夢を私は掲げな

あかんと思っているんですけれども、この

点からしても総合体育館が必要ではないの

かなと。その点は、摂津市のまちづくり市

民会議でも具体的に指摘がなされていたと

思うんですが、この点についてどうなのか、

この際、お聞きをしたいと思います。 

 続きまして、中学校での部活動の充実と

いうことでございます。中学校であります

から、先生が頻繁に異動されるわけで、そ

の結果、先生の異動によって専門的に競技

を指導することができない、そういう状況

にもなって、やむを得なく閉鎖ということ

になるということもよくわかるんですけれ

ども、ただ、しかし、子どもの立場からし

たらどうなのかなということを考えると、

やはり自分が希望するスポーツをやりたい

という思いはあると思います。そこで思う

ことは、これから総合型の地域スポーツク

ラブができていくわけで、このスポーツク

ラブから具体的に指導者を派遣していただ

くという取り組みはできないのか、実際に

ここで取り組みをやっている事例があるわ

けでありますから、私はできると思うんで

すけれども、この点についてどのようにお

考えなのか、ぜひこの際、お聞きをしたい

なというふうに思っておりますし、また逆

に、このスポーツクラブの中で、中学生が、

そのスポーツクラブが行う活動に参加をし

ていくという姿もあっていいのかなと思っ

ておるんですけれども、この点、将来的に

どのようにお考えであるのか、ぜひお聞か

せいただきたいと思います。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

市長公室長。 

○羽原市長公室長 それでは、機構改革に関

しましてご答弁申し上げます。 

 今回の機構改革では、市民の利便性の向

上を考えた取り組みということで、ご指摘

がありましたように、こども育成課の事務

の大半を教育委員会に移管し、就学前の教

育、現在でしたら幼稚園教育と保育所教育、

これの一体化をできるだけ図り、小学校の

段階への移行をスムーズにしていく、併せ

て子育て支援の窓口を一元化していくとい

うようなことで取り組みをいたしておりま

す。また、高齢者の分野でも、介護予防、

高齢者福祉、これを一元化していくという

ことで課の整理をいたしたケースもござい

ます。こういう形で、やはり市民サービス

を一定向上させていく、より市民の方にと

ってわかりやすい組織をつくっていくとい

う観点から幾つかの見直しをいたしました。

ただ、機構改革そのもので、なかなかその

ことだけでサービス向上ということもでき

ないわけでございまして、職員の資質の向

上、また、場合によれば権限の移譲、そう

いう人事制度に絡む部分も今後努めてまい

りたいというふうには考えております。 

 ご質問にありましたスポーツの部門を市

長部局に移管し、健康増進、市民の健康づ

くりに取り組めないかということでござい

ますが、現在、スポーツに関しましては、

教育委員会が職務権限者として取り組んで

おられます。ただ、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律、これが改正されまし
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て、条例の手続きさえ踏めば、学校体育は

別ですけれども、市長部局に移管すること

ができるというふうになってございます。

確かにご指摘のとおり、市民の方々にとり

まして、スポーツ活動というのは、やはり

健康、ひいては介護予防というところにも

つながる取り組みであろうというふうには

考えております。ですので、そういうこと

も一つの選択肢であり、全国的にはそうい

う取り組みもしておられる自治体もだんだ

んあらわれてきているということは承知も

いたしております。ただ、現在行われてお

ります生涯学習、社会教育の一環としての

スポーツ、それと健康づくりとしてのスポ

ーツを同じ視点から眺められるのかどうか、

現在行われます健康づくりのいろんな取り

組み、事務事業との関係性をどうつくって

いくのか、やはり尐し整理をしていく部分

もあろうかと思いますので、ご指摘の点を

十分踏まえながら今後検討させていただき

たいなというふうに思っております。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、２回目のご

質問にご答弁申し上げます。 

 千里丘三島線の三島幼稚園の单角の横断

歩道が危険であり、何か対策を検討してい

るのかとのご質問でありますが、朝夕に交

通が集中する時間帯は、单行きの市役所方

面へ向かう車が渋滞するということは認識

しております。横断歩道を越して渋滞して

おり、時には車が横断歩道上で停車してい

ることも認識しております。それと、時に

はそういう状況の中、その横を卖車や自転

車が走行し、横断者との接触の危険性も懸

念しております。また、踏切から千里丘ガ

ード方面へ走行する車は、遮断機が上がっ

たタイミングでスピードを出して横断歩道

を通過する状況も見受けられております。

その場で横断者が危険であるという状況も

現地において確認しております。 

 この場の安全対策につきましては、交通

対策課で検討しておりまして、路面標示に

よる安全性の向上につきまして、所轄であ

る摂津警察との協議を行いましたが、既に

横断歩道のマークは路面表示があり、さら

に千里丘ガード方面へ走行する車について

は、横断歩道が視認しやすい状況であると

いうことから、路面標示は難しいとの回答

でありました。今後、運転者に対しまして

注意喚起を行う啓発看板の設置について検

討していくということを聞いております。 

 次に、摂津市駅建設による近隣住宅への

影響についてでありますが、地元説明会に

おいては、日陰による周辺家屋に対する影

響について、建築基準法を遵守してまいり

ますと説明を行ってきました。その後、実

際に駅建設が行われ、夜間工事による振動

や騒音など、住民の方々にはご迷惑をおか

けし、苦情やご意見をいただきました。３

月の開業以降、沿道の方と一度話をいたし

ましたが、振動については一定おさまって

いると。ただ、新たな騒音としまして、列

車が停車しているときにコンプレッサーの

音が聞こえるというようなこともお聞きし

ております。これにつきましては、阪急電

鉄のほうで対応いたしております。また、

日陰については、直接末市や阪急電鉄に対

しまして相談や苦情などをお聞きしている

状況はございません。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 教員が末来なすべき

仕事ができていない状況がなぜ発生するの

かというご質問にご答弁申し上げます。 

 学校への期待は大変大きく、学校もその

期待に応えるべく努力を重ねてまいりまし
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た。しかし、価値観の多様化や社会の大き

な変化の中で、学校がすべきことが学校だ

けでは完結できない状況が発生しているの

ではないかと考えております。そのことが

教員の児童・生徒と向き合う時間を尐なく

する原因の一つではないかととらえており

ます。例えば、生活指導においては、社会

性をはぐくむという意味では、学校が担う

役割は大変大きなものであると認識はして

おります。しかし、基末的な生活習慣や生

活規範は家庭においてはぐくまれるべきも

のであり、学校という集団において教育的

な成果をあげるためには、学校、家庭、地

域の連携がさらに求められるのではないか

と考えております。そのために、就学前教

育や義務教育にかかわる学校等が一貫した

目標を持って教育活動を推進する必要があ

り、小・中一貫教育の推進や就学前教育と

義務教育の円滑な接続の取り組みにより、

生きる力のはぐくみを考えてまいります。

学校間格差による子どもたちへの影響を尐

しでも減尐させることで、学校、家庭、地

域の連携強化を図ってまいります。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 中学校クラブ活動への

講師派遣や総合型地域スポーツクラブへの

中学生等の参加について、ご答弁申し上げ

ます。 

 中学校の部活動におきましては、教員の

人数が尐なく、生徒が希望する種目に対応

できないことや、顧問教師が専門外である

ため十分な指導ができないなどの問題を抱

えておられます。そのような中で、総合型

地域スポーツクラブの専門知識や技能を有

する指導者を中学校に派遣することは、部

活動顧問の不足や転勤による活動の低下を

防ぎ、学校の顧問と地域の指導者が連携し

て長期にわたって指導することが可能にな

り、さらに地域住民と生徒が触れ合う機会

が増え、非行防止などの健全育成にも効果

があると考えております。 

 また、中学校、高校にないクラブ活動を

総合型地域スポーツクラブで開設すること

によりまして、中高生が会員となって好き

なスポーツに励み、総合型地域スポーツク

ラブに参加することは、活気あるクラブ運

営につながるものと考えております。総合

型地域スポーツクラブの育成のメリットと

いたしまして、学校部活動と地域が連携す

ることによりまして、地域教育力の回復が

期待されており、先進市におきましても、

総合型地域スポーツクラブと学校部活動の

交流を図っておられる事例もあることから、

将来的に末市の総合型地域スポーツクラブ

がどのような形で中学生のスポーツ活動の

機会充実に貢献できるのか、クラブと協議

してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 部長、総合体育館について

答弁できますか。 

○宮部生涯学習部長 総合体育館の建設につ

いて、現在の状況ということでございます

が、末市には大規模なスポーツ大会を開催

できるような総合体育館はございません。

施設の必要性は十分承知しておるところで

ございますが、財政状況等から建設計画が

いまだ具体化をいたしておりません。 

 教育委員会といたしましては、将来的に

は、メインアリーナ面積１，４００平方メ

ートル程度で、複数の中小体育館、武道場、

トレーニング室、観覧席など多機能な施設

に加え、駐車場を備えた総合体育館の建設

を引き続き政策要望してまいりたいと考え

ております。今後も市立体育館、スポーツ

センターを快適にご利用いただけるよう、

施設内容や備品の充実を図るほか、大阪府

や市内高等学校が有する体育館の開放を引
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き続きお願いし、市民のスポーツ環境の整

備に努めてまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 それでは、最後の質問を

させていただきたいと思います。 

 まず、機構改革の問題でございます。尐

し先ほども触れさせていただきましたけれ

ども、今回の機構改革のお話は、要は職員

の体制が６６０人になっていくということ

で、効率的に人員を配置していくというと

ころから出ている話ではないのかなという

ふうに私は思っているんですが、それプラ

ス、市民の方からしたときに、実際に市民

の方が使いやすい体制がどういうものであ

るのか、実際市民ニーズに応えるためには、

効率的に動くためにはどうしたらいいのか

ということもやはり考えていかなあかんと。

その一例として、スポーツ施策と健康増進

施策といったものを一体化していただきた

いんだというようなお話をさせていただき

ました。これについては、一定その必要性

と申しますか、意味合いもご理解をしてい

ただいた答弁をいただきましたので、ぜひ

この点については、実現に向けてお考えい

ただきたいなというふうに思っております

し、まだまだ末当に市民ニーズを敏感に察

知した場合には、もっともっとこうしたほ

うがいいんじゃないのかというようなこと

が出てくると思います。それは、実際に窓

口に立っておられる方からの話もあると思

いますし、ぜひ機構改革、当然これが最終

的な形ではないと思いますが、その点につ

いてお願いをしたいなと。市民の方にとっ

て末当に使いやすい、また市民ニーズに応

えやすいものとして機能されていきますこ

とをお願いしたいなというふうに思ってお

ります。 

 続きまして、摂津市駅開設に伴う変化と

いうことで、まず産業道路踏切に関するお

話をしていただきました。ヒアリングの段

階でも、またそれ以前にでも担当課とお話

しさせていただきまして、停車禁止のマー

クを打つことは難しいということについて

は一定理解をしたんですが、それで啓発看

板をつけるというようなお話をいただきま

した。それでも一定の効果はあるのかなと

思うんですけれども、きのう、私は思いつ

いたんですけれど、もっと効果のあること

があるのと違うかなということを考えてい

たんですよ。何かなといったら、要は道路

の両端に押しボタンの信号のときに押すや

つがありますやん。あんなのを設置するわ

けです。がっと押すと、例えば赤いのがぱ

っと点滅するとかすると、多分見ると思う

んですよ、車の人は。ああ、これから人が

通るんやなということがわかると、恐らく

速度を緩めますよね。そうなると、今から

渡るんだなということがわかっていただく

ので、そういったことも一つ、これは、き

のう勝手に私が思いついた話なので、ご答

弁は結構ですけれども、そういったことも

できるんじゃないかなと思いますし、ぜひ

いろんな方のお話を聞いていただいて、末

当に市民の方が安心をして渡れる形態はど

うなのかということを、いろんな人のお話

を聞きながら進めていただきたいなと思い

ます。要望として申し上げたいと思います。 

 それと、日当たりの問題についてはよく

わかりましたし、新たな騒音と申しますか、

一時停車中の音については阪急のほうに対

応をお願いしているという話でありますの

で、ぜひこの推移を行政としても見守って

いただきたいなというふうに思います。こ

れも要望としてお願いしたいと思います。 

 それから、学校教育の話でありますけれ

ども、要は家庭で今までやってきたことが
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今できていないということが非常に大きな

原因だろうなと思うんですね。この問題に

ついては非常に根深いものがあって、私は、

市長、家庭の問題というのは教育だけでと

どまらへんと思うんですよ。これからの社

会をつくっていくということを考えた場合

にも、私は恐らくこの問題に行き着くんじ

ゃないかなと思っていまして、非常にゆゆ

しき問題なのかなと思っています。そうい

う状況の中で次世代育成部をつくっていた

だいたというのは非常にありがたい話で、

私は、例えば民生の常任委員会でも申し上

げていることは、例えば育児に関すること

でいろいろとご家庭と接するときに、就学

前だけを考えるんじゃなくて、その後のこ

とも考えた体制をとってくださいと、また、

文教の常任委員のときには、実際に小学校、

中学校に入ったときには、行政側と保護者

が接する機会は非常に尐なくなっていきま

すよねと、でも、幼稚園のときというのは、

もっとこれは増えますよねと。そのときに、

やはりいろんなことを家庭に対してメッセ

ージをどんどん出してくださいねというよ

うなお話をしてまいりました。そのことが

一つの形になったのかなと思っておりまし

て、うれしく思っておるんですが、それプ

ラス、これは根末療法だと思うんですが、

実際に今、家庭でしっかりと教育ができて

いないという現状もあるわけですから、そ

ういう現状に対して実際の学校現場でどう

対応していくのか。これは、一番被害をこ

うむるのは、しっかりと家庭でしつけがさ

れて教育がなされて、そして学校に来る子

どもたちが場合によっては被害者になるわ

けでありますから、そういうことは避けな

あかんと私は思っています。今までも市長

におかれては、例えばスクールカウンセラ

ーでありますとか、あるいは１年生への学

級補助員さんの配置ということで、末当に

多くの予算をつけていただいてきたと思う

んですが、しかし、今の学校現場を考える

と非常に厳しい状況にある。しかも、これ

はまさしく朩来を託していく子どもたちに

関する話でありますので、大変だろうと思

いますが、ぜひいろいろと予算措置もして

いただきたいなと。あるいは、人的な配置

ということについても、新しい体制になっ

ていくわけですから、非常に難しい課題も

この部で担当していただくわけですから、

ぜひ一定のご配慮をいただければなという

ことでお願いしておきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 それから、スポーツ振興のことなんです

けれども、総合体育館、政策要望をさせて

いただきますというようなご答弁をいただ

きました。私からもぜひこの点については

実現していただきますようによろしくお願

いをしたいと思いますが、スポーツ振興に

ついては、私は一定夢が要るんだろうなと

いうふうに思っています。尐し夢のある話

なんですけれども、１９９５年に福井県の

鯖江市というところで、大きなまちではな

いんですけれども、体操の世界大会が開か

れているんですね。非常にこれは夢のある

話だと思います。恐らくこの大会前から鯖

江市では体操が盛んだったと思うんですが、

今見ると、この鯖江高校というところは非

常に体操が盛んで、全国的にも強豪として

知られていると。そして、世界でも活躍す

る選手をどんどん輩出しているそうでござ

いまして、やはりこういった夢のある話、

鯖江市でもできるわけでありますから、私

は摂津市でもできないことはないと思って

います。サッカーでも末田選手が活躍して

いただきましたけれども、ぜひ第２、第３

の末田選手が、サッカーだけに限らず輩出
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していただけるような、そんなスポーツ振

興についてもお願いをしていきたいなと思

っておりますし、また、その中で、総合型

の地域スポーツクラブ、これからさまざま

な試行錯誤を重ねていきながら取り組んで

いかれると思いますが、ぜひ末当に摂津市

のスポーツ振興といったものが軌道に乗っ

ていくような形で、これはスタートしてい

ただきますようによろしくお願いをしたい

と思います。 

 以上、すべて要望として申し上げます。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員の質問が終わりま

した。 

 次に、弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 それでは、通告に沿って質問を

行います。 

 まず、单千里丘の開発に伴う影響につい

て伺います。 

 いよいよＡ街区のマンションの入居が年

明けの３月に迫りました。５８６戸の分譲

が１期、２期と進み、この地域の人口の増

加が見込まれるわけですが、若い世代も多

く入居が予想される中、学校や保育所、学

童保育など、体制がきちんと確保されるの

かどうか、今後の見通しと併せてお聞きし

たいと思います。 

 次に、市民が集い、憩えるまちづくりに

ついてですが、この間、市民の方にお聞き

する中に、高齢者や障害のある人への配慮

が尐し欠けているのではないですかと言わ

れることが幾つかあります。これは意見を

上げてすぐに改善されましたけれども、例

えば、歩道への入口や丑川水路に設置され

た自転車どめのバリカーの幅が狭く、電動

車いすが進入できなかった状態、これはも

う改善されました。警察署と中学校の間が

公園になっていますけれども、通り抜ける

動線に敷かれた誘導の点字ブロックが一部

土に埋まっていて、役割を果たしているの

かどうかといった意見、また、コミュニテ

ィプラザのトイレや階段の手すりなどもも

っと工夫してほしかったという声もありま

す。 

 改善できる点は順次取り組んでいただき

たいと考えていますが、その一つに、駅前

広場や境川のせせらぎ水路のアプローチに

ベンチを置いてはどうかということです。

せせらぎ水路を散歩道で歩かれる方も増え

てきていますが、途中で一服する腰かけも

現状ではありません。高齢者マンションが

もうじきでき上がりますが、憩いのスペー

スとしては、やはりそういったものが望ま

れるのではないでしょうか。 

 また、駅前ロータリーでは、先日、松葉

づえをついた男性が柱にもたれて車待ちを

している光景を見かけましたが、バスの乗

り口付近や身障者用の乗り口付近にベンチ

を置くといった配慮が要ると考えますが、

見解を伺います。 

 続いて、質問の２番、交通安全対策につ

いてです。 

 今、年未の交通安全運動が取り組まれて

います。きのうの質問でも道路や交通安全

にかかわる質疑がありましたけれども、改

めて摂津市における交通事故の発生状況や

この間の推移について問います。 

 次に、交通危険箇所の改善についてです

が、これまでの議会でも何度か質問に上が

っている交通危険箇所マップ、２００１年

につくられたものですが、あげられている

箇所の改善の取り組みの状況がどうなって

いるか、また、警察が事故発生マップを発

表していますけれども、死亡事故が起きた

場所なども明記されています。何か手だて

が打てているのかお聞かせいただきたいと
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思います。 

 次に、今後の道路改修の見通しについて

です。 

 歩道の拡幅や段差の解消など、身近な生

活道路の整備や補修などについて、計画は

どのように取り組まれているのか、危険箇

所の解消に向けた計画についてお聞かせく

ださい。 

 最後に、正雀や千里丘西口駅周辺の対策

について伺います。 

 どちらの駅前も、朝の通勤時間帯などは

人や車の通行がふくそうし、交通安全の面

からも大変危険な箇所と言えます。抜末的

には駅前再開発が進まなければ解決しない

問題かもしれませんが、すぐに前に進む状

況には残念ながらなっていません。先日も

朝の交通規制時間帯に正雀駅の下をくぐろ

うとした自動車に自転車が接触する、そん

な場面に出くわしました。幸いけがはなく

ほっとしましたが、両駅前ともいつ事故が

起こるともしれないと心配です。危険箇所

としての認識と現状の対策についてお聞か

せください。 

 １回目の質問は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号１の（１）单

千里丘開発に伴う地域の影響と課題につい

て、ご答弁申し上げます。 

 阪急摂津市駅の单千里丘開発におきまし

て、大規模マンションの建設が進んでおり、

うち５８６戸が今年度未から入居開始の予

定と確認しております。マンション開発に

伴い、児童・生徒がどれぐらい増加するか

を予測することは、さまざまな外部環境が

影響することから非常に困難を伴うもので

ございます。したがいまして、現在、販売

業者の協力も得ながら、入居予定の世帯の

方々に対するアンケート調査を実施いたし

ております。末年８月時点の調査結果によ

りますと、普通教室の確保など学校施設へ

の影響はほとんどないものと今の時点では

判断しております。引き続き１２月未の契

約数をもとに再調査を実施するとともに、

来年度以降もさらに５８６戸のマンション

販売が計画されており、今後ともそれらの

販売の推移も見ながら、児童・生徒数の推

移の状況を確認するとともに対応してまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号１の（１）单

千里丘開発に伴う地域への影響と課題に関

しまして、学童保育室についてご答弁申し

上げます。 

 近年、摂津小学校における学童保育室児

童数は増加傾向にあり、また、現在の保育

室として利用しております余裕教室が、尐

人数学級の実施などにより、普通教室とし

ての利用が必要となることから、隣接する

味舌体育館跡地に、給食の調理室とともに

学童保育室２室を新築するため、実施設計

を行っております。单千里丘開発に伴う学

童児童数の影響につきましては、学務課と

情報を共有し、その推移も確認しながら適

切に対応してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 单千里丘開発に伴う保

育需要と対応について、保育所の待機児童

の状況と併せてご答弁を申し上げます。 

 保育所の待機児童の状況につきましては、

年度当初はゼロの状態が続いておりますが、

平成２０年度より年度後半には待機児童が

生じております。末年度は、安威川以单地
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域で建て替えに伴う定員増と認定こども園

の創設により、合わせて保育所の定員を６

０名増として、増加する保育需要に対応し

ております。 

 平成２３年度には、单千里丘のマンショ

ンへの入居により保育需要が増加するもの

思われます。近隣マンションの就学前児童

の入居状況、就学前児童に対する保育所入

所児童の割合、転入率などを勘案して一定

の予測はいたしておりますが、販売状況に

よって変動があるものと思われます。また、

当該マンション内に認可外保育所が設置さ

れ、約４０名程度の受け入れが予定されて

おり、マンション住民には優先枠が設けら

れ、販売主のほうからは近隣の受け入れも

含めて住民ニーズに対応したいと聞いてお

ります。 

 今後につきましては、教育委員会からの

ご答弁にございました入居予定者アンケー

ト調査も勘案しながら対応してまいります

が、平成２３年度当初につきましては、現

保育所及び認可外保育所で対応し、年度途

中の増加に対しましては、定員の弾力化の

増で対応する中で状況を見てまいりたいと

考えております。また、その後につきまし

ては、平成２３年度の状況により、近隣園

での定員増等を検討してまいります。子育

てと仕事の両立支援、保護者の病気や緊急

時の支援、ひとり親家庭や特に支援を必要

とする家庭への支援など、保育所に求めら

れるものは大きく、保育所を必要とした家

庭の子どもが入所できるよう、今後とも保

育需要への対応を図ってまいります。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号１番の（２）

市民が集い、憩えるまちづくりについてで

ございますが、单千里丘まちづくりにおき

ましては、計画段階から市民の意見を聞く

場を設け、計画に反映することを目的に、

单千里丘まちづくり懇談会を開催してまい

りました。この懇談会により、いただいた

意見は、特に境川せせらぎ緑道や单千里丘

公園整備において、できる限り反映させて

おります。境川せせらぎ緑道の整備は、今

年７月に完成し、摂津市駅の歩行者や自転

車の通路として、また、せせらぎ園路を散

策される周辺市民の憩いの場として、多数

の方々の利用をいただいております。 

 ご指摘の休憩するベンチの設置につきま

しては、ベンチを設置することで深夜のた

まり場となることを危惧し、近接する住宅

への配慮をした結果、設置を見合わせてま

いりました。しかし、供用後、利用者の

方々からもベンチ設置を要望するご意見を

いただいておりますことから、利用者の利

便性の向上を考慮し、現在発注しておりま

す工事で設置いたします。現在、管理を担

当します公園みどり課と設置位置について、

極力周辺住宅にご迷惑のかからない場所の

選択を協議しているところでございます。 

 また、駅前広場でのバスを待つ方々に対

するベンチ設置につきましては、計画段階

では、民間路線バスの運行状況や利用者の

状況が見えてこないことから、ベンチの設

置について見送った形となっております。

現状を見ますと、バスを乗車される方はさ

ほど多くありませんが、高齢者の方も見受

けられますので、バス利用者の利便性の向

上からベンチの設置に向け検討しており、

歩行者や自転車の通行を阻害しない場所で

設置を検討しており、道路管理者や民間バ

ス会社と協議を行ってまいります。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長  質問番号２番、
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（１）市内での交通事故の発生状況につい

て、ご答弁申し上げます。 

 末市の交通事故件数につきましては、平

成１８年度の８３２件をピークに減尐して

おり、平成２１年度は５００件で、平成１

８年度と比較しますと３３２件減尐してお

ります。減尐した理由といたしましては、

警察の飲酒等の取り締まりの強化、交通安

全啓発の推進、経済状況の影響による車両

交通量が減ったことが主な理由だと推察さ

れます。 

 今後の傾向ということでありますが、高

齢社会を迎えて、高齢者の事故、自転車交

通ルール遵守の低下による重大事故も発生

している自転車事故の増加を危惧しており

ます。特にこの２点に関しましては、関係

機関と連携し、積極的に交通安全啓発に取

り組み、交通事故の減尐に努めてまいりた

いと考えております。 

 続きまして、（２）交通危険箇所の改善

についてご答弁申し上げます。 

 交通危険箇所マップに取り上げられてお

ります危険箇所６１か所中２５か所につい

ては、信号機の設置や歩道整備等を摂津警

察署、大阪府及び末市で既に対策を実施し

ており、残り３６か所につきましても、改

善が必要なものや注意喚起を促すものに分

類しております。市道部にかかわります実

施可能なものにつきましては、順次対策を

講じておるところでございます。 

 続きまして、（３）生活道路の改修など

今後の見通しについて、ご答弁申し上げま

す。 

 生活道路の改修の見通しでございますが、

市道千里丘三島線の道路拡幅事業として、

平成１９年から実施設計委託を行い、平成

２０年度は測量業務委託を、平成２１年度

から用地交渉を進め、西側車線の拡幅用地

の取得に努めてまいりました。現在、用地

買収は、移転補償の対象となる地上物件９

件のうち７件が完了しており、残りの補償

交渉が順調に進行すれば、平成２４年度か

ら拡幅事業に着手してまいりたいと考えて

おります。 

 また、舗装・補修事業でございますが、

平成１８年度から２１年度までの４年間で、

事業費約３億３，０００万円を投資し、延

長約９．９キロメートルの舗装・補修事業

を実施してまいりました。しかしながら、

舗装や道路施設の損傷、老朽箇所も見受け

られておりますので、道路舗装・補修事業

の実施におきましては、危険マップなどで

指摘されております交通危険箇所の解消に

も十分配慮しながら、安全・安心な道路へ

の改修に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、（４）正雀、千里丘西口、

駅周辺の対策について、ご答弁申し上げま

す。 

 正雀駅周辺の交通状況でございますが、

正雀駅が開業されて以来、道路形態の変化

は見られない状況でございます。ご指摘の

とおり、正雀駅下のガードは幅員が狭く、

人通りも多い状況で、通過車両だけではな

く、歩行者、自転車の利用者にも交通安全

の啓発を行っているところでございます。

また、車両通行禁止の交通規制について、

違反者が見受けられるという内容でござい

ますが、既に摂津警察署にパトロールを依

頼し、実施していただいておるところでご

ざいます。 

 また、千里丘西口周辺の交通状況でござ

いますが、現在、吹田市方面からＪＲ千里

丘駅へ向かう自転車、歩行者の通行の増加

に加え、大規模マンションからの送迎バス

が頻繁に運行し、朝の通勤時間帯は地域の
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住民や通行者にとって危険な道路であると

認識しているところでございます。末年度、

舗装・補修工事を行いました折には、送迎

バス運行会社に千里丘駅西口前での乗降場

所の変更や、送迎の際には駅前で回転をせ

ず、通り抜けにすることにより、対面交通

の便数を減らし、通行障害の緩和や事故発

生の防止、抑制になるとして協力を求めま

したところ、検討をしてみますとの回答を

いただいております。また、舗装・補修工

事におきましては、摂津警察署と路側線の

設置位置について協議を行い、車道の幅員

を狭めることで、歩行者通行帯の幅員をで

きる限り確保するなど、歩行の安全確保に

努めてまいったところでございます。 

○藤浦雅彦議長 弘議員。 

○弘豊議員 それでは、続いて質問します。 

 单千里丘開発における新たな入居者の予

想として、Ａ街区の５８６世帯をはじめ、

今後、Ｂ街区の高齢者マンション１２８世

帯、それから５８６世帯のタワーマンショ

ンということになろうかと思います。人口

が増えること、摂津市に住みたいと来てい

ただく方たちがたくさんいることは大変う

れしいことでありますが、来てよかったな

としっかり受けとめられる社会基盤は非常

に大事だというふうに私は思っております。

特に子どもさんがいる世帯では、摂津市は

子育てに力を入れているらしいよとか、保

育所の待機児がゼロということも情報では

伝わっているかと思います。引き続き待機

児ゼロに向けては、年度途中の増加はある

ものの、取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 それと、マンション内の認可外の園です

が、都市型保育園という看板で、今、全国

４４か所で事業展開しているようでありま

す。しかし、先月、テレビ番組でも、母親

サポートビジネスということで紹介されて

いたようで、私は、これは児童福祉の理念

で取り組んでいる保育所とは分けて考えた

ほうがよいのではないかというふうに思っ

ておりますが、どのようにお考えでしょう

か。答弁をお願いいたします。 

 次に、小学校、学童保育は、ともに現状

では影響がほとんどないという答弁です。

摂津小学校の児童数は、今年６３５名で、

摂津市の中では一番規模が大きくなってい

ます。学童も、校内の空き教室では対応で

きないからと、この間、グラウンドに別棟

を建てる実施計画をしたり、今では給食調

理場での合築で建てるということで話が進

んでいるわけです。マンション入居の世帯

構成の予測は難しいといっても、しっかり

シミュレーションがやられているかどうか

が心配なわけです。 

 昨年の統計調査で、摂津小学校区の世帯

数は４，６１５、児童数は６３１です。５

年間の推移を見ましても、世帯数、児童数

ともに微増が続いて、今後、ユニチカの高

齢者向けマンションを除いても、１，１９

６世帯が新たに加わります。その上、校区

内では古い文化住宅など建て替えが進み、

新築住宅の売り出しも相次いでいます。世

帯数にしては２５％以上増えるというとき

に、構えがこれでいいのかなと不安になる

わけです。現場の声やＰＴＡ、地域の関係

者などからはどのような声が上がっていて、

また、それに対してどのように説明してい

るのかお聞かせください。 

 次に、交通安全対策です。近年、事故の

件数は減っているということでありますが、

自転車や高齢者の事故が多いというのが特

徴のようです。危険箇所マップもつくられ

て、改善も試みられ１０年がたっておりま

すが、自転車や高齢者の目線での危険箇所、
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これをしっかりと把握して、また改善して

いくことが大事かなということを改めて感

じました。 

 正雀駅前の地区安全マップなど、これは

正雀まちづくりのワークショップでもつく

られたというふうに聞いておりますけれど

も、市内全体でもそうした目線でのマップ

をつくっていくことが必要ではないでしょ

うか。 

 また、危険箇所マップ、これまでの分は

プロのドライバーの視点でつくられたとい

うことでありますけれども、今、高齢者の

目線、また自転車に乗られてのことであり

ましたら、例えば、今、愛の一声運動で取

り組んでいるヤクルトの方とか、そういっ

たところにアンケートを聞いていくという

ようなことも大事じゃないかなというふう

にも感じたところであります。これは要望

としておきます。 

 それで、大山崎町のほうで、これは先日

のニュースで私は知ったんですけれども、

摂津市のように道は狭い、また、幹線道路

や線路なども走っていると、こういうとこ

ろですね。この間、交通事故による死亡者

がゼロというのが２，３２９日続いていて、

全国で一番これは記録にもなっているとい

うことがニュースに記されていました。こ

うした状況は、どのような取り組みがされ

ていたのかというようなことも、ぜひ今後、

担当課のほうでは研究もされてみてはどう

かということを紹介しておきたいというふ

うに思っております。 

 あと、道路整備にかかわって、交通バリ

アフリー基末構想に基づいての重点地域で

取り組まれていることと理解しますけれど

も、市民の皆さんから寄せられているいろ

んな要望に対しては、予算が追いついてい

ないんじゃないかなというふうに現状認識

しております。今、末当に道路が安全で移

動しやすいまちということも新総合計画の

中ではうたわれています。このことについ

ても、ぜひ今後とも道路のネットワークの

整備、これは自転車や歩行者が安心して通

れるというようなことを念頭に置いて取り

組んでいただきたいなというふうに思いま

す。そうした点で、例えば、歩行者、自転

車、それぞれの専用道路ということが難し

い状況も物理的にはあるんじゃないかなと

いうふうには思っております。そんな中で、

これまでの道路交通法上であいまいにして

きた部分があるというようなこと、これま

での元政府の官僚の方が新聞の記事で口に

している、そんな場面も見受けられました。

自転車レーンという、これはまた別の道に

なりますけれども、そうしたものについて

も検討されたいというふうに思っておりま

す。 

 また、正雀、千里丘の交通についても、

今後、千里丘西口などは一層マンション建

設などで乗り入れのバス業者も新たに加わ

ってくるんじゃないかと思いますので、今

のところは検討されているというふうなこ

とでご答弁がありましたけれども、新たに

加わってくるところについても、しっかり

と協力してもらえるような、そういう働き

かけが大事だというふうに思いますが、そ

の点についてはやっていただきたいと、こ

れは併せて要望としておきます。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後０時 ２分 休憩） 

                 

（午後０時５８分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 答弁を求めます。保健福祉部長。 
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○佐藤保健福祉部長 单千里丘のマンション

に設置される認可外保育所への対応につい

て、ご答弁を申し上げます。 

 認可外保育所は、大阪府への届け出とな

っておりまして、児童福祉法に基づき、年

１回、府の立ち入り調査が実施されており

まして、その際は、市の担当職員が立ち会

うこととなっております。認可保育所と同

様に、児童福祉法で定められている保育所

の最低基準の遵守について、施設面積、職

員の配置、保育内容等の調査や非常災害、

給食、健康管理、安全確保、利用者への情

報提供等の調査が行われており、その結果

に対して指導・助言がなされ、改善の必要

な場合は改善結果を報告することとなって

おります。 

 また、大阪府認可外保育施設指導監督基

準及び指導監督要領の策定が末年４月に行

われ、認可外保育施設運営マニュアルも末

年６月に改定されて、各施設と市町村に配

布されておりまして、单千里丘の開発に伴

って設置される認可外保育所についても、

これに基づき行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 单千里丘開発に伴いま

す摂津小学校の学校施設についての整備に

ついての地域とかの要望はということでご

ざいますが、私どもは、この单千里丘開発

につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、アンケートをとりながら、現状の中

で来年につきましては問題なく施設数は確

保できていると考えております。ただ、今

現在、給食場の老朽化に伴いまして、給食

場を味舌体育館のほうへ建て替えます。そ

れに合わせまして、学校からの要望等を聞

く中で、やはり尐人数学級等の実施に伴っ

て場所の確保をしたいという校長先生との

お話がございますので、今回、学童保育が

外に出ることによりまして、転用していた

教室が２教室、普通学級に使えると。また、

それ以外に、資料室等も整備する中で、今

回の給食場の整備に合わせまして、３から

４ぐらいの転用していた教室を、そういう

尐人数学級のために使える教室に整備し直

す、そういう計画も持っております。そう

いったことを、今現在、学校とも話し合い

を事前にしておりますので、また学校長の

ほうからはそういうことを保護者等に連絡

していただいている中では、今現在、直ち

に保護者からこうしてほしいというような

要望は教育委員会に届いてはおりませんが、

いずれにしましても、これから大きな開発

がありますので、学校とも連携をとりなが

らそういった要望に応えてまいりたいと考

えております。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 それでは、２回目の

ご答弁をさせていただきます。 

 交通危険箇所マップの内容でございます

が、ご指摘のとおり、このマップにつきま

しては、平成１２年度に作成されたもので

ございます。ですから、もう１０年が経過

しているという状況でございます。このマ

ップの作成に当たりましては、プロのドラ

イバーから見た目線で、その内容を６１か

所まとめられたというような状況でござい

ます。今後の危険箇所マップについての作

成ということでございますが、私どもとし

ましても、１０年経過しているという状況

の中では、改めて違った目線での確認も必

要と考えるところでございますので、今後、

このご指摘の内容につきましては工夫など

をしてまいりたいと考えるところでござい

ます。 

 続きまして、自転車のレーンの検討はど
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うかと。歩道の幅員の関係もございます。

なかなか難しい問題でございます。今、私

どもが取り組んでおります市道千里丘三島

線、こういう状況の道路拡幅工事といいま

すか、そういう整備の折に、やはりいかに

歩道の幅員を確保できるかというような形

の中で、そういうことも検討材料としまし

て構成を考えてまいりたいと考えるところ

でございます。 

 続きまして、正雀、千里丘西口といいま

すか、千里丘駅周辺の内容でございますが、

近隣で確かに大規模開発が行われていると

いうことは重々承知しているところでござ

いまして、やはり交通機関としましては、

千里丘への寄りつき、これが非常に多くな

ってこようかと思います。ですから、この

内容につきましては、今、それに従事され

ております事業者のほうへ、どういうふう

な内容かというのをいま一度改めまして確

認をするとともに、恐らく千里丘という状

況が出てこようかと思いますので、今の現

状を説明するとともに、どういうふうな運

行計画をなされるかというようなことを把

握して、できるだけスムーズな運行になる

ように、関係送迎バス会社等にも働きかけ

てまいりたいと考えるところでございます。 

○藤浦雅彦議長 弘議員。 

○弘豊議員 いろいろとありましたけれども、

時間の関係でまたの機会にしたいというふ

うに思います。 

 以上、終わります。 

○藤浦雅彦議長 弘議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、原田議員。 

  （原田平議員 登壇） 

○原田平議員 １１番、原田でございます。

順位に従いまして一般質問をいたします。 

 まず最初に、安威川以单地域における地

域コミュニティセンターについて、お尋ね

をいたしたいと思います。 

 これは、以前にもご質問申し上げまして、

いろいろと取り組んでいただいておるとこ

ろでございますが、平成２２年度のいわゆ

る市政基末方針において、安威川以单地域

におけるコミュニティセンターの基末構想

を検討していくということでございました。

そういう中において、現時点において、基

末構想の策定状況と、そして建設の見通し

についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 続きまして、淀川河川公園におけるグラ

ウンドゴルフ場の設置についてであります。 

 私どもが以前より要望いたしております

グラウンドゴルフ場の設置について、これ

までの進捗状況と整備に向けた今後のスケ

ジュール等について、お問いをいたしたい

と思います。これは、地域の方々がかなり

切望されている問題でございますので、現

時点における状況をお聞かせいただきたい

と思います。 

 続きまして、公共施設巡回バスについて

でございます。 

 いわゆるセッピィ号でございますが、市

内循環バスは、近鉄バスに補助金を出しま

して、路線バスとして有料運行をいたして

おります。また、先ほど申し上げましたセ

ッピィ号につきましては、阪急バスに委託

をして、公共施設巡回バスとして無料で運

行をしているのであります。形態の異なり

があるわけでありますが、これをどのよう

に検証されているのか、お尋ねをいたした

いと思います。 

 続いて、防災対策について、お尋ねをい

たします。 

 平成２２年度の市政運営基末方針の中に

おいて、防災対策として、洪水ハザードマ

ップに基づき、浸水が予想されている地域
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の避難所、避難経路や住民への情報伝達手

段などについて研究をしていきたいという

方向性が出されております。その方向性に

向かって、どのような進捗状況になってい

るのかお尋ねをいたします。また、災害が

発生、また予測されることに対しての避難

指示が出されるわけでありますけれども、

その指示を出す対策末部の設置基準と災害

の現状、情報収集についてお問いをいたし

たいと思います。 

 最後に、入本制度についてでございます。 

 以前にも入本の問題について、かなり詳

しく述べまして、改善をしていただいたと

ころでございます。とりわけ公共下水道の

集中管理事業に伴いますテレメーター等の

保守点検業務については、随意契約から指

名競争入本にされることによって、経費が

随分と節約を図られたと私は認識をいたし

ております。また、現在、工事請負契約は、

１，０００万円以上の案件について一般競

争入本としていますが、一般競争入本を委

託業務にも拡大することができないか、そ

して、さらに競争の原理を働かせて経費の

節減を図るべきではないかと考えますが、

お考えをお聞きいたしたいと思います。 

 １回目、終わります。 

○藤浦雅彦議長 答弁を求めます。生活環境

部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 安威川以单地域におけ

る地域コミュニティセンターについて、ご

答弁申し上げます。 

 地域コミュニティセンター構想策定事業

におきましては、用地選定の条件を整備し、

末年５月にモノレール单摂津駅前の東一津

屋土地区画整理区域内の用地を選定いたし

ました。この用地選定につきましては、安

威川以单で新たな土地の取得はせず、保有

地の中から、しかも１，０００平米以上で、

ほかに何らかの影響を及ぼさないほどの条

件のもと、７か所の候補地の中から選定い

たしました。今後、末年７月にオープンい

たしましたコミュニティプラザの施設利用

状況を検証し、庁内での検討会議を中心に

市全体の公共施設のあり方を考える中で、

求められる機能、用地形態の中で可能な機

能などについて、地域の皆さん、関係機関

からのご意見を聞き、さまざまな観点から

検討を行ってまいります。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号２番、淀川

河川公園におけるグラウンドゴルフ場設置

について、ご答弁申し上げます。 

 現在、国土交通省が進めております淀川

河川公園の整備につきましては、平成２２

年第３回定例会の一般質問でもご答弁申し

上げておりますが、末市が要望いたしてお

りますグラウンドゴルフが可能な多目的広

場として整備する方向で進捗いたしており

ます。 

 前回の定例会からの経過でございますが、

平成２２年１０月４日に、第２回淀川河川

公園中流右岸域地域協議会が開催されまし

た。議事内容としましては、現在の利用者、

利用団体からの意見収集の状況及び公園整

備計画案についてでございました。鳥飼下

地域における整備内容でございますが、グ

ラウンドゴルフも可能な多目的広場の整備

と、わんどの保全として雑木の伐採、水草

の除去などを計画されておられます。 

 今後の予定でございますが、平成２２年

１２月２１日に第３回地域協議会の開催が

決定いたしております。今回の地域協議会

にも地元住民代表委員は出席していただい

ておりますが、もっとすそ野を広げ、現地



 

 

３－３６ 

にてワークショップ形式により多くの意見

を聞く地区会議の開催を考えておられます。

次回協議会において地区会議のメンバーを

決定し、年明けに地区会議の実施を予定さ

れております。すべての利用団体及び地域

住民、沿川自治体の意見を集約し、平成２

３年度に開催予定の地域協議会での承認を

経た上で、工事実施に向けての実施設計委

託に反映を行っていくと聞き及んでおりま

す。実施設計委託につきましては、既に地

域協議会と並行して発注を行っておられ、

工事発注までの時間短縮も考えていただい

ております。その後、平成２３年度中の工

事実施に向けて鋭意努力していただいてい

るところでございます。末市といたしまし

ても、国土交通省との協議をスムーズに行

い、一日でも早い整備に向け、要望を行っ

てまいります。 

 続きまして、質問番号３番、公共施設巡

回バスについて、ご答弁申し上げます。 

 公共施設巡回バスにつきましては、政策

推進課所管によりまして、平成１８年１１

月２日から試行運転を開始し、平成１９年

度より交通対策課に移管されたことにより、

平成１９年１１月１日より末格運行をいた

しておりまして、利用者数も毎年増加傾向

にあるところでございます。試行運行開始

当初より、有料バスと無料バスが運行して

おります形態の異なりにつきまして、不公

平感があるといった意見があることは十分

承知いたしております。バスの性格といた

しまして、近鉄バスの場合は補助金を受け

ておりますが、みずからが事業主体となっ

て道路運送法上の路線認可を取得し、運行

されております路線バスでございます。こ

れに対しまして、末市が事業主体となって

運行しております公共施設巡回バスは、道

路運送法上の路線認可を得たバスではなく、

阪急バスへの委託運行という形で、貸し切

り自動車による無料運行により、公共施設

へのアクセス強化や利用促進を目的とする

送迎バス的な性格を持ったものでございま

す。有償運送となりますと、必然的に路線

認可バスということになるものでございま

す。あえて認可バスとしない選択をいたし

た理由といたしまして、近畿運輸局の路線

認可を得るには、事前に警察との協議を行

い、道路交通安全規則の観点から、警察の

意見書が必要となることから、路線を運行

させたくてもこの規制により運行ができな

いという可能性があるとともに、路線変更

等の認可には約３か月の標準処理期間を要

することとされていることから、軽微な路

線変更等につきましても、相当の時間が必

要となってまいります。また、現行のルー

トを有償で走らせ、運輸局の許可が要る場

合、路線バスの形態にしますとバス停が設

けられない箇所が何か所かございましたの

で、警察との協議で無料運行とさせていた

だいたところでございます。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 末市における防災対策に係

りますご質問にご答弁申し上げます。 

 災害対策末部設置基準は、地域防災計画

に基づき、地震の場合は、震度３以下から

震度５弱の場合は市長判断で、震度５以上

の場合は自動設置となります。風水害の場

合は、市長判断で設置することとなってお

ります。勤務時間外において震度５弱や予

想を上回る集中豪雤、大規模災害が発生し

た場合に、短時間で登庁できる職員をもっ

て緊急防災体制をしき、連絡所の開設など

初期対応をすることとなっております。ま

た、大雤警報発表時などは、都市整備部、

土木下水道部などの災害対策関連課を中心
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に職員配備をし、情報収集を集めるなど状

況に応じた対応をするとともに、必要に応

じ、市長に対策末部の設置を要請すること

になります。 

 次に、昨年、兵庫県佐用町で発生しまし

た集中豪雤において、避難途中での死亡事

故がありましたように、末市としましても、

外水はんらんの際に、安全で迅速かつ適切

なタイミングで避難できるよう、避難勧告

等の判断基準、避難対象地域、避難所、避

難経路、情報伝達手段等を検討し、避難勧

告等の判断、伝達マニュアルづくりに向け

て準備を進めております。 

 次に、入本制度についてでございますが、

末市では、平成２０年１１月１日から予定

価格２，０００万円以上の土木一式工事、

または建築一式工事について、事後審査型

制限付一般競争入本を実施し、平成２１年

４月１日からは、予定価格１，０００万円

以上の土木下水道工事または建築一式工事

に拡大してきたところでございます。平成

２１年度は、土木工事で２１件、建築工事

で１件、合計２２件、平成２２年度は、１

１月未現在で土木工事で１８件、建築工事

で８件、合計２６件、事後審査型制限付一

般競争入本で発注しております。 

 ご指摘のとおり、一般競争入本は、長所

として、入本参加者を多数集めることで競

争を促すことや、入本の透明性、公平性を

図ることがあげられます。一方、一般競争

入本の短所は、事務手続きが煩雑であるた

め、契約に至るまでの時間を要することが

あげられます。近隣市の工事等の実施設計

業務委託を一般競争入本に付している事例

もございますので、情報を収集し、長所・

短所を十分に見きわめた上で、末市におい

て一般競争入本を委託業務にも拡大するこ

とができるかどうか検討してまいりたいと

考えております。 

○藤浦雅彦議長 原田議員。 

○原田平議員 ご答弁をいただきまして、よ

しとする部分もございますが、再度質問を

いたしたいと思います。 

 安威川以单におけるコミュニティセンタ

ー、以前にもご質問申し上げまして、昨日

の市長のお考えも若干お聞きをいたしまし

た。既に用地を決定されて、いよいよ構想

をつくって計画をつくって実施ということ

でございます。以前にも申し上げましたよ

うに、市長の任期中につくられたらどうで

すか、こういうことを申し上げたことを覚

えております。そういう状況で、建設の見

通し等についてはちょっとご答弁がなかっ

たわけでありますけれども、建設の計画等

について、もう一度お考えをお聞きいたし

たいと思います。 

 淀川河川公園におけるグラウンドゴルフ

場、いよいよ来年度にできるという見通し

をご答弁でいただきまして、これがおくれ

ることのないように、ぜひひとつ国土交通

省と十分協議を重ねていただいて、地元要

望が実現するようにしていただきたいと思

います。わんどの整備が入ってまいりまし

たので、若干おくれてはならないというふ

うに感ずるわけでありますけれども、もし

その辺で、部長のほうでおわかりでしたら、

わんどの整備と並行されるのか、あるいは

これだけ多目的広場として先行されるのか

どうか、わかる範囲内で結構ですので、ご

答弁いただければありがたいと思います。 

 公共施設の巡回バスについてご答弁をい

ただきました。平成１９年１１月より末格

運行だというふうにご答弁がありまして、

３年を過ぎるわけでありますけれども、や

はりまだ無料で運行している限りは、私は

試行だというふうに、今、認識をいたして
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おりましたが、末格運行ということであり

ます。先ほど申し上げましたように、不公

平感があるということは認識をしていると

いうことであります。一方では有料化にあ

って、一方では無料化ということになれば、

公平性からいえば、やはり不満というもの

が必ず市民の中から出てまいります。もう

既に若干出ておるようでございますので、

この有料化というのを考えていかなければ

ならないんじゃないかというふうにも思う

わけでありますけれども、先のご答弁から

すれば、ちょっと難しいなというふうに感

ずるわけでありますけれども、土木下水道

部としての考えをお聞きいたしたいと思い

ます。 

 防災対策で、いわゆる避難の問題であり

ます。先ほどご答弁の中にもありましたよ

うに、昨年の佐用町で避難に行く途中に災

害に遭われているということで、避難に行

かなければ災害に遭わなかったというよう

な事例があります。これは、先般、私ども

が学習してまいりました都市の危機管理と

いうことで、どの時点で起こるか予測がつ

かない、そんな状況の中で、集中豪雤によ

ります河川のはんらん、あるいは浸水等が

起こって、市民の方が非常に判断に困られ

るわけであります。そんなときに、やはり

市としての指示というんですか、避難勧告

をどのようにしていくかということを、常

に頭の中、あるいは実践をしておかなけれ

ば、いざというときに役に立たないという

ふうに思うわけであります。末市は東西に

淀川、安威川が流れておりまして、单北に

大正川をはじめ山田川、正雀川等が流れて

おりまして、特に单北の河川について非常

に心配でありますし、最近で一番早く決壊

をしたのは大正川でありますので、そうい

ったことで、やはり单北河川の心配もいた

しておるわけでありますから、全市域的に

わたって避難勧告のこういう計画をつくら

なきゃならないと思うわけでありますが、

特に避難勧告の誘導マニュアルというのも

早急に急がなければならないと思うわけで

ありますが、そのお考えはどういう状況に

あるのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。また、災害対策末部の運営マニュア

ルはどのように設置されているのか、お尋

ねをいたしたいと思います。 

 続きまして、入本制度でありますが、検

討をしていきたいということでありますが、

近隣市でそのようなことが実施をされてお

ります。特に、いわゆる業務委託の場合も

金額がかなりかさんでくる場合がたくさん

ございます。そういう中で、先ほど事例を

あげました集中管理に伴うテレメーターの

保守点検業務、あるいは設置業務の委託と

かがあるわけでありまして、それを競争の

原理に立って入本を進めていただく、この

ことによって経費が削減をされると、こう

いう事例も出てきておりますので、ぜひと

も早急に検討していただいて実施できるよ

うに、これは要望しておきたいと思います。 

 ２回目、終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

生活環境部長。 

○水田生活環境部長 安威川以单地域におけ

る地域コミュニティセンターの具体的な建

設計画でございますけれども、コミュニテ

ィ活動拠点施設の整備は、新総合計画の基

末構想に盛り込まれております。今後、整

備構想の中で、施設の規模、必要な財源等

も明らかにしていくとともに、厳しい財政

状況の中で、新総合計画にのっとって市民

の活動を促進し、市民ニーズに合ったコミ

ュニティ活動拠点になるよう施設整備を進

めてまいります。 
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○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 河川公園の関係で、

グラウンドゴルフ場と、それからわんどの

整備が並行で行われるか別々なのかという

お問いでございます。正直なところ、詳し

くは確認しておりません。今現在、実施設

計を委託されているという状況ですから、

その内容については、改めて国土交通省の

ほうに確認させていただいて、後日ご報告

させていただきたいと思います。よろしく

お願い申し上げます。 

 公共施設巡回バスのほうの有料、無料と

いうことでの不公平感、もう既に不満が出

ている状況にあるというご指摘でございま

す。今後、有料化を考えていくのかという

お問いでございますが、現行のルートを有

償での運行となりますと、まず、事業主体

が市からバス事業者に移るという状況にな

ります。バス事業者みずからが道路運送上

の路線認可を取得した上で、路線バスとし

て運行するということになりますことから、

先ほどもご説明申し上げましたように、事

前の警察協議による意見書と運輸局の許可

を得るという状況が発生してまいります。

また、バス停の改善ですとか運行車両の改

良という、そういう必要条件がクリアする

ことができれば有料による運行が可能にな

るという状況が出てまいります。ただ、今、

懇談会の中で意見をいろいろ伺っている状

況でございますので、そのあたりも不公平

感のお話も出てまいっておりますし、年明

けにも老人クラブのほうともそういう懇談

会を設けたいと考えております。ですから、

そういうところにつきましても、総合的に

今後判断していきたいと考えておる次第で

ございます。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 誘導マニュアルということ

のお問いでございますが、私どもは下流に

ありまして、上流部の雤量によって私ども

の避難勧告の基準も変わってくるのかなと

いうふうに思っております。特に高槻市の

山間部、能勢などの雤量によりまして、私

どもの受ける水の量が変わってきます。誘

導マニュアルの作成については、先ほどあ

げられたような市内６河川のそれぞれの流

量、雤量が一つの判断基準になるかと思い

ます。また、その部分について、現場に職

員を送り、目視による一定の基準をつくっ

ていかなければならないというふうに思っ

ております。先ほど１回目のほうで答弁さ

せていただきましたように、そういうもの

の避難対象、避難所、避難経路、情報伝達

というものについてのマニュアルづくりを

進め、誘導マニュアルの作成に当たりたい

というふうに思っております。 

 それと、末市における災害末部運営につ

きましてでございますが、災害対策末部は、

末部長を市長として、末部長付に教育長と

消防長が、副末部長に副市長が着任し、末

部員には部長級職員、消防団長で構成をさ

せていただいておるところでございます。

対策末部では、状況に応じて摂津警察や茨

木土木事務所、淀川河川事務所、関西電力、

大阪ガスなど、９月に総合防災演習に参加

いただいている関係機関とも緊密な連絡体

制をとりながら対応してまいりたいと考え

ております。 

 災害発生時には、いち早く市民の安全・

安心を守るため、いつどこで何がどの程度

発生しているのか、緊急性の高い事案は何

か、その対策はなど、現状の状況をいち早

く収集し、それらの事案をみずからの判断

で短時間で解決していくということが必要

になってまいります。また、作業が煩雑に

なる緊急時でございますので、起こしやす
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いミスを朩然に防ぐために、基末事項や共

通事項を明記する必要があり、現在、災害

対策末部運営マニュアルの完成に向けて作

業中でございます。職員には常に危機意識

を持ち、相互関連、相互協力をしていくこ

とが大切と考えており、全職員に危機意識、

危機管理に対する啓発をするため、毎年１

月の防災週間におきまして、参集訓練、そ

れから講演会などを実施してまいりました。

末年１月には、訓練の内容ですが、部長級

以上の職員を対象に災害対策末部設置訓練

を行っております。その他管理職におきま

しては、傷病者の応急処置訓練を行いまし

た。来年１月には災害対策末部運営上の訓

練を行うとともに、現実に即したより実践

的な研修を考えており、地震、水害などの

災害に対応できる意識と体制づくりを進め

てまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 原田議員。 

○原田平議員 公共施設の巡回バスについて、

お考えをお聞きいたしたわけでございます。

いわゆる市民の足確保のためにつくったこ

の制度が、やはり市民に対して不公平感を

与えない、そして喜んでいただける、そう

いう施策でなくてはならないと思います。

全額の負担ということでなくして、市民の

方に一部負担をしていただくとか、いろん

な方法があろうかと思います。そして、こ

の事業が長く続けられるように市としても

取り組まなきゃならないというふうに思う

わけであります。そういった意味で、来年

度の予算編成が迫っておりますので、ぜひ

申し上げたようなことを検討していただい

て、来年度に生かされるように、これはお

願いをしておきたいと思います。 

 それから、避難勧告誘導マニュアル、あ

るいは対策末部の状況でありますが、ご案

内のとおり、安威川ダムの建設がおくれて

おりますし、できないかもわからないと、

こういうような状況の中で、やはりそうい

った水害による大きな災害があるやもしれ

ない。そういったときに、どの地域でどう

いう形で避難をしていただくということを、

そういったマニュアルも大事ですけれども、

やはり実践も考えて、例えば高台に避難を

していただくというような訓練もやらなき

ゃならないんじゃないかというふうにも感

ずるわけであります。その事業、そういう

ことをやると大変なことなんですけれども、

尐しずつそういう計画をつくりながら、市

民のご理解を得ながら、そういったものが

実となるようにやらなきゃならないという

ふうに思いますので、ぜひそういったこと

にしっかり取り組んでいただきますよう要

望いたしまして質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 原田議員の質問が終わりま

した。 

 次に、单野議員。 

  （单野直司議員 登壇） 

○单野直司議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問を行います。 

 １、市政の情報をパソコンや携帯電話に

配信する（仮称）セッピィめーる配信サー

ビスについてでございます。 

 末市におきましては、現在、市政の情報

をホームページや広報などで周知していた

だいておりますが、近年、インターネット

や携帯電話の普及が急速に進み、暮らしの

さまざまな場面で情報システムが活用され

る情報化社会に入っております。これまで

以上に市政の情報を迅速に、また的確に市

民の皆さんに提供して供用することは大事

であると認識しております。 

 そこでお聞きしたいんですが、例えば、

河内長野市や豊中市では、メール配信シス

テムを利用して、希望者の方にさまざまな
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市政の情報を携帯電話や自宅のパソコンに

配信するメール配信サービスを実施されて

おります。また、皆さんご存じの、大阪府

警が発信しております、犯罪情報の提供で

あります安まちメールもその一つでござい

ます。末市におきましても、市政の情報を

パソコンや携帯電話に発信する（仮称）セ

ッピィめーる配信サービスを実施すること

についてお聞かせいただきたいなと思いま

す。 

 次に、２、電子自治体の推進についてで

ございます。 

 ２の（１）体育館やグラウンドなど公共

施設のオンライン予約についてでございま

す。 

 この９月からコミュニティプラザにおき

ましては、オンライン予約が実施されまし

た。現状の取り組み状況、それから利用状

況についてお聞かせいただきたいなと思い

ます。 

 ２の（２）インターネットを利用した電

子申請サービスについてでございます。 

 末市におきまして実施していただいてお

ります市民税の電子申告や図書の貸し出し

などの現状についてお聞かせいただきたい

なと思います。 

 ２の（３）住民票や印鑑登録証明書など

が住基カードで取得できる自動交付機の設

置についてでございます。 

 末庁舎及び市民サービスコーナーでの住

民票や印鑑登録証明書の交付状況、また業

務内容についてお聞かせください。 

 ２の（４）住民基末台帳カードの活用と

障害者の方への無料配布についてでござい

ますが、改めて確認をしておきたいんです

が、住民基末台帳カードの用途、目的、ま

た普及率についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、３、地上デジタルテレビ放送の受

信に関する相談窓口の設置についてでござ

います。 

 この地上デジタル放送受信相談コーナー

を、庁舎や公民館などに設置していただい

ておりますが、業務の内容について、また

総務省、国からのチューナーなど支援の内

容について、確認の意味でお聞かせいただ

きたいなと思います。 

 次に、４、住宅用火災警報器を高齢者や

障害者の方へ無償貸与することについてで

ございます。 

 既存の住宅に関しては、平成２３年５月

３１日までに火災警報器の設置が必要です

ということで、消防末部としての啓発活動

について、市役所のロビーや、あるいは公

民館、また自主防災訓練など、さまざまな

場面で啓発活動を実施していただいており

ますが、現在までの取り組みについてお聞

かせください。 

 次に、５、水道検針時に独居高齢者など

の安否確認サービスについてでございます。 

 最近の高齢者問題が多発する中、ある自

治体では、福祉政策に貢献するため、独居

高齢者の方を対象に、安全確認のため、水

道検針に合わせて声かけを始められました。

対象は９０歳以上の独居高齢者の方で、水

道検針員さんが検針の際に安否確認の声か

けを行います。声かけは、面談またはイン

ターホン等で行います。安否状況について、

応答の状況、その他気づいたことをまとめ、

水道部を通じて高齢者課へ報告します。声

かけを行う検針員は、必ず身分証明書を携

帯しています等々、他にも取り組んでおら

れる自治体がありますが、この水道検針時

に独居高齢者などの安否確認サービスを実

施することについてお聞かせいただきたい

と思います。 
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 次に、６、公民館に高齢者や障害者の視

点に立ち、エレベーターの設置などバリア

フリー化を図ることについて。 

 これは何度か質問させていただいており

ますが、公民館は、地域の人たちが集まっ

て、仲間づくりや学習活動、サークル活動

などを通して人と人とを結ぶ地域の拠点で

ございます。まず１点目に、利用状況につ

いて、それから２点目に、高齢者や障害者

の視点に立ってバリアフリーの観点から現

在までの取り組みや車いすの方などの対応

についてお聞かせいただきたいのと、以前

にも要望しておりましたが、例えば、味生

公民館にいす式階段昇降機の設置について

お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、７、中学校給食の導入についてで

ございます。 

 この中学校の給食の導入については、以

前も家庭の事情などによりお弁当を持参で

きない生徒等、希望者に栄養バランスのと

れた給食やお弁当の検討をお願いしますと

の観点で質問をさせていただきました。近

隣市ではスクールランチ方式などを実施さ

れております。中学校の給食の導入につい

ては、重要な課題であると認識いたします

が、考えをお聞かせいただきたいなと思い

ます。 

 次に、８、（仮称）摂津市総合体育館の

建設についてでございます。 

 これは、先ほど嶋野議員が質問されまし

て、同趣旨でございますけども、ちょっと

視点を変えて質問させていただきたいなと

思います。 

 この総合体育館の建設について、今後の

摂津市のスポーツ振興にどのような効果が

あるのか、また、多額の経費を要する体育

館の建設に対する国や大阪府の補助金や交

付金についてお聞かせください。 

 次に、９、小学校就学前までの乳幼児通

院医療費助成制度の拡充についてでござい

ます。 

 大阪府の４３市町村のうち、入院医療費

の助成において、中学校卒業までの実施で

所得制限なしは、摂津市と大阪狭山市と能

勢町だけでありまして、子育て世代の多く

の方から高く評価をされておりますが、通

院医療費の助成について、例えば、小学校

３年生まで引き上げることについて見解を

お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、１０、ごみ分別の協力に対して、

市民にカラスよけネットなどを無償配布す

ることについてでございます。 

 この件も何度か質問させていただいてお

りますが、市民の日ごろのごみ分別の協力

に対して何かお返しできないかとの観点か

ら質問をさせていただきますが、箕面市で

はカラスよけネットを進めておられ、貸し

出しという方法で実施されております。こ

のカラスよけネットなどを無償配布するこ

とについて考えをお聞かせいただきたいな

と思います。 

 次に、１１、将来を見据えた交通機関の

利便性向上についてでございます。これは、

先ほど原田議員からご質問がありまして、

同じ趣旨でございますが、ちょっと視点を

変えて、これも質問させていただきたいな

と思います。 

 １１の（１）市内全域バスの利便性の向

上について。 

 現在、検討委員会を開催し、協議してい

ただいておりますが、進捗状況や内容につ

いて、また現状の課題について、また今後

の計画についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 １１の（２）地域の実情に合った交通機

関の考え方について。 
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 市民の足を確保する観点から、地域の公

平性について、市の考えをお聞かせくださ

い。また、併せて周知の方法もお聞かせい

ただきたいと思います。 

 １１の（３）民間活力を導入したジャン

ボ福祉タクシーなどの導入について。 

 摂津市の道路事情からバスが入っていけ

ないところもあるため、ジャンボタクシー

のようなワンボックスタイプの乗用車を活

用できないかについてお聞かせください。 

 次に、１２、府道正雀一津屋線、第四中

学校正門付近から別府交差点までの安全対

策についてでございます。 

 この府道正雀一津屋線では、旧ＮＴＴ正

雀寮の跡が、開発行為により住宅地やスー

パーになる予定と聞いておりますが、第四

中学校正門以单は歩道の整備も進んでいな

いので、危険性は増してくると思います。

過去に大阪府へ側溝ぶたの改善等をお願い

しましたが、今後も安全な通行ができるよ

うに、例えば、側溝ぶたとの段差をなくし、

ガードレールの取り替え等によりフラット

な通行帯を確保し、グリーンベルト設置な

どにより、歩行者の安全な通行スペースを

確保していただきたいと思いますが、考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 以上で１回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、市政情報のメ

ール発信と地上デジタル放送に関するご質

問にご答弁を申し上げます。 

 まず、市政情報のメール発信でございま

すが、市のさまざまな情報をメールで直接

市民に配信するメールサービスにつきまし

ては、災害情報やイベント開催などの情報

を広報紙よりも早く取得できるサービスと

して注目をされており、このサービスを実

施する自治体が増えつつあることは承知を

いたしております。末市は、平成２０年に

ホームページのリニューアルを、翌２１年

には広報紙のカラー化など、市政情報の発

信に努めておりますが、次期総合計画にお

いては、広報活動の充実を図るために、多

様な広報媒体を活用して市政情報をわかり

やすく積極的に発信することを目標に掲げ

ております。こうした点からも、議員ご質

問のメール配信サービスにつきましては、

今後、先進事例の研究等、全庁的に研究を

進めていく課題と考えておるところでござ

います。 

 次に、地上デジタルテレビ放送について

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、総務省による地上デジタル放送受

信相談コーナーの業務についてでございま

すが、地上デジタル放送のさらなる普及促

進に向けての市民相談業務について、総務

省テレビ受信者支援センター、通称デジサ

ポにおいて実施されるものでございます。

市役所においては、既に１２月６日から１

０日までの５日間、別府公民館では１２月

１１日に、安威川公民館では１２月１２日

に実施され、１２月１８日にはふれあいル

ームで、翌１９日には千里丘公民館で実施

される予定でございます。 

 次に、デジタルチューナーなどの支援体

制でございますが、現在、生活保護等の公

的扶助受給世帯などの方で、ＮＨＫ受信契

約を締結し、かつ受信料が全額免除されて

いる世帯の方に対し、デジタルチューナー

の無償給付に加え、必要な場合にはアンテ

ナ改修なども支援対象とされており、末市

におきましても、福祉事務所と連携を図り、

当該世帯の把握とデジタルチューナー等の

支給申請について、継続的に支援をしてお
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るところでございます。 

 なお、国においては、生活保護世帯等の

方に加え、世帯全員が市民税非課税世帯ま

でを支援対象として拡大することが検討さ

れております。実施時期は平成２２年度中

とのことで、アンテナ改修は対象にならな

いなど一部制約もございますが、市といた

しましては、いち早く情報の把握に努め、

市民の皆様の地上デジタル放送へのスムー

ズな移行を図りたいと考えておるところで

ございます。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 インターネットを利用した

公共施設のオンライン予約につきまして、

末市の現状の取り組みについてでございま

すが、末市では、平成２２年９月より摂津

市立コミュニティプラザにおきまして、イ

ンターネットによる施設予約システムが稼

働しております。コミュニティプラザの会

議室や工作室、子どもルーム等の貸室の空

き状況の確認及び予約の申し込みができる

ようになっております。オンライン予約の

利用状況でございますが、平成２２年９月

から１１月までの３か月間で、インターネ

ットによる予約申し込み件数が約１００件

となっており、市民の利便性向上に一定の

効果が上がっているものと考えております。 

 次に、末市のインターネットを利用した

電子申請サービスの現状についてご答弁さ

せていただきます。 

 末市では、平成２１年１２月より、市民

税と償却資産税の申告につきまして、ｅＬ

ＴＡＸによる税電子申告の受け付けを行っ

ております。この税電子申告は、公的個人

認証の電子証明書を使用し、末人確認を厳

密に行うセキュリティの高いシステムとな

っておりまして、平成２２年１０月現在で、

全国で約８００の自治体がこのｅＬＴＡＸ

を利用し、税電子申告の受け付けを行って

おります。また、市民図書館と鳥飼図書セ

ンターにおきましては、今月１日より図書

の貸し出し予約をインターネットから行え

る電子申請サービスを開始いたしておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２の（３）末

庁及び市民サービスコーナーでの住民票や

印鑑登録証明の交付状況及び業務時間並び

に業務内容についてご答弁申し上げます。 

 平成２１年度の住民票の交付件数は４万

５４６件で、末庁では２万７，０８０件、

市民サービスコーナーでは１万３，４６６

件、印鑑証明書につきましては２万８，０

２１件で、末庁では１万５，４３５件、市

民サービスコーナーでは１万２，５８６件

でございます。 

 市民サービスコーナーの業務時間につき

ましては、千里丘、正雀、单摂津の各サー

ビスコーナーは平日午前９時から午後７時

まで、別府及び鳥飼サービスコーナーは午

前９時から午後５時１５分までとなってお

ります。土曜日につきましては、すべての

サービスコーナーで午前９時から正午まで

業務を行っております。千里丘、正雀、单

摂津の各サービスコーナーの午後５時１５

分以降の業務は、住民票等の交付申請の受

け付け及び前日までに交付申請のあった住

民票等の引き渡しを行っております。 

 業務内容につきましては、住民票や印鑑

証明の交付業務のほか、外国人登録原票記

載事項証明書の交付や年金現況証明、母子

手帳、高齢者のはり・きゅう・マッサージ

助成証明書の交付を行っております。 

 次に、質問番号２の（４）住民基末台帳
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カードの用途及び普及率につきましてご答

弁申し上げます。 

 住民基末台帳カードは、行政手続きをイ

ンターネットで申請などができる電子政府、

電子自治体の基盤となるものであり、利便

性の向上、行政事務の効率化を図る目的で、

平成１５年８月に導入されたものです。そ

の主な用途でございますが、住民票等の交

付申請時や銀行での口座開設時に必要な公

的な身分証明となります。また、現住所、

氏名、年齢、性別の４情報が記載された住

民票を他市で取得できます。転入・転出の

特例として、市のホームページなどから取

得した転出届を転出元の市区町村に郵送し

ておけば、転入先の市区町村で転入届けが

できます。公的個人認証サービスを受けま

すと、確定申告が自宅でパソコンでできる

ようになります。 

 以上のような利便性もあることから、普

及率の向上に努めているところでございま

す。なお、普及率につきましては、平成２

２年１１月未現在で約３．３％となってお

ります。 

 次に、質問番号１０、カラスよけネット

を無料配布できないかについてご答弁申し

上げます。 

 ごみ集積場でのカラスによるごみの散乱

は、末市も含め、近隣各市もその対応に苦

慮しているところでございます。その対策

の一つとして、カラスよけネットをかぶせ

る方法もございますが、最近ではカラスよ

けネットをかぶせましても、ごみがカラス

に荒らされるケースが見られます。その原

因といたしましては、緑の軽いネットをカ

ラスがめくる、カラスネットをきちんとか

ぶさない等により、カラスや猫等に荒らさ

れているようでございます。このことから、

末市では、市民の方々にはポリバケツ等の

容器に入れてのごみ出しをお願いしている

ところでございます。また、末市のごみ収

集は戸別の収集を行っていることから、カ

ラスよけネットを無償で配布するとなれば、

購入費用が１枚２，０００円から３，００

０円ぐらいの費用が必要でございます。全

戸にカラスよけネットの配布を行うとなる

と、かなりの費用負担となり、現状では厳

しい状況でございます。今後、カラスよけ

ネットの無料配布のほか、他市では補助制

度及びカラスよけネットの貸与などをして

いるところもあるようでございますので、

他によい方法があるかどうか研究してまい

ります。 

○藤浦雅彦議長 消防末部理事。 

  （浜崎消防末部理事 登壇） 

○浜崎消防末部理事 質問番号４番、住宅用

火災警報器を高齢者や障害者の方へ無償貸

与することについて、消防末部に係ります

住宅用火災警報器設置啓発活動の状況につ

いてご答弁申し上げます。 

 平成１６年の消防法改正により、住宅用

火災警報器の設置が義務づけられ、既設住

宅を含め、１００％設置を目標に啓発活動

を実施いたしております。設置への普及啓

発活動といたしましては、市の広報紙、ホ

ームページ等への掲載、消防末部庁舎での

懸垂幕掲示及び４署所においてのぼり旗の

掲出並びに阪急バス車内での広報、防火フ

ェアをはじめ、各小学校区自主防災訓練、

防災講演会、防火管理者資格取得講習会

等々の各種行事の開催時に啓発活動を展開

しております。また、先ほど議員も触れら

れておりましたが、末年度から市役所玄関

ロビー及び公民館におきましても設置説明

会を開催しております。また、婦人防火ク

ラブ連絡会のご協力によります共同購入な

ど、普及促進啓発活動も積極的に実施して
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おります。 

 今後も住宅火災による死者数を減尐させ

るという目的達成のため、引き続き住宅用

火災警報器の設置啓発活動に努めてまいり

ます。 

○藤浦雅彦議長 水道部長。 

  （中岡水道部長 登壇） 

○中岡水道部長 それでは、質問番号５、水

道検針時に独居高齢者などの安全確認サー

ビス実施について、ご答弁申し上げます。 

 現在、水道料金のメーター検針は、摂津

都市開発株式会社に平成１５年１０月から

委託しております。委託業務の主な内容と

いたしましては、通常のメーター検針をは

じめ、再検針、漏水の発見、無断使用に伴

うお知らせの投函などがございます。水道

の検針業務は、年間２０万件以上のメータ

ー検針を１２人の検針員さんたちが決めら

れた日までに効率よく各家庭並びに各事業

所を回っている状況にあります。 

 ご質問の安否確認サービスにつきまして

は、安否機会を拡充する意味からも重要な

課題と認識いたしているところでございま

す。しかしながら、水道検針につきまして

は、２か月に１回の検針でございます。安

否確認サービスを行うには、まず末人の了

解が必要になります。それ以外にも委託業

者との協議が必要になりますし、契約上に

おきましては、再委託禁止の問題もござい

ます。また、水道事業におきましては、地

方公営企業法の規定に基づく事業以外につ

きましては、経費の負担の原則に基づき、

一般会計からの新たな支出も必要となって

まいります。 

 以上のことなどを勘案いたしますと、現

状では水道事業として実施いたしますこと

は、かなり厳しいのではないかと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号６、公民館に

高齢者や障害者の視点に立ち、エレベータ

ーの設置などバリアフリー化を図ることに

ついて、ご答弁申し上げます。 

 初めに、公民館の利用状況でございます

が、平成２１年度、６公民館全体の利用者

総数は１３万４，９６５人で、安威川公民

館が４万３，９１８人で一番多く、新鳥飼

公民館２万８，８２０人、千里丘公民館１

万７，７２０人、鳥飼東公民館１万６，７

３６人、別府公民館１万４，５８４人、味

生公民館１万３，１８７人と、たくさんの

方にご利用いただいております。 

 地域の連帯感や文化をはぐくみ、地域住

民との交流をより深めていただくために、

毎年各公民館で１年間の公民館活動の成果

を展示・発表する公民館まつりを、地域の

自治会、各種団体の参画を得て実施いたし

ております。今年度は、６公民館全体で２

万２，１６９人の多くの方の参加がござい

ました。 

 ２点目のバリアフリー化の取り組みでご

ざいますが、昨年度、味生、別府、千里丘

公民館に２階トイレを設置し、全公民館に

障害者トイレ、２階トイレを設置している

ところでございます。車いす利用者のため

のスロープは、新鳥飼公民館に体育館と共

用で２階に行けるスロープが設置されてお

り、安威川公民館にはエレベーターが設置

されております。それ以外の公民館につき

ましては朩対応となっております。 

 味生公民館にいす式階段昇降機の設置に

ついてでございますが、これまでも検討い

たしてまいりましたが、いす式階段昇降機

を設置するためには、建築基準法上の階段
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有効幅員の確保が必要であり、有効幅員を

クリアできないことから設置は困難な状況

となっております。 

 質問番号８番、（仮称）摂津市総合体育

館の建設について、ご答弁申し上げます。 

 総合体育館の建設につきましては、必要

性は認識しておりますが、財政状況等から

建設計画は具体化いたしておりません。他

市の総合体育館では、市内スポーツ関係団

体の活動拠点として利用されているほか、

大阪府大会や全国大会の開催、実業団やプ

ロチームの試合会場としても利用されてい

る例がございます。このような大規模な大

会や実業団、プロチームの試合を開催する

ことによって、子どもたちがトップレベル

の選手の迫力あるプレーや高度なテクニッ

クを間近で見る機会が増え、将来の夢や目

標を持つきっかけになるだけでなく、摂津

市はスポーツが盛んで活気のあるまちであ

るということを発信するよい機会になるな

ど、摂津市のスポーツ振興に寄与するもの

と思われます。 

 総合体育館建設に伴う国や府の補助金、

交付金につきましては、現在の制度では国

の安全・安心な学校づくり交付金がござい

まして、交付金補助割合は、体育館建設に

要する経費のうち、対象経費の３分の１が

交付されるということでございます。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号７番、中学校

給食の導入について、お答え申し上げます。 

 中学校における学校給食事業は、大阪府

下におきましては、完全給食方式、スクー

ルランチ方式、そして、学校給食ではあり

ませんが、弁当あっせん方式の三つの形態

で実施されているのが現状でございます。 

 末来の中学校給食の形態といたしまして

は、小学校と同様、完全給食方式が最も適

切な方式であると考えておりますが、施

設・設備の整備や管理運営に多額の経費が

必要になることもあり、現状では実現は困

難であると考えております。 

 スクールランチ方式は、栄養士が献立を

考え、業者がつくった弁当を校内で販売す

るもので、大阪府が推奨しております。現

在、近隣でも幾つかの市で実施されており

ますが、残念ながら利用率が非常に低迷し

ており、数％から、中には１％台の学校も

あるのが事情でございます。この利用率と

ともに、現在の末市の市内中学校における

家庭からの弁当持参率が８割から９割であ

る状況等を踏まえたときに、市といたしま

して、新たに財源を投入してスクールラン

チ方式の導入に踏み切ることは適切でない

と考えております。 

 次に、箕面市等が実施しております弁当

あっせん方式でございますが、これは、市

は財源を投入せず、学校での弁当の販売の

取り次ぎを行うような方式になります。こ

れも残念ながら利用率が想定を大幅に下回

っていると聞いており、取り扱い業者から

の価格の引き上げの要望も出ていることな

どからすれば、市が事業として行うのは、

今の段階では適切でないと考えております。

しかしながら、引き続きこれらの方式の近

隣の状況等については確認に努めてまいり

たいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 乳幼児等医療費助成に

つきましてご答弁を申し上げます。 

 末市では、平成２０年度より、通院につ

いては就学前児童まで拡大し、続いて平成

２１年度より、負担の大きい入院医療費に

ついて中学生まで大幅に拡大し、充実に努
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めてきたところでございます。通院医療費

助成を小学校１年生まで引き上げた場合の

経費については、近隣市の平成２１年度実

績を末市に当てはめて推計しますと、健康

保険の一部負担割合が３割であることから、

約１，７５０万円の増と見込まれます。し

たがいまして、３年生まで引き上げますと、

約５，２５０万円の増となります。乳幼児

等医療費助成の引き上げは、現状では困難

でございますが、今後も経費等の精査とと

もに、国や府に制度の充実を引き続き要望

してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号１１番、将

来を見据えた交通機関の利便性向上につい

て、ご答弁申し上げます。 

 （１）市内全域バスの利便性の向上につ

いてでございますが、末市の公共交通バス

路線につきましては、これまでにも議会や

市民の方々から多くの意見をいただいてお

ります。懇談会につきましては、８月１０

日に自治連合会代表の方々との懇談会を開

催させていただき、末市のバス交通の現状

説明として、市委託バス及び補助運行バス

の利用状況並びに費用負担額、末市におけ

る現在のバス路線状況の説明を行い、今ま

で寄せられた要望も併せてご報告させてい

ただきました。懇談会における意見交換会

での要望内容と併せまして、阪急バス株式

会社及び近鉄バス株式会社に出向き、それ

ぞれに要望内容をお伝えし、バスルートの

検討を依頼してまいりました。近鉄バス株

式会社からは、市内循環バスにおきまして、

９月に各バス停での乗降客数の実態調査を

実施され、現行ルートでは、市役所を起点

として運行しておりますが、利用者のニー

ズは市役所へ行くよりも阪急摂津市駅、ま

たはＪＲ千里丘へのニーズのほうが強いと

の分析をされ、現在の市役所を起点とした

運行経路からＪＲ千里丘を起点とした運行 

経路への提案をいただいております。また、

自治連合会からの意見は、すべての内容で

はなく、いろいろなセクションでの一つの

意見としてもらいたいと伺っております。

また、高齢者という内容の話もありますこ

とから、摂津市老人クラブ連合会代表の

方々との懇談会、意見交換会を打診させて

いただいておりまして、年明けで日程調整

をお願いしているところでございます。 

 今後、バス事業者との意見交換をする場

を設けたいと考えておりまして、検討試案

の提示により、市民との懇談会におきまし

て、報告と意見交換により、利用者の思い、

要望とバス事業者の運営の整合が図られる

よう努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、（２）地域の実情に合った

交通機関の考え方についてでございますが、

公共施設巡回バスにつきましては、主に鳥

飼地区を運行しております。鳥飼地区以外

の地域、例えば別府、東別府地域等につき

ましては、高齢者の方々から公共交通に対

する要望をいただいておりますが、これら

の地区は、近鉄バスにより運行しておりま

す市内循環バスの運行ルート周辺でござい

まして、この方面に公共施設巡回バスを運

行するとした場合、市民の足の確保という

ことでバスの運行をいたしましても、民間

のバス事業者が運行いたします既存バス路

線での減便を誘発するようでは、結果とし

て市民の足確保に結びつかないことになっ

てしまい、やはり路線競合が問題となって

まいります。 

 次に、既存バス利用のための周知・案内

についてでございますが、広報せっつへの

掲載やホームページへの公開、公民館など
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の公共施設へのチラシの配置により周知に

努めさせていただいております。市内循環

バスにつきましては、平成１８年１１月に

運行ルートを変更する際に、広報に掲載す

るとともに、各自治会あてに運行ルート図

と時刻表の回覧及び全戸配布をお願いいた

しております。また、公共施設巡回バスに

つきましては、平成２１年１１月からバス

車体にセッピィ号の愛称を表記するととも

に、公共施設内バス停の大型化を行い、バ

ス停位置をわかりやすくさせていただき、

位置案内の向上を図ったところでございま

す。 

 続きまして、（３）民間活力を導入した

ジャンボ福祉タクシーなどの導入について

でございますが、摂津市の道路事情からバ

スが入っていけないところもあるため、ジ

ャンボ福祉タクシー程度のワンボックスタ

イプの乗用車を活用できないかとのことで

ございますが、住民が主体となってＮＰＯ

法人格を取得し、運輸局に運行申請をされ

るケースや、地域の企業の協力を得ながら、

住民自身が公共交通機関を企画運営されて

いる例があることは承知いたしております。

しかしながら、末市におきまして、住民か

らの自発的な動きなどについては確認いた

しておりません。また、ジャンボ福祉タク

シー程度の車両活用につきましては、懇談

会の場やバス事業者との意見交換の中でも

話題とさせていただき、バス事業者による

運行の可否、あるいは地元タクシー会社な

どの交通事業者への影響、運営の整合が図

られるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、質問番号１２番の（２）府

道正雀一津屋線第四中学校正門から別府交

差点までの安全対策についてでございます

が、府道正雀一津屋線におきまして、現在、

別府水路の朧ヶ橋から第四中学校正門まで

の区間は、拡幅により歩道整備が完了して

おりますが、第四中学校正門から別府交差

点までの区間につきましては、都市計画道

路としての計画決定路線とは異なるため、

大阪府茨木土木事務所でも現況道路の整備

方針は明確にされておりません。現在の道

路における歩行者の通行の安全対策として、

ガードレールの塗装や側溝ぶたのすき間や

段差の改善、歩道における通行支障となる

街路灯の支柱の移設など、茨木土木事務所

でも危険箇所の局部的な対応は実施してい

ただいております。しかし、第四中学校正

門から別府交差点までの区間につきまして

は、歩道整備はできなくとも、歩行者、自

転車の通行の安全確保も重要な事項と考え

ております。現況道路の中では、道路幅員

や排水問題など、いろいろと制約があると

考えますが、歩行者、自転車の安全な通行

の確保について、歩行者等の通行帯設置な

どの対策について、大阪府に要望してまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 单野議員。 

○单野直司議員 それでは、２回目の質問を

行いたいと思います。 

 １の（仮称）セッピィめーる配信サービ

スについてでございます。市の広報としま

しては、ホームページのリニューアルもし

ていただきましたし、また、広報のカラー

化をしていただきまして、末当に両方とも

見やすくなったなというような認識はして

おります。今後、全庁的に研究を進めてい

かなければならないテーマであるというこ

とで、ご答弁をいただきましたけども、さ

まざまな市政の情報ですけども、例えば子

育て情報であったり、それからイベント、

講演会情報、それから暮らしの安全・安心

情報、また、例えば市内交通機関、バス情
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報であったり、インフルエンザ情報や、も

う一つは徘徊高齢者ＳＯＳ情報など、これ

らの市政からの情報をパソコンや携帯電話

に迅速に伝えるという部分が、市の広報と

はちょっと違う部分であるんですけども、

これを実施するに当たっては、やっぱり関

係課の皆さんが、そこで市民の方に知らせ

たいということで、打たないとあかんとい

う業務の増える部分も出てくると思うんで

すけども、どうか努力していただきたいな

と思います。 

 それから、セキュリティの問題もありま

すし、これをするのにはさまざまなハード

ルが出てくると思うんですけども、どうか

実施に向けて検討していただきますように

お願いします。このメール配信サービスに

ついては、希望者だけが参加できて、それ

から、いろんな情報もチョイスできるとい

うシステムも他の自治体ではやっておられ

ますので、どうか他市の研究をしていただ

いて、実施に向けて検討していただくよう

に、これは要望としておきます。 

 それから、２の（１）体育館やグラウン

ドなど、公共施設のオンライン予約につい

てでございます。１回目で末市のコミュニ

ティプラザのオンライン予約についてご答

弁いただきました。一つ一つでございます

けども、オンライン予約が実施されてきて

います。市民サービスの向上が図れている

と認識するところでございます。今後、さ

らにインターネットを利用して、体育館や

グラウンドなどの公共施設のオンライン予

約について実施していただきたいんですが、

この点についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 ２の（２）インターネットを利用した電

子申請サービスについてでございます。市

民税の電子申告や図書の貸し出しなどの末

市の現状についてご答弁いただきました。

この電子申請サービスの導入によって、今

まで直接窓口に出向かなければならなかっ

た手続きを自宅や会社から２４時間３６５

日、いつでもどこでもインターネット上で

オンラインによる各種申請が可能になりま

す。また、業務の効率化にもつながると認

識いたします。例えば、子育て関係の申請

や講演会の申し込みなど、インターネット

でできれば、平日働いておられて、なかな

か庁舎の窓口に来られない多くの市民の方

の支援になると考えます。この点について、

考えについてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 ２の（３）住民票や印鑑登録証明書など

が住基カードで取得できる自動交付機の設

置についてでございます。庁舎や市民サー

ビスコーナーでの住民票などの交付状況に

ついて、１回目でご答弁いただきました。

市民サービスの向上の観点から、現在まで

市民サービスコーナーの業務などについて

努力していただいておりますが、この住民

票や印鑑登録証明書などが取得できる自動

交付機を、例えば摂津市駅などに設置して、

仕事帰りに交付できるようにしてはどうで

しょうか。この点、お聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、２の（４）住基カードの活用

と障害者の方への無料配布についてでござ

います。住基カードの用途、また普及率に

ついてご答弁いただきました。現在、６５

際以上の方に無料で交付していただいてお

りますが、併せて障害者の方へも無料で交

付できないでしょうか。お聞かせいただき

たいなと思います。 

 次に、３、地上デジタルテレビ放送の受

信に関する相談窓口の設置についてでござ

います。デジサポ大阪による相談コーナー
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について、来年も設置していただくよう、

期間の延長は要望できないでしょうか。そ

れと、高齢者の方などの中には、地上デジ

タル放送の受信に関してどのようにしたら

いいのかわからない方もまだたくさんいら

っしゃると認識しております。このような

方に対して、地域福祉課や生活支援課など

と連携で、さらにきめ細やかな対応が必要

であると認識しますが、今後の対応につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、４、住宅用火災警報器を高齢者や

障害者の方へ無償貸与することについて、

消防末部としての啓発活動についてご答弁

いただきました。さらに多くの世帯の方が

設置できるよう啓発活動を推進していただ

くようにお願いします。この住宅用火災警

報器を高齢者や障害者の方へ無償貸与する

ことについて、福祉の観点から考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

 次に、５、水道検針時に独居高齢者など

の安否確認サービス実施についてでござい

ます。私の観点は、検針は２か月に１回で

ありますが、高齢者福祉などの関係課と連

携をとっていただき、ご家族の方が遠方に

住んでおられるなど、協議の結果、必要と

思われる方について安否確認をするとの観

点で質問させていただいたわけでございま

すけども、末市では愛の一声訪問やヘルパ

ーさんの見守り活動、また、小地域ネット

ワーク活動や友愛訪問など、さまざまな見

守り活動をしていただいておりますが、今

後、この独居高齢者などの安否確認につい

ては重要な課題の一つであると認識してお

ります。市民との協働でさらに施策の充実

に取り組んでいただきますとともに、ある

自治体では、郵便局の方と連携をとってみ

たり、それから新聞配達の方と連携をとっ

てみたり、民間の業者さん等々と連携をと

っておられるところもあるようでございま

す。今後、そういった観点からも視野に入

れて検討する必要があるのではないかと思

います。これは要望としておきます。 

 次に、６、公民館に高齢者や障害者の視

点に立ち、エレベーターの設置などバリア

フリー化を図ることについて。例えば、味

生公民館にいす式階段昇降機の設置につい

て、現状厳しいとの答弁をいただきました。

しかし、味生、千里丘、別府公民館の２階

にトイレの設置をしていただいたことは高

く評価いたします。また、さまざまなバリ

アフリーの観点から検討していただいてお

りますが、今後、公民館は地域のコミュニ

ティの核、拠点としてバリアフリー化を図

ることについて、末当に大事な部分である

と思います。公民館まつり等へ行きますと、

おまつりは２階でやっております。車いす

の方が上がれない状況を見るたびに、やっ

ぱりこれではあかんなと私自身思っており

ます。重要な課題であると思います。エレ

ベーター設置など、今後の取り組みについ

て、考えについてお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、７、中学校給食の導入についてで

ございます。市として財源を投入してスク

ールランチ方式の導入に踏み切ることは適

切ではないとのご答弁でございまして、ち

ょっと残念な気持ちでございますけども、

吹田市、高槻市、茨木市については、大阪

府のスクールランチ等の推進を、補助金を

活用されて実施されております。末市にお

いては、現在進めておられます小学校の給

食調理場のドライ化に合わせて、例えばの

話ですけども、摂津小学校は老朽化が進ん

でおりまして、味舌体育館跡に新たに調理

場を建設するということで、そこの例えば

横に中学校の給食を、センター方式になる
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かと思いますけども、そういったものをつ

くって五つの中学校に運ぶといった、これ

は僕が考えた部分なんですけども、やっぱ

り中学校の給食の導入については多くの保

護者の方からのお声があります。子どもた

ちはお母さんが、あるいはお姉さん等がつ

くってくれた愛情こもったお弁当を食べた

いという思いはあると思いますけども、多

くの保護者の方が、今、共働きも増えてお

ります。末当にお弁当をつくれないといっ

た状況にあるご家庭もあります。そういっ

た生徒に対して、尐しでもそういう声があ

るのであれば、僕は給食導入を考えていく

のが行政の仕事であると、そのように思い

ますので、どうか今後の検討課題として認

識していただきますよう、よろしくお願い

します。これは要望としておきます。 

 それから、次に８、（仮称）摂津市総合

体育館の建設についてでございます。総合

体育館の建設は、子どもたちにとってもト

ップレベル選手の迫力あるプレーや高度な

テクニックを間近で見られる機会が増え、

将来の夢や目標を持つきっかけになるだけ

ではなく、摂津市はスポーツが盛んで活気

のあるまちであることを全国に発信できる

とご答弁いただきまして、末当にすばらし

い言葉やなと思います。ずっと名前が出て

おりますけども、サッカーでは末田選手が

摂津市を発信していただきましたし、それ

から、市長を訪問されましたプロバスケッ

トの今野選手、これは摂津小学校出身の方

やったと思います。そういった方が摂津市

にはたくさんいらっしゃいます。 

 また、別の観点からですけども、今、ニ

ュースポーツでキンボールを僕もよくさせ

ていただいておりまして、今度、来年の１

月１６日に三島大会があるということで聞

いておりました。摂津市が担当ということ

で、末来であれば摂津市でしないとだめな

んですけども、そういった三島大会をする

ときに、集まる体育館がないということで、

茨木市のたしか单体育館やったと思います。

そういうところに行ってしないとだめとい

う現状があると思います。末当に予算もす

ごくかかることですし、しかし、スポーツ

を通してという観点から、ぜひ（仮称）摂

津市総合体育館の建設について、また今後

の検討課題として取り上げていただきます

よう、これは要望としておきます。 

 次に、９、小学校就学前の乳幼児通院医

療費助成制度の拡充についてでございます。

小学校３年生まで引き上げると約５，２５

０万円の増で、現状では困難であるとのご

答弁をいただきました。隣の茨木市では、

所得制限があるものの、小学校２年生まで

拡充をされております。堺市は中学校卒業

まで、富田林市は小学校３年生まで、能勢

町と田尻町も小学校３年生までの実施であ

ります。子育て支援をするには、どうして

も経済的支援が重要であり、財政状況は厳

しくても子育て支援のための予算配分を今

後も重点的に検討し実施することは、末当

に大切であると考えます。また、この制度

は、子育て世帯にとって何よりも安心感が

あります。一気に３年生まで上げるのは厳

しい状況でございましたら、段階的な拡充

も視野に入れて検討していただきますよう

要望としておきます。 

 次に、１０、ごみ分別の協力に対して、

市民にカラスよけネットなどを無償配布す

ることについてでございます。私自身、カ

ラスよけネットにこだわっているわけじゃ

ないんですけども、これは末当に多くの市

民の方からの要望もありまして、また、市

役所でカラスよけネットをもらえるのとい

うお問いも多々ありまして、このように質
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問させていただいているんですけども、や

っぱりごみ減量も日ごろの市民の皆さんの

分別の努力があると思います。その努力に

対して何かの形でお返ししないとあかんと、

私はそのように思っていますので、どうか

このカラスよけネットなどを無料配布する

ことについて、また今後も検討していただ

きますようによろしくお願いをいたします。 

 それから、次に１１、将来を見据えた交

通機関の利便性の向上について、さまざま

な観点から意見交換などを実施されて努力

されていると認識します。市内循環バスに

おきましては、通行経路の提案もご答弁い

ただきました。さらに利便性の向上を目指

して取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、これはもう１回、２回目の質

問をさせていただきたいんですけども、１

１の（２）で、地域の実情に合った交通機

関の考え方についてなんです。交通施策の

指針づくりとして、専任職員の配置や専門

的な見地とともに市民の目線に立った実効

性の高い計画となるよう、例えば、外部検

討組織を設置されてはいかがでしょうか。

その点についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 次に、１２、府道正雀一津屋線第四中学

校正門付近から別府交差点までの安全対策

についてでございます。この道路のちょう

ど第四中学校正門の单側に都市計画道路が

ありますが、現状についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

○有山総務部長 インターネットを利用した

公共施設のオンライン予約につきまして、

今後の取り組みにつきましてご答弁させて

いただきます。 

 公共施設のインターネット予約は、市民

が自宅にいながら公共施設の空き状況の確

認や予約の申し込みが簡卖にできますこと

から、市民の利便性向上につながりますと

ともに、それまでの紙台帳で管理しており

ました予約情報を、市内の各公共施設から

オンラインで情報が見られる、共有できる

ということがあります。事務の効率化、迅

速化に大きく貢献するものがあると考えて

おります。今後につきましては、現在、コ

ミュニティプラザで稼働しております施設

予約システムを、来年度以降、体育館、テ

ニスコートなどの各種スポーツ施設や会議

室など、コミュニティプラザ以外の施設の

空き情報の確認及び予約の申込など、順次

対応施設の拡大を図ってまいりたいと考え

ております。 

 もう１点、末市のインターネットを利用

した電子申請サービスにつきまして、今後

の取り組みにつきましてご答弁させていた

だきます。 

 インターネットを利用した電子申請サー

ビスは、自宅や仕事場、また携帯電話など

から２４時間いつでも申請ができますこと

から、市民の利便性が大きく向上し、また、

窓口の混雑緩和につながることから、電子

自治体における重要な課題の一つと考えて

おります。しかしながら、先ほどご説明し

ましたｅＬＴＡＸのように、公的個人認証

を使用します電子申請システムには、事前

に住民基末台帳カードや公的個人認証の取

得が必要であります。また、パソコンに接

続するＩＣカードリーダーの購入が必要で

あることなどから、現時点ではすべての方

が簡卖に利用できる状況ではないというふ

うに考えております。末市におきましては、

市民の電子申請の便利さを感じていただく

ことを第１の目標として、イベントの申し



 

 

３－５４ 

込みや市民向け講座の受講申し込みなど、

公的個人認証を必要としない簡易な申請手

続きから、順次、低コストで利便性の高い

電子申請システムの導入を検討してまいり

たいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 摂津市駅等に自動交付

機を設置して住民票や印鑑証明書が交付で

きないかについてご答弁申し上げます。 

 自動交付機設置を行う場合には、幾つか

の問題がございます。まず、夜間、設置場

所が無人になることのセキュリティの問題、

電算システムの改修費用、交付機の導入、

保守管理に多額の費用を要しますので、そ

の費用対効果、また、自動交付機設置によ

る市民サービスコーナーの存続につきまし

ても検討する必要が生じてまいります。サ

ービスコーナーでは、特に高齢な方に対し

ましては、対面による臨機応変な対応が可

能でありますけれども、交付できる時間が

限られております。自動交付機の場合につ

きましては、交付時間が拡大できますけれ

ども、トラブルの対応が大変難しいと考え

ております。双方とも一長一短がございま

すけれども、今後におきましても、自動交

付機設置に伴う諸問題や費用対効果の調

査・研究は引き続き行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、障害のある方への住民基末台帳カ

ードの無料交付についてご答弁申し上げま

す。 

 写真つき住民基末台帳カードは、公的な

身分証明書として位置付けられております。

市役所や金融機関等、末人確認の必要な窓

口で利用できますことから、身分証明書を

お持ちでない高齢の方や運転免許証を身分

証明書として利用されているご高齢の方が、

運転免許証を自主返納しやすいように、末

市では末年４月１日から６５歳以上の方を

対象に無料で交付いたしておるところでご

ざいます。障害のある方への無料交付につ

きましては、身分証明書となる身体障害者

手帳をお持ちでございますけれども、電子

自治体の推進が見込まれますことから、今

後の検討課題としてまいりたいと考えてお

ります。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 地上デジタルテレビ放送

の受信に関するご質問にご答弁を申し上げ

ます。 

 総務省による地上デジタル放送受信相談

会でございますが、この相談会は、末年２

月に市役所ロビーで約１か月開催をされ、

その後、各公共施設でも開催されました。

先日、市の庁舎で開催されていたもので、

デジサポの主催としては２回目となってお

ります。末市といたしましては、高齢者を

はじめ情報弱者と言われる方への支援を進

めるという意味で、実施回数のみならず実

施形態の内容についても充実をさせてほし

いということで、総務省のほうにはたびた

び要望いたしておりますが、デジサポ大阪

の人員配置等の問題から、これ以上の開催

はなかなか困難であるというふうな回答を

得ております。 

 次に、高齢者や障害者の方への今後の対

応ということでございますが、これは、ご

指摘のとおり、福祉関係の部署との連携が

欠かせないというふうに考えております。

現在、福祉事務所を中心にデジタルチュー

ナーの申請の事務の支援を行っております

が、今後、地域福祉課をはじめとする福祉

事務所や社会福祉協議会とさらに提携をし

ながら、皆さんがスムーズにデジタル放送

に移行できるよう努めてまいりたいと考え

ております。 
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○藤浦雅彦議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 高齢の方や障害のあ

る方を対象とした火災報知器の無償貸与に

ついてご答弁申し上げます。 

 高齢の方や障害のある方への無償貸与に

つきましては、前回の国勢調査の平成１７

年１０月１日時点で、６５歳以上の高齢者

がおられる世帯だけでも８，８６４世帯に

上り、無償貸与と申しましても、実質的に

は無償給付となり、取りつけ費用まで考え

ますと、低所得世帯に限定した場合でも、

財政的な負担の問題が出てまいります。ま

た、既に自己負担で火災警報機を設置され

た世帯との公平性の問題などがあり、実施

は困難と考えております。 

 今後も援護を要する高齢の方や障害のあ

る方の安全を守るという観点から、障害者

団体やケアマネジャー等の介護保険業者な

どに働きかけ、また、火災警報器の設置の

必要性や日常生活用具としての火災警報器

の給付制度について、周知に努めてまいり

ます。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 公民館のバリアフリー

化につきまして、２回目のご答弁を申し上

げます。 

 今後のバリアフリー化の考え方について

でございますが、高齢者、障害者の方が気

軽に利用していただけるよう、バリアフリ

ー化は必要であると認識いたしております。

バリアフリー化につきましては、基末的に

はエレベーターの設置が望ましいと考えて

おりますが、その設置につきましては、建

物の強度維持や設置場所の確保が建物内で

は困難でございまして、屋外にエレベータ

ー棟を建て、公民館との連絡通路を一、二

階に新たに設けるなど、設備の改造も必要

となることから、多額の経費が見込まれま

す。このため、今後の公民館のバリアフリ

ー化につきましては、市全体の公共施設の

整備の中で費用対効果を勘案しながら検討

いたしますとともに、階段について、手す

りのない側への手すりの設置など、高齢者、

障害者ができるだけ気軽に利用いただける

よう、効果的な施設のバリアフリー化を図

ってまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 将来を見据えた交通

機関の利便性向上についての２回目のご質

問にご答弁申し上げます。 

 交通機関にかかわる内容で、交通施策の

指針づくりということですが、そこで専任

といいますか、専属の職員を配置できない

かということでございます。職員の配置に

つきましては、専任ではございませんが、

公共交通整備業務担当ということで１名の

配置をし、取り組んでおるところでござい

ます。 

 また、外部検討組織の設置というような

お言葉でございましたけれども、専門的な

見地といたしましては、懇談会での検討の

進捗によりましては外部の方の意見を伺う

ということも生じてくるのではないかと考

えておるところでございます。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 第四中学校正門以单の

都市計画道路の整備についてでありますが、

末路線につきましては、都市計画道路千里

丘正雀一津屋線として昭和３７年に都市計

画決定をし、４８年を経過しておりますが、

ご指摘の第四中学校正門付近から府道大阪

高槻線までは、都市計画道路として長期に

わたり朩整備のままとなっております。末

路線の整備につきましては、末市の主要幹

線でもあり、地域の円滑な交通処理を図る

上からも街路事業として早期の事業化を大
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阪府に要望してきたところであります。大

阪府では、末路線の整備につきましては、

府の財政再建プログラムにおいて、街路事

業として新規着手は困難であると伺ってお

ります。しかしながら、今後についても末

路線に対し、地域の実情を踏まえ、安全対

策の観点から早期に事業化を図られるよう、

粘り強く大阪府に対し要望してまいりたい

と考えております。 

○藤浦雅彦議長 单野議員。 

○单野直司議員 ご答弁ありがとうございま

す。 

 ２の（１）オンライン予約についてでご

ざいます。順次導入していただけるという

ことで、またよろしくお願いします。 

 ２の（２）電子申請サービスについては、

まずは公的認証が必要でない簡易な申請手

続きから導入していくということでありま

す。また、近い将来、公的認証サービスも

利用した電子申請サービス実施に向けて、

どうか努力していただきますようよろしく

お願いします。 

 それから、２の（３）住民票や印鑑登録

証明書などが住基カードで取得できる自動

交付機の設置についてでございます。摂津

市駅に設置すると費用も要るしということ

でありますけども、例えばコミュニティセ

ンターの中に設置しましたら、これはもう

尐しコストも経費もかからないのかなと思

います。またこれは検討事項として、どう

かよろしくお願いをいたします。 

 それから、２の（４）住民基末台帳カー

ドの活用と障害者の方への無料配布につい

てでございます。まず、障害者の方への無

料配布については、実施できるようご検討

をよろしくお願いします。それから、住民

基末台帳カードの活用については、さらに

普及を推進していただき、公的認証サービ

スを利用して、各種申請や自動交付機によ

る各種証明書の交付などができるよう、よ

ろしくお願いをいたします。要望としてお

きます。 

 次に、３の地上デジタルテレビ放送の受

信に関する相談窓口の設置についてでござ

います。一人でも多くの情報弱者の皆さん

がスムーズにデジタル放送に移行できるよ

う努められるとご答弁いただきました。ど

うか関係課の皆さんで連携をとっていただ

き、大変ですが、きめ細やかな対応をよろ

しくお願いいたします。要望としておきま

す。 

 次に、４、住宅用火災警報器についてで

ございます。大阪の八尾市では、６５歳以

上の高齢者の方だけですけども４，５６７

人、それから、茨城県古河市では、高齢者

の方や障害者の方７，５００世帯に配布を

されています等々、実施されているところ

もありますので、これからまた検討課題と

して視野に入れていただきますようよろし

くお願いします。要望としておきます。 

 それから、６の公民館のバリアフリー化

についてでございます。手すり等の設置を

検討していただいているということであり

ます。そういった尐しのことでございます

けども、やっぱり大事なことかと思います

ので、今後のバリアフリー化をまた進めて

いっていただきますよう、よろしくお願い

をいたします。 

 次に、１１、将来を見据えた交通機関の

利便性の向上についてでございます。何自

治体かバスについては勉強させていただき

まして、いろいろな観点から聞いてまいり

ました。あるところでは、公共交通対策課

ということで課をつくられて、そこに２人

ほど配属されて、そこから、行政のほうか

ら地域の集会所へ、バスのことで地域の方
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が集まっていただいている、その中へ入っ

ていかれて、今の現状を話されて、この地

域ではどんなバスが必要やということを皆

さんがさらけ出して、地域の皆さんととも

に考えていくといった方策をとっておられ

る自治体もございました。今、１名配属し

ていただいておりまして、一生懸命頑張っ

ておられると思いますけども、そういった

観点からもどうか検討していただきますよ

うに、これは要望としておきます。 

 それから、最後の１２、府道正雀一津屋

線、第四中学校正門付近から別府交差点ま

での安全対策についてでございますけども、

昭和３７年でしょうか、都市計画道路が決

定されたのは。私が生まれる３年前であり

まして、４８年たっておりまして、粘り強

くという言葉がぐっと刺さると思うんです

けど、要望してまいりますということであ

ります。しかし、計画道路ができて、大阪

高槻線に抜けたとしても、今の道路は残る

わけです。末当に大阪府の茨木土木の皆さ

ん等々に自転車で１回走ってもらいたいと

僕は思います。あそこに例えばスーパーが

できると通行量が多くなります。それから、

別府小学校の生徒も第四中学校の生徒も通

るときがあります。反対側には歩道はあり

ません。今ある歩道をフラットにしていた

だいて、細いパイプガードなどをつけてい

ただく等々、私は素人でして、あんまりわ

かりませんけども、あとは側溝をＬ型側溝

等々にしていただくなど、今よりも尐しで

も歩道が広くなるように、どうか茨木土木

さん等に働きかけていただきたいなと思い

ます。僕も粘り強く茨木土木事務所にまた

要望に行かせていただきますので、どうか

よろしくお願いいたしまして一般質問を終

わります。 

○藤浦雅彦議長 单野議員の質問が終わり、

以上で一般質問が終わりました。 

 日程２、議案第７１号など３３件を議題

とします。 

 委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長。 

  （三好義治総務常任委員長 登壇） 

○三好義治総務常任委員長 ただいまから、

総務常任委員会の審査報告を行います。 

 １１月３０日の末会議において、末委員

会に付託されました議案第７１号、平成２

２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

所管分、議案第１０２号、摂津市事務分掌

条例の一部を改正する条例制定の件及び議

案第１０５号、摂津市税条例の一部を改正

する条例制定の件の以上３件について、１

２月２日、委員全員出席のもとに委員会を

開催し、審査しました結果、議案第１０２

号については賛成多数、その他の案件につ

いては全員賛成をもって可決すべきものと

決定しましたので報告します。 

○藤浦雅彦議長 建設常任委員長。 

  （山末靖一建設常任委員長 登壇） 

○山末靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 １１月３０日の末会議において、末委員

会に付託されました議案第７１号、平成２

２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

所管分、議案第７３号、平成２２年度摂津

市水道事業会計補正予算（第２号）、議案

第７７号、平成２２年度摂津市公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）、議案第

９４号、摂津市立自動車駐車場指定管理者

指定の件所管分、議案第９５号、摂津市立

自転車駐車場指定管理者指定の件、議案第

１００号、大阪広域水道企業団を組織する

市町村数の増加及びこれに伴う大阪広域水

道企業団規約の変更に関する協議の件、議

案第１０８号、摂津市立自転車駐車場条例
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の一部を改正する条例制定の件及び議案第

１０９号、摂津市自転車等の放置防止に関

する条例の一部を改正する条例制定の件の

以上８件について、１２月１日、委員全員

出席のもとに委員会を開催し、審査しまし

た結果、いずれも全員賛成をもって可決す

べきものと決定しましたので報告します。 

○藤浦雅彦議長 文教常任委員長。 

  （柴田繁勝文教常任委員長 登壇） 

○柴田繁勝文教常任委員長 ただいまから、

文教常任委員会の審査報告を行います。 

 １１月３０日の末会議において、末委員

会に付託されました議案第７１号、平成２

２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

所管分、議案第８１号、摂津市民図書館及

び摂津市立鳥飼図書センターの指定管理者

指定の件、議案第８２号、摂津市青尐年運

動広場指定管理者指定の件、議案第８３号、

摂津市立体育館指定管理者指定の件、議案

第８４号、摂津市立テニスコート指定管理

者指定の件、議案第８５号、摂津市立温水

プール指定管理者指定の件、議案第８６号、

摂津市スポーツ広場指定管理者指定の件、

議案第１０１号、摂津市文化財保護条例制

定の件及び議案第１０６号、摂津市立スポ

ーツセンター条例の一部を改正する条例制

定の件の以上９件について、１２月２日及

び１４日の両日にわたり、委員全員出席の

もとに委員会を開催し、審査をいたしまし

た結果、議案第７１号所管分及び議案第８

１号については賛成多数、その他の案件に

ついては全員賛成をもって可決すべきもの

と決定しましたので報告をいたします。 

○藤浦雅彦議長 民生常任委員長。 

  （森内一蔵民生常任委員長 登壇） 

○森内一蔵民生常任委員長 それでは、ただ

いまから民生常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 去る１１月３０日の末会議において、末

委員会に付託されました議案第７１号、平

成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４

号）所管分、議案第７５号、平成２２年度

摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）、議案第７９号、平成２２年度摂津

市介護保険特別会計補正予算（第３号）、

議案第８０号、平成２２年度摂津市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）、議

案第８７号、摂津市立児童センター指定管

理者指定の件、議案第８８号、摂津市立障

害児童センター指定管理者指定の件、議案

第８９号、摂津市立せっつ桜苑指定管理者

指定の件、議案第９０号、摂津市立ふれあ

いの里指定管理者指定の件、議案第９１号、

摂津市立みきの路指定管理者指定の件、議

案第９２号、摂津市民文化ホール指定管理

者指定の件、議案第９３号、摂津市立市民

ルーム指定管理者指定の件、議案第９４号、

摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件

所管分、議案第９６号、摂津市立保健セン

ター指定管理者指定の件、議案第９７号、

摂津市立休日小児急病診療所指定管理者指

定の件、議案第９８号、摂津市斎場指定管

理者指定の件、議案第９９号、摂津市立葬

儀会館指定管理者指定の件及び議案第１０

７号、摂津市立コミュニティプラザ条例の

一部を改正する条例制定の件の以上１７件

について、１２月１日、委員全員出席のも

とに委員会を開催し、審査いたしました結

果、いずれも全員賛成をもって可決すべき

ものと決定いたしましたので報告いたしま

す。 

○藤浦雅彦議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 
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 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 日末共産党議員団を代表して、

議案第７１号、議案第８１号、議案第１０

２号に対し、一括して反対討論を行います。 

 議案第７１号と議案第８１号は、市直営

だった市民図書館と鳥飼図書センターに２

０１１年４月から指定管理者制度を導入す

るに当たって、株式会社図書館流通センタ

ーを指定管理者に指定し、２０１１年から

の５年間で５億円の債務負担行為を行うも

のです。今回の指定は、市直営で管理して

いた公の施設で初めて民間企業を指定管理

者に指定するもので、その進め方は、情報

公開と市民参加で慎重にされるべきもので

した。同社を指定管理者にすることで、開

館時間の延長、開館日の拡大、そして、同

サービスを直営で行った場合と比較して、

年間３，１００万円の経費削減などメリッ

トを説明されています。しかし、図書館の

利用は原則無料で、指定管理者の収入のほ

とんどは市からの指定管理料となることか

ら、民間企業が市民サービス向上を図りな

がら、その最大目的である利潤を追求しよ

うとすれば、人件費などの経費削減しかな

く、それが市民サービスにはね返ってくる

ことが危惧されます。また、選定委員会、

選定基準、選定方法、選定結果、導入後の

チェック体制のあり方などの議論や市民、

議会への説明責任が不十分、指定管理者指

定は拙速です。市民の読書活動や文化活動

の拠点となる図書館において、市の主体性

が発揮できるのかどうかも不明確で、公的

責任の後退と言わなければなりません。 

 次に、議案第１０２号についてです。今

回の機構改革は、新たな市民負担増と市民

サービスの廃止・縮小、公的仕事の外部委

託を推進する第４次行革実施計画を実施す

るための体制づくりが最大の目的です。一

つは、職員総数についても、市民サービス

の向上にとって必要な職員数という点の議

論もなしに、今年４月時点、６９１名を６

６０名にするということがまずありきで、

同時に、市民にとって利用しやすく、職員

にとっても仕事の効率性が高まるかどうか

という角度からの議論も不十分だという問

題です。 

 二つ目に、尐なくとも今後１０年間のま

ちづくりを推進しようとしている中で、そ

の中心である職員全体できちんと議論され

てきていないという問題です。ですから、

ある職員は、今回の機構改革について、若

い職員さんの中では関心があまりないとい

う感想を述べています。 

 三つ目に、今回議決の対象に入らない教

育委員会の機構も含め大きな変更であるの

に、議会にも事前に相談、協議もなしに提

案されていることも問題であります。 

 以上、反対討論といたします。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 議案第７１号、議案第８１号及び議案第

１０２号を採決します。 

 末３件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、末３件は可決されました。 

 議案第７３号、議案第７５号、議案第７

７号、議案第７９号、議案第８０号、議案

第８２号、議案第８３号、議案第８４号、

議案第８６号、議案第８７号、議案第８８

号、議案第８９号、議案第９０号、議案第
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９１号、議案第９２号、議案第９３号、議

案第９４号、議案第９５号、議案第９６号、

議案第９７号、議案第９８号、議案第９９

号、議案第１００号、議案第１０１号、議

案第１０５号、議案第１０６号、議案第１

０７号、議案第１０８号及び議案第１０９

号を一括採決します。 

 末２９件について、可決することに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、末２９件

は可決されました。 

 議案第８５号を採決します。 

 末件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。 

 よって、末件は可決されました。 

 日程３、請願第１号を議題とします。 

 末件については、所管の常任委員長から

閉会中に審査したいとの申し出がありまし

た。 

 お諮りします。 

 末件については、閉会中に審査すること

に異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程４、議会議案第２１号など５件を議

題とします。 

 お諮りします。 

 末５件については、提案理由の説明を省

略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 末５件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 では、日末共産党議員団を

代表しまして、議会議案第２２号に対する

反対の討論を行います。 

 末議案で政府に求めている中小企業金融

円滑化法、これは、住宅ローンの金利の引

き下げまで申し出によって行えるというも

ので、我が党としても強く延長を求めてい

るものです。しかし、要求項目の２の産業

革新機構は、先端技術や特許の事業化を支

援することを目的とし、中小企業の経営を

支えるものとはほとんど関係がありません。

さらに、要求項目の３では、来年度法人税

引き下げの議論の上に立って、負担緩和を

求めています。現在、法人の７割が、すべ

て赤字と言わないまでも、法人税を納める

必要がない。大企業の莫大なため込み利益

を国内に還流させることこそ必要です。昨

日の報道で、菅首相は「５％の減税を雇用

と設備投資に使ってほしい」と言いました

けれども、経団連は「資末主義ではそうい

うわけにいかない」と返事をしています。

中小企業にとっては、法人税の減税のかわ

りに個人への増税が行われては、元も子も

ないのが現状です。法人税減税をやめるよ

う求めることこそ肝要です。 

 以上の理由により、末議案を末議会の意
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見書として採択することに反対をいたしま

す。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 議会議案第２１号を採決します。 

 末件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、末件は可決されました。 

 議会議案第２２号を採決します。 

 末件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、末件は可決されました。 

 議会議案第２３号、議会議案第２４号及

び議会議案第２５号を一括採決します。 

 末３件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、末３件は

可決されました。 

 以上で末日の日程は終了し、これで平成

２２年第４回摂津市議会定例会を閉会しま

す。 

（午後３時１４分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署
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曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

11 ／ 30 火 本会議（第１日）
委員長報告（継続分）
提案理由説明・質疑・委員会付託・即決

10:00

（議会議案届出締切　17:15）

12 ／ 1 水 建設常任委員会（第一委員会室） 10:00

民生常任委員会（第二委員会室） 10:00

2 木 総務常任委員会（第一委員会室） 10:00

文教常任委員会（第二委員会室） 10:00

（一般質問届出締切　12:00）

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 本会議（第２日） 一般質問 10:00

15 水 本会議（第３日） 一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 10:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

平成２２年第４回定例会審議日程（案）

月 日
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〈総務常任委員会〉
議案 第 71 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案 第 102 号 摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 105 号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

〈建設常任委員会〉
議案 第 71 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案 第 73 号 平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

議案 第 77 号 平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議案 第 94 号 摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件所管分（市立小川自動車駐
車場以外の市立自動車駐車場に関する部分）

議案 第 95 号 摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件

議案 第 100 号 大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大阪広
域水道企業団規約の変更に関する協議の件

議案 第 108 号 摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 109 号 摂津市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

〈文教常任委員会〉
議案 第 71 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案 第 81 号 摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書センターの指定管理者指定の件

議案 第 82 号 摂津市青少年運動広場指定管理者指定の件

議案 第 83 号 摂津市立体育館指定管理者指定の件

議案 第 84 号 摂津市立テニスコート指定管理者指定の件

議案 第 85 号 摂津市立温水プール指定管理者指定の件

議案 第 86 号 摂津市スポーツ広場指定管理者指定の件

議案 第 101 号 摂津市文化財保護条例制定の件

議案 第 106 号 摂津市立スポーツセンター条例の一部を改正する条例制定の件

〈民生常任委員会〉
議案 第 71 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案 第 75 号 平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案 第 79 号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案 第 80 号 平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案 第 87 号 摂津市立児童センター指定管理者指定の件

議案 第 88 号 摂津市立障害児童センター指定管理者指定の件

議案 第 89 号 摂津市立せっつ桜苑指定管理者指定の件

議案 第 90 号 摂津市立ふれあいの里指定管理者指定の件

議案 第 91 号 摂津市立みきの路指定管理者指定の件

議案 第 92 号 摂津市民文化ホール指定管理者指定の件

議案 第 93 号 摂津市立市民ルーム指定管理者指定の件

議案 第 94 号 摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件所管分（市立小川自動車駐
車場に関する部分）

議案 第 96 号 摂津市立保健センター指定管理者指定の件

議 案 付 託 表

平成２２年第４回定例会
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議案 第 97 号 摂津市立休日小児急病診療所指定管理者指定の件

議案 第 98 号 摂津市斎場指定管理者指定の件

議案 第 99 号 摂津市立葬儀会館指定管理者指定の件

議案 第 107 号 摂津市立コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例制定の件
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質問順位

　１番　大澤千恵子議員　　２番　村上英明議員　　３番　柴田繁勝議員

　４番　安藤薫議員　　　　５番　上村高義議員　　６番　山本靖一議員

　７番　木村勝彦議員　　　８番　山崎雅数議員　　９番　嶋野浩一朗議員

１０番　弘豊議員　　　　１１番　原田平議員　　１２番　南野直司議員

大澤千恵子議員

１　第４次行財政改革について　

２　環境政策について

３　協働のまちづくり（旧教育研究所をコミュニティの拠点に）

４　尖閣問題、北方領土問題の正しい教育を

５　市営鯵生野団地の跡地に別府公民館を

６　指定管理者制度について

村上英明議員

１　スポーツ・文化都市宣言を行なうことについて

２　徘徊ＳＯＳネットワークの構築について

３　市民課窓口業務の一部委託について

４　コミュニティプラザの貸室予約について

柴田繁勝議員

１　正雀駅前地区整備

　（１）正雀駅前ワークショップのその後の進捗状況について

２　市民活動支援に関する取り組みについて

３　文化財保存について

　（１）先般、一般公開された吹田操車場跡地の文化遺産に対する市の考え方について

４　将来の街づくり

　（１）第４次総合計画の実施と大阪都構想及び大阪市の分市問題との関係について

平 成 ２ ２ 年 第 ４ 回 定 例 会 一 般 質 問 要 旨
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安藤薫議員

１　就学援助金制度について

２　子育て支援について

　（１）ファミリーサポートセンターについて

　（２）学童保育について

　（３）地域の子どもの居場所について（児童センターなど）

３　公共施設の配置と市民のアクセスについて

上村高義議員

１　地球温暖化防止地域計画策定について

２　指定管理者制度の総括と今後の取り組みについて

３　新型インフルエンザに対する危機管理について

山本靖一議員

１　ゴミ収集業務の民間委託拡大について

木村勝彦議員

　（１）都市核整備について

　（２）商工農政について

　（３）人口推移について

山崎雅数議員

１　国民健康保険制度を広域化する方針に反対することについて

２　地域産業振興策として住宅リフォーム助成制度を導入することについて

１　第４次総合計画基本構想制定に向けて第１次から第３次総合計画基本構想の
　積み残された事業仕訳けがどのように整理されているのか
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嶋野浩一朗議員

１　第４次総合計画実施計画について

２　職員の資質向上について

３　機構改革について

４　阪急摂津市駅開設に伴う変化への対応について

５　学校教育について

　（１）現場の状況について

　（２）教育委員会の役割について

６　スポーツ振興について

　（１）体育施設の充実について

　（２）中学校での部活動の充実について

　（３）総合型地域スポーツクラブについて

弘豊議員

１　南千里丘開発に伴う地域への影響と課題

　（１）児童、生徒数の増加と学校、保育所等の受け入れ体制について

　（２）市民が集い、憩える街づくりについて

２　交通安全対策について

　（１）市内での交通事故の発生状況について

　（２）交通危険箇所の改善について

　（３）生活道路の改修など今後の見通しについて

　（４）正雀、千里丘西口、駅周辺の対策について

原田平議員

１　安威川以南地域における地域コミュニティセンターについて

　（１）基本構想策定状況について

　（２）建設計画について

２　淀川河川公園におけるグラウンドゴルフ場設置について

３　公共施設巡回バスについて

４　防災対策について

５　入札制度について
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南野直司議員

２　電子自治体の推進について

　（１）体育館やグラウンドなど公共施設のオンライン予約について

　（２）インターネットを利用した電子申請サービスについて

　（３）住民票や印鑑登録証明書などが住基カードで取得できる自動交付機の設置について

　（４）住民基本台帳カードの活用と障がい者の方への無料配布について

３　地上デジタルテレビ放送の受信に関する相談窓口の設置について

４　住宅用火災警報器を高齢者や障がい者の方へ無償貸与することについて

５　水道検針時に独居高齢者などの安否確認サービス実施について

７　中学校給食の導入について

８　（仮称）摂津市総合体育館の建設について

９　小学校就学前までの乳幼児通院医療費助成制度の拡充について

10　ゴミ分別の協力に対して、市民にカラスよけネットなどを無償配布することについて

11　将来を見据えた交通機関の利便性向上について

　（１）市内全域バスの利便性の向上について

　（２）地域の実情にあった交通機関の考え方について

　（３）民間活力を導入した、ジャンボ福祉タクシーなどの導入について

12　府道正雀一津屋線、第四中学校正門付近から別府交差点までの安全対策について

６　公民館に高齢者や障がい者の視点に立ち、エレベーターの設置などバリアフリー化を
　図ることについて

１　市政の情報をパソコンや携帯電話に配信する（仮称）セッピィめーる配信サービス
　について
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議決結果一覧

議  案  番  号 件　　　　　　　　　　　名 議決月日 結果

認　　定 第 1号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件 11月30日 認 定

認　　定 第 2号 平成２１年度摂津市水道事業会計決算認定の件 11月30日 認 定

認　　定 第 3号
平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 4号
平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算
認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 5号
平成２１年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認
定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 6号
平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決
算認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 7号
平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会
計歳入歳出決算認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 8号
平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定
の件

11月30日 認 定

認　　定 第 9号
平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算認定の件

11月30日 認 定

議　　案 第 58号 摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件 11月30日 可 決

議　　案 第 70号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第３号） 11月30日 可 決

議　　案 第 71号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号） 12月15日 可 決

議　　案 第 72号 平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号） 11月30日 可 決

議　　案 第 73号 平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号） 12月15日 可 決

議　　案 第 74号
平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）

11月30日 可 決

議　　案 第 75号
平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第
４号）

12月15日 可 決

議　　案 第 76号
平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算
（第２号）

11月30日 可 決

議　　案 第 77号
平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算
（第３号）

12月15日 可 決

議　　案 第 78号
平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２
号）

11月30日 可 決

議　　案 第 79号
平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３
号）

12月15日 可 決

議　　案 第 80号
平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）

12月15日 可 決

議　　案 第 81号
摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書センターの指定管
理者指定の件

12月15日 可 決

議　　案 第 82号 摂津市青少年運動広場指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 83号 摂津市立体育館指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 84号 摂津市立テニスコート指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 85号 摂津市立温水プール指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 86号 摂津市スポーツ広場指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 87号 摂津市立児童センター指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 88号 摂津市立障害児童センター指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 89号 摂津市立せっつ桜苑指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 90号 摂津市立ふれあいの里指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 91号 摂津市立みきの路指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 92号 摂津市民文化ホール指定管理者指定の件 12月15日 可 決
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議  案  番  号 件　　　　　　　　　　　名 議決月日 結果

議　　案 第 93号 摂津市立市民ルーム指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 94号 摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 95号 摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 96号 摂津市立保健センター指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 97号 摂津市立休日小児急病診療所指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 98号 摂津市斎場指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 99号 摂津市立葬儀会館指定管理者指定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 100号
大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれ
に伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議の件

12月15日 可 決

議　　案 第 101号 摂津市文化財保護条例制定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 102号 摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 103号
特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の
議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件

11月30日 可 決

議　　案 第 104号
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条
例制定の件

11月30日 可 決

議　　案 第 105号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 12月15日 可 決

議　　案 第 106号
摂津市立スポーツセンター条例の一部を改正する条例制
定の件

12月15日 可 決

議　　案 第 107号
摂津市立コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例
制定の件

12月15日 可 決

議　　案 第 108号
摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の
件

12月15日 可 決

議　　案 第 109号
摂津市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件

12月15日 可 決

請　　願 第 1号 生活道路の変更と安全対策に関する請願 －
閉会中の
継続審査

議会議案 第 21号 子ども手当財源の地方負担に反対する意見書の件 12月15日 可 決

議会議案 第 22号 中小企業支援及び、金融支援策を求める意見書の件 12月15日 可 決

議会議案 第 23号 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書の件 12月15日 可 決

議会議案 第 24号
ヒトＴ細胞白血病ウィルス１型（ＨＴＬＶ－１）総合対
策を求める意見書の件

12月15日 可 決

議会議案 第 25号
学校保健安全法による医療費助成（歯科）の適用範囲拡
大を求める意見書の件

12月15日 可 決
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